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１－① 災害への備え

１－② 防犯体制の強化

１－③ 公共交通の充実

１－④ 環境衛生の確保

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 館林地区消防組合負担金（常備消防） 総務課 安全安心係 14～15

2 館林地区消防組合負担金（非常備消防） 総務課 安全安心係 16～17

3 館林地区消防組合負担金（消防施設） 総務課 安全安心係 18～19

4 防災対策事業 総務課 安全安心係 20～21

5 広域防災情報伝達システム事業 総務課 安全安心係 22～23

6 防災士育成事業 総務課 安全安心係 24～25

7 〇 緊急避難場所整備事業 総務課 安全安心係 26～27

8 〇 合の谷災害対策事業 総務課 安全安心係 28～29

9 〇 国土強靱化地域計画策定事業 総務課 安全安心係 30～31

10 邑楽東部第一排水機場維持管理事業 産業振興課 農村整備係 32～33

11 小保呂排水機場維持管理事業 産業振興課 農村整備係 34～35

12 農地防災遊水池維持管理事業 産業振興課 農村整備係 36～37

13 〇 渡良瀬遊水地治水促進事業 都市建設課 建設係 38～39

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 空家等対策事業 総務課 安全安心係 40～41

2 特殊詐欺対策電話機等購入費補助事業 総務課 安全安心係 42～43

3 防犯施設整備事業 総務課 安全安心係 44～45

4 消費者行政推進事業 産業振興課 商工観光係 46～47

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 交通安全運動推進事業 総務課 安全安心係 48～49

2 交通指導活動事業 総務課 安全安心係 50～51

3 交通安全施設及び環境整備事業 総務課 安全安心係 52～53

4 町営駐車場運営事業 総務課 安全安心係 54～55

5 路線バス運行事業 総務課 安全安心係 56～57

6 〇 無料コミュニティバス運行事業 総務課 安全安心係 58～59

7 鉄道利用者の利便性向上事業 企画財政課 企画調整係 60～61

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 地球温暖化対策事業 住民環境課 環境下水道係 62～63

2 外来生物対策事業 住民環境課 環境下水道係 64～65
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２－① 子育て支援の充実

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

3 合併処理浄化槽設置費補助事業 住民環境課 環境下水道係 66～67

4 浄化槽エコ補助金事業 住民環境課 環境下水道係 68～69

5 住宅用太陽光発電システム設置補助事

業

住民環境課 環境下水道係 70～71

6 犬の登録・狂犬病予防注射実施事業 住民環境課 環境下水道係 72～73

7 ごみステーションの管理と集団回収事業 住民環境課 環境下水道係 74～75

8 ごみ処理委託事業 住民環境課 環境下水道係 76～77

9 一般廃棄物収集運搬事業 住民環境課 環境下水道係 78～79

10 ごみ広域処理事業 住民環境課 環境下水道係 80～81

11 し尿及び浄化槽汚泥広域処理事業 住民環境課 環境下水道係 82～83

12 水質浄化センター 住民環境課 環境下水道係
下水道事業

特別会計

84～85

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 婚活応援事業 総務課 行政庶務係 86～87

2 カップリングデザイナー事業 企画財政課 企画調整係 88～89

3 子育て支援金支給事業 福祉課 子育て支援係 90～91

4 病児・病後児保育事業 福祉課 子育て支援係 92～93

5 母子・父子家庭児童入進学等支度金支

給事業

福祉課 子育て支援係 94～95

6 チャイルドシート購入費補助事業 福祉課 子育て支援係 96～97

7 0 歳児紙おむつ購入費補助事業 福祉課 子育て支援係 98～99

8 学童保育運営委託事業 福祉課 子育て支援係 100～101

9 民間保育所等補助事業 福祉課 子育て支援係 102～103

10 子どものための教育・保育給付事業

（2・3号）

福祉課 子育て支援係 104～105

11 子育てのための施設等利用給付事業

（2・3号）

福祉課 子育て支援係 106～107

12 児童手当支給事業（手当費） 福祉課 子育て支援係 108～109

13 子どものための教育・保育給付事業（1

号）

福祉課 子育て支援係 110～111

14 子育てのための施設等利用給付事業（1

号）

福祉課 子育て支援係 112～113

15 板倉保育園運営事業 福祉課 板倉保育園 114～115

16 北保育園運営事業 福祉課 北保育園 116～117

17 児童館運営事業 福祉課 児童館 118～119

18 福祉医療費支給事業 健康介護課 保険医療係 120～121
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２－② 健康の増進

２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

19 子育て世代包括支援事業 健康介護課 健康推進係 122～123

20 産後ケア事業 健康介護課 健康推進係 124～125

21 不妊症及び不育症治療費助成事業 健康介護課 健康推進係 126～127

22 小学校給食事業 教育委員会事務局 総務学校係 128～129

23 中学校給食事業 教育委員会事務局 総務学校係 130～131

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 後期高齢者健診事業 健康介護課 保険医療係 132～133

2 後期高齢者人間ドック等検診費助成事業 健康介護課 保険医療係 134～135

3 国保運営協議会事業 健康介護課 保険医療係
国民健康保

険特別会計

136～137

4 医療費適正化対策事業 健康介護課 保険医療係
国民健康保

険特別会計
138～139

5 人間ドック等補助事業 健康介護課 保険医療係
国民健康保

険特別会計
140～141

6 特定健康診査等事業 健康介護課 保険医療係
国民健康保

険特別会計
142～143

7 医療事務組合・救急医療対策事業 健康介護課 健康推進係
144～145

8 健康増進事業 健康介護課 健康推進係 146～147

9 健康増進事業（補助） 健康介護課 健康推進係 148～149

10 妊婦・乳幼児健診事業 健康介護課 健康推進係 150～151

11 がん対策強化推進事業 健康介護課 健康推進係 152～153

12 法定予防接種事業 健康介護課 健康推進係 154～155

13 任意予防接種町単独助成事業 健康介護課 健康推進係 156～157

14 緊急風しん対策事業 健康介護課 健康推進係 158～159

15 女性と子どもの健康づくり事業 健康介護課 健康推進係 160～161

16 感染症対策事業 健康介護課 健康推進係 162～163

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 福祉タクシー利用補助事業 健康介護課 介護高齢係 164～165

2 老人保護措置事業 健康介護課 介護高齢係 166～167

3 老人クラブ等地域活動推進 健康介護課 介護高齢係 168~169

4 敬老祝金支給 健康介護課 介護高齢係 170～171

5 敬老の集い補助事業 健康介護課 介護高齢係 172～173

6 ダイヤモンド婚・金婚式合同記念式典 健康介護課 介護高齢係 174～175
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２－④ 地域福祉の推進

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

7 卒寿・最高齢者慶祝訪問 健康介護課 介護高齢係 176～177

8 百寿者慶祝訪問 健康介護課 介護高齢係 178～179

9 緊急通報装置設置 健康介護課 介護高齢係 180～181

10 在宅要介護高齢者紙おむつ給付 健康介護課 介護高齢係 182～183

11 介護用車両購入費補助 健康介護課 介護高齢係 184～185

12 介護保険特別会計繰出金 健康介護課 介護高齢係 186～187

13 介護慰労金支給事業 健康介護課 介護高齢係 188～189

14 介護予防普及啓発事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計

190～191

15 地域介護予防活動支援事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
192～193

16 権利擁護事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
194～195

17 総合相談事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
196～197

18 在宅医療・介護連携推進事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
198～199

19 生活支援体制整備事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
200～201

20 認知症総合支援事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
202～203

21 地域ケア会議推進事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
204～205

22 成年後見制度利用支援事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
206～207

23 家族介護支援事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
208～209

24 配食見守りサービス事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
210～211

25 認知症サポーター等養成事業 健康介護課 介護高齢係
介護保険

特別会計
212～213

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 民間社会福祉活動事業 福祉課 社会福祉係 214～215

2 福祉まつり 福祉課 社会福祉係 216～217

3 民生委員児童委員活動推進 福祉課 社会福祉係 218～219

4 歳末たすけあい運動 福祉課 社会福祉係 220～221
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３－① 農業の振興

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

5 自殺対策強化事業 福祉課 社会福祉係 222～223

6 更生保護活動事業 福祉課 社会福祉係 224～225

7 老人福祉センター管理運営 福祉課 社会福祉係 226～227

8 シルバー人材センター補助事業 福祉課 社会福祉係 228～229

9 更生医療費給付 福祉課 社会福祉係 230～231

10 育成医療費給付 福祉課 社会福祉係 232～233

11 療養介護医療費給付 福祉課 社会福祉係 234～235

12 障害支援区分認定等 福祉課 社会福祉係 236～237

13 地域生活支援 福祉課 社会福祉係 238～239

14 在宅障害児（者）福祉補助事業 福祉課 社会福祉係 240～241

15 障害児（者）緊急一時保護事業 福祉課 社会福祉係 242～243

16 重症心身障害者等短期入所助成事業 福祉課 社会福祉係 244～245

17 障害者デイサービスセンター管理運営 福祉課 社会福祉係 246～247

18 障害者（児）住宅改造費補助 福祉課 社会福祉係 248～249

19 腎臓機能障害者等通院交通費補助 福祉課 社会福祉係 250～251

20 特定医療費（指定難病）受給者等見舞金

支給事業

福祉課 社会福祉係 252～253

21 要医療重症心身障害児（者）訪問介護支

援事業

福祉課 社会福祉係 254～255

22 障害介護給付費 福祉課 社会福祉係 256～257

23 障害児給付費 福祉課 社会福祉係 258～259

24 災害見舞金支給事業 福祉課 社会福祉係 260～261

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 町内主要排水路清掃事業 産業振興課 農村整備係 262~263

2 町単独土地改良事業 産業振興課 農村整備係 264～265

3 県営五箇谷地区ほ場整備事業 産業振興課 農村整備係 266～267

4 県営頭沼地区水路整備事業 産業振興課 農村整備係 268～269

5 県営城沼水路地区整備事業 産業振興課 農村整備係 270～271

6 農地耕作条件改善事業 城沼地区 産業振興課 農村整備係 272~273

7 家族経営協定普及推進事業 産業振興課 農業振興係 274～276

8 農業関係制度利子補給事業 産業振興課 農業振興係 276～277

9 総合農業振興協議会事業 産業振興課 農業振興係 278～279

10 認定農業者応援事業 産業振興課 農業振興係 280～281

11 農地中間管理事業 産業振興課 農業振興係 282～283

12 担い手育成・就農支援事業 産業振興課 農業振興係 284～285

13 加工米対策事業 産業振興課 農業振興係 286～287

7



３－② 商工業の振興

３－③ 観光の振興

４－① 児童生徒の育成

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

14 新規農産物研究事業 産業振興課 農業振興係 288～289

15 農産物直売所管理運営事業 産業振興課 農業振興係 290～291

16 畜産経営環境改善事業 産業振興課 農業振興係 292～293

17 有害鳥獣駆除事業 産業振興課 農業振興係 294～295

18 内水魚増殖事業 産業振興課 農業振興係 296～297

No 評価対象外 事 業 名 ﾍﾟｰｼﾞ

1 産業施設及び商業施設誘致促進奨励事業 産業振興課 誘致推進係 298～299

2 板倉ニュータウン商業・業務用地利用促進事業 産業振興課 誘致推進係 300～301

3 企業立地促進事業 産業振興課 誘致推進係 302～303

4 商工業振興事業 産業振興課 商工観光係 304～305

5 板倉まつり運営補助事業 産業振興課 商工観光係 306～307

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 渡良瀬遊水地環境保全事業 企画財政課 企画調整係 308～309

2 観光振興事業 産業振興課 商工観光係 310～311

3 揚舟運航事業 産業振興課 商工観光係 312～313

4 群馬の水郷管理事業 産業振興課 商工観光係 314～315

5 レンタサイクル事業 産業振興課 商工観光係 316～317

6 イメージキャラクター地域活性化事業 産業振興課 商工観光係 318～319

7 三県境整備利活用事業 産業振興課 商工観光係 320～321

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 東洋大学との連携事業 企画財政課 企画調整係 322～323

2 奨学金貸与事業 教育委員会事務局 総務学校係 324～325

3 教育研究所充実事業 教育委員会事務局 総務学校係 324～325

4 小中学校校務支援システム事業 教育委員会事務局 総務学校係 328～329

5 英検検定料助成事業 教育委員会事務局 総務学校係 330～331

6 教育指導充実事業 教育委員会事務局 総務学校係 332～333

7 外国青年招致事業（JETプログラム） 教育委員会事務局 総務学校係 334～335

8 小学校運営 教育委員会事務局 総務学校係 336～337

9 小学校施設維持管理 教育委員会事務局 総務学校係 338～339

10 学校支援隊事業 教育委員会事務局 総務学校係 340～341

11 小学校再編事業 教育委員会事務局 総務学校係 342～343

12 小学校スクールバス運行事業 教育委員会事務局 総務学校係 344～345
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４－② 芸術と文化の振興

４－③ スポーツの振興

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

13 小学校教育振興事業 教育委員会事務局 総務学校係 346～347

14 小学校要保護及び準要保護児童援助費

事業

教育委員会事務局 総務学校係 348～349

15 小学校特別支援教育就学奨励費事業 教育委員会事務局 総務学校係 350～351

16 中学校運営 教育委員会事務局 総務学校係 352～353

17 中学校施設維持管理事業 教育委員会事務局 総務学校係 354～355

18 部活動指導員配置促進事業 教育委員会事務局 総務学校係 356～357

19 中学校教育振興事業 教育委員会事務局 総務学校係 358～359

20 中学校要保護及び準要保護生徒援助費

事業

教育委員会事務局 総務学校係 360～361

21 中学校特別支援教育就学奨励費事業 教育委員会事務局 総務学校係 362～363

22 ○ 小中学校 ICT環境整備事業 教育委員会事務局 総務学校係 364～365

23 ○ 西小学校駐車場改修事業 教育委員会事務局 総務学校係 366～367

24 各種教室開催事業 教育委員会事務局 わたらせ自然館 368～369

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 文化財資料館管理運営事業 教育委員会事務局 生涯学習係 370～371

2 文化財保存活用事業 教育委員会事務局 生涯学習係 372～373

3 町内遺跡確認調査事業 教育委員会事務局 生涯学習係 374～375

4 文化財景観保護推進事業 教育委員会事務局 生涯学習係 376～377

5 無形民俗文化財継承・育成事業 教育委員会事務局 生涯学習係 378～379

6 自然環境調査事業 教育委員会事務局 生涯学習係 380～381

7 芸術文化振興事業 教育委員会事務局 生涯学習係 382～383

8 芸術・文化事業 教育委員会事務局 生涯学習係 384～385

9 自然館管理運営事業 教育委員会事務局 わたらせ自然館 386～387

10 企画展開催事業 教育委員会事務局 わたらせ自然館 388～389

11 コンサート開催事業 教育委員会事務局 わたらせ自然館 390～391

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 スポーツ教室事業 教育委員会事務局 スポーツ振興係 392～393

2 スポーツイベントの開催事業 教育委員会事務局 スポーツ振興係 394～395

3 指導者の育成・確保事業 教育委員会事務局 スポーツ振興係 396～397

4 スポーツ団体等の育成事業 教育委員会事務局 スポーツ振興係 398～399

5 社会体育施設管理事業 教育委員会事務局 スポーツ振興係 400～401
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４－④ 生涯学習の推進

５－① 都市計画の推進

５－② 道路網の整備

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 社会教育総務事業 教育委員会事務局 生涯学習係 402~403

2 生涯学習推進事業 教育委員会事務局 生涯学習係 404～405

3 人権教育推進事業 教育委員会事務局 生涯学習係 406～407

4 青少年教育総務事業 教育委員会事務局 生涯学習係 408～409

5 青少年健全育成事業 教育委員会事務局 生涯学習係 410～411

6 成人式式典事業 教育委員会事務局 生涯学習係 412～413

7 中央公民館管理運営事業 教育委員会事務局 生涯学習係 414～415

8 学級講座開設事業 教育委員会事務局 生涯学習係 416～417

9 図書の充実事業 教育委員会事務局 生涯学習係 418～419

10 教育支援体制等構築事業 教育委員会事務局 生涯学習係 420～421

11 東部公民館管理運営事業 教育委員会事務局 東部公民館 422～423

12 学級講座開設事業（東部公民館） 教育委員会事務局 東部公民館 424～425

13 教育支援体制等構築事業（東部公民館） 教育委員会事務局 東部公民館 426～427

14 図書の充実事業（東部公民館） 教育委員会事務局 東部公民館 428～429

15 北部公民館管理運営事業 教育委員会事務局 北部公民館 430～431

16 学級講座開設事業（北部公民館） 教育委員会事務局 北部公民館 432～433

17 教育支援体制等構築事業（北部公民館） 教育委員会事務局 北部公民館 434～435

18 図書の充実事業（北部公民館） 教育委員会事務局 北部公民館 436～437

19 南部公民館管理運営事業 教育委員会事務局 南部公民館 438～439

20 学級講座開設事業（南部公民館） 教育委員会事務局 南部公民館 440～441

21 教育支援体制等構築事業（南部公民館） 教育委員会事務局 南部公民館 442～443

22 図書の充実事業（南部公民館） 教育委員会事務局 南部公民館 444～445

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 都市計画推進事業 都市建設課 計画管理係 446～447

2 風景づくり推進事業 都市建設課 計画管理係 448～449

3 公園維持管理事業 都市建設課 計画管理係 450～451

4 〇 都市計画基礎調査事業 都市建設課 計画管理係 452～453

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 渡良瀬川及び利根川架橋整備事業 企画財政課 企画調整係 454～455

2 道路維持事業 都市建設課 計画管理係 456～457

3 道路長寿命化事業 都市建設課 計画管理係 458～459

4 町単独道路整備事業 都市建設課 建設係 460～461
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５－③ 住宅対策の推進

６－① 町民参加によるまちづくりの促進

６－② 情報の発信

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

5 橋梁長寿命化事業 都市建設課 建設係 462～463

6 八間樋橋解体撤去事業 都市建設課 建設係 464～465

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 移住支援事業 企画財政課 企画調整係 466～467

2 分譲推進事業 産業振興課 誘致推進係 468～469

3 住宅リフォーム支援事業 産業振興課 商工観光係 470～471

4 移住者住宅取得支援事業 都市建設課 計画管理係 472～473

5 町営住宅管理事業 都市建設課 計画管理係 474～475

6 木造住宅耐震改修促進事業 都市建設課 計画管理係 476～477

7 耐震改修促進計画策定事業 都市建設課 計画管理係 478～479

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 叙勲祝賀事業 総務課 秘書人事係 480～481

2 賀詞交歓会事業 総務課 秘書人事係 482～483

3 行政区運営事業 総務課 行政庶務係 484～485

4 コミュニティ助成事業 総務課 行政庶務係 486～487

5 まちづくり推進事業 企画財政課 企画調整係 488～489

6 多面的機能支払交付金事業 産業振興課 農村整備係 490～491

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 文書管理事業 総務課 情報広報係 492～493

2 情報公開・個人情報保護事業 総務課 情報広報係 494～495

3 広報紙作成事業 総務課 情報広報係 496～497

4 「板倉町のあゆみ」記録事業 総務課 情報広報係 498～499

5 テレホンサービス事業 総務課 情報広報係 500～501

6 総合行政ネットワーク（LGWAN）事業 総務課 情報広報係 502～503

7 庁内情報化事業 総務課 情報広報係 504～505

8 ホームページ運用管理事業 総務課 情報広報係 506～507

9 社会保障・税番号制度システム事業 総務課 情報広報係 508～509

10 基幹系システム運用管理事業 総務課 情報広報係 510～511

11 板倉町 PR大使事業 企画財政課 企画調整係 512～513

12 行政懇談会事業 企画財政課 企画調整係 514～515

13 個人番号カード交付事業 住民環境課 戸籍年金係 516～517
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６－③ 財政運営の効率化

No 評価対象外 事 業 名 担当係 備考 ﾍﾟｰｼﾞ

1 職員研修経費 総務課 秘書人事係 518～519

2 公用車管理事業 総務課 秘書人事係 520～521

3 町有バス管理運行事業 総務課 秘書人事係 522～523

4 広域行政事業 企画財政課 企画調整係 524～525

5 〇 公共施設利活用検討事業 企画財政課 企画調整係 526～527

6 ふるさと納税事業 企画財政課 財政係 528～529

7 旧庁舎解体撤去事業 企画財政課 財政係 530～531

8 町税徴収管理業務 税務課 収税係 532～533

9 会計管理業務 会計課 会計係 534～535
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実施計画・事務事業評価シート

（令和２年度実施事業）
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

230,029 230,073 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

230,029 230,073 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

230,029 230,073 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

230,029 0 0 0 0 0 0 0

230,029

0

230,029 0 0 0 0 0 0 0

149 0 0 0 0 0 0 0

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

149 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

230,178 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 館林地区消防組合負担金（常備消防）

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

9 1 2

根拠法令・個別計画 消防組織法、館林地区消防組合規約

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

館林地区消防組合が火災及び救急並びに災害対応を迅速に行うことで、町民の安全安心な生活
を実現することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

１８　負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

１８　負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

館林地区消防組合に対し常備消防に係る負担金を支出し、常備消防の人員・資機材の充実を図
る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 230,029 230,073 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 230,029

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

600 600 600 600 600 600 600 600

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 521

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

館林地区消防組合負担金

活動指標名 備考

館林地区消防組合負担金

成果(KPI)指標名 備考

火災・救急出動回数

成果(KPI)指標名 備考

火災・救急出動回数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町民の生命・財産を守る上で、必要不可欠な事業である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

費用対効果による評価に適さない。

2
達成されている。

特になし。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

町民の生命・財産を守る上で、必要不可欠な事業である。今後も継続して一市四町による事務組合で効
率的な運営を図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

21,896 24,416 25,290 25,290 25,290 25,290 25,290 25,290

21,896 24,416 25,290 25,290 25,290 25,290 25,290 25,290

21,896 24,416 25,290 25,290 25,290 25,290 25,290 25,290

21,896

21,896

21,896

149

0.02 

149

22,045

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 館林地区消防組合負担金（非常備消防）

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

9 1 2

根拠法令・個別計画 消防組織法、館林地区消防組合規約、館林地区消防組合消防団条例

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

組合常備消防が行う管内の火災及び災害対応を支援することで、町民が安全安心な生活を営む
ことを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

１８　負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

１８　負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

館林地区消防組合に対し非常備消防(消防団)に係る負担金を支出し、非常備消防の人員・資機
材の充実を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

16



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 103 103 103 103 103 103 103 103

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 103

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

板倉消防団員数

活動指標名 備考

板倉消防団員数

成果(KPI)指標名 備考

消防団員定数維持率

成果(KPI)指標名 備考

消防団員定数維持率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町民の生命・財産を守る上で、必要不可欠な事業である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

費用対効果による評価に適さない。

2
達成されている。

消防団員の確保が年々難しい状況となっている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

町民の生命・財産を守る上で、必要不可欠な事業である。消防団員の処遇改善、環境整備を行い、地
域の防災力強化に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

17



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

4,125 11,915 11,915 7,775 7,775 7,775 7,775 7,775

4,125 11,915 11,915 7,775 7,775 7,775 7,775 7,775

4,125 11,915 11,915 7,775 7,775 7,775 7,775 7,775

4,125

4,125

4,125

149

0.02 

149

4,274

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 館林地区消防組合負担金（消防施設）

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

9 1 3

根拠法令・個別計画 消防組織法、館林地区消防組合規約

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

防火水槽、消火栓及びポンプ車等の整備・維持管理を行うことで、緊急時対応が的確迅速にで
き、町民が安全安心な生活を営むことを目的としている。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

１８　負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

１８　負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

館林地区消防組合に対し施設整備に係る負担金を支出し、緊急時の水利・車両の充実を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 4,125 11,915 11,915 7,775 7,775 7,775 7,775 7,775

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 4,125

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 484 484 484 484 484 484 484 484

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 484

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

館林地区消防組合負担金（消防施設）

活動指標名 備考

館林地区消防組合負担金（消防施設）

成果(KPI)指標名 備考

水利（防火水槽・消火栓）箇所数

成果(KPI)指標名 備考

水利（防火水槽・消火栓）箇所数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

火災発生時には、必要不可欠な施設であり、継続して設置していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

費用対効果による評価に適さない。

2
達成されている。

特になし。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

現在の施設を適正に管理すると共に、地域の安全安心を確保するため、必要な施設の新設・更新を行
う。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

5,099 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817

3,437 3,644 3,644 3,644 3,644 3,644 3,644 3,644

1,325 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045

285 314 314 314 314 314 314 314

24 24 24 24 24 24 24 24

28 790 790 790 790 790 790 790

5,099 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817

3,538

2,960

406

172

3,538

7,447

1.00 

7,447

10,985

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 防災対策事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

9 1 4

根拠法令・個別計画 災害対策基本法、水防法、板倉町地域防災計画

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　災害から町民の生命・財産を守るため、防災意識向上の啓発及び町の防災体制・防災施設を
整備する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

10 需用費

12 委託料

13 使用料及び賃借料

18 負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

10 需用費

12 委託料

13 使用料及び賃借料

18 負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

災害による住民の生命を守るため、住民避難訓練及び総合防災訓練を実施する。
防災啓発のため、防災講習会及び水防学校を実施する。
災害時に備えた備蓄品の配備、防災施設の整備及び防災機器の維持管理を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 15 15 15 15 15 15 15 15

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 －

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 40 42 44 46 48 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ －

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

防災講習会

活動指標名 備考

防災講習会 R2コロナで未実施

備考

避難訓練参加率（世帯）

成果(KPI)指標名 備考

避難訓練参加率（世帯） R2コロナで未実施

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　町民の防災意識啓発及び防災備蓄物資の整備等は、防災体制を強化するために必要不可欠である
ことから、今後も継続して計画的に実施する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　防災対策事業は町の責務を果たすものであ
り、費用対効果で評価すべき事業ではないと考
えられる。

2
　コロナの影響により防災講習会や住民避難訓
練は実施できなかったが、防災マップの全戸配
布による町民の防災意識の向上、防災備蓄物
資の整備の充実化を図り、防災体制を強化し
た。

　令和３年度においても、コロナの影響により防
災講習会や住民避難訓練の実施が不透明な状
況である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　防災施設整備の推進と併せて町民の防災意識啓発に継続して努めるとともに、水害時における住民
避難体制を確立し、総合的な防災体制の強化を図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

21



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

8,289 6,289 6,289 6,289 8,289 6,289 6,289 6,289

6,289 6,289 6,289 6,289 6,289 6,289 6,289 6,289

2,000 2,000

8,289 6,289 6,289 6,289 8,289 6,289 6,289 6,289

6,289

6,289

22

6,267

745

0.10 

745

7,034

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 広域防災情報伝達システム事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

9 1 4

根拠法令・個別計画
災害対策基本法、板倉町防災行政無線の運用管理規程、板倉町防災行政無線戸別受信機の貸
与に関する要綱、板倉町防災行政無線戸別受信機の有償配布に関する要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町民の生命・財産を守る災害対策として、特に人的被害を最小限に止めるために、正確な情報を
いち早く住民に伝達し避難行動を促す。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

12　委託料

17　備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

12　委託料

17　備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

雑入 個別受信機関係実費

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

災害関連情報の広報を迅速かつ的確に行えるよう広報体制の整備を図るため、同報系（一斉に
情報を伝える）防災行政無線の代替設備として280MHzデジタル同報無線（防災ラジオ）を整備
し、戸別受信機の貸与と送配信局の適切な維持管理を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 24 24 24 24 24 24 24 24

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 24

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

個 4,500 4,550 4,600 4,650 4,700 4,750 4,800 4,800 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

個 4,577

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

定期放送回数

（毎月１回昼と夜）

活動指標名 備考

定期放送回数

（毎月１回昼と夜）

成果(KPI)指標名 備考

戸別受信機貸与数

成果(KPI)指標名 備考

戸別受信機貸与数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

今後も町民の生命・財産を守る災害対策等の情報伝達手段として町が事業を継続する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　町民の生命・財産を守る情報伝達手段である
ため、費用対効果で評価すべき事業ではないと
考える。

2
令和元年5月1日から運用を開始し、令和元年
台風第19号の際の避難情報の発令や、新型コ
ロナウイルスに係る感染拡大防止のための周知
など、情報伝達に絶大な効果を発揮した。

運用を開始してから２年が経過し、乾電池の長
期使用を要因とした故障もあるため、防災ラジオ
の自己点検について、さらに周知を図っていく。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も町民の生命・財産を守る災害対策等の情報伝達手段として町が事業を継続する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

470 419 419 419 419 419 419 419

32 54 54 54 54 54 54 54

300 150 150 150 150 150 150 150

138 115 115 115 115 115 115 115

100 100 100 100 100 100 100

470 419 419 419 419 419 419 419

51

51

51

1,862

0.25 

1,862

1,913

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 防災士育成事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

9 1 4

根拠法令・個別計画 板倉町防災士育成事業補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

減災及び地域防災力向上のため、知識及び技能を有する防災士を育成することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

１1　役務費

１2　委託料

１8　負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

１1　役務費

１2　委託料

１8　負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

自助、共助及び協働を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための
活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有する防災士を育成する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 138 115 115 115 115 115 115 115

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 51

回 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 36 48 60 72 84 96 108 120

人 36 48 60 72 84 96 108 120

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 41

人 43

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

防災士育成補助

講習会及び訓練の実施

活動指標名 備考

防災士育成補助

講習会及び訓練の実施

成果(KPI)指標名 備考

町内防災士数

講習会及び訓練参加者数

成果(KPI)指標名 備考

町内防災士数

講習会及び訓練参加者数 延べ人数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

地域防災力向上のためには不可欠であることから、今後も防災士の育成を推進していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

必要最低限の費用で新規防災士の登録につな
がっていることから、費用対効果は高い。

2
情報交換会及び講習会を実施し、概ね達成で
きている。

自主防災組織と防災士との連携や位置付け、役
割分担の整備。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

大規模災害による長期的な避難所運営となった場合を想定し、自主防災組織と防災士との連携や位置
付け、役割分担の整備を進めていく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

27,523 340,000

360

27,163

140,000

200,000

12,800 136,600

11,500 183,000

3,223 20,400

5,958

0.80 

5,958

5,958

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 緊急避難場所整備事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

9 1 4

根拠法令・個別計画 土地収用法、地域防災計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町民の生命・財産を守るため、洪水時緊急避難場所を整備する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

11 役務費

12 委託料

14 工事請負費

16 公有財産購入費

その他

国庫支出金

県支出金

町債

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

西岡地区及び海老瀬地区の高台に、緊急的・一時的に車中避難が可能な避難場所を整備し、河
川氾濫時における「犠牲者ゼロ」を目指す。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

26



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

地権者交渉回数

活動指標名 備考

地権者交渉回数

成果(KPI)指標名 備考

用地取得率

成果(KPI)指標名 備考

用地取得率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

2

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3,960

3,960

149

0.02 

149

149

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 合の谷災害対策事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

9 1 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

老朽化し破損した排水管を改修し、合の谷周辺の宅地護岸の浸食を防ぐことを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

14 工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

排水管の全面改修（L=30m×２本）を実施し、ポンプによる排水能力を復旧し、降雨による水面上
昇を事前に下げ、波打つ水面による護岸浸食の防止を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

工事打合せ回数

活動指標名 備考

工事打合せ回数

成果(KPI)指標名 備考

ポンプ運転回数

成果(KPI)指標名 備考

ポンプ運転回数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

2

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

29



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

4,000

4,000

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

894 0 0 0 0 0 0 0

0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

894 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

894 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 国土強靱化地域計画策定事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R3 R3

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

9 1 4

根拠法令・個別計画 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

   町民の生命・財産・生活を守るため、大規模自然災害が発生しても被害を最小限に抑え、迅速
に復旧・復興できる、強さとしなやかさを備えた地域・経済社会の構築に向けた強靱化地域計画を
策定する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

12 委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

   町の脆弱性を評価し、その評価結果を踏まえ、起きてはならない最悪の事態ごとに施策とその
目標指標を設定し施策方針を定める。この施策方針に基づく個別事業を明記することで、補助
金・交付金の予算の「重点配分」「優先採択」がされることから、町総合計画や各分野計画と整合
性を図り、内部調整会議を実施し、個別事業に漏れがないよう策定する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

30



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

庁内検討会議

活動指標名 備考

庁内検討会議

0

0

成果(KPI)指標名 備考

個別事業明記数

成果(KPI)指標名 備考

個別事業明記数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

2

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

31



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

14,445 13,945 13,945 13,945 13,945 13,945 13,945 13,945

7,301 6,801 6,801 6,801 6,801 6,801 6,801 6,801

324 324 324 324 324 324 324 324

6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820

10,222 10,222 10,222 10,222 10,222 10,222 10,222 10,222

733 733 733 733 733 733 733 733

3,490 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990

11,883 0 0 0 0 0 0 0

6,118

201

5,564

0

10,959

708

216 0 0 0 0 0 0 0

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

15,607 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 邑楽東部第一排水機場維持管理事業

担当部署 産業振興課　農村整備係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
13．気候変動に具体的な対策を　
　気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画 管理委託協定書

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

洪水時における板倉川の排水機能を維持し、湛水被害や浸水被害を未然に防止する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

維持管理負担金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

維持管理負担金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

国営農地防災事業により造成された邑楽東部第一排水機場を協定に基づき国・県等と連携し、非
常時における運転管理業務や、施設機能維持のための維持管理業務を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

32



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 159 159 159 159 159 159 159 159

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 45

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

排水機場数

活動指標名 備考

排水機場数

成果(KPI)指標名 備考

年間機械排水運転時間

成果(KPI)指標名 備考

年間機械排水運転時間

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

国営農地防災事業で整備され、平成23年度に農林水産省から管理委託を受け操作管理を行っている施
設であり、当町の農地防災、水害防止に必要不可欠な事業であるため、維持継続していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

施設の老朽化に伴い、今後維持管理のためにか
なりの経費が必要となってくる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

当事業は、農地防災のみならず、水害防止に必要不可欠であり、温暖化等による異常気象に伴い必要性
が高い。関係自治体（館林市・栃木市）と連携して維持管理に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

33



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

497 497 497 497 497 497 497 497

497 497 497 497 497 497 497 497

497 497 497 497 497 497 497 497

451 0 0 0 0 0 0 0

451

0

451 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,196 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小保呂排水機場維持管理事業

担当部署 産業振興課　農村整備係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
13．気候変動に具体的な対策を　
　気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

洪水時、板倉工業団地の工場排水及び小保呂排水路の水を谷田川へ排水するための機場の維
持管理。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

工事費

その他

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

洪水時に機能を発揮できるよう、小保呂排水機場の点検及び環境保全のための除草等を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

34



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 1

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 1

0

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

排水機場数

活動指標名 備考

排水機場数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

点検回数

成果(KPI)指標名 備考

点検回数

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

水害防止に必要不可欠な事業であるため、維持継続していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果はある。

2
達成できている。

老朽化が進み維持管理費の増加が見込まれる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

町内の溢水湛水を防ぐための重要な水利施設であるため、点検を実施し維持に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

35



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3,293 3,293 3,293 3,293 3,293 3,293 3,293 3,293

400 400 400 400 400 400 400 400

2,893 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893

1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134

2,159 2,159 2,159 2,159 2,159 2,159 2,159 2,159

2,965

310

2,655

1,071

1,894

745

0.10 

745

3,710

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 農地防災遊水池維持管理事業

担当部署 産業振興課　農村整備係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
13．気候変動に具体的な対策を　
　気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画 維持管理協定書

実施運営方法 一部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

国営総合農地防災事業により造成建設された施設の機能維持を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

維持管理費負担金

一般財源

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

館林市負担金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

洪水時に機能が発揮できるよう、水位管理やポンプ施設の点検及び環境保全のための除草等を実
施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｋｗｈ 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｋｗｈ 3,451

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

農地防災遊水池数

活動指標名 備考

農地防災遊水池数

成果(KPI)指標名 備考

使用電力量

成果(KPI)指標名 備考

使用電力量

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

農地の湛水時間を短縮させるために必要な施設であるため、維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

洪水時に機能が発揮できるよう、水位管理、点検及び環境保全が図れている。

十分な効果はある。

2
達成できている。

遊水池内の水位をある程度保つことで、雑草の
繁茂を抑制する。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

雑草等の管理、排水ポンプ等の点検を行い、適正な管理を進めていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

0 20 20 20 20 20 20 20

0 10 10 10 10 10 10 10

0 10 10 10 10 10 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 378 0 0 0 0 0 0

0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 378 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 378 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 渡良瀬遊水地治水促進事業

担当部署 都市建設課　建設係 事業期間 R3 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

13．気候変動に具体的な対策を　
　気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

款 項 目

8 3 1

根拠法令・個別計画 河川法

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

国土交通省に対し、渡良瀬遊水地周辺住民の安全・安心な生活基盤の確保、更には、首都圏の
水害防止の観点から、渡良瀬遊水地の貯留容量の増加、洪水調節機能の向上、流下能力の向
上等の治水事業の促進を要望する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

有料道路使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

有料道路使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－①災害への備え

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

渡良瀬遊水地近隣４市２町で協力し、国土交通省等に対し、渡良瀬遊水地事業推進の要望活動
を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

国土交通省への要望回数

活動指標名 備考

国土交通省への要望回数

成果(KPI)指標名 備考

成果(KPI)指標名 備考

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

要望事項を受け入れてもらうことは厳しい状況であるが、近隣市町と団結し粘り強く活動していく必要が
ある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画 要望部署等の検討

の余地がある。

実
績

計
画

実
績

ラムサール条約との兼ね合いにより、大規模な治水能力を向上させる事業実施が困難な状況にある中で、堆積土の掘削、雑木林等の撤
去の大幅な推進を目指す。

必要最低限の経費で事業を推進していく。

2
事業の達成状況は評価出来ないが、住民の安
全・安心な生活基盤の確保のためには、絶えず
事業を推進する義務がある。

ラムサール条約との兼ね合いが求められる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

板倉町民の安全・安心な生活基盤確保のため、近隣市町と団結し粘り強く活動していくこと以外に改善
案は無い。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 76.2 － － － －

満足度 39.9 42.9 － 45.9 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

590 110 110 110 110 110 110 110

360 90 90 90 90 90 90 90

30 20 20 20 20 20 20 20

200

590 110 110 110 110 110 110 110

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 空家等対策事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 12

根拠法令・個別計画 板倉町空家等対策の推進に関する条例

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

危険性のある空家・空地の発生抑止、適正管理の推進を図り、安全安心な生活環境の提供を目
的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

1 報酬

10 需用費

12 委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

1 報酬

10 需用費

12 委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－②防犯体制の強化

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

広報紙やホームページによる啓発活動を行い、危険性のある空家・空地の発生抑止について指
導を強化します。また、定期的に空家調査を実施し空家の現状を把握するとともに、倒壊の恐れ
や衛生上問題のある空家を、特定空家として認定し、所有者などに対し適正管理を促します。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 10 10 10 11 11 12 12 12

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 11

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 250 260 270 280 290 300 310 320

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 250

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

空家の発生抑止及び管理に係わる指導

活動指標名 備考

空家の発生抑止及び管理に係わる指導

成果(KPI)指標名 備考

空家件数

成果(KPI)指標名 備考

空家件数 要再調査

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

今後とも苦情等のあった案件については、所有者等の把握を慎重に行い、管理指導を徹底していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　空家等対策事業は町の責務を果たすものであ
り、費用対効果で評価すべき事業ではないと考
えられる。

2
苦情等のあった案件への管理指導について
は、概ね達成できている。

現状の対策では、抜本的な解決に至らない状
況である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

空家の発生抑止を図るため、除却に係る費用補助や空家バンクの検討を進めていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.7 － － － －

満足度 24.1 28.1 － 32.1 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

300 150 150 150 150 150 150 150

300 150 150 150 150 150 150 150

300 150 150 150 150 150 150 150

58 0 0 0 0 0 0 0

58

0

58 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

430 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 特殊詐欺対策電話機等購入費補助事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 12

根拠法令・個別計画 板倉町特殊詐欺等対策機器購入費補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

振り込め詐欺等の特殊詐欺の多くが電話勧誘から始まるものが多いことから、高齢者への被害を
未然に防止することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

１8　負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

１8　負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－②防犯体制の強化

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

振り込め詐欺等の特殊詐欺の多くが電話勧誘から始まるものが多いことから、高齢者への被害を
未然に防止することを目的に、予防・抑止効果が期待できる特殊詐欺対策機能を備えた機器（電
話機本体内蔵型を含みます。）を購入した場合に補助金を交付するものです。
機器購入費用の２分の１以内（上限6,000円）

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 50 25 25 25 25 25 25 25

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 11

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 50 25 25 25 25 25 25 25

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 11

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

補助金交付

活動指標名 備考

補助金交付

成果(KPI)指標名 備考

特殊詐欺対策機器普及

成果(KPI)指標名 備考

特殊詐欺対策機器普及

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

年々増加する悪質な特殊詐欺防止につながることから、引き続き実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

必要最低限の費用で年々増加する悪質な特殊
詐欺防止につながることから、費用対効果は高
い。

2
R2からの新規事業であり、目標としていた普及
数までは達成できなかった。

特殊詐欺の未然防止に有効であることから、そ
の周知をきめ細かく図っていく必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

きめ細やかな周知を実施し、併せて補助率の見直し等も検討し普及を図っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.7 － － － －

満足度 24.1 28.1 － 32.1 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3,219 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368

946 726 726 726 726 726 726 726

113 143 143 143 143 143 143 143

17 26 26 26 26 26 26 26

1,373 823 823 823 823 823 823 823

770 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650

3,219 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368

1,935 0 0 0 0 0 0 0

646

104

12

405

768

1,935 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,424 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 防犯施設整備事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 12

根拠法令・個別計画
板倉町安全で安心なまちづくりの推進に関する条例
板倉町防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

防犯灯の適切な管理を行い、町を明るくすることで、犯罪の発生を未然に防ぎ、安全・安心なまち
づくりを推進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

10 需用費

12 委託料

13 使用料及び賃借料

14 工事請負費

17 備品購入費

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

10 需用費

12 委託料

13 使用料及び賃借料

14 工事請負費

17 備品購入費

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－②防犯体制の強化

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

防犯施設の整備充実の一環として、夜間における町民の安全を守るため、省エネルギーＬＥＤ式
防犯灯の新設、移設及び修繕を実施します。また、必要に応じて防犯カメラの新設を進め犯罪抑
止につなげます。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

基 54 54 54 54 54 54 54 54

基 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

基

基

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 80 80 80 80 80 80 80 80

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 70

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

防犯灯新設・移設・修繕

防犯カメラ新設

活動指標名 備考

防犯灯新設・移設・修繕

防犯カメラ新設

0

成果(KPI)指標名 備考

町内犯罪発生件数

成果(KPI)指標名 備考

町内犯罪発生件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町民生活の安全安心に直結する事業であり、適正に新設、修繕を実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

危険箇所に防犯灯及び防犯カメラを設置し、一
定の防犯効果があると判断できる。

2
要望のあった箇所への新設については、概ね
達成できている。

設置済みの防犯カメラの型式が複数あり、警察
への画像提供等における事務が繁雑となってい
る。今後、型式の一元化の検討を行っていく。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

犯罪の未然防止のため、適正管理に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.7 － － － －

満足度 24.1 28.1 － 32.1 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

112 112 112 112 112 112 112 112

16 16 16 16 16 16 16 16

52 52 52 52 52 52 52 52

44 44 44 44 44 44 44 44

112 112 112 112 112 112 112 112

9 0 0 0 0 0 0 0

9

0

9 0 0 0 0 0 0 0

1,489 1,891 0 0 0 0 0 0

0.20 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 1,891 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1,498 1,891 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 消費者行政推進事業

担当部署 産業振興課　商工観光係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

7 1 3

根拠法令・個別計画 消費者基本法、消費者安全法

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

消費者が直面する様々なトラブルや疑問等への対応として、消費生活相談を実施する。これらのト
ラブルや疑問等の未然防止・被害拡大防止等のため、また、消費生活の安定と向上を図り、消費生
活に関する知識の習得のため、啓発事業を行う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

旅費

需用費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－②防犯体制の強化

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　住民の消費生活被害を未然に防ぐために、国民生活センター無償配布のPIO－NETによる情報
収集により、住民からの電話や窓口相談に応じて、消費生活相談員（資格職）が対応し、その状況
に応じて解決策を助言する。
　また、町広報紙に悪徳商法被害防止に関する情報を掲載し、被害の対象者となりやすい高齢者
を対象に、コミュニティサロン等へ出向いて団体への出前講座（被害防止講習会）を開催する。板
倉まつりや福祉まつり等のイベントへ参加し、会場内で啓発チラシを配布して消費生活センターの
周知も図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 12 12 12 12 12 12 12 12

回 6 6 6 6 6 6 6 6

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 12

回 6

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 30 30 30 30 30 30 30 30

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 54

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

広報紙掲載

回覧発行

イベント参加

活動指標名 備考

広報紙掲載

回覧発行

イベント参加

成果(KPI)指標名 備考

消費者相談件数

成果(KPI)指標名 備考

消費者相談件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

消費者問題が複雑化している中で、町民への注意喚起と消費生活相談対応のためにも維持継続する必
要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

必要最低限の経費で事業を推進し、相談件数か
らすると費用対効果は得られている。

2
消費生活相談員の欠員により、行政職員及び県
消費生活センターへの対応依頼等により相談者
への対応を行った。

消費生活相談については、多岐にわたる複雑な
相談が予想されるので、それに対応できる識見と
能力が必要であるため、相談員の確保が課題と
なる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

消費生活相談員を外部機関が開催する研修会に参加させ、相談対応能力の向上を支援する。また、消
費者被害とは町独自の問題ではないため、広域的な協力連携が必要となる。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.7 － － － －

満足度 24.1 28.1 － 32.1 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

47



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

425 321 390 321 390 321 390 321

319 284 284 284 284 284 284 284

76 37 76 37 76 37 76 37

30 0 30 0 30 0 30 0

425 321 390 321 390 321 390 321

244 0 0 0 0 0 0 0

162

67

15

0

37

207 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

616 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 交通安全運動推進事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 13

根拠法令・個別計画 板倉町交通安全条例

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

交通安全意識の啓蒙啓発を図ることで交通事故を防止し、安全・安心なまちづくりを行う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

10 需用費

11 役務費

26 公課費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

10 需用費

11 役務費

26 公課費

その他

国庫支出金

県支出金

雑入 交通安全事業負担金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－③公共交通の充実

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

幼児・高齢者などを対象に、参加・体験型教育を実施するなど、学校、職場、地域など様々な場で
の交通安全教育と広報の推進を図ります。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 800 800 800 800 800 800 800 800

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

交通安全教室の開催

活動指標名 備考

交通安全教室の開催

成果(KPI)指標名 備考

交通安全教室の受講者

成果(KPI)指標名 備考

交通安全教室の受講者

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

交通事故を減らすには、運転者に対する啓発はもとより、自転車通学する中学生・高校生、徒歩での登
下校となる小学校児童、高齢者等への啓発が重要であり、地道な啓発活動を継続的に行っていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

費用の半分を占める啓発品購入費は全額交付
金の対象となっており、町の負担が少ない中で
各事業を実施できている。

2
交通安全意識の醸成は、繰り返し地道な啓発活
動によって達成できるものであり、コロナの影響
により一部実施ができなかったものもあるが、概
ね達成できたと考える。

特になし。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

交通安全運動は全国的、全県的に実施され、交通事故抑止に寄与している。今後も、効率的、効果的
な運動を展開する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.7 － － － －

満足度 24.1 28.1 － 32.1 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,276 2,307 2,307 2,307 2,307 2,307 2,307 2,307

1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390

726 737 737 737 737 737 737 737

20 20 20 20 20 20 20 20

140 160 160 160 160 160 160 160

1

2,275 2,307 2,307 2,307 2,307 2,307 2,307 2,307

1,430 0 0 0 0 0 0 0

1,390

40

0

52

1,378 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,802 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 交通指導活動事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 13

根拠法令・個別計画 板倉町交通指導員に関する要綱

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

交通指導員の活動をとおして交通秩序の確立及び交通事故防止に努めてもらうことにより、安全・
安心なまちづくりを行う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

7 報償費

10 需用費

13 使用料及び賃借料

18 負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

7 報償費

10 需用費

13 使用料及び賃借料

18 負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－③公共交通の充実

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

道路交通の安全を保持するため、交通安全運動期間中における街頭啓発活動や、交通安全教
室における自転車の乗り方指導等を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 －

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 700 700 700 700 700 700 700 700

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 －

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

交通安全教室における自転車の乗り方指導

活動指標名 備考

交通安全教室における自転車の乗り方指導 R2コロナで未実施

成果(KPI)指標名 備考

指導による乗り方の改善

成果(KPI)指標名 備考

指導による乗り方の改善 R2コロナで未実施

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

交通指導員は、交通安全運動等での中心的役割を果たしている。引き続き、啓発活動や立哨活動を
担っていただく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

年間を通じて各種行事や交通安全運動時に出
務するもので、効果は高い。

2
コロナの影響により一部実施ができなかったもの
もあるが、各季における立哨活動、交通安全教
室などを実施した。

隊員の継続的（最低２期以上）活動を促進した
い。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

交通指導員は、街頭指導をはじめ、小学校での交通安全教育の実施等、交通安全施策の根幹を担っ
ていることから、今後も交通指導員活動の充実を図ることが必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.9 － － － －

満足度 20.0 24.0 － 28.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,637 5,055 2,637 2,637 2,637 2,637 2,637 2,637

65 65 65 65 65 65 65 65

199 204 199 199 199 199 199 199

2,373 4,786 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373

2,637 5,055 2,637 2,637 2,637 2,637 2,637 2,637

2,301 0 0 0 0 0 0 0

6

206

2,089

0

250

2,051 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,673 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 交通安全施設及び環境整備事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 13

根拠法令・個別計画 板倉町交通安全条例

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

各種交通安全施設を整備して交通環境を整えることにより、道路利用者の安全性を確保し交通事
故を未然に防ぎ、安全・安心なまちづくりを行う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

10 需用費

12 委託料

14 工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

10 需用費

12 委託料

14 工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

寄附金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－③公共交通の充実

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

町民の要望を受け、道路反射鏡（カーブミラー）や路面警戒表示等の交通安全施設を整備しま
す。
なお、実施に当たっては、地元区長等や施工業者等と協議を行い、交通安全上適した整備を実
施します。
また、駅前駐輪場については、自転車の整列作業及び清掃を外部に委託しています（週2回）。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 16 16 16 16 16 16 16 16

件 10 10 10 10 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 19

件

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 30 30 30 30 30 30 30 30

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 29

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

道路反射鏡設置及び補修等工事

道路警戒標示設置等工事

活動指標名 備考

道路反射鏡設置及び補修等工事

道路警戒標示設置等工事

0

成果(KPI)指標名 備考

町内事故件数

成果(KPI)指標名 備考

町内事故件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

今後も危険箇所について随時対策を行っていく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

費用対効果による評価に適さない。

2
十分に達成されている。

特になし。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

交通事故防止に交通安全施設の維持整備は不可欠であることから、今後も、効率的かつ効果的な整備
を実施する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.9 － － － －

満足度 20.0 24.0 － 28.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

53



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3,084 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962

654 654 654 654 654 654 654 654

60 60 60 60 60 60 60 60

975 975 975 975 975 975 975 975

1,245 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223

150 50 50 50 50 50 50 50

3,084 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962

2,528 0 0 0 0 0 0 0

342

50

914

1,222

0

2,528

0 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,273 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 町営駐車場運営事業

担当部署 総務課　行政庶務係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 13

根拠法令・個別計画
板倉町駐車場条例

板倉町駐車場条例施行規則

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

板倉東洋大前駅利用者の利便性と駅周辺の円滑な交通を確保すると共に、交通機関の充実を
図ることで、ニュータウンの販売促進並びに地域の活性化を推進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

10 需用費

11 役務費

12 委託料

13 使用料及び賃借料

22 償還金、利子及び割引料

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

10 需用費

11 役務費

12 委託料

13 使用料及び賃借料

22 償還金、利子及び割引料

調整駐車場使用料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－③公共交通の充実

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

駐車場の管理にあたっては、毎週現場確認を実施のうえ、駐車料金の集金や区画線の整備等を
行います。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

数 198 198 198 198 198 198 198 198

数 124 124 124 124 124 124 124 124

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

数 198

数 124

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

名 150 150 150 150 150 150 150 150

台 50 50 50 50 50 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

名 96

台 23

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

区画（月極）

区画（一時利用）

活動指標名 備考

区画（月極）

区画（一時利用）

成果(KPI)指標名 備考

月極契約者（１か月あたり）

一時利用者（１日あたり）

成果(KPI)指標名 備考

月極契約者（１か月あたり）

一時利用者（１日あたり）

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

駅利用者の利便性を確保するため、維持継続する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

駅利用者の利便性を確保すると同時に、料金収
入が得られるため、効果は高い。

2
コロナの影響により利用者が減少した。

特になし。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

利用者の声に応じて、一層の利便性の向上を図っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.9 － － － －

満足度 20.0 24.0 － 28.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

55



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

33,340 25,662 25,662 25,662 25,662 25,662 25,662 25,662

110 110 110 110 110 110 110 110

33,230 25,552 25,552 25,552 25,552 25,552 25,552 25,552

33,340 25,662 25,662 25,662 25,662 25,662 25,662 25,662

33,327 0 0 0 0 0 0 0

97

33,230

0

33,327 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

35,189 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 路線バス運行事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 13

根拠法令・個別計画
館林市外四町地域公共交通会議設置要綱

館林都市圏地域公共交通計画

実施運営方法 全部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

交通弱者等の移動手段及び駅利用者の利便性と駅周辺の円滑な交通を確保すると共に、地域
の活性化を推進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

10 需用費

18 負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

10 需用費

18 負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－③公共交通の充実

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

近隣市町と共同で民間企業に業務を委託し、板倉東洋大前駅と館林駅を結ぶ路線バスの運行に
ついては、利便性の向上を図りつつ、継続して実施していきます。町内支線については、館林都
市圏地域公共交通計画に基づき進めていきます。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

本 32 32 32 32 32 32 32 32

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

本 32

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 107,538

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

運行本数（館林・板倉線）

活動指標名 備考

運行本数（館林・板倉線）

成果(KPI)指標名 備考

乗降者数

成果(KPI)指標名 備考

乗降者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

運行経路の見直し等を行い、利用者の利便性を向上し、利用者の増加を図っていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

利用者数は伸び悩み、自治体負担は増加傾向
にある。

2
コロナの影響から、主要路線である館林・板倉
線の乗降者数においては、前年比80％まで減
少した。

利用者数の減少、自治体負担の増加傾向と
いった課題があり、まちづくりと一体となった持続
可能な地域公共交通ネットワークの再構築が必
要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

年々変化する社会情勢に対応するため、既存路線の運行経路や時刻表の見直しを行いながら、まちづ
くりと一体となった持続可能な地域公共交通ネットワークの再構築を進めていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.9 － － － －

満足度 20.0 24.0 － 28.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

6,440 6,399 6,473 6,399 6,473 6,399 6,473

1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402

78 37 78 37 78 37 78

4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960

0 33 33 33

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

5,213 0 0 0 0 0 0 0

0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5,213 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

5,213 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 無料コミュニティバス運行事業

担当部署 総務課　安全安心係 事業期間 R3 Ｒ９

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 13

根拠法令・個別計画 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、館林都市圏地域公共交通網形成計画

実施運営方法 全部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

廃線に伴う交通弱者・買い物弱者対策として、廃線路線の運行経路を引き継ぎ、町所有車両にて
無料バスの運行を行う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

10 需用費

11 役務費

12 委託料

26 公課費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

10 需用費

11 役務費

12 委託料

26 公課費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－③公共交通の充実

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

館林・明和・板倉線の代替路線として、板倉東洋大前駅～板倉町役場・アゼリアモール間を、町
所有車両にて無料バスの運行を行います。板倉町役場をターミナルとし、館林・板倉線への乗り
継ぎの利便性を図ります。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

本 14 14 30 30 30 30 30

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

本

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 7,000 7,100 13,400 13,500 13,600 13,600 13,600

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

運行本数

活動指標名 備考

運行本数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

乗降者数

成果(KPI)指標名 備考

乗降者数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

2

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 － － － －

満足度 － － － －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

22 22 22 22 22 22 22 22

10 10 10 10 10 10 10 10

12 12 12 12 12 12 12 12

22 22 22 22 22 22 22 22

12 0 0 0 0 0 0 0

12

0

12 0 0 0 0 0 0 0

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1,129 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 鉄道利用者の利便性向上事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画 東武鉄道整備促進期成同盟会規約

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　板倉東洋大前駅利用者の利便性向上のため、東武鉄道整備促進期成同盟会を通じ、東武鉄
道に対し要望活動を行う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

旅費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－③公共交通の充実

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　東武鉄道整備促進期成同盟会の構成員として、年1回東武鉄道本社へ要望活動を実施してい
る。また、ポスターの掲示や啓発品の配布により、東武鉄道の利用促進を図っている。

構成市町村：桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、足利市、佐野市、板倉町、大泉町、
邑楽町、千代田町、明和町

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 22

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

協議会開催回数

活動指標名 備考

協議会開催回数

成果(KPI)指標名 備考

東武鉄道への要望事項数

成果(KPI)指標名 備考

東武鉄道への要望事項数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　かねてからの人口減少傾向に加え、コロナ禍により鉄道利用者は大きく減少している。こうした状況で
要望事項の実現は困難な状況ではあるが、今後も粘り強く活動していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　必要最低限の経費で事業を推進してきている
が、達成状況からすると、費用対効果は低い。

2
　要望事項が受け入れられていないことから、達
成状況は低い。

　利用者数の増加が見込めないことには、要望
が実現しない。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　複線化の促進は東武鉄道期成同盟会の大きな目的の一つであったが、かねてからの人口減少傾向に
加え、コロナ禍により鉄道利用者が大きく減少していることから、令和２年度の東武鉄道への要望書か
ら、「東武鉄道の複線化促進」についての文言を削除した。
　今後は、これまでのように路線ごとの要望事項をやみくもに列挙するのではなく、両毛地域全体として、
この地域をどのように活性化していくかなど、鉄道利用者の増加に向けたアイディアや、新型コロナウイ
ルスへの対応、直近のダイヤ改正に対する要望など、要望内容の見直しが必要となっている。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.9 － － － －

満足度 20.0 24.0 － 28.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

61



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

881 941 535 517 941 535 517 941

116 116 116 116 116 116 116 116

765 825 419 401 825 419 401 825

881 941 535 517 941 535 517 941

816 0 0 0 0 0 0 0

101

715

0

816 0 0 0 0 0 0 0

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3,422 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 1

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 地球温暖化対策事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
7．エネルギーをみんなに そしてクリーンに　
　すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネ ルギーへのアク
セスを確保する

款 項 目

2 1 14

根拠法令・個別計画 地球温暖化対策の推進に関する法律、フロン排出抑制法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

緑のカーテン設置による遮光により、特に電力需要の高い夏場の省エネにつなげる。また、町内
施設に設置されている空調機器や冷凍冷蔵機器の点検を行い、機器に使用されている温室効果
ガス（フロン類）の漏えいを防ぐ。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

委託費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

省エネ及び地球温暖化防止のため、関係施設に緑のカーテンを設置する。また、町内施設に設
置されている空調機器や冷凍冷蔵機器の定期点検結果の取りまとめと、有資格業者による法定
点検を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

62



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 11 9 6 5 9 6 5 9 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 11

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

法定点検対象エアコン設置台数

活動指標名 備考

法定点検対象エアコン設置台数

成果(KPI)指標名 備考

法定点検実施エアコン台数

成果(KPI)指標名 備考

法定点検実施エアコン台数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

CO2排出抑制、温室効果ガス漏えい防止のため、引き続き実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

板倉町内施設で
圧縮機が7.5kw以
上50kw未満のエ
アコンの総台数

実
績

計
画

その年度に法定
点検を実施しなけ
ればならないエア
コンの台数

実
績

空調機器等の点検については、法令で定めら
れており、適切である。

2
緑のカーテン設置により、省エネが図れた。ま
た、法定点検対象機器について、計画通り点検
を実施できた。

緑のカーテンについては、遮光器具設置による
コスト削減と比較検討していく。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

温室効果ガス漏えい防止のため、継続して適切な点検を実施していく。また、緑のカーテンについて
は、遮光器具設置によるコスト削減と比較し、より効果的な方法を検討していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

63



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3,448 3,448 3,448 3,448 2,262 2,262 2,262 2,262

1,386 1,386 1,386 1,386 200 200 200 200

1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026

1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036

563 563 563 563

2,885 2,885 2,885 2,885 2,262 2,262 2,262 2,262

1,823 0 0 0 0 0 0 0

1,299

169

355

0

563

1,260 0 0 0 0 0 0 0

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

5,547 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 2

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 外来生物対策事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
15．陸の豊かさも守ろう　
　陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化
への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

款 項 目

2 1 14

根拠法令・個別計画 外来生物法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町の生態系等に悪影響を及ぼすおそれのある外来生物（主にクビアカツヤカミキリ、オオキンケイ
ギク、アメリカオニアザミ等）の侵入及び被害を最小限に抑制すべく対処する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

委託費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

クビアカツヤカミキリについては、樹木の被害状況を調査し、薬剤注入などの防除対策を行う。
また、邑楽館林地域クビアカツヤカミキリ対策協議会に参加し、情報交換及び協議会による被害
木の伐倒を実施する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
オオキンケイギクやアメリカオニアザミ等は随時対応。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

本 1,013 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

本 1,013

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

本 183 200 200 200 200 200 200 200

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

本 183

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

対象樹木の調査

活動指標名 備考

対象樹木の調査

成果(KPI)指標名 備考

防除対策実施樹木

成果(KPI)指標名 備考

防除対策実施樹木

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

被害が拡大していくと、生物多様性や景観への影響だけでなく人的・経済的被害も発生するため、今後
も継続して事業を実施していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

県補助金や邑楽館林地域クビアカツヤカミキリ
対策協議会事業における国庫補助事業の活用
などで被害拡大防止の効果が見られていること
から、費用対効果は適正であると思われる。

2
クビアカツヤカミキリの被害が見られた樹木への
樹幹注入を実施し、被害の進行が著しい樹木に
ついては町単独事業及び邑楽館林地域クビア
カツヤカミキリ対策協議会事業により伐倒を実施
した。

より効果的な防除方法の確立のため、積極的な
情報収集と近隣市町との連携が必要となる。ま
た、町民への周知啓発活動にも力を入れ、町民
による防除活動も必要となる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

樹幹注入による薬剤防除と伐倒事業は継続した上で、より効果的な防除方法の確立を模索していく。ま
た、町民への防除活動啓発のため、被害地域での対策事例を情報収集していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

65



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

15,479 15,479 15,479 15,479 12,777 12,777 12,777 12,777

14,102 14,102 14,102 14,102 12,000 12,000 12,000 12,000

1,350 1,350 1,350 1,350 750 750 750 750

27 27 27 27 27 27 27 27

1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310

1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956

12,213 12,213 12,213 12,213 9,511 9,511 9,511 9,511

7,483 0 0 0 0 0 0 0

6,662

800

21

369

1,505

5,609 0 0 0 0 0 0 0

5,958 0 0 0 0 0 0 0

0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5,958 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

13,441 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 3

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 合併処理浄化槽設置費補助事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
6．安全な水とトイレを世界中に　
　すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

款 項 目

4 1 3

根拠法令・個別計画 板倉町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱・循環型社会形成推進計画

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置者に対し一定の
補助金を交付する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

合併浄化槽設置費補助金

合併浄化槽転換費補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

合併浄化槽設置費補助金

合併浄化槽転換費補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　合併浄化槽への転換等を推進するため、板倉町浄化槽整備事業費補助金交付要綱に基づき、
合併処理浄化槽設置者に対し一定の補助金を交付する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 61 50 50 50 50 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 30

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 54.6 54.6 55 55 55 55 55 55

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 63.8

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

補助対象件数

活動指標名 備考

補助対象件数

成果(KPI)指標名 備考

合併浄化槽処理率

成果(KPI)指標名 備考

合併浄化槽処理率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

限定された区域のみに、公共下水道が整備されていることから、現時点での生活水準の是正及び公共
用水域の水質汚濁防止のため事業継続が必要。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

邑楽館林地域でも同様の事業を実施している。
補助金額は、邑楽郡内では安価である。本年度
の設置実績は、計画基数に満たない状況であ
る。

2
循環型社会形成推進地域計画による設置計画
が概ね実施されている。

くみ取り便槽、単独処理浄化槽から合併浄化槽
への切り替えには個人負担を伴うため事業の継
続が必要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

ニュータウン区域以外は浄化槽区域であり、汚水処理率が低い状況。くみとり槽や単独処理浄化槽から
合併処理浄化槽への転換を促進し、汚水処理率の向上を図るため事業継続が必要。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,700 2,700 2,700 2,700 0 0 0 0

2,700 2,700 2,700 2,700 0 0 0 0

2,700 2,700 2,700 2,700 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,600 0 0 0 0 0 0 0

1,600

0

1,600

0 0 0 0 0 0 0 0

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

4,579 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 4

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 浄化槽エコ補助金事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
6．安全な水とトイレを世界中に　
　すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

款 項 目

4 1 3

根拠法令・個別計画 板倉町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱・循環型社会形成推進計画

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、くみ取り・単独浄化槽を撤去し、合併浄
化槽を設置した申請者に対して一定の補助金を交付する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

エコ補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

エコ補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

単独処理から合併浄化槽へ転換した事実に対して該当する申請者に補助を行う。　　　　　　　　　　
①転換撤去に該当する申請者が該当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②くみ取り便槽が住居の基礎と一体のため撤去できない場合でも補助を行える。
※令和5年度もって県の事業廃止予定。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 27 27 27 27 0 0 0 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 16

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 54.6 54.6 55 55

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 63.8

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

補助対象件数

活動指標名 備考

補助対象件数

成果(KPI)指標名 備考

合併浄化槽処理率

成果(KPI)指標名 備考

合併浄化槽処理率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

県費補助100％の事業であり費用対効果は良いため、県の制度が続く限りは継続したい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

県費補助100％の事業のため、費用対効果は良
い。

2
循環型社会形成推進地域計画による設置計画
が概ね実施されている。

県の制度自体が近年中に廃止される見込みの
ため、その後に事業を単独費で継続するかどう
かが課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

県費補助100％の事業であり費用対効果は良いため、県の制度が続く限りは継続したい。また、制度の
周知を図りたい。
なお、県の補助事業が令和5年度をもって廃止のため、令和5年度をもって本事業廃止予定。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

961 0 0 0 0 0 0 0

961

961 0 0 0 0 0 0 0

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,567 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 5

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 住宅用太陽光発電システム設置補助事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
7．エネルギーをみんなに そしてクリーンに　
　すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネ ルギーへのアク
セスを確保する

款 項 目

4 1 3

根拠法令・個別計画 地球温暖化対策の推進に関する法律・板倉町住宅用太陽光発電システム補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

住宅用太陽光発電システムを設置しようとする町民に対し、補助金を交付することにより、太陽光
発電システムの普及を促進し地球温暖化を防止する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

住宅用太陽光発電システムを設置しようとする町民に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

kw 200 200 200 200 200 200 200 200

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

kw 53.3

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

補助金申請件数

活動指標名 備考

補助金申請件数

成果(KPI)指標名 備考

太陽光発電量

成果(KPI)指標名 備考

太陽光発電量

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

積極的にPRし、町民に地球温暖化に関心を持っていただきたい

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

化石燃料の消費量を削減し地球温暖化効果ガ
スの発生抑制につながるため、事業効果はあ
る。

2
地球温暖化防止のため、推進していきたい。

節電による二酸化炭素削減意識の啓蒙啓発を
図り、エネルギーの大切さを意識してもらうため
にも、引き続き継続して実施する。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

節電による二酸化炭素削減意識の啓蒙啓発を図り、エネルギーの大切さを意識してもらうためにも、引き
続き継続して実施する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

71



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

596 600 600 600 600 600 600 600

105 106 106 106 106 106 106 106

491 494 494 494 494 494 494 494

730 785

-134 -185 600 600 600 600 600 600

447 0 0 0 0 0 0 0

45

402

881

-434 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,309 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 6

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 犬の登録・狂犬病予防注射実施事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R２ R９

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
15．陸の豊かさも守ろう　
　陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化
への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

款 項 目

4 1 3

根拠法令・個別計画

狂犬病予防法・板倉町狂犬病予防法施行規則・動物の愛護及び管理に関する法律・群馬県動物
の愛護に関する条例

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：犬の飼い主
意図：狂犬病予防法で生後91日を経過した犬の飼い主は、その犬の登録と1年に1回の注射を受けさせなけ
ればならないと義務付けられている。狂犬病は発症したら、ほぼ死に至る病気なので、町民の公衆衛生向上
のため、一頭でも多く登録や注射を実施することで、狂犬病の発生を抑えたい。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託費

その他

国庫支出金

県支出金

畜犬登録及び予防注射手数料

一般財源

①事業費

需用費

委託費

その他

畜犬登録及び予防注射手数料

一般財源 人件費に充当

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

飼い始めた犬の原簿への登録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
登録された犬への狂犬病予防ワクチンの接種機会の提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
狂犬病予防注射の集合接種を県獣医師会に委託し、春と秋の年２回実施している。　　　　　　　　　
（春は３日間１０会場、秋は１日１会場）

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

数 1,032 875 860 850 840 830 820 810

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

数 747

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 80 80 80 80 80 80 80 80

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 72.4 

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

狂犬病予防注射接種頭数

活動指標名 備考

狂犬病予防注射接種頭数

成果(KPI)指標名 備考

接種率

成果(KPI)指標名 備考

接種率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令で実施することが義務づけられている。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

公衆衛生の維持が図られている。

町民サービスにも繋がる事業であり、費用対効
果は高い。

2
達成している。

接種率はやや低い。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

注射接種率を上げるため、町民への啓発を続ける。また、飼い犬の実態調査を実施し、町内の飼い犬の
正確な数を把握する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

73



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

4,290 4,290 4,290 4,290 4,287 4,287 4,287 4,287

105 105 105 105 105 105 105 105

352 352 352 352 352 352 352 352

1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445

2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375 2,375

13 13 13 13 10 10 10 10

4,290 4,290 4,290 4,290 4,287 4,287 4,287 4,287

2,388 0 0 0 0 0 0 0

2,388

2,388 0 0 0 0 0 0 0

4,841 0 0 0 0 0 0 0

0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4,841 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

7,229 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 7

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 ごみステーションの管理と集団回収事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

4 2 1

根拠法令・個別計画 板倉町ごみステーション管理要綱・板倉町資源ごみ集団回収助成金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

行政区に対し、ごみステーションの管理に係る補助金を交付することにより、ごみステーションの適
正かつ清潔な管理を目的とする。また、資源ごみを回収した団体に助成金を交付することで資源
ごみのリサイクルを促進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

委託費

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

各行政区にごみステーションの管理に必要な清掃用具やネット等及びステーションの維持管理費
として補助金を交付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
町要綱に基づき、資源ごみ（古紙類・布類・アルミ類・びん類）を回収した団体に対し、回収量に応
じた助成金を交付する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

74



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

団体 65 65 65 65 65 65 65 65

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

団体 38

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

トン 145 145 145 145 145 145 145 145

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

トン 60.2

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

資源ごみ集団利用助成金利用団体数

活動指標名 備考

資源ごみ集団利用助成金利用団体数

成果(KPI)指標名 備考

資源ごみ集団回収量

成果(KPI)指標名 備考

資源ごみ集団回収量

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町民にとって必要不可欠な事業であり、今後も継続していきたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町民にとって必要不可欠な事業である。

2
ごみステーションによるごみの回収事業により、
住民の利便性を確保し一般廃棄物処理事業が
円滑に行われている。

・ごみの分別の徹底と指導。
・集団回収の意向はあるものの、コロナ禍の状況
で実施できない団体が多く、全体的な回収量も
大幅に減少している。
・回収後の古紙引き渡し単価の低迷。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

町民にとって必要不可欠な事業であるため、ごみ出しのルールの徹底指導が必要。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

75



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

19,509 19,509 19,509 19,509 19,000 19,000 19,000 19,000

19,509 19,509 19,509 19,509 19,000 19,000 19,000 19,000

19,509 19,509 19,509 19,509 19,000 19,000 19,000 19,000

16,242

16,242

1,350

14,892

3,724

0.50 

3,724

19,966

事業№ 8

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 ごみ処理委託事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

4 2 2

根拠法令・個別計画 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町の一般廃棄物処理計画に基づき適正にごみを処理する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

雑入 資源ごみ売上代

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・各行政区公園清掃等に伴う枝や草等の処分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・びん、かん、危険物等の再資源化処理及び処分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・不法投棄物（産業廃棄物）の処分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・最終処分委託（埋立処分：かすみがうら市→草津町）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・容器包装リサイクル法に伴う容器包装プラスティック類やその他の廃プラスチック類蛍光管、廃食
用油等の再資源化処理
・公共施設から排出される可燃ごみ、びん、かん、危険物等処理委託　など

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 8 8 8 8 8 8 8 8

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 9

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

トン 560 560 560 560 560 560 560 560

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

トン 583.9

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

業務委託数

活動指標名 備考

業務委託数

成果(KPI)指標名 備考

ごみ処理量

成果(KPI)指標名 備考

ごみ処理量

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町民にとって必要不可欠な事業であり、今後も継続していきたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町民にとって必要不可欠な事業である。

2
ごみが適正処理できており、事業は達成されて
いる。

資源物の買取単価が低迷している(特に古紙
類)。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

町民にとって必要不可欠な事業であるため、ごみ出しのルールの徹底指導が必要。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

77



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

74,175 74,175 74,175 74,175 74,211 74,211 74,211 74,211

964 964 964 964 1,000 1,000 1,000 1,000

192 192 192 192 192 192 192 192

73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000

19 19 19 19 19 19 19 19

74,175 74,175 74,175 74,175 74,211 74,211 74,211 74,211

57,909

57,909

5

206

57,698

3,351

0.45 

3,351

61,260

事業№ 9

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 一般廃棄物収集運搬事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

4 2 2

根拠法令・個別計画 板倉町廃棄物処理及び清掃に関する条例

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町の一般廃棄物処理計画に従い、各家庭から排出されたごみを適正に処理する。燃えるごみに
ついては、ごみ広域処理施設において焼却を行いサーマルリサイクル化を図り、びん・かん・危険
物・資源物においては民間で選別を行い、資源の再利用を図っている。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

手数料 収集運搬手数料

雑入 許可書代及び従業員証代

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

各家庭からごみステーションに出された燃えるごみをごみ広域処理施設まで、また、びん・かん・危
険物・資源物を民間の選別施設やごみ広域処理施設まで収集運搬を行うため、その業務を民間
に委託する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 254 254 254 254 254 254 254 254

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 254

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｔ 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｔ 2851.2

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

ごみ収集日数

活動指標名 備考

ごみ収集日数

成果(KPI)指標名 備考

ごみ収集量

成果(KPI)指標名 備考

ごみ収集量

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

事業遂行には業者委託しかなく従来通り継続して実施する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

ごみ収集量が増加している分、野焼き等されず適正に処理されている。

町民にとって必要不可欠な事業である。

2
通常のごみ(可燃・かん・びん・危険物)のほか、
資源物(古紙・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・小型家電・容器包装プ
ラスチック・その他プラスチック・廃食用油・蛍光
管)が最寄りのごみｽﾃｰｼｮﾝ等へ排出できるよう
になり、町民の利便性が向上した。

ごみの分別の徹底と指導

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

従来通り継続していきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

79



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

129,254 129,254 129,254 129,254 129,254 129,254 129,254 129,254

129,254 129,254 129,254 129,254 129,254 129,254 129,254 129,254

129,254 129,254 129,254 129,254 129,254 129,254 129,254 129,254

122,544

122,544

122,544

2,234

0.30 

2,234

124,778

事業№ 10

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 ごみ広域処理事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

17．パートナーシップで目標を達成しよう　
　持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性
化する

款 項 目

4 2 2

根拠法令・個別計画 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

廃棄物を適正に処理し、生活環境を保全するとともに、公衆衛生の向上を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

館林衛生施設組合において、一市二町ごみ処理広域事業を行う。ごみの分別等の徹底を図り、
ごみ減量化を図っていく。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

80



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 14,405 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 14,405

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

トン 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

トン 3,511

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

処理人口

活動指標名 備考

処理人口

成果(KPI)指標名 備考

板倉町の年間処理量

成果(KPI)指標名 備考

板倉町の年間処理量

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町単独の処理はできないため、今後も組合での処理を実施したい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

・生活環境の保全及び公衆衛生の向上が図られている。
・ごみ収集･処理量が増加している分、野焼き等されず適正に処理されている。

町民にとって必要不可欠な事業である。

2
生活環境の保全及び公衆衛生の向上が図られ
ている。

ごみ処理量のうち、ごみ収集・処理量が増加傾
向であり、館林衛生施設組合の負担金増の要
素となってきている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も広域処理を継続していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

81



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

50,613 50,613 50,613 50,613 50,000 50,000 50,000 50,000

50,613 50,613 50,613 50,613 50,000 50,000 50,000 50,000

50,613 50,613 50,613 50,613 50,000 50,000 50,000 50,000

45,809

45,809

45,809

1,489

0.20 

1,489

47,298

事業№ 11

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 し尿及び浄化槽汚泥広域処理事業

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
6．安全な水とトイレを世界中に　
　すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

款 項 目

4 2 3

根拠法令・個別計画 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全
及び公衆衛生の向上を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

館林衛生施設組合において、町内から出る、し尿及び浄化槽汚泥の広域処理を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

82



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 14,405 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 14405

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｷﾛﾘｯﾄﾙ 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｷﾛﾘｯﾄﾙ 4,928

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

処理人口

活動指標名 備考

処理人口

成果(KPI)指標名 備考

板倉町の年間処理量

成果(KPI)指標名 備考

板倉町の年間処理量

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町単独の処理はできないため、今後も組合での処理を実施したい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

生活環境の保全及び公衆衛生の向上が図られている。

町民にとって必要不可欠な事業である。

2
生活環境の保全及び公衆衛生の向上が図られ
ている。

課題は特になし

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も広域処理を継続していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

83



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

56,576 56,576 56,576 56,576 56,576 56,576 56,576 56,576

15,345 15,345 15,345 15,345 15,345 15,345 15,345 15,345

705 705 705 705 705 705 705 705

40,526 40,526 40,526 40,526 40,526 40,526 40,526 40,526

56,576 56,576 56,576 56,576 56,576 56,576 56,576 56,576

50,500

10,313

692

39,495

50,500

6,702

0.90 

6,702

57,202

事業№ 12

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 水質浄化センター

担当部署 住民環境課　環境下水道係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
6．安全な水とトイレを世界中に　
　すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

款 項 目

1 1 4

根拠法令・個別計画 下水道法

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

下水道使用者に対し、都市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域
の保全に資すること。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
１【生活環境】 安全・安心で快適に暮らせるまち　
１－④環境衛生の確保

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 下水道事業特別会計

内容及び実施方法

板倉ニュータウン地区は下水道を供用しており、汚水処理及び施設の維持管理を行う。　　　　　　　

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

84



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 1 1 1 1 1 1 1 1

㎞ 16 16 16 16 16 16 16 16

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 1

㎞ 16

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

㎥ 310,000 310000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

㎥ 370,886

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

処理場

管渠延長

活動指標名 備考

処理場

管渠延長

成果(KPI)指標名 備考

汚水処理量

成果(KPI)指標名 備考

汚水処理量

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

公共下水道を供用している限り継続しなければならない事業。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

維持管理費の効率化に努めているが、公債費
等（維持管理費以外）の割合が高く効果が見え
にくい。料金収入は年々少しずつ増加してい
る。

2
都市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与
し、あわせて公共水域の保全に資する目的は概
ね達成できている。

汚水処理施設の維持管理を複数年契約で行う
など効率化に努めている。料金収入は、ニュー
タウン情勢に左右され独自の施策は難しい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

重要なライフラインとして、汚水処理施設や管路を計画的に点検し、適切な維持管理を行う。平成10年
に供用を開始しており、施設内の機器等の修繕を行っている。今後、修繕費用が増加すると見込まれ
る。長寿命化等の補助事業を視野にいれて維持管理を行って行く必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 81.2 － － － －

満足度 43.8 46.8 － 49.8 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

85



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

447 76 0 0 0 0 0 0

0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

447 76 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

447 76 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 婚活応援事業

担当部署 総務課　行政庶務係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画 板倉町婚活応援事業実行委員会設置要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

独身男女の出会いの機会をつくり、人口増加と産業振興をとおして町を活性化する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
１．安心して結婚し子どもを産むことができる環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

結婚を考えながらも出会いの機会が減少している独身男女の交流を促進するイベントを開催す
る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 66 72 78 84 90 90 90 90

人 16 18 20 22 24 24 24 24

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

人 0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

婚活イベント回数

活動指標名 備考

婚活イベント回数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

婚活イベント参加者数

婚活イベントへの町内からの参加者数

成果(KPI)指標名 備考

婚活イベントへの町内からの参加者数

婚活イベントへの町内からの参加者数

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

実行委員会主導で、町内の参加者が増加するイベントを検討していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

婚活イベントの運営費用は、参加費で賄われて
いる。事業費は実行委員会への負担金であり、
費用対効果は適正と考える。

2
独身男女の出会いの機会をつくることが目的で
あり、おおむね達成されている。

事業の目的が出会いの機会をつくることが目的
であるが、参加者が減少傾向である。ＰＲ方法等
について、実行委員会で検討していく。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

少子化対策の起点となる事業であり、今後も引き続き事業を展開していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

105 105 105 105 105 105 105 105

30 30 30 30 30 30 30 30

20 20 20 20 20 20 20 20

45 45 45 45 45 45 45 45

10 10 10 10 10 10 10 10

105 105 105 105 105 105 105 105

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 カップリングデザイナー事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画 板倉町カップリング・デザイナー（結婚世話役ボランティア）制度実施要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　少子化の改善と、若者の当町への定着を促進し地域の活性化を図るため、カップリング・デザイ
ナー制度により、結婚を希望する男女の仲立ち、その他の必要な支援を行う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

旅費

消耗品費

食糧費

損害賠償保険

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
１．安心して結婚し子どもを産むことができる環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町は、結婚希望者のために継続して仲人活動（結婚に向けた男女の仲立ち、その他の必要な支
援）を行う者を次の条件により公募し、デザイナーとして登録する。
（１）　年齢２０歳以上であること。
（２）　個人情報を厳守し、真剣に仲人活動を行えること。
（３）　仲人活動を業として行っていないこと。
デザイナーは、仲人活動を行う。また、必要に応じ互いの情報交換のための会議を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 15 15 15 15 15 15 15 15

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 14

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

組 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

組 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

カップリング・デザイナー登録者

活動指標名 備考

カップリング・デザイナー登録者

成果(KPI)指標名 備考

お見合い実績数

成果(KPI)指標名 備考

お見合い実績数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　少子化対策の一つとして、結婚希望者の増加及びカップリング数の増加を目指す。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　必要最低限の経費で事業を推進している。

2
　コロナ禍により情報交換会等が開催できな
かったため、お見合いの実績は０件であった。

　自己都合により、カップリングデザイナーを退
任する方が増えている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　コロナ禍においても開催可能なオンラインお見合いに取り組んだが、オンラインに対応可能な結婚希
望者やデザイナーが少なかったことなどもあり、マッチングが成立せず、実現には至っていない。今後、
オンラインに対応している結婚希望者についてオンラインお見合いが実現できるよう取り組みたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

6,830 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280

6,830 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280

6,830 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280

5,080

5,080

5,080

1,489

0.20 

1,489

6,569

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 子育て支援金支給事業

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 1

根拠法令・個別計画 板倉町子育て支援金支給要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

新たに出産した子又は次年度において小学校に入学する児童を養育しているかたに子育て支援
金を支給することにより、子育てを支援するとともに定住化を促進し、活力あるまちづくりの推進を
図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

出生時及び小学校入学時において、第１子には30,000円、第２子には40,000円、第３子以降には
60,000円をそれぞれ支給する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 56 55 53 52 50 49 48 47

人 88 86 85 83 82 81 80 79

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 40

人 86

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

支給対象児童数（出生時）

支給対象児童数（入学時）

活動指標名 備考

支給対象児童数（出生時）

支給対象児童数（入学時）

成果(KPI)指標名 備考

支給率

成果(KPI)指標名 備考

支給率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

子育て支援と定住化を促進するため、今後も事業を維持継続していくことが必要であると考えるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子育て世帯への経済的支援を行うことができた。

2
対象者に対し、適正に支給することができた。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子育て世帯の経済的負担軽減を図る事業であり、子育て支援と定住化を推進するため、今後も事業を
維持継続していくことが重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

300 170 170 170 170 170 170 170

300 170 170 170 170 170 170 170

300 170 170 170 170 170 170 170

174

174

174

372

0.05 

372

546

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 病児・病後児保育事業

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 1

根拠法令・個別計画
子ども・子育て支援法
板倉町病児・病後児保育事業実施要綱

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

小学校３年生までの児童が病気又は病気の回復期にあり、かつ、保護者が就労等により家庭での
保育が困難な場合において、専用施設で一時的に預かることにより、保護者の子育てと就労の両
立、児童の健全な育成を支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

館林市を事業主体として板倉町、明和町、千代田町及び邑楽町が広域連携し、こやなぎ小児科
に併設された病児保育室ぱんだ（館林市）の共同利用により実施する。
保育時間等は、月曜から金曜までの午前８時から午後５時３０分まで、定員は６名、保育士２名及
び看護師１名を配置している。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 60 60 60 60 60 60 60 60

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 32

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 4

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

登録児童数

活動指標名 備考

登録児童数

成果(KPI)指標名 備考

延べ利用児童数

成果(KPI)指標名 備考

延べ利用児童数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

子育てと就労の両立支援のため、今後も事業を維持継続していくことが必要であると考えるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子育て世帯への支援の一助となった。

2
子育て世帯への支援の一助となった。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子育てと就労の両立支援のため、今後も事業を維持継続していくことが重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

385 325 325 325 325 325 325 325

385 325 325 325 325 325 325 325

385 325 325 325 325 325 325 325

135

135

135

372

0.05 

372

507

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 母子・父子家庭児童入進学等支度金支給事業

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
1．貧困をなくそう　
　あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

款 項 目

3 2 1

根拠法令・個別計画 板倉町母子家庭及び父子家庭等の児童の入学等支度金支給要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

母子家庭及び父子家庭等の福祉向上を図るとともに、その家庭環境にかかわらず、児童が心身と
もに健やかに育成されることを支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

母子家庭及び父子家庭等の母又は父若しくは養育者（所得税課税者を除く。）に対し、その家庭
の児童が小学校に入学するときには10，000円、中学校に進学するときには15，000円、高等学校
に進学（進学しない場合には中学校を卒業）するときには20，000円をそれぞれ支給する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

94



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

世帯 23 23 23 23 23 23 23 23

人 11 11 11 11 11 11 11 11

人 11 11 11 11 11 11 11 11

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

世帯 23

人 12

人 9

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 75

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

ひとり親世帯数

受給資格者数

支給者数

活動指標名 備考

ひとり親世帯数

受給資格者数

支給者数

成果(KPI)指標名 備考

受給資格者に対する支給率

成果(KPI)指標名 備考

受給資格者に対する支給率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

母子及び父子世帯の福祉向上のため、今後も事業を維持継続していくことが必要であると考えるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

母子及び父子世帯への経済的支援を行うことが
できた。

2
対象者に対し、適正に支給することができた。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

母子及び父子世帯の福祉向上のため、今後も事業を維持継続していくことが重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

350 300 300 300 300 300 300 300

350 300 300 300 300 300 300 300

350 300 300 300 300 300 300 300

190

190

190

372

0.05 

372

562

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 チャイルドシート購入費補助事業

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 1

根拠法令・個別計画 板倉町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

乳児を養育する者に対してチャイルドシート購入費用の一部を補助し、自動車に乗車中の幼児の
安全確保を図ることにより、子どもの健やかな成長を支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

１歳未満の乳児を養育する者がチャイルドシート（国土交通省等の認証マークがあるものに限る。）
を購入した場合には、乳児１人につき１回に限り、その購入費用の１／２の額（上限１０，０００円）を
補助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 30 30 30 30 30 30 30 30

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 23

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

交付申請者数

活動指標名 備考

交付申請者数

成果(KPI)指標名 備考

交付率

成果(KPI)指標名 備考

交付率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

子育て世帯の負担軽減となるため、今後も事業を維持継続していくことが必要であると考えるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子育て世帯への支援の一助となった。

2
対象者に対して、適正に支給することができた。

現在の実施方法が適正である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子育て世帯の負担軽減となるため、今後も事業を維持継続していくことが重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,680 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560

1,680 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560

1,680 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560

1,047

1,047

1,047

745

0.10 

745

1,792

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 0歳児紙おむつ購入費補助事業

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 1

根拠法令・個別計画 板倉町０歳児紙おむつ購入補助事業実施要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

０歳児を養育している保護者に対して紙おむつ給付券を交付することにより、育児に係る経済的
負担の軽減を図るとともに、子どもの健やかな成長を支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

０歳児１人につき24,000円分（2,000円×12か月）の紙おむつ給付券を交付する。ただし、他市区
町村から転入した対象児の場合には、住民登録日の属する月から１歳の誕生月の前月までの月
数分のみを交付する。
なお、紙おむつ給付券は、ジャストドラッグ板倉店、コメリ ハート＆グリーン 板倉ニュータウン店、ド
ラッグセイムス フォリオ板倉店、スーパーセンタートライアル板倉店の４店舗で利用できる。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 60 60 60 60 60 60 60 60

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 89

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 96

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

紙おむつ券交付者数

活動指標名 備考

紙おむつ券交付者数 当年度出生分+前年度出生残分

成果(KPI)指標名 備考

給付額に対する利用率

成果(KPI)指標名 備考

給付額に対する利用率 給付額1,047,000

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

子育て世帯の負担軽減となるため、今後も事業を維持継続していくことが必要であると考えるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子育て世帯への支援の一助となった。

2
対象者に対して、適正に支給することができた。

現在の実施方法が適正である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子育て世帯の負担軽減となるため、今後も事業を維持継続していくことが重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

99



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

26,785 27,426 27,426 27,426 27,426 27,426 27,426 27,426

4 4 4 4 4 4 4 4

50 50 50 50 50 50 50 50

26,731 27,372 27,372 27,372 27,372 27,372 27,372 27,372

8,910 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124

8,910 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124

8,965 9,178 9,178 9,178 9,178 9,178 9,178 9,178

21,265

7,087

7,087

7,091

1,489

0.20 

1,489

22,754

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 学童保育運営委託事業

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 1

根拠法令・個別計画
児童福祉法
子ども・子育て支援法
板倉町学童保育（放課後児童）対策事業実施要綱

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に
適切な遊び及び生活の場を与えて児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習
慣の確立等を図るとともに、保護者が子育てと仕事を両立できるよう支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品

修繕料

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

放課後児童健全育成事業実施者（法人等）に委託し、その実施者に運営費として委託料を支払う
ことにより実施している。
社会福祉法人赤い鳥保育会（そらいろ保育園）、学校法人稲良学園（まきば幼稚園）、社会福祉
法人板倉町社会福祉協議会の３法人が、そらいろクラブ、そらいろクラブsegundo（セグンド）、まき
ば学童クラブ、みつばち学童クラブ１、みつばち学童クラブ２、みつばち児童クラブ３の６クラブを
運営している。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

100



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

クラブ 6 6 6 6 6 6 6 6

人 220 220 220 220 220 220 220 220

人 210 210 210 210 210 210 210 210

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

クラブ 6

人 220

人 174

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 95 95 95 95 95 95 95 95

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 83

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

学童クラブ数

利用定員

登録児童数

活動指標名 備考

学童クラブ数

利用定員

登録児童数

成果(KPI)指標名 備考

利用定員に対する登録児童数の割合

成果(KPI)指標名 備考

利用定員に対する登録児童数の割合

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

子育て世帯への就労支援となるため、今後も事業を維持継続していくことが必要であると考えるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

就労している子育て世帯の児童の健全育成に
供することができた。

2
各学童クラブ運営への支援を行い、子育て世帯
の就労支援の推進を図ることができた。

親の就労の増加による学童クラブ利用者の増加
に対応できる受入体制を準備をしておくことが必
要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

放課後支援員等従事する職員のための資質向上研修会等の参加により従事者のスキルアップを図り、
放課後児童クラブの充実化を図っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

8,625 7,966 7,966 7,966 7,966 7,966 7,966 7,966

8,625 7,966 7,966 7,966 7,966 7,966 7,966 7,966

993 988 988 988 988 988 988 988

1,982 1,861 1,861 1,861 1,861 1,861 1,861 1,861

5,650 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117

9,071

9,071

735

1,462

6,874

1,489

0.20 

1,489

10,560

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 民間保育所等補助事業

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 2

根拠法令・個別計画

児童福祉法
子ども・子育て支援法
板倉町民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱
板倉町民間保育所運営費補助金交付要綱
板倉町民間保育所等給食費軽減事業補助金交付要綱

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

民間保育所等における保育内容の充実を図るとともに、入所児童の保護者の経済的負担を軽減
することによって、児童の福祉の向上を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

民間保育所等の設置者に対し、特別保育事業（一時預かり、延長保育、食物アレルギー対策等）
を実施するための事業費及び保育施設の運営費（園舎・園庭等の維持管理費等）並びに入所児
童の保護者が負担する給食費（第２子に係る副食材料費）の一部を補助金として交付する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

人 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

人 50 50 50 50 50 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,639

人 693

人 34

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

補助対象施設数

活動指標名 備考

補助対象施設数

成果(KPI)指標名 備考

一時預かり利用児童数（延べ）

延長保育利用児童数（延べ）

給食費補助児童数

成果(KPI)指標名 備考

一時預かり利用児童数（延べ）

延長保育利用児童数（延べ）

給食費補助児童数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

子育て世帯の保育に対するニーズに応じるため、今後も事業を維持継続していくことが必要であると考
えるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子育て世帯の保育に対するニーズに応じること
ができた。

2
民間保育所等への運営等に対する補助を行うこ
とにより、サービスの充実化を図ることで、保育
ニーズに応えることができた。

施設によって、保育サービスの実施内容が異
なっている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子育て世帯の保育需要の多様化に対応した保育サービスの充実化を図っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

140,312 149,323 149,323 149,323 149,323 149,323 149,323 149,323

1,469 1,784 1,784 1,784 1,784 1,784 1,784 1,784

138,843 147,539 147,539 147,539 147,539 147,539 147,539 147,539

67,298 76,166 76,166 76,166 76,166 76,166 76,166 76,166

31,739 32,743 32,743 32,743 32,743 32,743 32,743 32,743

1 1 1 1 1 1 1 1

41,274 40,413 40,413 40,413 40,413 40,413 40,413 40,413

119,309

1,989

117,320

60,976

26,635

256

31,442

1,117

0.15 

1,117

0.00 

0

120,426

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 子どものための教育・保育給付事業（2・3号）

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 2

根拠法令・個別計画
児童福祉法
子ども・子育て支援法

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

保護者の労働等のために日中の保育を必要とする小学校就学前児童に対し、特定教育・保育施
設（私立保育所及び私立認定こども園等）における保育を提供することにより、児童の健やかな成
長を支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

その他

一般財源

①事業費

委託料

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

私立保育所利用者負担金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

児童が利用する特定教育・保育施設事業者に対し、国の基準に従った給付費を委託料又は負担
金として支給する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 3 3 3 3 3 3 3 3

人 120 120 120 120 120 120 120 120

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 4

人 108

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0 0 0 0 0 0 0 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

対象施設数

利用児童数

活動指標名 備考

対象施設数

利用児童数

成果(KPI)指標名 備考

待機児童数

成果(KPI)指標名 備考

待機児童数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令に基づき、実施している事業であり、維持継続する必要があるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子育て世帯の要望に応えることができた。

2
待機児童はなく、保育を求める子育て世帯に提
供することができた。

入所希望が増加している低年齢児の定員確
保。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、今後も事業を維持継続していくことが重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,712 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356

2,712 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356

1,356 678 678 678 678 678 678 678

678 339 339 339 339 339 339 339

678 339 339 339 339 339 339 339

363

272

91

136

68

159

372

0.05 

372

735

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 子育てのための施設等利用給付事業（2・3号）

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 2

根拠法令・個別計画
児童福祉法
子ども・子育て支援法

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

保護者の労働等のために日中の保育を必要とし、かつ、特定教育・保育施設（私立保育所及び私立認定こども園等）を
利用していない小学校就学前児童が、特定子ども・子育て支援施設等（認可外保育施設、幼稚園の預かり保育等）を利
用するための費用を支給し、児童の健やかな成長を支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

償還金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

児童が利用する特定子ども・子育て支援施設等事業者に対し、国の基準に従った利用費を負担
金として支給する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

実際の歳入額は(国）474
千円、（県）237千円　超過
分は次年度償還する。

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 16

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

対象施設数

活動指標名 備考

対象施設数

成果(KPI)指標名 備考

利用児童数

成果(KPI)指標名 備考

利用児童数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令に基づき、実施している事業であり、維持継続する必要があるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子育て世帯の要望に応えることができた。

2
保育を求める子育て世帯に提供することができ
た。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、今後も事業を維持継続していくことが重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

179,220 173,520 173,520 173,520 173,520 173,520 173,520 173,520

179,220 173,520 173,520 173,520 173,520 173,520 173,520 173,520

122,619 118,770 118,770 118,770 118,770 118,770 118,770 118,770

28,293 27,369 27,369 27,369 27,369 27,369 27,369 27,369

28,308 27,381 27,381 27,381 27,381 27,381 27,381 27,381

170,525

170,525

116,809

26,857

26,859

2,234

0.30 

2,234

172,759

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 児童手当支給事業（手当費）

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 2

根拠法令・個別計画 児童手当法

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

中学校修了前までの児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生
活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

３歳未満の児童は月額１５，０００円（一律）、小学校修了前までの児童は、第１子及び第２子には
月額１０，０００円、第３子以降には月額１５，０００円、中学生は月額１０，０００円（一律）を支給す
る。また、所得制限を超える場合には、月額５，０００円（一律）の特例給付となる。
なお、児童手当は原則、毎年２月、６月、１０月にそれぞれ前月分までの額を支給する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 5,563 5,563 5,563 5,563 5,563 5,563 5,563 5,563

人 851 851 851 851 851 851 851 851

人 851 851 851 851 851 851 851 851

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 4,073

人 763

人 721

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

延べ支給対象児童数

現況届対象者数

受給者数

活動指標名 備考

延べ支給対象児童数

現況届対象者数

受給者数

成果(KPI)指標名 備考

受給率

成果(KPI)指標名 備考

受給率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令に基づき、実施している事業であり、維持継続する必要があるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子育て世帯への経済的支援を行うことができた。

2
受給者に対し、遅滞なく支給することができた。

期限内に届出が提出されない場合がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、今後も事業を維持継続していくことが重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

109



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

73,660 66,951 66,951 66,951 66,951 66,951 66,951 66,951

73,660 66,951 66,951 66,951 66,951 66,951 66,951 66,951

27,032 24,704 24,704 24,704 24,704 24,704 24,704 24,704

23,312 21,122 21,122 21,122 21,122 21,122 21,122 21,122

1 1 1 1 1 1 1 1

23,315 21,124 21,124 21,124 21,124 21,124 21,124 21,124

56,081 0 0 0 0 0 0 0

56,081

22,246

18,469

15,366

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

56,826 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 子どものための教育・保育給付事業（1号）

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

10 1 2

根拠法令・個別計画
児童福祉法
子ども・子育て支援法

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

幼児教育を希望する家庭の満３歳以上の小学校就学前児童に対し、特定教育・保育施設（私立
幼稚園及び私立認定こども園）における教育を提供することにより、児童の健やかな成長を支援
する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

その他

一般財源

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

児童が利用する特定教育・保育施設事業者に対し、国の基準に従った給付費を負担金として支
給する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 3 3 3 3 3 3 3 3

人 120 120 120 120 120 120 120 120

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 3

人 85

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0 0 0 0 0 0 0 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

対象施設数

利用児童数

活動指標名 備考

対象施設数

利用児童数

成果(KPI)指標名 備考

待機児童数

成果(KPI)指標名 備考

待機児童数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令に基づき、実施している事業であり、維持継続する必要があるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子育て世帯の要望に応えることができた。

2
幼児教育を求める子育て世帯に提供することが
できた。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、今後も事業を維持継続していくことが重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

372

0.05 

372

372

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 子育てのための施設等利用給付事業（1号）

担当部署 福祉課　子育て支援係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 1 2

根拠法令・個別計画
児童福祉法
子ども・子育て支援法

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

幼児教育を希望する家庭の満３歳以上の小学校就学前児童が、私立幼稚園（子ども・子育て支
援新制度未移行）を利用するための費用を支給し、児童の健やかな成長を支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

児童が利用する私立幼稚園（子ども・子育て支援新制度未移行）事業者に対し、国の基準に従っ
た利用費を負担金として支給する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

対象施設数

活動指標名 備考

対象施設数

成果(KPI)指標名 備考

利用児童数

成果(KPI)指標名 備考

利用児童数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令に基づき、実施している事業であり、維持継続する必要があるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

対象者がいないため効果は発生していない。

2
対象者がいる場合は、適正に給付を行う。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、今後も事業を維持継続していくことが重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

15,114 15,006 15,114 15,114 15,114 15,114 15,114 15,114

170 170 170 170 170 170 170 170

13,476 13,176 13,476 13,476 13,476 13,476 13,476 13,476

402 432 402 402 402 402 402 402

470 473 470 470 470 470 470 470

596 596 596 596 596 596 596 596

961 961 961 961 961 961 961 961

2,430 2,133 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

23 23 23 23 23 23 23 23

11,700 11,889 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

13,870

166

11,610

288

397

1,409

1,058

2,136

256

18

10,402

86,486

8.00 

59,576

13.00 

26,910

100,356

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 板倉保育園運営事業

担当部署 福祉課　板倉保育園 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 3

根拠法令・個別計画
・児童福祉法
･板倉町保育所条例

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

・児童福祉法第３９条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の
　発達を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

その他

職員供食費

副食費利用者負担金

その他

一般財源

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

その他

職員供食費

副食費利用者負担金

寄附金

その他

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・０歳児～５歳児（就学前）の園児の心身の発達と望ましい生活習慣を身につける。
・様々な体験を通して豊かな感性を育て、言葉への興味関心を育てる。
・子どもの意欲を盛んにするために、子どもが自発的に考え出した遊びを大切にし、遊びがさらに
　展開できるような環境をととのえ援助の仕方を工夫する。
・地域社会と十分な連携を取り、地域の文化や人々との触れ合いを大切にしながら、子どものより
　よい発達を図る。
・自然や社会の事象について興味や関心を育て、豊かな心情や思考力の基礎を養う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 108 108 108 108 108 108 108 108

人 150 150 150 150 150 150 150 150

人 150 150 150 150 150 150 150 150

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 107

人 0

人 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

％ 0

％ 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

給食等支給事業対象者数 園児及び職員

人形劇上演委託事業対象者数 園児及び祖父母等

園外保育事業対象者数 園児及び保護者

活動指標名 備考

給食等支給事業対象者数

人形劇上演委託事業対象者数

園外保育事業対象者数

成果(KPI)指標名 備考

給食等支給事業支給割合

人形劇上演委託事業参加割合

園外保育事業参加割合

成果(KPI)指標名 備考

給食等支給事業支給割合

人形劇上演委託事業参加割合

園外保育事業参加割合

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策として人形劇上演委託事業、園外保育事業等、実施で
きなかった事業もあったが、祖父母、保護者とのふれあい保育事業は、園児の心身の発育を高めるとと
もに例年は参加率も高いため、今後も維持継続していきたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

※R2年度、人形劇上演委託事業及び園外保育事業については、新型コロナウイルス感染症対策のため中止としました。

・新型コロナウイルス感染症対策のため、祖父母
や保護者とのふれあい保育事業は中止となった
が、他の運営事業は実施できた。

2
・新型コロナウイルス感染症対策のため、人形
劇、園外保育、七夕ふれあい保育事業は中止と
なったが、運動会、発表会等は感染対策をし実
施できた。

・感染症対策を事業の中に取り入れ、新しい生
活様式を実施しながら進めていくことが必要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　感染症対策を行いながら、今後も継続的に実施していきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

11,108 11,071 11,108 11,108 11,108 11,108 11,108 11,108

158 157 158 158 158 158 158 158

9,364 9,570 9,364 9,364 9,364 9,364 9,364 9,364

327 283 327 327 327 327 327 327

533 553 533 533 533 533 533 533

726 508 726 726 726 726 726 726

710 710 710 710 710 710 710 710

1,215 729 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215

15 15 15 15 15 15 15 15

9,168 9,617 9,168 9,168 9,168 9,168 9,168 9,168

8,624

154

7,296

245

437

492

758

939

10

13

6,904

76,136

8.00 

59,576

8.00 

16,560

84,760

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 北保育園運営事業

担当部署 福祉課　北保育園 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 3

根拠法令・個別計画
・児童福祉法
・板倉町保育所条例

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

・児童福祉法第３９条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の
　発達を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託費

その他

職員供食費

副食費利用者負担金

その他

一般財源

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託費

その他

職員供食費

副食費利用者負担金

寄付金

その他

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・０歳児～５歳児（就学前）の園児の心身の発達と望ましい生活習慣を身につける。
・様々な体験を通して豊かな感性を育て、言葉への興味関心を育てる。
・子どもの意欲を盛んにするために、子どもが自発的に考え出した遊びを大切にし、遊びがさらに
　展開できるような環境をととのえ援助の仕方を工夫する。
・地域社会と十分な連携を取り、地域の文化や人々との触れ合いを大切にしながら、子どものより
　よい発達を図る。
・自然や社会の事象について興味や関心を育て、豊かな心情や思考力の基礎を養う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 77 77 77 77 77 77 77 77

人 77 77 77 77 77 77 77 77

人 77 77 77 77 77 77 77 77

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 61

人 0

人 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

％ 0

％ 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

給食等支給事業対象者数 園児及び職員

人形劇上演委託事業対象者数 園児及び祖父母等

園外保育事業対象者数 園児及び保護者

活動指標名 備考

給食等支給事業対象者数

人形劇上演委託事業対象者数

園外保育事業対象者数

成果(KPI)指標名 備考

給食等支給事業支給割合

人形劇上演委託事業参加割合

園外保育事業参加割合

成果(KPI)指標名 備考

給食等支給事業支給割合

人形劇上演委託事業参加割合

園外保育事業参加割合

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策として人形劇上演委託事業、園外保育事業等、実施で
きなかった事業もあったが、祖父母、保護者とのふれあい保育事業は、園児の心身の発育を高めるとと
もに例年は参加率も高いため、今後も維持継続していきたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

※R２年度、人形劇上演事業及び園外保育事業については、新型コロナウイルス感染症対策のため中止としました。

・新型コロナウイルス感染症対策のため、祖父母
や保護者とのふれあい保育事業は中止となった
が、他の運営事業は実施できた。

2
・新型コロナウイルス感染症対策のため、人形
劇、園外保育、七夕ふれあい保育事業は中止と
なったが、運動会、発表会等は感染対策をし実
施できた。

・感染症対策を事業の中に取り入れ、新しい生
活様式を実施しながら進めていくことが必要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　感染症対策を行いながら、今後も継続的に実施していきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

117



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,545 1,542 1,578 1,699 1,626 1,699 1,626 1,699

25 30 30 50 50 50 50 50

872 813 900 900 900 900 900 900

142 165 142 170 170 170 170 170

279 279 279 279 279 279 279 279

227 255 227 300 227 300 227 300

1,545 1,542 1,578 1,699 1,626 1,699 1,626 1,699

1,398

20

920

135

179

144

1,398

2,731

0.20 

1,489

0.60 

1242 

4,129

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 児童館運営事業

担当部署 福祉課　児童館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 2 4

根拠法令・個別計画
・板倉町立児童館の設置及び管理等に関する条例
・板倉町子ども・子育て支援事業計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

18歳未満のすべての子どもを対象とし、遊び及び子育ての支援を行い、子どもの心身を育成し情
操を豊かにすることを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・遊びによる子どもの育成と、子どもの居場所の提供
　月１～２回程度、土曜日の午前中に小学生（児童）を対象とした事業の開催

・子育て世代の交流の場と地域の子育て支援
　平日午前中、乳幼児とその保護者を対象とした事業及び子育て講習会の開催

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

118



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 170 100 130 150 150 150 150 150

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 86

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,900 800 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 684

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

事業開催回数

活動指標名 備考

事業開催回数

成果(KPI)指標名 備考

事業参加者数

成果(KPI)指標名 備考

事業参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町内唯一の児童館として、児童館事業を介した保護者同士の繋がりが育児の孤立化を抑制する役割、
児童の居場所としての役割があり、また、子育て支援センターとして子育て世代の支援の場として必要で
ある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

・子育て相談の随時対応による子育て支援

児童館として、また地域子育て支援拠点として
の活動の費用対効果は適正である。

2
新型コロナウイルス感染症の影響で、臨時休館
や事業中止などを余儀なくされ、事業再開後も
参加人数の制限を設けるなど、当初の予定どお
りの運営ができなかった。

今回のコロナ禍のような状況時における事業の
企画、実施方法等。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

新型コロナウイルスの感染の落ち着きをみながら、事業の実施回数及び内容等を徐々にコロナ前に戻し
つつ利用しやすい環境作りを図ることで少子化対策に貢献していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

119



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

113,056 110,943 106,481 104,390 102,342 100,334 98,367 96,439

29 30 28 28 28 28 28 28

2,011 4,258 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931

111,016 106,655 104,522 102,431 100,383 98,375 96,408 94,480

53,634 52,740 50,171 49,167 48,184 47,220 46,276 45,350

3,503 3,416 3,363 3,363 3,363 3,363 3,363 3,363

55,919 54,787 52,947 51,860 50,795 49,751 48,728 47,725

82,712 0 0 0 0 0 0 0

19

1,373

81,320

38,833

2,851

41,028 0 0 0 0 0 0 0

3,893 0 0 0 0 0 0 0

0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,872 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 0 0 0 0 0 0 0 

86,605 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 福祉医療費支給事業

担当部署 健康介護課　保険医療係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 4

根拠法令・個別計画
群馬県福祉医療費補助金交付要綱

板倉町福祉医療費の支給に関する条例
板倉町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　子ども、重度心身障害者、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子の医療費と入院時食事代
（高校生世代については入院費と入院時食事代のみ）が対象であり、健康保険で医療を受けた場
合の自己負担額を支給することにより、健康管理の向上に寄与し、もって福祉の増進を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

福祉医療第三者等納付金

一般財源

①事業費

需用費

委託費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

福祉医療第三者等納付金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町内在住の対象者に福祉医療受給資格者証を交付し、県内の医療機関で受診した医療費の
自己負担額を無料としている。また、県外の医療機関で受診した医療費の自己負担額について
は、申請により支給している。（高校生世代は福祉医療受給者証を交付しないので、申請による支
給のみとしている。）

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 111,016 106,655 104,522 102,431 100,383 98,375 96,408 94,480

人 1,995 1,935 1,877 1,821 1,766 1,713 1,662 1,612

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 81,320

人 1,939

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 56 55 56 56 57 57 58 59

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 42

0

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

支給額

年間平均受給者数

活動指標名 備考

支給額

年間平均受給者数

0

成果(KPI)指標名 備考

一人当たりの支給額

成果(KPI)指標名 備考

一人当たりの支給額

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　基本的な対象者の範囲において県内全市町村が取り組んでいる事業であり、社会保障的な役割も果
たしているため維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　法令で定められた事業であり、医療費の自己
負担額の支給という社会保障的な事業の性質
上、費用対効果を論ずるのは難しい。

2
　対象者においては、自己負担額が無料となる
ことにより必要な医療の提供に結びついており、
目的は達成されている。

　県境という土地柄、県外受診者の申請が多く、
その事務処理の効率化が課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　受給資格者への医療費の自己負担額の支給であるため、適正な事務処理を行いつつ、事務の効率
化を図れるように努めていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

521 2 5 5 5 5 5 5

521 2 5 5 5 5 5 5

133

133

255 2 5 5 5 5 5 5

383

383

124

124

135

745

0.10 

745

1,128

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 子育て世代包括支援事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 1

根拠法令・個別計画 成育基本法、母子保健法

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

妊娠期から子育て期にわたるまでの総合相談窓口を保健センタ－に設置し、母子保健や子育て
支援施策の情報提供及び教育・医療・療育機関等の関係機関と連絡調整を行い、子どものライフ
ステ－ジに応じ、その時期に求めている支援や必要なサ－ビスを円滑に利用できるよう支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・妊産婦、乳幼児の実情把握、
・妊娠、出産、育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言
・個別支援プランの作成
・保健医療または福祉、教育関係機関との連絡調整

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

％ 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

％ 7

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 7.5

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

妊娠届出時面接

支援が必要なプラン策定割合

活動指標名 備考

妊娠届出時面接

支援が必要なプラン策定割合

成果(KPI)指標名 備考

産後うつの可能性があると
スクリ－ニングされる者の割
合

成果(KPI)指標名 備考

産後うつの可能性があると
スクリ－ニングされる者の割
合

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

切れ目のない子育て支援体制が求められている。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

成
果

（
K
P
I

）

計
画

実
績

保健師、管理栄養士の専門職を配置し、相談者のニ－ズにタイムリ－に対応している。また、保健医療及び福祉の関係機関と顔の見える
関係を保ち、包括的な支援を実施できている。

・専門職（保健師）が配置されていることを生か
し、児童館、保育園（幼稚園）、小中学校等の関
係部署、また医師会、警察等外部機関との連携
の下で、子ども及び保護者に寄り添った支援が
実施できている。

2
・相談支援や子育てプランを策定。
・国補助金制度を活用し、相談環境面の整備。
・子育て総合相談窓口設置の周知啓発。（妊娠
届出、乳幼児健診、保育園、小中学校にチラシ
配布）
・関係機関と連携会議を実施。

・子育て支援には多くの関係機関が関わるた
め、関係機関同士の情報共有や連携が難しく、
支援が分断されてしまうことがある。庁内調整が
難しい場合は、広域的な視点を含めて検討す
る。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

妊娠期、出産直後、子育て期等、個別性を尊重した支援を提供し、母子保健、子育て支援、教育の３分
野が情報を共有し、一貫性のある支援を目指す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380

1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380

690 690 690 690 690 690 690 690

690 690 690 690 690 690 690 690

805 0 0 0 0 0 0 0

621

184

402

0

403 0 0 0 0 0 0 0

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,784 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 産後ケア事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 母子保健法

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

心身共に不安定になりやすい産後2か月までの母に対し、助産師による産後経過に応じた心身の
ケアや授乳指導、休養等の支援を行うことを目的に、妊娠から出産、子育てまでの切れ目のない
支援の充実を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

委託料

その他（前年度分返還金）

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
１．安心して結婚し子どもを産むことができる環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

母体の管理と生活指導。乳房管理、授乳・沐浴等の育児指導を、助産師及び看護師が提供す
る。
・公立館林厚生病院、真中医院（委託料：23,000円、自己負担額：1回につき2,000円（昼食代含
む）、退院後から産後３か月まで、一人あたり7回までの利用。利用時間：午前9時30分から午後5
時30分まで。）
・群馬県立小児医療センタ－（委託料は日帰り型：20,000円、宿泊型：1泊2日40，000円、2泊3日
60，000円、自己負担額は1割負担、退院から産後１年頃まで）

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 100 100 100 100 100 100 100 100

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 41

回 1

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 60 60 60 60 60 60 60 60

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 27

0

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

個別通知数

ホ－ムペ－ジ等周知数

活動指標名 備考

個別通知数

ホ－ムペ－ジ等周知数

0

成果(KPI)指標名 備考

利用延回数

成果(KPI)指標名 備考

利用延回数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

拡大

受託医療機関と１市５町で協議を行い、利用の継続が望ましいと判断されるケ－スは利用期間を拡大
し、相談体制の拡充を行う。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

出産時の入院は通常産後４～５日で退院となり、産後の心身の回復が十分でなく、退院後の育児に心配のある産婦に本事業を提供するこ
とで、安心して子育てができる支援体制の確保が期待できる。

日帰り型の委託料は、診療報酬を元に、１市5町
で協議して決めている。宿泊型の委託料は、群
馬県と県医師会で協議し、県内統一料金になっ
ている。

2
妊婦健診受診履歴を確認し、すみやかに連絡
をとり、母親の心身状況を伺いながら、訪問や本
事業を勧めることができている。

管内5町と医療機関で連携を図りながら利用で
きており、事務上の問題はない。産後2か月以上
の継続利用が望ましいと判断されるケ－スがあ
ることから、利用可能期間の拡大と受け入れ医
療機関の調整が必要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

妊娠届出時の個別健康相談と新生児の全戸訪問により、ハイリスク家庭の把握と保護者の不安軽減に
努める。また、受託医療機関と連携を図り、産後の不安定な時期にある産婦と新生児が、タイムリ－に相
談できるような体制づくりを目指す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

507 0 0 0 0 0 0 0

507

0

507 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,996 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 不妊症及び不育症治療費助成事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町不妊及び不育治療費助成事業実施要項

実施運営方法 全部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

不妊症及び不育症治療をした夫婦に対し、治療費の一部を助成（特定不妊治療及び男性不妊治
療においては「群馬県不妊治療に悩む方への特定治療支援事業」の助成額に上乗せして実施）
することで、経済的負担の軽減を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
１．安心して結婚し子どもを産むことができる環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・一般不妊治療（排卵誘発剤の薬物療法など）：費用の１／２、年間上限5万円、通算５か年を限度
・特定不妊治療(体外受精及び顕微鏡授精）：費用から県助成を減じた額の1/2助成。1回上限10
万円、通算6回を限度
・男性不妊治療：費用から県助成を減じた額の1/2助成。1回上限15万円、通算6回を限度
・不育症治療：費用の1/2を助成。年間上限30万円

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 10 10 10 10 10 10 10 10

件 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 10

件 3

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

広報等周知回数

活動指標名 備考

広報等周知回数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

助成申請回数

申請件数の内、妊娠届出数

成果(KPI)指標名 備考

助成申請回数

申請件数の内、妊娠届出数

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

対象者がさらに利用しやすくなるように、あらゆる機会をとらえ周知していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

不妊治療の受診を支援することで、安心して治療を受けられることにつながり、少子化対策として欠かせない事業となっている。

群馬県の助成事業を利用した場合は、その額を
除いた治療費を助成対象とし、効率よく実施し
ている。

2
町ホ－ムペ－ジから申請書及び医療機関受診
証明書を入手できるようにし、申請者もスム－ズ
に手続きがとれている。

引き続き制度利用促進のための普及啓発が必
要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も県や近隣市町の動向を確認しながら助成内容を検討し、少子化対策の充実を目指す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

35,716 34,821 32,043 29,360 26,535 25,409 23,569 22,204

35,574 34,632 31,854 29,265 26,440 25,404 23,568 22,203

142 189 189 95 95 5 1 1

4,123 4,123 4,123 4,123 4,123 4,123 4,123 4,123

31,593 30,698 27,920 25,237 22,412 21,286 19,446 18,081

33,192 0 0 0 0 0 0 0

33,121

71

3,039

30,153 0 0 0 0 0 0 0

3,116 0 0 0 0 0 0 0

0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,681 0 0 0 0 0 0 0

0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

435 0 0 0 0 0 0 0 

36,308 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小学校給食事業

担当部署 教育委員会事務局 総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 2 1

根拠法令・個別計画 板倉町学校給食弁当代替者対応補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

子どもを育てる保護者が抱える経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境の整備と食育
の充実を図るとともに、少子化対策を推進することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

小学校給食費職員等納入金

一般財源

①事業費

需用費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

小学校給食費職員等納入金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

板倉町の小学校に在籍する児童の給食費を無料化し、保護者の経済的負担を軽減する。また、
給食費の無料化に伴い、食物アレルギーのため、給食の代わりに弁当を持参している児童につ
いて、その経費を補助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 660 643 582 525 467 445 406 377

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 665

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

小学校児童数

活動指標名 備考

小学校児童数

成果(KPI)指標名 備考

無料化実施率

成果(KPI)指標名 備考

無料化実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

子どもを育てる保護者が抱える経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境の整備と食育の充実
が図られていることから、継続して実施する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子どもを育てる保護者が抱える経済的負担を軽
減することができており、妥当である。

2
子どもを育てる保護者が抱える経済的負担を軽
減し、安心して子育てができる環境の整備と食
育の充実が図られている。

全ての保護者に町が実施する給食費無料化の
目的を理解してもらう。
給食調理員の確保や衛生管理は継続して取り
組む必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

全ての保護者に町が実施する給食費無料化の目的を理解してもらうための広報活動や、栄養教諭（士）
との連携により、給食調理員の各種研修や食材検査を通じた衛生管理を継続していく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

129



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

22,267 22,144 23,039 22,767 22,656 20,452 19,382 18,451

22,266 22,143 23,038 22,655 22,544 20,285 19,270 18,339

1 1 1 112 112 167 112 112

2,454 2,731 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454

19,813 19,413 20,585 20,313 20,202 17,998 16,928 15,997

20,081 0 0 0 0 0 0 0

20,081

0

2,040

18,041 0 0 0 0 0 0 0

2,743 0 0 0 0 0 0 0

0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,309 0 0 0 0 0 0 0

0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

435 0 0 0 0 0 0 0

22,824 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 中学校給食事業

担当部署 教育委員会事務局 総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 3 1

根拠法令・個別計画 板倉町学校給食弁当代替者対応補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

子どもを育てる保護者が抱える経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境の整備と食育
の充実を図るとともに、少子化対策を推進することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

中学校給食費職員等納入金

一般財源

①事業費

需用費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

中学校給食費職員等納入金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－①子育て支援の充実

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

板倉町の中学校に在籍する生徒の給食費を無料化し、保護者の経済的負担を軽減する。また、
給食費の無料化に伴い、食物アレルギーのため、給食の代わりに弁当を持参している生徒につ
いて、その経費を補助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

130



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 346 353 368 362 361 321 300 282

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 346

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

中学校生徒数

活動指標名 備考

中学校生徒数

成果(KPI)指標名 備考

無料化実施率

成果(KPI)指標名 備考

無料化実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

子どもを育てる保護者が抱える経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境の整備と食育の充実
が図られていることから、継続して実施する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子どもを育てる保護者が抱える経済的負担を軽
減することができており、妥当である。

2
子どもを育てる保護者が抱える経済的負担を軽
減し、安心して子育てができる環境の整備と食
育の充実が図られている。

全ての保護者に町が実施する給食費無料化の
目的を理解してもらう。
給食調理員の確保や衛生管理は継続して取り
組む必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

全ての保護者に町が実施する給食費無料化の目的を理解してもらうための広報活動や、栄養教諭（士）
との連携により、給食調理員の各種研修や食材検査を通じた衛生管理を継続していく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 74.8 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

131



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

6,320 7,659 6,505 6,505 6,505 6,505 6,505 6,505

151 249 151 151 151 151 151 151

6,169 7,410 6,354 6,354 6,354 6,354 6,354 6,354

6,185 7,101 6,089 6,089 6,089 6,089 6,089 6,089

135 558 416 416 416 416 416 416

6,199 0 0 0 0 0 0 0

140

6,059

6,033

20

146 0 0 0 0 0 0 0

468 0 0 0 0 0 0 0

0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

447 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 0 0 0 0 0 0 0

6,667 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 後期高齢者健診事業

担当部署 健康介護課　保険医療係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 高齢者の医療の確保に関する法律

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　75歳以上又は65歳以上で一定の障害を持つ後期高齢者医療被保険者に対し健康診断を実施
することにより、疾病予防と健康保持を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

受託事業収入

一般財源

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

後期高齢者広域連合健診事業受託収入

後期高齢者長寿・健康増進事業補助金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町内を巡回する集団健診と館林市及び邑楽郡内の医療機関での個別健診を自己負担なしで
実施する。内容は、身体計測、血圧、血中脂質検査（中性脂肪・コレステロール）、肝機能検査、
血糖検査、尿検査（尿糖・尿蛋白）等で、医師の判断で、詳細な健診（貧血検査、心電図検査、眼
底検査、クレアチニン及びeGFR）を、また町独自項目として尿酸、クレアチニン及びeGFR（詳細健
診に該当しないもの）を実施している。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,047 2,067 2,088 2,109 2,130 2,151 2,173 2,195 

人 389 538 689 844 852 861 869 878 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,987

人 745

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 19.0% 26.0% 33.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0%

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 37.5%

0

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

後期高齢者健診対象者数

後期高齢者健診受診者数

活動指標名 備考

後期高齢者健診対象者数

後期高齢者健診受診者数

0

成果(KPI)指標名 備考

後期高齢者健診受診率 広域連合ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ計画

成果(KPI)指標名 備考

後期高齢者健診受診率

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　群馬県後期高齢者医療広域連合からの委託事業であり、また、疾病予防と健康保持に欠かせない事
業であるため維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　群馬県後期高齢者医療広域連合から委託さ
れた事業であり、事務費と町独自検査項目以外
は委託費で賄われるため、実質的な町の負担
はほとんどない。

2
　群馬県後期高齢者医療広域連合のデータヘ
ルス計画における目標値を達成している。

　今後、団塊の世代が後期高齢者になってい
き、対象者の増加が見込まれるなかで、後期高
齢者健診受診者数を如何にして増加させるかが
課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　群馬県後期高齢者医療広域連合のデータヘルス計画における最終的な後期高齢者健診受診率の目
標値は40％となっているが、この目標には到達していないため、更なる受診率の向上に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

133



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

600 780 780 780 780 780 780 780

600 780 780 780 780 780 780 780

600 780 780 780 780 780 780 780

0 0 0 0 0 0 0 0

203 0 0 0 0 0 0 0

203

0

203

0 0 0 0 0 0 0 0

244 0 0 0 0 0 0 0

0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

223 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 0 0 0 0 0 0 0

447 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 後期高齢者人間ドック等検診費助成事業

担当部署 健康介護課　保険医療係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町後期高齢者医療制度に係る人間ドック及び脳ドック検診費助成要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　75歳以上又は65歳以上で一定の障害を持つ後期高齢者医療被保険者に対し人間ドック等検
診費の助成を行うことで、疾病の予防及び早期発見・早期治療を促進し、健康保持・増進を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

後期高齢者人間ドック補助金

一般財源

①事業費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

後期高齢者人間ドック補助金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　人間ドック及び脳ドックを検診されたかたを対象に申請により一定額を助成する。ただし、同年度
に町の後期高齢者健康診査を受診したかたは対象外。
令和２年度
　日帰り15,000円、一泊20,000円、脳ドック15,000円を上限
令和３年度以降
　基本健診項目を含む日帰り、一泊又は脳ドックのいずれか　上限20,000円

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,047 2,067 2,088 2,109 2,130 2,151 2,173 2,195 

人 389 538 689 844 852 861 869 878 

40 39 39 39 39 39 39 39

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,987

人 745

0 13

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 19.0% 26.0% 33.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0%

2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 37.5%

0 0.7%

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

後期高齢者健診対象者数

後期高齢者健診受診者数

うち人間ドック等受診者数

活動指標名 備考

後期高齢者健診対象者数

後期高齢者健診受診者数

うち人間ドック等受診者数

成果(KPI)指標名 備考

後期高齢者健診受診率

うち人間ドック等受診者分

成果(KPI)指標名 備考

後期高齢者健診受診率

うち人間ドック等受診者分

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　群馬県後期高齢者医療広域連合からの補助を受けて実施している事業であり、また、疾病の早期発
見と健康保持に欠かせない事業であるため維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　群馬県後期高齢者医療広域連合からの補助
を受けて実施している事業であり、実質的な町
の負担はない。

2
　群馬県後期高齢者医療広域連合のデータヘ
ルス計画における健診受診率の達成に寄与し
ている。

　今後、団塊の世代が後期高齢者になってい
き、対象者の増加が見込まれるなかで、併せて
人間ドック等の受診者数を如何にして増加させ
るかが課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　群馬県後期高齢者医療広域連合のデータヘルス計画における最終的な後期高齢者健診受診率の目
標値は40％となっているため、この健診受診率の向上に資するよう、人間ドック等受診者の更なる増加に
努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

449 341 341 341 341 341 341 341

434 326 326 326 326 326 326 326

15 15 15 15 15 15 15 15

449 341 341 341 341 341 341 341

172 0 0 0 0 0 0 0

172

172 0 0 0 0 0 0 0

149 0 0 0 0 0 0 0

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

149 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

321 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 国保運営協議会事業

担当部署 健康介護課　保険医療係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

1 3 1

根拠法令・個別計画 国民健康保険法、同施行令、板倉町国民健康保険運営協議会規則

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　板倉町国民健康保険運営協議会（委員12名／被保険者の代表、保険医又は保険薬剤師の代
表、公益の代表の各4名）が 町長の諮問を受け、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の
審議を行い、意見を答申し、事業の健全な運営を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報酬

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 国民健康保険特別会計

内容及び実施方法

　板倉町国民健康保険運営協議会委員は町長が任命し、委員は国民健康保険事業の運営に関
し必要な意見交換や調査を行い、国民健康保険事業計画と予算策定方針等の審議を行い、国
民健康保険事業の円滑な事業運営を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 3 3 3 3 3 3 3 3

人 36 36 36 36 36 36 36 36

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 2

人 19

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

0

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

会議開催日数

会議出席者数（延べ）

活動指標名 備考

会議開催日数

会議出席者数（延べ）

0

成果(KPI)指標名 備考

答申件数

成果(KPI)指標名 備考

答申件数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　法律で設置が義務づけられた機関であるため維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　法律で設置が義務づけられた機関であり、条
例に基づく報酬の支払いのみであることから、事
業の性質上、費用対効果を論ずるのは難しい。

2
　国民健康保険事業の運営に関する重要事項
の審議を行っている。

　特になし

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　引き続き国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議を行っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,455 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377

110 132 132 132 132 132 132 132

921 870 870 870 870 870 870 870

424 375 375 375 375 375 375 375

1,455 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377

1,257 0 0 0 0 0 0 0

921

336

1,257 0 0 0 0 0 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0

0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

223 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

104 0 0 0 0 0 0 0

1,584 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 医療費適正化対策事業

担当部署 健康介護課　保険医療係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

6 1 1

根拠法令・個別計画 厚生労働省通知　国民健康保険における医療費通知の適切な実施について

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　被保険者に健康に対する意識と医療費に対する意識を高めてもらうことで、医療費の適正化及
び健全な財政運営に結びつける。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 国民健康保険特別会計

内容及び実施方法

　国民健康保険加入世帯に対し、受診された内容が正しく請求されているかを被保険者自身で確
認してもらうため医療費明細を年6回、調剤を受けたかたに、ジェネリック医薬品（後発医薬品）との
差額確認ができる通知を年2回郵送している。その他リーフレット等を活用し適正受診などの制度
の周知を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 400 400 400 400 400 400 400 400

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 468

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 78.0%

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

ジェネリック差額通知件数

活動指標名 備考

ジェネリック差額通知件数

成果(KPI)指標名 備考

後発医薬品の使用割合 政府目標値

備考

後発医薬品の使用割合 厚労省公表値9月診療分

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　後発医薬品の使用割合は徐々に向上しているため維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　群馬県国民健康保険団体連合会に委託して
おり、適正に実施している。

2
　後発医薬品の使用割合は徐々に向上している
が、政府目標を達成できていない状況となって
いる。

　後発医薬品の使用割合を如何にして向上させ
るかがが課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　国民健康保険運営や医療費に関する知識を高めていく必要があるが一朝一夕には難しいため、現状
の取組に加え、地道な啓発活動を行っていく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,050 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100

2,050 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100

2,050 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100

1,312

1,312

1,312

530

0.06 

447

0.04 

83

1,842

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 人間ドック等検診費助成事業

担当部署 健康介護課　保険医療係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

6 1 1

根拠法令・個別計画 板倉町国民健康保険被保険者人間ドック検診費助成要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　板倉町国民健康保険被保険者に対し、人間ドック等検診費の助成を行うことで疾病の予防及び
早期発見・早期治療を促進し、健康保持・増進を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 国民健康保険特別会計

内容及び実施方法

　人間ドック及び脳ドックを検診されたかたを対象に申請により一定額を助成する。ただし、同年度
に特定健康診査を受診されたかたを除く。
令和２年度
　日帰り15,000円、一泊20,000円、脳ドック15,000円を上限
令和３年度以降
　基本健診項目を含む日帰り、一泊又は脳ドックのいずれか　上限20,000円

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3,140 3,043 2,882 2,698 2,566 2,440 2,321 2,207

人 1,444 1,461 1,585 1,673 1,591 1,513 1,439 1,368

人 135 155 155 155 155 155 155 155

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3,205

人 1,476

人 86

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 46.0% 48.0% 55.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0%

％ 4.3%

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 46.1%

％ 2.7%

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

特定健診対象者数

特定健診受診者数

うち人間ドック等受診者数

活動指標名 備考

特定健診対象者数

特定健診受診者数

うち人間ドック等受診者数

成果(KPI)指標名 備考

特定健診受診率

うち人間ドック等受診者分

成果(KPI)指標名 備考

特定健診受診率

うち人間ドック等受診者分

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　特定健診受診率の向上に寄与している事業であり、また、疾病の早期発見と健康保持に欠かせない
事業であるため維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

直近実績は5月現
在法定報告

成
果

（
K
P
I

）

計
画

実
績

　特定健康診査に要する費用に比べると、がん
検診等の検査項目を含んでいる分人間ドック等
検診費への助成額は割高であるが、健診受診
率向上への寄与と後期高齢者に対する人間ドッ
ク等検診費への助成額との均衡を考えるとやむ
を得ないものと考える。

2
　第３期板倉町特定健康診査・特定保健指導実
施計画における特定健診受診率の目標達成に
寄与している。

　新型コロナウイルス流行の影響により低下した
受診率を如何にして引き上げるかが課題であ
る。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　第３期板倉町特定健康診査・特定保健指導実施計画における最終的な特定健診受診率の目標値は
62％となっているため、この健診受診率の向上に資するよう、人間ドック等検診者の更なる増加に努め
る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

15,695 16,572 13,404 14,100 13,450 12,833 12,247 11,690

384 532 384 384 384 384 384 384

97 93 97 97 97 97 97 97

15,214 15,947 12,923 13,619 12,969 12,352 11,766 11,209

5,526 5,000

10,169 11,572 13,404 14,100 13,450 12,833 12,247 11,690

13,742

319

77

13,346

6,140

7,602

468

0.06 

447

0.01 

21

14,210

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 特定健康診査等事業

担当部署 健康介護課　保険医療係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

6 2 1

根拠法令・個別計画
高齢者の医療の確保に関する法律

第３期板倉町特定健康診査・特定保健指導実施計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　40歳以上及び74歳以下の板倉町国民健康保険被保険者に対し健康診断を実施することによ
り、疾病予防と健康保持を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 国民健康保険特別会計

内容及び実施方法

　町内を巡回する集団健診と館林市及び邑楽郡内の医療機関での個別健診を自己負担なしで
実施する。内容は、身体計測、血圧、血中脂質検査（中性脂肪・コレステロール）、肝機能検査、
血糖検査、尿検査（尿糖・尿蛋白）等で、医師の判断で、詳細な健診（貧血検査、心電図検査、眼
底検査、クレアチニン及びeGFR）を、また町独自項目として尿酸、クレアチニン及びeGFR（詳細健
診に該当しないもの）を実施している。また、特定健診の結果により、メタボリックシンドロームの対
象者又は予備群と判定されたかたに対し特定保健指導を実施している。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3,140 3,043 2,882 2,698 2,566 2,440 2,321 2,207

人 1,444 1,461 1,585 1,673 1,591 1,513 1,439 1,368

人 212 211 211 210 210 210 210 210

人 36 38 40 42 42 42 42 42

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3,205

人 1,476

人 197

人 37

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 46.0% 48.0% 55.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0%

％ 17.0% 18.0% 19.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 46.1%

％ 18.8%

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

特定健診対象者数

特定健診受診者数

特定保健指導対象者数

特定保健指導実施者数

活動指標名 備考

特定健診対象者数

特定健診受診者数

特定保健指導対象者数

特定保健指導実施者数

成果(KPI)指標名 備考

特定健診受診率

特定保健指導実施率

成果(KPI)指標名 備考

特定健診受診率

特定保健指導実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　法令で定められた事業であり、また、疾病予防と健康保持に欠かせない事業であるため維持継続とす
る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

直近実績は5月現
在法定報告

成
果

（
K
P
I

）

計
画

第３期板倉町特定健康
診査・特定保健指導実
施計画

実
績

　健診受診者数と費用は比例するため、法令で
定められた事業であり、健康診断という社会保
障的な事業の性質上、費用対効果を論ずるの
は難しい。

2
　第３期板倉町特定健康診査・特定保健指導実
施計画における目標値を達成している。

　新型コロナウイルス流行の影響により低下した
受診率を如何にして引き上げるかが課題であ
る。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　第３期板倉町特定健康診査・特定保健指導実施計画における最終的な特定健診受診率と特定保健
指導実施率の目標値は、それぞれ62％、20％となっているが、この目標には到達していないため、更な
る向上に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

71,240 70,362 70,362 70,362 70,362 70,362 70,362 70,362

70,764 69,886 69,886 69,886 69,886 69,886 69,886 69,886

3 3 3 3 3 3 3 3

334 334 334 334 334 334 334 334

33 33 33 33 33 33 33 33

106 106 106 106 106 106 106 106

71,240 70,362 70,362 70,362 70,362 70,362 70,362 70,362

71,236

70,764

3

334

33

102

71,236

372

0.05 

372

71,608

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 医療事務組合・救急医療対策事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 1

根拠法令・個別計画 第8次群馬県保健医療計画

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町民がいつでも安心して医療を受けられるため、医療環境及び救急医療体制の整備を目的とす
る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

邑楽館林医療事務組合負担金

救急医療情報システム運営負担金

在宅当番医制運営費負担金

在宅当番医制賠償保険料負担金

休祝日歯科診療所運営費負担金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

邑楽館林医療事務組合負担金

救急医療情報システム運営負担金

在宅当番医制運営費負担金

在宅当番医制賠償保険料負担金

休祝日歯科診療所運営費負担金

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・休祝日の医療体制として、館林市邑楽郡医師会へ在宅当番医制診療事業を委託し、休祝日歯
科診療についても同様に、館林邑楽歯科医師会に委託する。
・事業費は、邑楽館林医療事務組合公立館林厚生病院、医師会、歯科医師会に対する負担金と
して支出する。館林市邑楽郡１市５町が共同で運営する。
・休祝日診療については、広報及びホ－ムペ－ジにより町民への周知を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

回 12 12 12 12 12 12 12 12

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

回 12

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 72 71 71 71 71 71 71 71

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 72

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

会議数 財政保健担当課長会議

休祝日当番医に関する広報

活動指標名 備考

会議数 財政保健担当課長会議

休祝日当番医に関する広報

成果(KPI)指標名 備考

休祝日当番医(歯科）診療日数

成果(KPI)指標名 備考

休祝日当番医(歯科）診療日数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

休祝日の救急医療体制を確保するため、補助金の交付による支援を行うことで、町民が安心して医療を
受けられる環境の整備が図られている。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

休日における医療体制を整えることで、安心して生活ができることが期待される。

関係機関への負担金交付により実施している事
業であり、事業遂行に必要な経費、負担金割合
に順じた算定により行っている。

2
休祝日診療が受けられるよう医師会や歯科医師
会の協力を得られ、事業を運営できている。

緊急性が高く、必要なかたが安心して医療が受
けられるように、適正受診の啓発に努めていく必
要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

医療の確保は、町民が安心して暮らすために不可欠であることから、１市５町の連携を図りながら、医師
会及び歯科医師会と方策を検討していく。広報やホームページなどで救急医療を必要とするかたに継
続して周知を図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

145



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

7,237 7,237 7,237 7,237 7,237 7,237 7,237 7,237

150 150 150 150 150 150 150 150

160 160 160 160 160 160 160 160

680 680 680 680 680 680 680 680

6,156 6,156 6,156 6,156 6,156 6,156 6,156 6,156

91 91 91 91 91 91 91 91

7,237 7,237 7,237 7,237 7,237 7,237 7,237 7,237

4,759

68

480

4,211

69

4,690

4,841

0.65 

4,841

9,600

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 健康増進事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 感染症法、結核予防法、板倉町健康増進事業実施要綱

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町単独事業として、法律で定める健診の対象とならない年齢のかたに健診受診の機会を提供す
ることにより、自らの健康を意識し、生活習慣の見直しに取り組む機会を提供する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

報償費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報酬

報償費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

骨密度検診一部徴収金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

①結核健診：【対象】40歳から６４歳まで、②若年健診：【対象】１９歳から３９歳まで【内容】生活習
慣病に起因する健診項目、③腎臓疾患対策：【対象】４０歳以上【内容】尿酸値（血液検査）、④貧
血検査：【対象】19歳から39歳の女性、⑤骨粗鬆症健診：【対象】35歳の女性、⑥歯周病健診：【対
象】妊婦、30歳
⑦健康エンジョイポイント制度：【内容】健診受診や食事や運動を通して健康づくりが実践できるよ
う支援する事業に参加する毎に、ポイントを付与し記念品を贈呈した。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

146



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,800 2790 2,790 2,790 2,780 2,780 2,780 2,780

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,683

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 200 200 200 200 200 200 200 200

人 180 180 180 180 180 180 180 180

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 138

人 12

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

若年健診通知数

活動指標名 備考

若年健診通知数

成果(KPI)指標名 備考

若年健診受診者数

エンジョイポイント認定者延人数

成果(KPI)指標名 備考

若年健診受診者数

エンジョイポイント認定者延人数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町民に健康に対する関心を持ってもらえるよう引き続き、保健事業広報等あらゆる機会を捉え普及啓発
をしていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

健診受診の機会のない若い世代に受診の機会を提供することで、健康への関心を高め、自らの生活習慣病予防への意識付けが期待され
る。

生活習慣病好発期の前段階の時期に健診を受
診できる環境を整え、将来的な医療費抑制が期
待できる。

2
健診機会の有しない若年者を対象とした生活習慣病
予防健診の対象者を20歳から19歳に引き下げ、切れ
目のない体制整備を行った。また、歯周病検診に30
歳と妊婦（個別健診）を追加した。
※学校等で健診を受ける機会はあるかたは除く。

若年者の健康に対する関心や生活習慣改善の
実践は個人差が大きい。健診受診の必要性、受
診して良かったと思えるような情報の提供が必
要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

若い世代、特に子どもを持つ世代が安心して受診ができるよう、受診環境の整備を行う。また、事前予約
制や受付時間の分散化に取り組み、待ち時間が少なく町民が受診しやすい健診を目指す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

147



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,186 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279

176 269 269 269 269 269 269 269

537 537 537 537 537 537 537 537

78 78 78 78 78 78 78 78

1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395

728 795 795 795 795 795 795 795

1,458 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484

1,755

470

70

1,215

941

814

7,075

0.95 

7,075

8,830

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 健康増進事業（補助）

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 健康増進法、板倉町健康増進事業実施要綱

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

健康増進法に基づき、生活習慣病の改善及び予防について普及啓発し、健診、健康教育、健康
相談、訪問指導を通し、住民自らが健康づくりに取り組めるよう支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・対象年齢の住民に対し受診票を配布し健診の周知啓発を行う。その後、受診者に対して生活習
慣病予防個別指導や講座を行い、疾病予防や重症化予防を図る。
※被保護世帯健康診査、肝炎ウイルス検査（40歳及び41歳以上で一度も検査をしたことのないか
た）、歯周病検診（40.50.60.70歳）、骨粗鬆症検診（40歳から70歳までの5歳刻み年齢の女性）、病
態別健康教育（高血圧、高脂血症、糖尿病、骨粗鬆症、運動）、健康相談（検診結果説明会等）、
訪問指導

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 100 100 100 100 100 100 100 100

人 300 315 315 330 330 345 345 360

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 119

人 191

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1000 1000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

％ 50 52 52 55 55 57 57 60

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 497

％ 88

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

健康増進事業実施回数

個別保健指導実施延人数

活動指標名 備考

健康増進事業実施回数

個別保健指導実施延人数

成果(KPI)指標名 備考

健康増進事業延参加者数

効果判定で維持・改善者の割合

成果(KPI)指標名 備考

健康増進事業延参加者数

効果判定で維持・改善者の割合

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

健診の結果から、専門的な指導の必要性の高いかたへの支援を継続し、効果的な生活習慣病の予防
を推進する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

健康相談や健康教育を通して、健康の維持、増進や病気に関して学ぶ機会を設け、町民の安心感が得られている。また、教室継続参加
者を対象に、年度末には血液検査による効果判定を実施し、生活習慣の改善を確認できる場を設けている。加えて、健康づくりエンジョイ
ポイント制度を開始し、「教室に参加することが楽しくなった」「健康を意識するようになった」との声を多くいただいた。

教室の講師は地元医師及び東洋大学の協力を
得ながら、保健師及び管理栄養士が従事してい
る。

2
健診受診後に、要指導者を抽出し保健師及び
管理栄養士が家庭訪問を実施。その後概ね9ヶ
月間、定期的に支援レターを送付し、効果を判
定した。コロナ禍のため、自宅で実施できる運動
の動画をホ－ムペ－ジ上で配信した。あわせて
「健康ナビいたくら」で情報提供を行った。

健診の事後支援が重要であり、個人の努力を継
続的に支援する働きかけが必要となる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

健康づくりは、仲間と共に楽しみながらを実践できることも重要な要素であることから、感染症流行状況を
勘案しながら、医療受診状況の中でも高い割合を示す高血圧・糖尿病・骨粗鬆症・慢性腎臓病の予防
事業を検討する。併せて、個人の抱える健康課題と改善への取り組みを継続的に支援する個別指導も
実施し、集団及び個別指導、動画配信等、効果的な施策化を目指す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

149



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

11,847 11,847 11,847 11,847 11,847 11,847 11,847 11,847

2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202

134 134 134 134 134 134 134 134

9,445 9,445 9,445 9,445 9,445 9,445 9,445 9,445

66 66 66 66 66 66 66 66

11,847 11,847 11,847 11,847 11,847 11,847 11,847 11,847

5,426 0 0 0 0 0 0 0

1,898

123

3,339

66

0

5,426 0 0 0 0 0 0 0

6,702 0 0 0 0 0 0 0

0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6,702 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

12,128 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 妊婦・乳幼児健診事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 母子保健法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

母体と胎児の健康の保持増進を図ることを目的に、妊娠期の健康診査に要する費用の一部を助
成することで経済的負担を軽減し、安心して妊娠、出産ができる環境を確立する。また、乳幼児期
の節目に健診を行い、児の成長を確認し保護者が安心して子育てができるよう支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

委託料

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

委託料

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
２　子育て・福祉　
１．安心して結婚し子どもを産むことができる環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・妊婦健康診査は14回分、新生児聴覚検査は1回分を補助する。医療機関に委託。
・乳幼児健康診査は、4か月児及び9か月児を年12回、1歳児、1歳6か月児、2歳児を年6回、3歳
児を年4回、保健センタ－において集団で実施する。
・病気や発達の状態、運動機能や精神面の発達遅滞などの障害を早期に発見し、フォローが必
要な場合は専門の医療機関等の関係機関と連絡を取り支援を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 60 60 60 60 60 60 60 60

通 400 400 400 400 400 400 400 400

件 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 43

通 330

件

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

％ 99

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

妊婦健康相談実施者数

乳幼児健診通知数

未受診者フォロ－件数

活動指標名 備考

妊婦健康相談実施者数

乳幼児健診通知数

未受診者フォロ－件数

成果(KPI)指標名 備考

乳児健診受診率

幼児健診受診率

成果(KPI)指標名 備考

乳児健診受診率

幼児健診受診率

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

母子保健法に定められた事業であり、未受診者対策も並行し、全数の実態把握に努める。医師会、歯
科医師会、歯科衛生士等の協力を得ながら継続していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

母子保健法第15条による妊娠の届出は、妊娠を早期に把握し、妊婦から産婦、乳幼児へと一環した母子保健対策を実施するため大切な
ものであり、早期の届出が重要である。妊娠届出を行った町民に対し、母子健康手帳の交付と共に妊婦健診費用を助成することで、経済
的な負担も図られ、確実な受診が出来ている。医療機関からの結果を確認し、ハイリスク妊婦の把握や支援ができる体制がとれている。

集団健診方式により、最低限のコストで効率よく
実施できている。

2
3歳児に視覚検査として眼科屈折検査機器の導
入を行ったことで、健診の精度が高まり、早期に
専門医へ紹介し精密検査を依頼することができ
た。

医師会や歯科医師会、歯科衛生士会等の協力
を得ながら、成長の確認を要する月齢に実施で
きるよう体制を維持していく。

令
和 評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

疾病管理のために病院で受診する児を除き、乳幼児の全数受診を目指す。未受診者については、訪問
や関係機関と連携を図り状況を把握し、適切に対応できるよう努めていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

24,802 24,802 24,802 24,802 24,802 24,802 24,802 24,802

16 16 16 16 16 16 16 16

644 644 644 644 644 644 644 644

26 26 26 26 26 26 26 26

24,072 24,072 24,072 24,072 24,072 24,072 24,072 24,072

44 44 44 44 44 44 44 44

24,802 24,802 24,802 24,802 24,802 24,802 24,802 24,802

15,378 0 0 0 0 0 0 0

345

1

14,988

44

905

14,473 0 0 0 0 0 0 0

6,330 0 0 0 0 0 0 0

0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6,330 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

21,708 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 がん対策強化推進事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 がん対策基本法・健康増進法・板倉町健康増進事業実施要綱

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

がんの早期発見及び早期治療につなげ、がんによる死亡を減少させることを目的とする。また、5
歳刻みの年齢のかたの自己負担を無料とし、検診を受診しやすくなるような機会を提供する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

その他負担金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

その他負担金

国庫支出金

県支出金

がん検診一部徴収金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・国庫補助事業の縮小により町単独で事業を継続し、特定の年齢のかたに無料ク－ポン券と健診
手帳を送付し受診を勧奨する。対象者は、子宮頸がん検診は25歳から40歳まで、乳がん検診は
45歳から60歳まで、大腸がん検診は40歳から60歳までの5歳刻み。
・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん(女性）検診は40歳以上、子宮頸がん（女性）検診は20歳以
上のかたに受診票と健診ガイドを送付し、検診の普及啓発及び受診を勧奨する。
・集団検診は、（公財）群馬県健康づくり財団、個別検診は、館林市邑楽郡医師会に委託。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 700 700 700 700 700 700 700 700

人 50 50 50 50 50 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 776

人 39

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 19.5 20 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 

％ 95 96 97 98 99 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 12.5

％ 82.4

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

受診再勧奨通知数

精密検査未受診者勧奨通知数

活動指標名 備考

受診再勧奨通知数

精密検査未受診者勧奨通知数

0

成果(KPI)指標名 備考

大腸がん検診受診率

精検受診率(肺、胃、大腸、乳、子宮）

成果(KPI)指標名 備考

大腸がん検診受診率

精検受診率(肺、胃、大腸、乳、子宮）

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

国の指針に基づき、安全にがん検診を受診できるよう継続する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

受診率を向上させることで、早期発見が可能となることにより、町民の健康増進と医療費の抑制が期待できた。

国の指針では2年に一度となっている女性のが
ん検診を、毎年受診可能な体制を整えている。
肺がん結核健診も国の指針より対象者を拡大し
40歳以上の希望者に実施し、早期発見及び治
療により医療費の抑制が期待できる。

2
大腸・子宮・乳がん検診において、国のがん検
診推進補助事業に、町単独で対象年齢を拡大
して無料ク－ポン券を配布し、受診のきっかけ
づくりを提供している。

がんによる死亡率を減少させるために、検診の
精度管理や精検受診率の向上について、強化
していく。

令
和 評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

国が対策型検診として推奨する検診であり、検診精度を管理する基準が定められているが、ほぼ基準に
従い実施できている。今後さらに精密検査対象者の全数把握、受診勧奨の強化を目指す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

41,142 41,142 41,142 41,142 41,142 41,142 41,142 41,142

203 203 203 203 203 203 203 203

6 6 6 6 6 6 6 6

40,933 40,933 40,933 40,933 40,933 40,933 40,933 40,933

41,142 41,142 41,142 41,142 41,142 41,142 41,142 41,142

31,295 0 0 0 0 0 0 0

70

5

31,220

0

31,295 0 0 0 0 0 0 0

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

33,901 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 法定予防接種事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 予防接種法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

個人の病気の発生及び重症化を抑え（個人防衛）、町民へのまん延（集団防衛）を防ぐことを目的
とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・館林市邑楽郡医師会及び群馬県内相互乗り入れ医療機関に委託し個別接種を行う。県外医療
機関は、個別契約または契約を締結しない医療機関は、償還払いで個別接種を行う。
・０歳から19歳までの予防接種：小児肺炎球菌・ヒブ・BCG・ポリオ・四種混合・麻しん風しん混合・
日本脳炎・二種混合・水ぼうそう・子宮頸がん・B型肝炎、ロタウイルス。自己負担無し。
・65歳以上の予防接種：高齢者インフルエンザ、成人用肺炎球菌。自己負担額は、高齢者インフ
ルエンザが1,000円、成人用肺炎球菌は2,000円。（町助成金額を超えた場合は、自己負担額以
上の負担有り）。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 60 60 60 60 60 60 60 60

人 120 120 120 120 120 120 120 120

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 56

人 79

回 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

％ 60 60 60 60 60 60 60 60

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

％ 100

％ 72.8

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

麻しん風しん1期通知数 年度末2歳児数

麻しん風しん２期通知数 年度末12歳児数

接種再勧奨通知発送回数

活動指標名 備考

麻しん風しん1期通知数

麻しん風しん２期通知数

接種再勧奨通知発送回数

成果(KPI)指標名 備考

麻しん風しん1期接種率

麻しん風しん2期接種率

高齢者インフルエンザ接種率

成果(KPI)指標名 備考

麻しん風しん1期接種率

麻しん風しん2期接種率

高齢者インフルエンザ接種率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

予防接種は、種類の増加や間隔、時期等の接種方法も複雑になっている。今後も事故なく接種が実施
できるよう医師会や近隣市町と情報交換を取りながら進めていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

予防接種法改正に伴い、種類の追加や再開、積極的勧奨の見直しなど、予防接種をとりまく状況は著しく変化している。ホームページや
個別通知による情報提供を行い、円滑に接種が出来るよう支援し、感染症の予防、まん延を防いでいる。※平成22年度から日本脳炎が再
開、平成25年度小児肺炎球菌・ヒブ・子宮頸がんワクチンが定期化、平成２６年度水ぼうそうワクチン定期化、平成28年度B型肝炎ワクチン
が定期化、令和2年ロタウイルスワクチンが定期化。

委託料は診療報酬を勘案し管内統一料金。接
種率も高く、発症時の症状の軽症化やまん延防
止が図られ医療費削減につながっている。

2
新生児（乳児）訪問時に、個別で接種方法を説
明し、さらに対象年齢（月齢）到達時に、個別通
知で接種勧奨を実施。受診率も高く、おおむね
達成できている。

定期接種化に伴うワクチンの増加により、予防接
種全体の事務量が増えてきている。

令
和 評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

予防接種法に基づき実施しているが、町民にわかりやすい情報提供を行い、接種率の向上に取り組
む。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,040 340 340 340 340 340 340 340

2,040 340 340 340 340 340 340 340

2,040 340 340 340 340 340 340 340

797 0 0 0 0 0 0 0

797

0

797 0 0 0 0 0 0 0

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,403 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 任意予防接種町単独助成事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町行政措置予防接種実施要綱、板倉町風しん予防接種（緊急対策）費用助成金交付要綱

実施運営方法 全部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

任意予防接種の費用の一部を負担することで、町民の経済的負担の軽減をはかると共に、感染
の恐れがある疾病の予防・蔓延を防ぎ、町民の健康を守ることを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

助成金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

助成する予防接種の種類
・おたふくかぜ：1歳から就学前までの児を対象に、生涯1回、3,000円
・高齢者肺炎球菌：75歳以上であって、初めてワクチン接種をするかた（定期接種の対象となるか
たを除く）を対象に、生涯1回,2,000円
・風しん：妊娠を希望する女性とその夫（定期の風しん予防接種を2回接種しているかたを除く）
に、生涯1回、2,000円

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3 3 3 3 3 3 3 3

人 60 60 60 60 60 60 60 60

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

人 85

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 30 30 30 30 30 30 30 30

人 20 20 20 20 20 20 20 20

人 50 50 50 50 50 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2

人 3

人 62

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

広報等周知回数

1歳児等個別通知配布数

活動指標名 備考

広報等周知回数

1歳児等個別通知配布数

0

成果(KPI)指標名 備考

風しん（はしか風疹混合）申請数

高齢者肺炎球菌申請数

おたふくかぜ申請数

成果(KPI)指標名 備考

風しん（はしか風疹混合）申請数

高齢者肺炎球菌申請数

おたふくかぜ申請数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

身体上の都合等で定期接種を逃してしまったかたを救済し接種率を高めることで、社会的防衛につなげ
ていく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

幼児の健やかな成長の保障と保護者の経済的負担の軽減、高齢者の肺炎の発症及び重症化の予防と健康の保持増進を図る。

ワクチン接種によって予防が可能な感染症の発
症や重症化の予防を行い、医療費の抑制に繋
げることができる。

2
・医療機関委託のため効率的である。県外で接
種した場合も償還払いで対応できている。
・新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエ
ンザの流行防止のため助成を実施した。

定期接種で位置づけられている予防接種は、定
期で接種できるようを推奨していく。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

予防接種費用の一部を助成することで経済的負担の軽減につながり、接種を推奨しやすくなる利点があ
るため継続する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

7,549 4,351 0 0 0 0 0 0

62 62

135 71

7,161 4,218

191

2,739 2,145

4,810 2,206 0 0 0 0 0 0

1,806 0 0 0 0 0 0 0

15

1,600

191 0

1,407

399 0 0 0 0 0 0 0

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

4,412 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 緊急風しん対策事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 予防接種法

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

風しんの蔓延及び先天性風しん症候群の発生を防ぐため、抗体価保有率が低い39歳から56歳の
男性を対象とした風しん抗体検査及び定期予防接種を実施し、抗体価保有率を引き上げる。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他（返還金）

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他（国庫補助金返還金）

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・対象者：特に抗体価保有率の低い39歳から56歳の男性
・実施期間：平成31年4月から3年間の3か年
・検査を受ける方法：対象者に、全国共通無料ク－ポン券と受診票を発行する。ワクチンの効率的
な活用のため、抗体検査を実施の上、抗体価の低いかたへ予防接種を行う。町や事業所健診の
機会、全国の医療機関で無料で実施できる。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

通 1,600 850

回 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

通 1,557 1,200

回 2 2

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 750 425

人 150 85

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 167

人 34

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

受診券発行数

広報等周知数

活動指標名 備考

受診券発行数

広報等周知数

0

成果(KPI)指標名 備考

抗体価検査受診者数

風しん予防接種者数

成果(KPI)指標名 備考

抗体価検査受診者数

風しん予防接種者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

3年間の時限措置として位置づけられている事業である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

風しんは、感染者の飛沫（唾液のしぶき）などによって他の人に移る感染力の強い感染症であり、妊娠早期の妊婦が風しんに感染すると、
出生児が先天性風しん症候群（目や耳、心臓に障がいが出ること）になる可能性があるため、抗体保有率の低い世代の抗体獲得率を高め
ることで将来生まれてくる子どもを守る。

国1/2の補助事業であり、費用は全国一律に
なっている。

2
町の健康診断を利用し抗体検査を受けたかた
は119人と全体の8割を占めた。今年度の対象以
外で希望するかたにもク－ポン券を発行した。

抗体検査受検率は、国や県と比べるとやや高い
状況であったが、対象者には、抗体検査を受け
てもらえるよう事業の啓発をしていく。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

抗体検査の受検率を上げるため、令和元年度に対象だったかたのうち未受診者に対し、ク－ポン券を再
発行し勧奨を行う。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

159



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602

1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081

425 425 425 425 425 425 425 425

60 60 60 60 60 60 60 60

36 36 36 36 36 36 36 36

1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602

1,288 0 0 0 0 0 0 0

845

403

40

0

3

1,285 0 0 0 0 0 0 0

4,468 0 0 0 0 0 0 0

0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4,468 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

5,756 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 女性と子どもの健康づくり事業

担当部署 健康介護課健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 母子保健法

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

地域全体で子育てを見守る基盤づくりを行い、子育て中の保護者の不安や負担感を軽減し、安
心して子育てができる母子保健対策を推進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

委託料

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

委託料

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

雑入 一部徴収金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
２　子育て・福祉　
１．安心して結婚し子どもを産むことができる環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・新生児・乳幼児訪問指導：生後1か月を目安に保健師が家庭訪問にて相談支援。
・理学療法士、臨床心理士等医療専門職による発達個別相談会（年10回程度）及び5歳児相談。
・集団指導により赤ちゃんとの関わり方を学ぶ育児学級(年12回)、あそびの教室（年12回）
・妊婦と夫を対象に、妊娠・出産・育児に関する知識を習得する教室(年3回、2日間コ－ス）
・地域の母子の身近な相談相手として乳幼児のいる家庭を訪問し、行政と地域とのパイプ役となるよう保健推進員を育成
する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 10 10 10 10 10 10 10 10

回 60 60 60 60 60 60 60 60

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 8

回 36

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 416

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

事業数

実施回数

活動指標名 備考

事業数

実施回数

0

成果(KPI)指標名 備考

参加者人数（延）

成果(KPI)指標名 備考

参加者人数（延）

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

家庭が抱える子育ての不安や悩みを解消できるよう、子どもとの関わり方や親子遊びの指導、子育ての
情報を提供し、関係機関とのネットワークを図りながら子育てを援助していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、助産師等の専門性の高い職種が支援することで、妊娠期及び出生から18歳に至る
まで継続的な相談の場となっている。家族形態の変化等に伴い、子育ての支援者が周囲にいない保護者が増えており、育児不安やストレ
スを抱えている保護者の孤立化を防ぎ、育児仲間を作る場として有効となっている。

専門性の高い職種の雇上げができ、事業も定員
を満たし実施できている。

2
集団指導は定員制限や回数を減らし、個別に
住民のニ－ズに沿った支援を実施した。健診の
事後支援事業も専門職を確保し個別支援を実
施することができた。

小児発達系の専門職種を確保していくことが難
しい状況にある。県外の医療機関とつながりを
持ち対応できているが、継続できるよう調整した
い。

令
和 評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

健診や訪問を通じ事業の周知を徹底していく。妊娠から出産、育児、就学、就学後と切れ目のない支援
ができるよう庁内及び関係機関と連携し、多様化する子育て支援ニーズに対応した施策の推進を目指
す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

5,883 410 410 410 410 410 410 410

4,785 410 410 410 410 410 410 410

1,098

5,883 410 410 410 410 410 410 410

4,967 0 0 0 0 0 0 0

4,967

0

100

4,867 0 0 0 0 0 0 0

9,309 0 0 0 0 0 0 0

1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9,309 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

14,276 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 感染症対策事業

担当部署 健康介護課 健康推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

4 1 2

根拠法令・個別計画 感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法、板倉町新型インフルエンザ行動計画

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

新型インフルエンザ等の新興感染症の発生時に備え、町民の健康被害を最小限にとどめることを
目的に医療資材の配備を行う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

寄附金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－②健康の増進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・防護服やマスクの劣化状況及び手指消毒剤、マスク、各種消毒薬の期限を確認し，感染予防資
材の備蓄をする。
・備蓄品補充の際は、町内公共施設及び保育園、幼稚園、小中学校にマスクと手指消毒剤を配
布し、感染症予防・拡大防止の周知啓発を図る。
・対応指針の作成、見直しを行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回/年 2 2 2 2 2 2 2 2

箱 320 320 320 320 320 320 320 320

本 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回/年 12

箱 1,762

本 166

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 95 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

0

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

備蓄品確認

学校等マスク配布数

消毒薬配布数

活動指標名 備考

備蓄品確認

学校等マスク配布数

消毒薬配布数

成果(KPI)指標名 備考

備蓄品充足率

成果(KPI)指標名 備考

備蓄品充足率

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

新型コロナウイルス感染症がまん延しており、日常生活においても継続的な感染症予防対策が必要で
ある。県及び管内市町、医師会と情報共有を図り、感染症対策医薬品及び備蓄品を整備することで、感
染症発生時の対応を速やかに実施し、感染被害の抑制に努めていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

感染症法などに基づく事業であり、感染症予防に対する正しい知識の普及啓発及び防疫や風評への不安を抑制し社会防疫へつなげると
共に、町民の生命及び健康を保護し、生活や経済への影響を最小限にする。

新型コロナ感染症の流行により、感染症対策用
備蓄品(マスク）を活用及び補充し、感染予防及
び拡大防止に効果があった。マスクや手指消毒
剤等の入れ替え時は、町施設、小中学校及び
幼（保育）園に配布している。

2
新型コロナ感染症の流行により全国的に流通が
滞った時期に、全世帯に備蓄用マスクを配布し
た。また、医療機関、学校等にもマスク、手指消
毒剤、消毒液等を配布した。

備蓄品の劣化、消費期限を考慮しながら、備蓄
を進める。また、備蓄品を放出する際は、関係部
署と調整の上、入れ替えを行う。感染症予防対
策器材は、使用期限を確認し備蓄が必要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

新型コロナウィルス感染症が流行し、マスク等の流通が途絶えるなど、全国的に同時期に物資が不足し
備蓄品の購入に苦慮し想定外の事態が続いたことから、これまでに策定した各種計画に基づく取り組み
を継続し、緊急事態に備えていくことが必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 77.4 － － － －

満足度 47.2 50.2 － 53.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,857 1,947 1,905 1,905 1,905 2,120 2,120 2,120

105 57 105 105 105 120 120 120

1,752 1,890 1,800 1,800 1,800 2,000 2,000 2,000

1,857 1,947 1,905 1,905 1,905 2,120 2,120 2,120

1,479

105

1,374

1,479

1,862

0.25 

1,862

3,341

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 福祉タクシー利用補助事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 1

根拠法令・個別計画
板倉町福祉タクシー料金支援事業実施要綱

板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

心身障害者、高齢者等交通弱者及び運転免許自主返納者が外出する場合において、タクシー以外の交通
機関を利用することが困難なためタクシーを利用した場合、その料金の一部を支援することにより社会活動
の便宜を図り、福祉の増進及び高齢者が当事者となる交通事故の減少に資することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

印刷製本費

福祉タクシー利用補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

印刷製本費

福祉タクシー利用補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

本町に居住し、住民基本台帳に記載されている在宅の下記の者にタクシー券を交付する。
(1) 心身障害者（障害者手帳所持）：1人につき500円券を年間48枚交付
(2) 交通弱者（70歳以上の高齢者のみの世帯、母子･父子家庭等）：1世帯につき500円券を年間48枚交付
(3) 運転免許自主返納者（満年齢70歳以上の高齢者）：交付決定日から2年間有効の500円券を24枚交付
※ (1)及び(2)については、年度途中の申請の場合、申請月から残月数に4を乗じて得た枚数を限度とする。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 140 140 140 140 140 150 150 150

人 40 40 40 40 40 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 127

人 42

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 80 80 80 80 80 80 80 80

％ 80 80 80 80 80 80 80 80

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 43

％ 54

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

福祉タクシー利用券交付者数

免許返納福祉タクシー利用券交付者数

活動指標名 備考

福祉タクシー利用券交付者数

免許返納福祉タクシー利用券交付者数

成果(KPI)指標名 備考

福祉タクシー利用率

免許返納福祉タクシー利用率

成果(KPI)指標名 備考

福祉タクシー利用率

免許返納福祉タクシー利用率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

タクシー券があることで通院や買物を家族や介護サービス等の支援を受けずにできる利点がある。公共
交通機関が乏しい当町において外出支援さらには本人の自立支援のためにも継続していく必要があ
る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

他の制度や近親者等を活用することなしに福祉
タクシーのみで対象者の全ての通院及び外出
支援を担うという考え方にたった場合、費用対
効果は必ずしも十分とはいえない。

2
新年度申請の取りまとめを民生委員に依頼し、
タクシー券利用の有無及び交通に不便を来して
いることを確認してもらっている。しかし、利用
「有」と回答し、交付を受けたものの、ほとんど利
用しないかたについては、利用率の向上に反映
されない。

タクシー券を利用しているかたとそうでないかた
の差が大きく、利用率は例年横ばいである。外
出が社会生活だけでなく、健康増進にも寄与し
ていることを周知し、利用率の向上を図っていく
必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

例年タクシー券の交付を受けているかたの中には、「もったない」、「いざというときのために」という理由
で利用しないことがある。また、交付を受けたものの、家族等による外出支援で対応できている例もある。
要件に該当し、交付申請されたかたには今後も交付していくが、事業目的を踏まえて、タクシー券の利
用を促していきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,502 2,516 2,523 2,523 2,523 5,023 5,023 5,023

23 23 23 23 23 23 23 23

2,479 2,493 2,500 2,500 2,500 5,000 5,000 5,000

2,502 2,516 2,523 2,523 2,523 5,023 5,023 5,023

2,354 0 0 0 0 0 0 0

0

2,354

0

2,354 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,099 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 老人保護措置事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
老人福祉法

板倉町老人福祉法細則、板倉町老人福祉法に係る措置決定等の基準に関する要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

６５歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由（政令で定めるものに限る。）により居宅
において養護を受けることが困難な者を養護老人ホームに入所を委託する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

入所判定委員報償

措置委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

入所措置している養護老人ホームに対し、委託料を支払う。また、年1回、入所者の実態調査を行
い、入所継続の可否を決定する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1 1 1 1 1 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1 1 1 1 1 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

入所希望者数

活動指標名 備考

入所希望者数

成果(KPI)指標名 備考

入所者数

成果(KPI)指標名 備考

入所者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

介護保険の施設サービス適用外のかたを対象とした事業である。要援護者の生活支援における選択肢
の1つとして、環境的要因又は経済的要因により支援が必要なかたのセーフティネットとしても継続して
いく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

介護保険制度創設前からの事業である。老人
福祉法上では現在でも介護保険サービスの対
象外となるかた等の救済措置的な側面があり、
費用対効果は適正であると思われる。

2
目的に沿って措置が行われており、年1回措置
権者である町が現状確認及び意向確認を行
い、その要否を判断している。このため事業目
的は達成していると思われる。

被措置権者が介護保険施設入所要件を満たし
た場合には、被措置者の生活面及び介護の手
間、さらには介護保険が社会保険制度であるこ
とを踏まえて介護保険施設に移行していく必要
がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

介護保険施設に入所した場合、介護給付費として概算で1人当たり年間45万円の支出がある。一方、養
護老人ホームに入所した場合、概算で年間210万円の支出がある。措置費は一般財源化されてはいる
が、措置入所が必要なかたがいる場合、入所要件だけでなく、町支出額を考慮して、総合的に入所の
検討をする必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

167



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,337 1,256 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500

1,337 1,256 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500

622 595 650 650 650 700 700 700

715 661 750 750 750 800 800 800

963 0 0 0 0 0 0 0

963

0

400

563 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,708 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 老人クラブ等地域活動推進

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
在宅福祉事業費補助金交付要綱

板倉町老人クラブ活動補助金交付要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

老人クラブの健全な運営と普及を図り、高齢者の生活を健全で豊かなものにし、高齢者福祉の増
進に資することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

老人クラブ等補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

老人クラブ等補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

老人クラブ及び老人クラブ連合会に対し、その活動に要する下記の費用について、補助金を交
付する。
(1) 老人クラブ会員の教養の向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(2) 老人クラブ会員の健康の増進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(3) 会員相互の親睦及び地域社会との交流

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 720 720 720 720 720 750 750 750

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 670

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

円 1,850 1,940 1,940 1,940 1,940 2,000 2,000 2,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

円 1,437

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

老人クラブ会員数

活動指標名 備考

老人クラブ会員数

成果(KPI)指標名 備考

会員一人当たりの補助額

成果(KPI)指標名 備考

会員一人当たりの補助額

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

老人クラブが、生活の質の向上、高齢者福祉の増進、健康づくり・介護予防及び地域社会との交流に資
する活動であり、会員の健康づくり･介護予防に貢献していることを踏まえると本事業を継続していく必要
がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

平成30年度から会員1人当たりの単価を350円
から400円に増額し、それに伴いクラブの補助額
も増額し、活動推進に貢献しているため費用対
効果は適正であると思われる。

2
年度途中で会員数の減少があっても年度当初
の会員数に応じて補助している。補助対象は会
員の親睦及び健康づくり等であり、各クラブが事
業を実施しているため事業目的は達成できてい
ると思われる。

補助額は増額したが、老人クラブ数の減少に伴
い、会員数も減少傾向にある。クラブの維持継
続のためにも同クラブ事務局である町社会福祉
協議会と協議し、対策を講じる必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

老人クラブ活動の活性化が会員さらには町高齢者の健康づくり・介護予防に寄与することは明確であ
る。全国的にも老人クラブが減少傾向にある中で、令和元年度からは県もその対策を講じている。老人
クラブからの意見聴取並びに社会福祉協議会及び町老人クラブ連合会との情報共有により、活性化に
当たっての課題を把握していきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

8,269 8,479 8,280 8,330 8,380 8,430 8,480 8,530

29 29 30 30 30 30 30 30

8,240 8,450 8,250 8,300 8,350 8,400 8,450 8,500

8,269 8,479 8,280 8,330 8,380 8,430 8,480 8,530

8,007 0 0 0 0 0 0 0

27

7,980

0

8,007 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

9,496 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 敬老祝金支給

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
板倉町敬老祝金支給条例
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

国民の祝日に関する法律に規定する敬老の日及び老人福祉法に規定する老人の日の行事とし
て、板倉町に居住する高齢者に対し、敬老祝金を支給し、もって敬老の意を表し、その福祉を増
進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品費

敬老祝金扶助

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品費

敬老祝金扶助

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

敬老祝金は、75歳以上（年齢は、年度到達年齢）を対象とし、支給額は下記のとおりである。
(1) 75歳以上84歳未満：3,000円
(2) 85歳以上：5,000円
ただし、90歳到達者及び当該年度最高齢者男女については、別途「卒寿等慶祝訪問対象者」と
して支給する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,140 2,160 2,180 2,200 2,220 2,240 2,260 2,280

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,178

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

支給対象者数

活動指標名 備考

支給対象者数

成果(KPI)指標名 備考

支給率

成果(KPI)指標名 備考

支給率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

祝金という形で町として対象者全員に敬老の意を表している。副次的効果を考えると間接的には民生委
員による対象者の実態把握により、生活課題を発見し、高齢者担当につなぐという役割を果たしており
継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

民生委員が対象宅に訪問し、直接祝金を手渡
している。訪問による安否確認や困りごとの傾聴
により、民生委員とのつながり強化等の副次的
効果があることを踏まえると費用対効果は適正
であると思われる。

2
対象者全員に支給しているため達成状況は常
に100％である。なお、町外施設等の入所（院）
者には担当者が訪問し、本人又は関係職員へ
の手渡しで対応している。

75歳以上の高齢者の増加に伴い、支給総額も
増加するが、民生委員の直接訪問による実態把
握と生活支援が必要なかたの早期発見が期待
できる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

毎年、事業終了後に民生委員から事業に関する意見聴取を行っている。その中で対象者が祝金を心
待ちにしており、喜ばれたという声が多数ある。一方、対象者の増加により民生委員の負担は年々増加
している。その負担を少しでも軽減できるよう民生委員の意見を事務に反映していきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

171



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

530 440 545 550 555 560 565 570

530 440 545 550 555 560 565 570

530 440 545 550 555 560 565 570

88 0 0 0 0 0 0 0

88

0

88 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

460 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 敬老の集い補助事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
敬老の集い補助事業実施要綱

板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

多年にわたり家族、地域社会及び町の発展に尽力された高齢者を対象として実施する敬老の集
い事業に対し、補助金を交付し、もって長寿と敬愛の意を表することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

75歳以上のかたを対象に、行政区において実施する敬老の集い事業（高齢者の健康及び長寿を
祝う行事）に対して、その経費の一部を補助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

172



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

か所 5 5 7 7 9 9 11 11

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

か所 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 33 33 47 47 60 60 73 73

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 20

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

事業実施行政区

活動指標名 備考

事業実施行政区

成果(KPI)指標名 備考

全行政区に占める事業実施率

成果(KPI)指標名 備考

全行政区に占める事業実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

令和2年度からの新規事業である本事業は、補助金交付という形式で各行政区に敬老の集いの実施を
促している。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく事業実施件数が少なかった。参集以外で
も事業内容に合致していれば、補助対象となるため、その点を含めて行政区長に周知していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

本事業の前身である敬老の集いでは、対象者1
人当たり150円で設定していた。本事業では、令
和2年度は1人当たり250円の補助金を交付して
いる。事業の目的に鑑み、費用対効果は適正で
あると思われる。

2
計画では5つの行政区が実施する計画であっ
た。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、参集する敬老事業が軒並み中止となった
ため、3つの行政区のみの実績となった。

本事業は、これまで小学校の運動会にあわせて
実施していた敬老の集い事業終了に伴う事業
であり、令和2年度から実施している。行政区長
会及び民生委員定例会にて周知しているが、事
業実施行政区が少ないことが課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

令和2年度からの新規事業であること及び新型コロナウイルス感染症の影響で実施した行政区が少な
かったことにより、具体的な改善点は挙がっていない。本事業を実施した行政区長さらには民生委員か
ら意見を伺い、改善の必要性があれば対応していきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

173



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

516 462 580 580 640 640 700 700

189 176 200 200 210 210 220 220

27 26 30 30 30 30 30 30

300 260 350 350 400 400 450 450

516 462 580 580 640 640 700 700

191 0 0 0 0 0 0 0

108

3

80

0

0

0

191 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,680 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 ダイヤモンド婚・金婚式合同記念式典

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
板倉町合同金婚式等実施要綱

板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

国民の祝日に関する法律に規定する敬老の日及び老人福祉法に規定する老人の日の行事の一
環として、結婚後50年又は60年を迎え、長年に渡り共に手を取り合い、家運の隆盛及び地域社会
の発展のために尽力してきた町内に居住する御夫妻を慶祝する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品費

役務費

ダイヤモンド婚祝金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品費

役務費

ダイヤモンド婚祝金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

ダイヤモンド婚式及び金婚式該当者を招待し、町社会福祉協議会と共催で記念式典及び祝賀会
を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

174



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

組 30 30 35 35 40 40 45 45

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

組 42

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 70 70 70 70 70 70 70 70

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 50

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

ダイヤ婚･金婚申出希望組数

活動指標名 備考

ダイヤ婚･金婚申出希望組数

成果(KPI)指標名 備考

記念式典出席率

成果(KPI)指標名 備考

記念式典出席率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町と社会福祉協議会が事業目的を共有して実施する敬老事業であり、また、全国的に行われている事
業であることから継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町社会福祉協議会との共催事業として記念式
典と祝賀会の2部構成とし、費用と役割を分担し
ている。費用対効果は適正であると思われる。

2
式典に不参加でも慶祝状等の記念品を職員が
その日のうちに自宅に届け、贈呈している。ま
た、過去の該当者も申出があれば遡って贈呈し
ているため目的は達成していると思われる。

平成２７年度から該当見込みのある夫妻に申出案内
を通知している。申出及び出席者が増え、町を挙げ
て祝賀できることは喜ばしいことである。出席者数が
これまで以上増えた場合の会場及び開催方法につ
いては要検討である。なお、新型コロナウイルス感染
拡大予防のため、令和2年度は会場を福祉センター
から中央公民館に移し開催した。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

広報、町ホームページ、ケーブルテレビ及び該当見込者通知により申出を促している。式典出席者の増
加が見込まれる一方で、人数によっては、中央公民館では現状の祝賀方法では対応できないことも想
定される。また、新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、式典の開催が不可能となることも想定さ
れる。中止とした場合、次年度には対象要件に該当しなくなるおそれもあるため、祝賀方法等の検討が
必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

175



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

343 403 370 370 380 380 390 390

33 38 40 40 40 40 40 40

310 365 330 330 340 340 350 350

343 403 370 370 380 380 390 390

298 0 0 0 0 0 0 0

18

280

0

298 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,043 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 卒寿・最高齢者慶祝訪問

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

国民の祝日に関する法律に規定する敬老の日及び老人福祉法に規定する老人の日の行事として、卒寿（90歳）という節
目を迎えるにあたり、多年にわたり板倉町に貢献してきた功績を町民を代表して町長がたたえ、敬愛すると共に長寿を祝
する。また、最高齢者については、町民の健康長寿の象徴として、町民を代表して町長がたたえ、これからも末永くご健
勝であることを願い、もって高齢者福祉の増進を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

卒寿者等祝金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

卒寿者等祝金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

卒寿対象者及び男女最高齢者宅を町長が訪問し、慶祝の念を示す。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 62 64 66 66 68 68 70 70

人 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 54

人 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 90 90 90 90 90 90 90 90

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 96

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

卒寿者対象者数

最高齢者対象者数

活動指標名 備考

卒寿者対象者数

最高齢者対象者数

成果(KPI)指標名 備考

卒寿者慶祝訪問割合

最高齢者慶祝訪問割合

成果(KPI)指標名 備考

卒寿者慶祝訪問割合

最高齢者慶祝訪問割合

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

卒寿者への町からの記念品の贈呈は、邑楽館林地域に限れば、当町のみである。町長が直接対象者
宅を慶祝訪問する事業は当町独自の敬老事業であり、事業目的、低コスト及び対象者からの評判を踏
まえると継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町長による直接訪問にて、敬老の念を表すこと
ができ、対象者からも喜ばれている事業である。
各種調整等の事務負担は大きいが、実費は祝
金と写真代のみであるため低コストである。費用
対効果は適正であると思われる。

2
原則として町長が町内在住の対象者全員に訪
問しているため、対象者からの辞退がない限り
達成状況は100%となる。なお、町外入院･入所
者には家族又は施設職員に手渡している。

卒寿者が年々増加していく中で9月の敬老月間
のうち2～3日を設定して訪問を実施しなければ
ならない。1日で30件前後訪問するため、移動
時間含め、1件当たり15分程度の時間の中で敬
老の念を示して贈呈できるような訪問先での対
応が求められる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

卒寿者の増加で訪問件数は増加傾向にある。事業実施時期が議会の開会及び各種イベントの開催時
期であり、対象者及び町長の日時調整が困難になってきている。慶祝訪問を楽しみにして、それを目標
に意欲を高め、生活を送っているかたのためにも事務効率を高めて事業を実施していく必要がある。ま
た、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた事業実施の方法等を検討する必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

177



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

82 152 80 80 80 80 80 80

32 62 30 30 30 30 30 30

50 90 50 50 50 50 50 50

82 152 80 80 80 80 80 80

35 0 0 0 0 0 0 0

5

30

0

35 0 0 0 0 0 0 0

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,152 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 百寿者慶祝訪問

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

国民の祝日に関する法律に規定する敬老の日及び老人福祉法に規定する老人の日の行事として、百寿
（100歳）という節目を迎えるに当たり、多年に渡って板倉町に貢献してきた功績を町民を代表して町長がた
たえ、敬愛すると共に長寿を祝し、町民の健康長寿の象徴として、これからも末永くご健勝であることを願
い、もって高齢者福祉の増進を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

百寿者祝金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

百寿者祝金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

百寿者宅を町長、議長及び地域代表等が訪問し、慶祝の念を示す。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

178



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

百寿者対象者数

活動指標名 備考

百寿者対象者数

成果(KPI)指標名 備考

百寿者慶祝訪問割合

成果(KPI)指標名 備考

百寿者慶祝訪問割合

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

百寿者慶祝訪問事業は県内全市町村で実施されており、町民の健康長寿の指標さらには普及啓発に
もつながる事業である。本人・家族の長寿に対する喜びにもつながるため、継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町長等が直接慶祝訪問することで敬老の念を
示す事業である。実費は祝金、記念品及び写
真代であり低コストである。対象者及び家族から
は喜ばれていることも踏まえると、費用対効果は
適正であると思われる。

2
これまでは町長をはじめとして、議長、地元議
員、区長及び民生委員が慶祝訪問していた。し
かし、コロナ禍であったこと及び対象者3名中2
名が入院中であったことを理由として事務局2名
で実施した。他1名に関しては、少人数（町長、
課長、担当者）で慶祝訪問を実施した。

祝金が10,000円であり、100歳到達者の祝金とし
ては、県内市町村の中では最も低い。しかし、
75歳から毎年敬老祝金を支給しているため、生
涯の受取額を考慮すると妥当と思われる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

コロナ禍であることに加えて施設入所中や入院中の場合、これまでのような大人数での慶祝訪問はでき
ない。規模を縮小したとしても、一生に一度の行事であり、町民の健康長寿の普及啓発にもつながるた
め、事業自体は継続していく必要がある。入所（院）中は、時期によっては面会禁止となっているため、
入所（院）先の意向を踏まえてタブレットを用いたオンライン面会で行う等代替案を検討していく必要が
あると思われる。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3,581 4,004 3,760 3,760 3,960 3,960 3,960 3,960

1,528 1,602 1,600 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700

1,890 2,250 2,000 2,000 2,100 2,100 2,100 2,100

163 152 160 160 160 160 160 160

3,581 4,004 3,760 3,760 3,960 3,960 3,960 3,960

3,275 0 0 0 0 0 0 0

1,223

1,902

150

0

3,275 0 0 0 0 0 0 0

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

5,509 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 緊急通報装置設置

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
板倉町ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置事業実施要綱

板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

ひとり暮らし高齢者等に緊急通報装置を貸与し、館林地区消防組合と電話回線で直通にすること
によって、急病・災害等突発的事態が発生したとき、迅速かつ正確な救護体制をとることにより、
高齢者の生活不安の解消及び人命の安全を確保する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

設置撤去及び保守点検委託料

使用料

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

設置撤去及び保守点検委託料

使用料

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

下記の者を対象に、緊急通報装置（緊急通報装置及びペンダント型送信機）を貸与する。
(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯
(3) 家族と同居しているが日中又は夜間に家族が留守になる65歳以上の高齢者

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 105 125 135 135 140 140 140 140

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 104

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 3

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

設置件数

活動指標名 備考

設置件数

成果(KPI)指標名 備考

装置使用による救急搬送件数

成果(KPI)指標名 備考

装置使用による救急搬送件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

ひとり暮らし等であっても対象者及びその家族に、もしものときの安心感を提供できるという点で設置者の満足度は
高い。緊急連絡手段のひとつとして高齢者にもスマートフォン等が普及し、使いこなせているかたは増えているが、
引き続き同装置のニーズが高まることが想定されることから継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

設置件数と通報件数は比例せず、生命の危機
や孤独死等の不安を解消する効果がある。町単
独事業ではあるが、生活上の安全安心を守る観
点から費用対効果は適正であると思われる。

2
対象者の不安解消の一助になり、実際に装置を
使って生命が救われた事例や必要な支援に繋
がった事例がある。また、対象者の心身の概況
及び緊急連絡先が把握できることから事業目的
は達成しているものと思われる。

設置希望者数が設置台数を上回っており、待機
者がいることがあるが、施設入所又は死亡等に
よる不要者を常時把握し、さらには現設置者に
ついても、毎年度、要･不要を把握しているため
解消されている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

町単独事業であること及び7年の耐用年数経過後は、設置済みの装置を交換する必要があることから支
援が必要とされる高齢者数に合わせて一概に台数を増やすことは難しい。申請即設置とはいかないが、
設置者の常時把握を行うようになり、施設入所等により不要となった場合は取り外しを速やかに行う等す
ることで申請から設置までの期間を短縮させている。引き続き、民生委員やケアマネジャー等の協力も
得ながら、設置を必要とする対象者に制度の周知を図っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,820 2,880 3,050 3,050 3,100 3,100 3,150 3,150

2,820 2,880 3,050 3,050 3,100 3,100 3,150 3,150

1,000 0 0 0 0 0 0 0

1,820 2,880 3,050 3,050 3,100 3,100 3,150 3,150

2,647 0 0 0 0 0 0 0

2,647

0

1,075

1,572 0 0 0 0 0 0 0

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,764 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 在宅要介護高齢者等紙おむつ給付

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
群馬県在宅すこやか生活支援事業費補助金（県単） 交付要綱

板倉町在宅要介護高齢者・在宅重度心身障害児(者)等紙おむつ給付事業実施要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

在宅の寝たきり高齢者及び在宅の重度心身障害児(者)等を介護している家族に対して紙おむつ
を給付することにより、排泄介護の負担及び経済的負担の軽減を図り、もって在宅生活の支援を
図ることを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

紙おむつ給付扶助

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

紙おむつ給付扶助

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

下記の者に対して紙おむつ給付券（4,000円券/枚）を交付する。
(1)　65歳以上の者（入院中の者又は老人福祉施設及び有料老人ホーム入所者若しくは介護保険施設入所者を除く。）：給付券3枚
　ただし、要介護４、５かつ非課税世帯：９枚
(2)　1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている在宅の身体障害児(者)かつ市町村民税非課税世帯に属する者：給付券９枚
(3)　判定Aの療育手帳の交付を受けている在宅の知的障害児(者)かつ市町村民税非課税世帯に属する者：給付券9枚
(4)　1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている在宅の精神障害者かつ市町村民税非課税に属する者：給付券9枚
　なお、給付券の金額は申請月により異なる。詳細は下記のとおりである。
ア　4～7月：3枚又は9枚
イ　8～11月：2枚又は6枚
ウ　12～3月：1枚又は3枚

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 230 230 240 240 250 250 260 260

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 244

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 80 80 80 80 80 80 80 80

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 86

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

紙おむつ給付券交付者数

活動指標名 備考

紙おむつ給付券交付者数

成果(KPI)指標名 備考

交付者に対する利用率

成果(KPI)指標名 備考

交付者に対する利用率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

在宅介護の継続に当たり、本事業は家族等の排泄介助の負担軽減には欠かせないものである。また、
本人・家族の経済的負担の軽減にもつながっている。高齢者人口の増加に伴い、紙おむつが必要なか
たは今後増加していくと考えられるため、継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

年間支給額としては低い反面、対象者の該当
要件を幅広く設定しており、対象者の課税状況
及び心身状況に応じた額が支給されている。現
状では費用対効果は適正であると思われる。な
お、県の当該事業に関する制度改正に伴い、
県支出金は令和2年度限りとなる。

2
活動及び成果実績が前年度より上回っている。
紙おむつ券受給継続者のみでなく、民生委員
やケアマネジャー等からの紹介による新規申請
者の増加が要因であると考えられる。より多くの
対象者及び家族の経済的な負担の軽減につな
がったと考えられる。

紙おむつを必要としているにもかかわらず、事
業自体を知らないかたもいると思われるため、
様々な媒体を通じて周知していく必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

在宅介護を推進していく中で、高齢化に伴い排泄介助を必要とする在宅高齢者は増加していくものと思
われる。事業を拡大していく一方で、排泄介助が必要とならないよう、元気高齢者に対する介護予防事
業を進めていくことも必要であると思われる。また、事業自体を知らないかたもいると思われるため、民生
委員や高齢者保健福祉制度パンフレット等を介して、周知していく必要があると思われる。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

183



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

400 400 400 400 400 500 500 500

400 400 400 400 400 500 500 500

200 0 0 0 0 0 0 0

200 400 400 400 400 500 500 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 介護用車両購入費補助

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
群馬県在宅すこやか生活支援事業費補助金（県単） 交付要綱

板倉町介護用車両購入費補助事業実施要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

介護を必要とする高齢者及び身体障害者（以下「要介護者」という。）の生活の質の向上及び家
族の介護負担の軽減を図るため、要介護者を同乗させて使用する介護用車両の購入費の一部
を補助する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

購入費補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

購入費補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

下記の要介護者に対して、通院及び通所等に利用するための介護用車両の購入費の一部を補助する。
本町に現に居住し、移動手段に介護を要する次の各号の一に該当する者及びその家族とする。
(1)　要介護4又は5に該当する寝たきり高齢者等のいる世帯（寝たきり高齢者等とは、日常的に車椅子を使用しているか、日常的な車椅子の使用が見込まれる高齢者で町長が認め
た者）
(2)　次に該当する身体障害者のいる世帯
  ア　下肢の障害で1・2級の者、イ　体幹の障害で1・2級の者、ウ　下肢及び体幹の障害で1・2級の者
なお、補助対象経費は下記のとおりである。
(1)　新規購入の福祉車両の場合は、1台当たり10万円を補助し、それ以外の助手席回転シート又は回転スライドシートのみの車両の場合は、1台当たり2万円を補助する。
(2)　中古車両の場合は、福祉車両のみを対象とし、初度登録年月から36か月以内は、1台当たり6万円を補助し、37か月以上は、1台当たり3万円を補助する。
(3)　既所有車両を改造する場合は、改造費相当額が15万円以上であれば1台当たり10万円を補助し、15万円未満であればその額から個人負担分として3分の1の額を控除した額
を補助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

184



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 5 5 5 5 5 7 7 7

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 4 4 4 4 4 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

相談者数

活動指標名 備考

相談者数

成果(KPI)指標名 備考

補助者決定者数

成果(KPI)指標名 備考

補助者決定者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

在宅介護を推進していくに当たって、家族介護の負担軽減並びに重度要介護者の外出支援及び外出
機会の提供には欠かせない事業であり、継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

平成27年度から県補助要綱に基づき、補助額
上限を66万円から10万円とした。福祉車両の価
格も下がってきており、10万円の補助について
は適正と思われる。なお、県の当該事業に関す
る制度改正に伴い、県支出金は令和2年度限り
となる。

2
介護用車両は、重度要介護者の通院又は通所
に活用されており、家族介護の負担軽減及び在
宅介護の推進に寄与しているものと思われる。

例年、補助件数が5件未満であり、ニーズが乏し
いのか、それとも周知が不足しているのか確認
する必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

通院等の代替手段（福祉タクシー、福祉車両貸与及び通院介助サービス）を利用した場合と本事業を
活用した場合との経済的負担や身体的負担の比較を踏まえて、ケアマネジャー等の支援者にも情報提
供し、事業活用の普及啓発を図っていく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

217,326 227,918 218,500 219,000 219,500 220,000 225,000 230,000

217,326 227,918 218,500 219,000 219,500 220,000 225,000 230,000

3,625 6,662

1,812 3,331

270 270

270 270

211,349 217,385 218,500 219,000 219,500 220,000 225,000 230,000

209,851 0 0 0 0 0 0 0

209,851

6,566

3,278

82

173

199,752 0 0 0 0 0 0 0

19,735 0 0 0 0 0 0 0

2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19,735 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

229,586 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 介護保険特別会計繰出金

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
介護保険法

板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

介護給付、予防給付、地域支援事業、低所得者介護保険料軽減分並びに介護保険業務従事者
職員給与等及び事務費等に対し、法令に基づき、各事業の負担割合等に応じて費用負担を行
う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

繰出金

その他

国庫支出金（低所得者介護保険料軽減分）

県支出金（低所得者介護保険料軽減分）

介護予防サービス計画作成費

介護予防ケアマネジメント費

一般財源

①事業費

繰出金

その他

国庫支出金（低所得者介護保険料軽減分）

県支出金（低所得者介護保険料軽減分）

介護予防サービス計画作成費

介護予防ケアマネジメント費

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

各事業のうち保険給付費及び地域支援事業費の負担割合は、下記のとおり
(1) 介護給付及び予防給付費：12.5％
(2) 地域支援事業費
　ア 介護予防･日常生活支援総合事業費：12.5%
　イ 包括的支援事業費･任意事業費：19.25%
低所得者介護保険料軽減分は、国庫50%、県費25％の負担あり

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

円 217,326 227,918 218,500 219,000 219,500 220,000 225,000 230,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

円 209,851

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

町負担額

活動指標名 備考

町負担額

成果(KPI)指標名 備考

法定負担割合に基づく町負担率

成果(KPI)指標名 備考

法定負担割合に基づく町負担率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令で定められている事務であり、継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

保険給付費及び地域支援事業費は、法令に基
づき介護保険者の負担割合が定められており、
実施は必須である。

2
保険給付費及び地域支援事業費は、法令に基
づき、負担割合に応じて支出しており、成果とし
ては確実に達成している。

保険給付費及び地域支援事業費の増減に応じ
て、操出金も増減するため、介護給付費の適正
化が求められる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

法令に従い、必要額を支出していく。なお、3年に1度の介護保険事業計画の策定に伴い、保険給付費
及び地域支援事業費の負担割合の改定がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

4,080 4,200 4,200 4,200 4,440 4,440 4,560 4,560

4,080 4,200 4,200 4,200 4,440 4,440 4,560 4,560

240 240 240 240 240 240 240 240

3,840 3,960 3,960 3,960 4,200 4,200 4,320 4,320

2,760 0 0 0 0 0 0 0

2,760 0 0 0 0 0 0 0

0

150

2,610 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

4,249 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 介護慰労金支給事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
群馬県在宅すこやか生活支援事業費補助金（県単） 交付要綱

板倉町家族介護支援事業実施要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

身体上又は精神上の障害があり、そのために日常生活に著しく支障がある高齢者を在宅で介護
する介護者に介護慰労金を支給する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

介護慰労金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

介護慰労金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

毎年度10月1日を基準日として、下記の要件を全て満たしている高齢者を在宅で1年以上継続して介護しているかたに年
額12万円を支給する。
(1) 町内に住所を有し、年齢が満65歳以上である。
(2) 要介護度4又は5
(3) (2)の状況が1年以上継続し、介護保険のショートステイや入院等により在宅を離れた期間が100日未満
(4) 基準日前の1年間に老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する軽費老人ホーム又は介護保険法における認知
症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を利用していない者

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 180 185 190 195 200 205 210 215

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 174

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 34 34 35 35 37 37 38 38

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 23

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

要介護4又は5の人数

活動指標名 備考

要介護4又は5の人数

成果(KPI)指標名 備考

支給対象者数

成果(KPI)指標名 備考

支給対象者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

年額8万円又は10万円では慰労の額として少なく、在宅介護の推進につながらないとの意見があり、平
成28年度から12万円とした。重度要介護者の在宅介護は、家族にとっては身体的・精神的な介護負担
を強いることになる。その家族を金銭的な面から慰労するため、継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

重度の要介護者が利用しているのは、施設サー
ビスより介護給付費が低額である在宅サービス
である。慰労金受給者の増加は、本事業の支出
増にはなるが、介護給付費の削減につながって
いる。そうした点から費用対効果は適正であると
思われる。

2
広報による周知のほか、見込者をあらかじめ抽
出しケアマネジャーを介して該当要件を確認し
てもらい対象者を確定させている。対象者には
確実に支給できていることから事業目的は達成
できていると思われる。

平成28年度から慰労金の額を増額し、12万円と
した。近隣市町より4万円程高額であることから、
受給者にとっては、町は介護の大変さを慰労す
る念が強いと感じていただけると思われる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

県補助の該当要件が厳しく、補助額は定額である。多少の変動はあるが、対象者及び総支給額は増加
傾向にある。今後も対象者に確実に支給できるようケアマネジャー等と情報共有していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,753 2,885 2,770 2,770 2,670 2,670 2,670 2,540

917 909 950 950 980 980 980 1,000

736 650 730 730 700 700 700 650

190 273 190 190 190 190 190 190

910 878 900 900 800 800 800 700

175

513 577 554 554 534 534 534 508

384 361 346 346 334 334 334 318

590 807 776 776 747 747 747 710

692 779 748 748 721 721 721 686

574 361 346 346 334 334 334 318

934

170

300

140

324

233

117

215

252

117

3,351

0.45 

3,351

4,285

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 介護予防普及啓発事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 2 1

根拠法令・個別計画

介護保険法、地域支援事業実施要綱
板倉町介護予防･日常生活支援事業実施要綱、板倉町健康づくり・介護予防エンジョイポイント制度実施要

領
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町が介護予防に資すると判断した内容を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施し、介護
予防を推進することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

第2号被保険者保険料

一般財源

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

第2号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

第１号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象に下記の事業を実施する。
(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレ ット等の作成及び配布
(2) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等 による講演会や相談会等の開催
(3) 介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等の開催
(4) 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実 施の記録等を管理するための媒体
（介護予防手帳等）の配布 

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 250 260 270 280 290 300 310 320

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 201

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 30 35 40 45 50 55 60 65

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 20

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

エンジョイポイント認定者数

活動指標名 備考

エンジョイポイント認定者数

成果(KPI)指標名 備考

エンジョイポイント上級認定者数

成果(KPI)指標名 備考

エンジョイポイント上級認定者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

今後、高齢化が進むにつれ、要介護認定者の増加も見込まれる。元気高齢者のうちから、介護予防事
業を進めていくことで、健康寿命を延ばすことにつながり、高齢者同士の交流も図ることができる。エン
ジョイポイント制度を活用しながら、本事業を継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

職員が自主的に知識や技術を身につけ、出前
講座を展開したり、無料の講師派遣等を活用す
ることで、事業数に比して全体的な費用は抑え
られている。

2
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
健康の鉄人教室やパワフルボディ講座、アク
ティブ教室等主要な教室が中止となってしま
い、開催回数が減少してしまった。そのため、エ
ンジョイポイント認定者数も減少がみられた。

コロナ禍において、思うように介護予防事業が
展開できず、高齢者の自粛生活が進んでしまっ
ている。介護予防・フレイル予防のため、コロナ
禍においての介護予防事業の運営方法の見直
しを行っていく必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

コロナ禍において、以前のように対面での教室開催が困難な状況となっている。町主催の介護予防事
業については、運営方法の見直しを検討していく。また、地域住民が主体となり、身近な地域で健康づ
くり・介護予防に取り組む「通いの場」も平行して広めていく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,747 3,122 2,789 2,789 2,889 2,959 2,959 3,059

231 513 240 240 240 260 260 260

1,049 875 1,050 1,050 1,050 1,100 1,100 1,100

1,268 1,212 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400 1,500

199 522 199 199 199 199 199 199

510 624 558 558 578 592 592 612

382 390 349 349 361 370 370 382

586 875 780 780 809 828 828 857

688 843 753 753 780 799 799 826

581 390 349 349 361 370 370 382

1,151

6

170

732

243

230

144

322

311

144

4,468

0.60 

4,468

5,619

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 地域介護予防活動支援事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 2 1

根拠法令・個別計画
介護保険法、地域支援事業実施要綱

板倉町介護予防･日常生活支援総合事業実施要綱、板倉町介護支援ボランティアポイント制度実施要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介
護予防活動の地域展開を目指して、町が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等
の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援することを目的とする

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

委託料

地域サロン･通いの場等補助金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

第2号被保険者保険料

一般財源

①事業費

報償費

委託料

地域サロン･通いの場等補助金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

第2号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

第１号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象に下記の事業を実施
する。
(1) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修 
(2) 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援
(3) 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施
(4) 介護予防に資する取組への参加やボランティア等へのポイント 付与

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

192



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

か所 21 22 23 24 25 27 28 29

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

か所 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 10 10 12 12 14 14 16 16

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 11

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

地域サロン･通いの場数

活動指標名 備考

地域サロン･通いの場数

成果(KPI)指標名 備考

地域サロン･通いの場1か所当たりの参加者数

成果(KPI)指標名 備考

地域サロン･通いの場1か所当たりの参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令で定められた事務ではあるが、その内容は市町村により異なる。コロナ禍でも心配なく活動が継続できるような
仕組みづくりをすることで、コロナ禍による外出や他者交流機会の減少による高齢者の心身の機能低下を防ぐこと
ができる。また、介護予防サポーターの養成や活動を支援することで、住民主体の活動を促進することができ、介
護予防の輪が広がり、地域包括支援センター職員の業務負担の軽減も図ることができる。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

職員が自主的に知識や技術を身につけ、出前
講座を展開したり、町内の芸能ボランティアを活
用することで、事業数に比して全体的な費用は
抑えられている。

2
新型コロナウイルス感染拡大により介護予防に関す
るボランティアである介護予防サポーター養成講座
や通いの場等の実施に影響が出ている。新たな通い
の場等の立ち上げはなかったものの、介護予防サ
ポーターの通いの場での活動やボランティアポイント
制度の新設等新たな取組を実施した。

コロナ禍により高齢者の外出や他者との交流機会が
減少することで、フレイルや認知症の悪化が懸念され
る。また、要介護認定率の上昇が推測される。通いの
場等の地域活動の継続も危ぶまれており、活動中の
サポーターや通いの場等参加者の声を聞きながら、
コロナ禍での実施方法を検討していく必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

通いの場は、介護予防事業だけでなく、保健事業においても着目されており、これからの本事業は、行
政主体から地域主体に移行していく必要がある。コロナ禍においても活動が途絶えないよう、実際に活
動しているかたの声を聞きながら、実施方法について検討していく必要がある。また、通いの場は移動
手段の乏しい高齢者や閉じこもりがちな高齢者にも参加しやすい身近な存在であるため、各地域での
立ち上げが急務である。引き続き行政区に対し、通いの場づくり説明会を実施していく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

106 110 106 106 106 108 108 108

24 24 24 24 24 24 24 24

68 68 68 68 68 68 68 68

14 18 14 14 14 16 16 16

41 42 41 41 41 41 41 41

20 21 20 20 20 21 21 21

25 26 25 25 25 25 25 25

20 21 20 20 20 21 21 21

28

24

0

4

0

11

5

7

5

372

0.05 

372

400

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 権利擁護事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 3 1

根拠法令・個別計画

介護保険法、地域支援事業実施要綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
板倉町認知症性高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付要綱、
板倉町高齢者虐待防止事業実施要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

板倉町に居住し、住民税非課税世帯に属する高齢者又は障害者であって、かつ、本事業の内容
及び契約について判断し得る能力を有していると認められる者に対して専門的・継続的な視点か
ら、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行うことを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

高齢者緊急避難短期入所委託料

地域福祉権利擁護事業補助金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

①事業費

需用費

高齢者緊急避難短期入所委託料

地域福祉権利擁護事業補助金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

板倉町社会福祉協議会が行う認知症性高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課
税世帯の者に対する利用料助成事業に要する経費に対し、補助金を交付する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 5 5 5 5 5 8 8 8

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 7

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3 3 3 3 3 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

地域福祉権利擁護事業関係相談件数

活動指標名 備考

地域福祉権利擁護事業関係相談件数

成果(KPI)指標名 備考

地域福祉権利擁護事業対象者数

成果(KPI)指標名 備考

地域福祉権利擁護事業対象者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

本事業は、軽度認知症高齢者等の金銭管理、福祉サービスの利用契約及び公共料金等の支払等の
代替サービスであり、認知症高齢者の生活支援の一環として継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

対象者に代わって金銭管理等を行っているが、
利用回数は月１回程度であり、さらに補助額が
低額（250円/1時間）であることから費用対効果
は適正であると考える。

2
相談があっても必ずしも事業の利用には至ら
ず、その反面、対象者の判断能力の低下により
これまで疎遠だった親族の支援が強化される場
合もある。そのため利用率が事業の達成の絶対
値ではない。

認知症高齢者は全国的に増加が見込まれてい
る。軽度の認知症で判断能力が低下しつつある
かたの権利擁護と生活支援のために事業の普
及啓発と利用促進を行う必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

判断能力は低下しているが、成年後見制度を利用するほどでもない軽度認知症のかたが対象となる。
そうしたかたが増えていく中で、訪問や来所相談時に本事業が必要であると見込まれる場合は、親族支
援も活用しながら、引き続き事業利用の提案をしていく必要がある。また、今後は必要時に本事業利用
者が成年後見制度利用へ円滑に移行できるよう、実施主体である町社会福祉協議会との連携を密にし
ていく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

691 780 691 691 691 691 691 691

197 238 197 197 197 197 197 197

14 55 14 14 14 14 14 14

480 480 480 480 480 480 480 480

7

266 300 266 266 266 266 266 266

133 150 133 133 133 133 133 133

159 180 159 159 159 159 159 159

133 150 133 133 133 133 133 133

550

56

14

480

0

212

106

126

106

9,353

0.70 

5,213

2.00 

4,140

9,903

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 総合相談事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 3 1

根拠法令・個別計画
介護保険法、地域支援事業実施要綱

板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必
要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関
又は制度の利用につなげる等の支援を行うことを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

地域の高齢者に対し、次の事業を行う。
(1) 地域におけるネットワークの構築
　地域包括支援センターは、介護サービス事業者、医療機関、民生委員等、地域における関係者とのネットワークを構築する。
(2) 実態把握
　高齢者世帯への個別訪問等により、高齢者や家族の状況について実態把握を行い、支援が必要な世帯への支援につなげる。
(3) 総合相談支援
　本人、家族、近隣の住民等を通じた様々な相談を受け、的確な状況把握等を行い、専門的、継続的な関与等の必要性を
判断し、相談内容に即したサービス又は制度に関する情報提供、関係機関の紹介等を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 600 600 600 600 600 620 620 620

人 150 150 150 150 150 160 160 160

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 520

人 159

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 30 30 30 30 30 35 35 35

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 20

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

相談件数（地域包括支援センター）

相談対象者数

活動指標名 備考

相談件数（地域包括支援センター）

相談対象者数

成果(KPI)指標名 備考

複数回対応者

成果(KPI)指標名 備考

複数回対応者

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

高齢者数の増加や訪問等による「顔の見える関係」の構築は、相談件数の増加に比例する。町高齢者
及びその家族の生活を包括的かつ継続的に支援するには相談支援体制の充実は必須であり、継続し
ていく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

相談窓口を役場（地域包括支援センター）だけ
でなく、ミモザ荘在宅介護支援センターにも担っ
てもらっている。相談窓口を複数設けることで上
記目的を果たしており、費用対効果は適正であ
ると思われる。

2
電話や来所相談だけでなく、2つのセンターが
積極的に訪問による相談を行っている。その結
果、相談者の生活課題を早期発見し、早期対
応早期解決につながっている。

今後も相談件数は増加し、その分、相談対応に
多分に時間を要することとなる。しかし、センター
職員の相談支援に関する資質向上を図り、他機
関と連携して、早期対応早期解決につなげてい
きたい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後求められる医療機関と介護サービス事業者との連携や家族の介護力の向上のためには地域包括
支援センターの果たす役割は大きい。家族の仕事と介護の両立にも配慮し、柔軟に対応ができるよう休
日相談窓口の検討並びに地域又は相談者宅への積極的訪問により、早期発見早期対応のできる相談
支援体制を構築していく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,237 1,476 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338

18 18 18 18 18 18 18 18

20 20 20 20 20 20 20 20

1,199 1,438 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

476 569 515 515 515 515 515 515

238 284 258 258 258 258 258 258

285 339 307 307 307 307 307 307

238 284 258 258 258 258 258 258

1,034

7

1,027

398

199

238

199

1,117

0.15 

1,117

2,151

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 在宅医療・介護連携推進事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 3 1

根拠法令・個別計画
介護保険法、地域支援事業実施要綱

板倉町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事
業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

委託料

在宅医療･介護連携推進事業負担金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

①事業費

報償費

委託料

在宅医療･介護連携推進事業負担金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

下記の8つの事業を実施する。なお、本事業は、平成29年度から実施されたものであり、館林市邑楽郡医師会に委託しているほか、(6)
については、町独自で実施する。
(1) 地域の医療･介護の資源の把握
(2) 在宅医療･介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療･介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療･介護連携に関する相談支援
(6) 医療･介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療･介護連携に関する関係市町村の連携　

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 15 15 15 15 15 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 16

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

医療･介護従事者研修会

活動指標名 備考

医療･介護従事者研修会

成果(KPI)指標名 備考

1回当たりの研修参加者数

成果(KPI)指標名 備考

1回当たりの研修参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令で定められた事務であり、今後も館林市邑楽郡医師会を中心に1市5町での実施となるため、継続
していく必要がある。なお、負担金及び事業内容については、毎年度1市5町で精査している。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

1市5町で館林市邑楽郡医師会に本事業を委託
し、人口割等の負担割合に応じて負担金を拠出
することで、1市5町それぞれが全8項目の事業
が実施できており、費用対効果は高い。

2
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
医療・介護従事者研修会が年1回しか実施でき
なかった。会場となる公民館では、会場の広さ
に応じて、定員数は最大20名と設定されてお
り、例年と比較して規模を縮小して実施した。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
医療・介護従事者研修の開催方法を検討して
いく必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

本町は、平成27年度から先行して、「(6)医療・介護関係者の研修」を実施してきた。委託事業を実施し
つつ、町ができる項目については、独自に実施していくことで本町の在宅医療・介護連携の推進、さら
には館林邑楽圏域の同連携の発展に寄与することができる。コロナ禍においても医療・介護従事者のス
キルアップを図り、「顔の見える関係」を構築していかなければならない。研修の開催方法について検討
を行い、途絶えることなく継続していく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

66 224 224 224 424 424 424 424

42 200 200 200 400 400 400 400

24 24 24 24 24 24 24 24

16 86 86 86 163 163 163 163

8 43 43 43 82 82 82 82

10 52 52 52 97 97 97 97

32 43 43 43 82 82 82 82

0

0

0

0

0

0

0

0

372

0.05 

372

372

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 生活支援体制整備事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 3 1

根拠法令・個別計画
介護保険法、地域支援事業実施要綱

板倉町生活支援体制整備事業実施要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町が中心となり、ＮＰＯ法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護
サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、商工会及び民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連
携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的
とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

生活支援コーディネーター設置業務委託料

旅費

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

①事業費

生活支援コーディネーター設置業務委託料

旅費

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

下記の事業を実施する。なお、本事業は、平成29年度から実施されたものである。
(1) 市町村区域（第１層）及び日常生活圏域（中学校区域等）（第２層）に生活支援コーディネー
ター（地域支え合い推進員）の配置
(2) 生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な
情報の共有・連携強化の場である協議体の設置

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 8 10 10 10 12 12 12 15

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

協議会開催回数

活動指標名 備考

協議会開催回数

成果(KPI)指標名 備考

1回当たりの協議会参加者数

成果(KPI)指標名 備考

1回当たりの協議会参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令で定められた事務であり、その内容は市町村の実状に委ねられているが、団塊の世代が後期高齢
者となる2025年問題を見据えて、全国的にも生活支援体制の整備は急務である。本町においても同様
であるため、継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

近隣市町と異なり、委嘱といった事務や報償費
等の費用なしに事業実施できるため費用対効
果は高いと思われる。なお、令和3年度からは事
業推進のため、生活支援コーディネーターの人
件費分を計上することとなった。

2
平成31年4月に板倉町社会福祉協議会から生活支援コー
ディネーターを選定して配置した。同会のネットワークを活
用した協議体の議論の活性化が見込まれる。令和2年度は
新型コロナウイルスの影響により協議体が開催できなかった
点では未達成であるが、コーディネーター活動が円滑に実
施できるように社会福祉協議会とは情報共有を適宜行っ
た。

今後、生活支援コーディネーターを中心として、
町内の地縁団体や民間サービスの提供主体が
どれだけ協議体に参加し、自主的な取組を創り
だし、本町の生活支援体制を強化していくことが
できるかが課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

当町では、町（健康介護課）、地域包括支援センター、社会福祉協議会、在宅介護支援センター、シル
バー人材センター、行政区長会、民生委員児童委員協議会及び老人クラブ連合会を協議体のコアメン
バーとしている。コアメンバーは流動的であり、これまでに商工会会員や町内のボランティア団体会員が
参加をしている。これらのメンバーによる柔軟な発想のもとでそれぞれが主体的に生活支援体制整備、
さらには地域づくりに参画できるよう促していく。また、地域の生の声を生活支援体制整備に反映するた
め、生活支援コーディネーターが積極的に地域に出向き、生活支援コーディネーターの存在を周知し
ていく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

201



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

519 543 555 555 555 555 555 555

50 74 50 50 50 50 50 50

469 469 505 505 505 505 505 505

200 210 214 214 214 214 214 214

100 106 107 107 107 107 107 107

119 121 127 127 127 127 127 127

100 106 107 107 107 107 107 107

72

0

72

28

14

16

14

372

0.05 

372

444

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 認知症総合支援事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 3 1

根拠法令・個別計画
介護保険法、地域支援事業実施要綱

板倉町認知症総合支援事業実施要綱、板倉町認知症高齢者探索システム利用費補助要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の容
態の変化に応じ、すべての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワー
クを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じて、認知症ケアの
向上を図るための取組を推進することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

下記の事業を実施する。なお、本事業は、平成29年度から実施されたものである。
(1) 認知症初期集中支援推進事業
・認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体
制を構築する。
(2) 認知症地域支援･ケア向上事業
・認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知
症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

202



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 30 40 40 40 40 40 40 40

件 25 25 25 25 25 30 30 30

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 15

件 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 10 10 10 10 12 12 12 12

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 5

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

認知症カフェ開催回数

認知症に関する相談件数

活動指標名 備考

認知症カフェ開催回数

認知症に関する相談件数

成果(KPI)指標名 備考

1か所当たり認知症カフェ来所者数

成果(KPI)指標名 備考

1か所当たり認知症カフェ来所者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令で定められた事務であり、今後も継続していく必要がある。認知症カフェについては、グループホームりんどう、
社会福祉協議会及びめぐグループホーム板倉の3か所に設置している。認知症等の要介護者やその家族の交流
及び相談の場、さらには地域のかたがたが気軽に集える場となっている。本所を中心に認知症者にやさしい地域
づくりを発信していきたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

認知症初期集中支援チームに相談依頼する
と、精神科医師の介入等高度な専門性に基づく
対応ができる反面、費用が高くなる。その前に地
域包括支援センターによる早期介入で対応でき
ることが多く、費用を抑えることができる。

2
認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支
援推進員の配置はできている。今後は、チーム
や推進員の活動を活性化させ、当町の認知症
施策の取組を本格化させていく。認知症カフェ
については、令和2年度は新型コロナウイルスの
影響により、約半年間分が中止となった。

地域包括支援センターに認知症地域支援推進員が2
名配置されている。同推進員を中心に認知症当事者
の声を聞きながら認知症及びその予防に関する事業
展開や周知をしていく必要がある。
認知症カフェについては、新型コロナウイルスの影響
により、実施方法の検討が必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

認知症初期集中支援チームは、つつじメンタルホスピタル（館林市）に5町で委託している。認知症に関
する困難ケースが生じた場合には、地域包括支援センターも介入し、相談依頼していく。また、認知症
カフェについては、認知症のかたやその家族及び地域のかたがたの気軽に集える場としての役目を果
たしている。参加者同士の会話による交流や相談が主であるため、コロナ禍でも対応ができるような実施
方法の検討及び小学校区に1か所ずつ開設ができるようにしていきたい。今後は、認知症当事者の声を
反映させた事業展開も検討していきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

203



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

54 56 56 56 56 56 56 56

54 56 56 56 56 56 56 56

21 21 21 21 21 21 21 21

10 11 11 11 11 11 11 11

13 13 13 13 13 13 13 13

10 11 11 11 11 11 11 11

0

0

0

0

0

0

0

1,489

0.20 

1,489

1,489

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 地域ケア会議推進事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 3 1

根拠法令・個別計画
介護保険法、地域支援事業実施要綱
板倉町地域ケア会議設置運営要綱

板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

地域ケア会議は、個別ケースを検討するものである。地域包括支援センター等が主催し、医療、介護等の専
門職をはじめ、民生委員、自治会長、ＮＰＯ法人、社会福祉法人及びボランティア等地域の多様な関係者が
協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいで
の生活を地域全体で支援していくことを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

①事業費

報償費

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

下記の会議を実施する。なお、地域ケア会議には、個別課題解決機能、ネットワーク構築機能、
地域課題発見機能、地域づくり･資源開発機能及び政策形成機能の5つの機能がある。
(1) 地域ケア個別会議（定例及び随時）
　・個別課題解決機能、ネットワーク構築機能及び地域課題発見機能を担う。
(2) 地域ケア推進会議
　・地域づくり･資源開発機能及び政策形成機能を担う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

204



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4 4 4 4 4 4 4 4

件 6 6 6 6 6 6 6 6

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

件 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 15 18 18 18 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 18

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

地域ケア会議開催回数

個別ケース取扱い数

活動指標名 備考

地域ケア会議開催回数

個別ケース取扱い数

成果(KPI)指標名 備考

1回当たりの会議参加者数

成果(KPI)指標名 備考

1回当たりの会議参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令で定められた事務であり、今後も継続していく必要がある。会議の開催により、利用者支援に資す
るだけでなく、医療･介護従事者の質の向上、「顔の見える関係」づくり及び当町の地域包括ケアシステ
ムの構築にもつながっていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

近隣市町と異なり、委嘱といった事務や報償費
等の費用なしに医療職や福祉･介護職等に集っ
てもらい、事業実施できるため費用対効果は高
いと思われる。

2
回数については、町内ケアマネジャーと協議し
て定めたものである。その中で利用者及びケア
マネジャー支援のためのケース検討が行われて
おり、達成できている。また、高齢者の自立支援
を目的とした自立支援型地域ケア会議も県の支
援を受けながら立ち上げることができた。

個別会議で検討された事例の経過を把握し、個
別会議の効果の確認とモニタリング機能を強化
することで、専門職のスキルアップを図っていき
たい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

随時の個別会議は、主として困難事例を抱えるケアマネジャーの要請により、関係する医療･介護従事
者が参集し、開催されるものである。同会議の頻回な開催が、地域課題発見につながるため、ケアマネ
ジャーに周知していきたい。また、自立支援型地域ケア会議にて、参加者が高齢者の自立支援の視点
を得ることで、高齢者の尊厳を保持した生活の継続ができるだけでなく、介護給付費の削減にも繋がる
可能性がある。コロナ禍でも定期的に開催ができるよう柔軟に対応していく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

270 270 270 270 270 540 540 540

270 270 270 270 270 540 540 540

104 104 104 104 104 208 208 208

52 52 52 52 52 104 104 104

62 62 62 62 62 124 124 124

52 52 52 52 52 104 104 104

0

0

0

0

0

0

0

372

0.05 

372

372

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 成年後見制度利用支援事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 3 2

根拠法令・個別計画
介護保険法、地域支援事業実施要綱

板倉町成年後見制度利用支援事業実施要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要援護者」という。)の成年後見制度の利用を
支援することにより、要援護者がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる
環境整備の実現に資することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

成年後見制度利用支援事業補助金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

①事業費

成年後見制度利用支援事業補助金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

成年後見人、保佐人又は補助人(以下「法定後見人」という。)が選任された場合であって、かつ、
本人が次のいずれかに該当するときは、その報酬費用の一部又は全部を助成する。ただし、法定
後見人への報酬費用の助成金は、家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 住民税非課税世帯の者で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

206



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 10 15 15 15 15 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1 1 1 1 1 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

成年後見制度に関する相談件数

活動指標名 備考

成年後見制度に関する相談件数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

成年後見制度は生涯にわたって認知症高齢者等の権利や尊厳を守る制度である。認知症高齢者の増
加が見込まれる中で、平成12年から施行された制度であり、生活困窮者でも利用できる本事業は継続し
ていく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

事業利用者こそいないが、相談があった際には
制度説明及び利用の助言ができるような体制を
整えている。なお、法定後見人報酬が発生すれ
ば、おおむね生涯にわたり助成することとなり、
助成人数に応じて費用は右肩上がりとなる。

2
事業が行われてないという点では未達成である
が、普及啓発という点からは相談者に対し、成
年後見制度の利用支援に貢献していると思わ
れる。

制度自体の認知度が低かったが、成年後見制
度利用促進法が施行され、中核機関の設置等
全国的に利用促進が図られている。制度の普
及啓発と同時に本事業の利用促進を図る必要
がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

事業化以降、利用者がいない状態が続いている。成年後見制度さらには本事業を必要とするような相
談があったときには、申立費用が発生し、さらには法定後見人の報酬を助成することとなる。対象者の資
産状況や親族等からの経済的支援状況を把握し、利用の可否を判断していく必要がある。また、経済
的な理由で成年後見制度利用を諦めることがないように本事業の周知を行う必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

207



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

67 68 68 68 68 80 80 80

7 8 8 8 8 8 8 8

60 60 60 60 60 72 72 72

26 26 26 26 26 31 31 31

13 13 13 13 13 15 15 15

15 16 16 16 16 19 19 19

13 13 13 13 13 15 15 15

8

0

8

3

1

2

2

372

0.05 

372

380

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 家族介護支援事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 3 2

根拠法令・個別計画
介護保険法、地域支援事業実施要綱
板倉町家族介護支援事業実施要綱

板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町内に居住する現に高齢者を介護している家族等（以下「介護者」という。）のニーズに応じた支
援を行うことで、介護者の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者
の在宅生活の継続及び在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

認知症高齢者検索システム補助金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

①事業費

報償費

認知症高齢者検索システム補助金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

介護者に対し、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護方法、介護予防及び介護者の健康づくり等の知識又は技術の習得を目的とする教室
(2) 家族介護に資する保健医療福祉サービスに関する相談会
(3) 認知症高齢者等探索システムの購入費の補助

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

208



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 20 20 20 20 20 40 40 40

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

事業実施回数

活動指標名 備考

事業実施回数

成果(KPI)指標名 備考

事業参加者数

成果(KPI)指標名 備考

事業参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

介護離職が問題視されている中、家族が仕事等自身の生活も維持しながら介護を継続できるよう全国的に支援が必要とされてい
る。町が家族介護教室を開催することで、介護に関する知識や技術の習得や介護者同士の交流の機会の確保により心身の負担
が軽減される。また、探索システム購入費の一部を補助することで、経済的負担の軽減及び探索システム利用による心身の負担
の軽減が図れると推測されるため今後も事業の継続が必要である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

認知症高齢者探索システム購入費補助事業に
ついては、システム購入に係る初期費用を上限
額12,000円まで補助するものである。令和2年度
に実績があったものについては、初期費用が上
限額以下であり、介護者の経済的負担軽減が
図れたと言える。

2
家族介護教室については、新型コロナウイルスの影響により
開催ができなかったため未達成である。
認知症高齢者探索システム購入費補助事業については、
平成29年に施行されて以降、利用実績がなかった。令和2
年度は、認知症高齢者と関わる機会の多いケアマネジャー
等に周知することにより、初めて利用実績があった点では達
成している。

探索システムの購入費補助については、今後も必要
とされるかたの利用がなされるよう幅広く周知していく
必要がある。
家族介護教室については、コロナ禍でも開催ができ
るような開催方法や内容を検討していく必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

家族介護教室については、家族の介護力向上並びに在宅介護の維持及び推進が目的である。仕事と
の両立を図りながらも参加できるよう開催日や時間等も柔軟に対応していく必要がある。
探索システムの購入費補助については、認知症を発症しても「徘徊」が必ず起こるわけではなく、万が一
徘徊があった場合でも探索システムを持ち歩かなければ意味をなさない点から、本事業の有用性を検
討する必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

90 90 90 90 90 90 90 90

90 90 90 90 90 90 90 90

35 35 35 35 35 35 35 35

17 17 17 17 17 17 17 17

21 21 21 21 21 21 21 21

17 17 17 17 17 17 17 17

0

0

0

0

0

0

745

0.10 

745

745

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 配食見守りサービス事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 3 2

根拠法令・個別計画
介護保険法、地域支援事業実施要綱

板倉町高齢者配食見守りサービス事業補助金交付要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

高齢者の食に関する健康管理のための配食サービスを実施し、併せて、高齢者への声かけによ
る安否確認等のための見守りサービスを行う事業者（板倉町社会福祉協議会）に補助金を支給
し、高齢者の自立支援に資することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

月に1回以上の配食サービス及び見守りサービスを行うことのできる事業者に当該事業に要する
費用（食材料費は除く。）について、補助金を交付する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

か所 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

か所 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 55 60 60 60 60 70 70 70

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 56

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

補助対象事業者数

活動指標名 備考

補助対象事業者数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

月１回ではあるが、食事を提供することで、高齢者の見守りを行うことができている。見守りの結果、対象
者に異変が生じている場合には、町と連携し、迅速な支援につながっている。このため事業を継続して
いく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、配食見守り
サービス事業におけるお弁当の配達をみずほ会ではなく、
町社会福祉協議会の職員が実施した。補助金対象となるボ
ランティアみずほ会の活動助成金が発生していないため、
補助金実績が0円となった。令和2年度は、事業費が抑えら
れたことで費用対効果は適正であると考える。

2
毎月、配食サービス後に補助対象事業者である
社会福祉協議会から報告があり、不在者につい
ては早急に安否確認をし、その結果を情報共有
している。そのため達成できていると考える。

配食見守りサービスのお弁当配達ボランティア
不足が懸念されており、事業を継続していくため
には、ボランティアの確保にも重点を置いて取り
組んでいく必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

現在、対象者は65歳以上の独居高齢者又は高齢者夫婦のみの世帯となっているが、新規対象者の申
請は乏しい現状がある。配食ボランティアの確保も検討しながら、より多くのかたに配食できるよう、対象
者の抽出方法を見直し等について社会福祉協議会と検討していく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

62 62 62 62 62 62 62 62

32 32 32 32 32 32 32 32

30 30 30 30 30 30 30 30

24 24 24 24 24 24 24 24

12 12 12 12 12 12 12 12

14 14 14 14 14 14 14 14

12 12 12 12 12 12 12 12

5

5

0

2

1

1

1

372

0.05 

372

377

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 認知症サポーター等養成事業

担当部署 健康介護課　介護高齢係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

5 3 2

根拠法令・個別計画
介護保険法、地域支援事業実施要綱

板倉町認知症サポーター養成事業実施要綱
板倉町高齢者福祉計画

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支援する認知症
サポーター等を養成することにより、認知症の人や家族が安心 して暮らし続けることのできる地域
づくりを推進することを目的とする。 

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

認知症サポーター等養成事業委託料

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

①事業費

需用費

認知症サポーター等養成事業委託料

その他

国庫支出金

県支出金

第1号被保険者保険料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－③高齢者・介護（予防）サービスの充実

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 介護保険特別会計

内容及び実施方法

認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバ ン・メイトを養成するとともに、
地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 50 50 50 50 60 60 60 60

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 20 20 20 20 25 25 25 25

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

認知症サポーター養成講座受講者

活動指標名 備考

認知症サポーター養成講座受講者

成果(KPI)指標名 備考

認知症サポーター活動者

成果(KPI)指標名 備考

認知症サポーター活動者

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

高齢者数の増加に伴い、認知症者数も増加が見込まれ、2025年には高齢者の5人に1人、軽度認知障害（MCI）者
を含めると4人に1人になると推計されている。認知症のかたが地域で暮らし続けるためには、医療・介護サービスの
利用だけでなく、地域の理解やさりげない配慮が必須である。認知症の正しい知識の普及啓発のためにも事業継
続は必要である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

認知症サポーター養成講座は、地域包括支援
センター職員が知識や技術を身に付け講師と
なっている点から、費用は抑えられている。ま
た、認知症の相談窓口であるセンター職員が講
師を担うことで、相談しやすい仕組みづくりにも
繋がる。

2
令和2年度は、認知症サポーター養成講座の出
前講座依頼があったが、新型コロナウイルスの
影響で中止となった。また、養成したサポーター
の活動の場を創設するため、交流会も予定して
いたが実施できず、未達成である。

講座開催時には多いときで50名程度の申込があり、
関心が高い分野である。コロナ禍での開催方法につ
いて検討していく必要がある。
高齢者数の増加に伴い、認知症者数も増加が見込
まれるため、養成したサポーターが認知症当事者を
支援する仕組みづくりを行う必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

年代、職種にとらわれず、本町で生活及び仕事をする全ての人に対し、認知症の正しい知識の普及啓
発を行うため、認知症サポーター養成講座の開催曜日や時間を柔軟に設定する必要がある。また、小
中学校等と連携しながら、子どもサポーターの養成も進めていく必要がある。養成したサポーターにも積
極的に地域で活動してもらうことで、地域で認知症のかたを支える仕組みづくり（チームオレンジ）にも繋
げていきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 78.9 － － － －

満足度 30.3 33.3 － 36.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

37,634 37,634 37,634 37,634 37,634 37,634 37,634 37,634

37,634 37,634 37,634 37,634 37,634 37,634 37,634 37,634

37,634 37,634 37,634 37,634 37,634 37,634 37,634 37,634

34,694 0 0 0 0 0 0 0

34,694

0

34,694 0 0 0 0 0 0 0

223 0 0 0 0 0 0 0

0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

223 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

34,917 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 民間社会福祉活動事業

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 1

根拠法令・個別計画 板倉町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　社会福祉協議会が高齢者や障害者、生活困窮者等社会的弱者に対するきめ細かな社会福祉
サービスを提供するほか、関連団体や関連機関との連携を図り、町民が安心して暮らせるまちづく
りを推進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

社会福祉協議会が行う活動に対して、運営補助金の交付及び適正な運営指導を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 28 28 28 28 29 29 29 29

世帯 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250

世帯 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 28

世帯 4191

世帯 5792

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 77 77 77 77 77 77 77 77

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 72

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

社会福祉協議会実施事業数

社会福祉協議会加入世帯数

世帯数

活動指標名 備考

社会福祉協議会実施事業数

社会福祉協議会加入世帯数

世帯数

成果(KPI)指標名 備考

社会福祉協議会加入世帯加入率

成果(KPI)指標名 備考

社会福祉協議会加入世帯加入率

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

地域福祉の核となるべく、社会的弱者への福祉サービスを後退させないため、協議会の業務依頼及び
補助を維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

依頼業務量から補助額は妥当である。

2
依頼業務も増えているなかで、法人運営につい
て事業収支の改善に取り組み、補助金の適正
化に努めている。

職員体制及び育成。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

職員体制の充実及び育成を図っていく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

350 350 350 350 350 350 350 350

350 350 350 350 350 350 350 350

350 350 350 350 350 350 350 350

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート　　　

事務事業名 福祉まつり

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 1

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　全町民を対象に、高齢者福祉、障害者福祉、地域福祉、児童福祉等を広く周知し、福祉に対す
る町民の理解を求めることを目的とする。　

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　全町民を対象に、高齢者福祉、障害者福祉、地域福祉、児童福祉等に関係した展示や実演、
また、来場者が楽しめる余興やバザー等により福祉への理解を深める。地域活動支援センター利
用者の模擬店出店などにより、地域との交流を促進する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

企画 21 21 21 21 21 21 21 21

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

企画 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,350 1,350 1,350 1,350 1,450 1,450 1,450 1,450

％ 9 9 9 9 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

％ 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

企画数

活動指標名 備考

企画数

成果(KPI)指標名 備考

来場者数

町民数に対する来場者割合

成果(KPI)指標名 備考

来場者数

町民数に対する来場者割合

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

広く町民に社会福祉への関心を持ってもらうべく、維持継続をする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

2
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

　板倉音頭等のイベントを継続し、式典や抽選
の時間を変えるなど、次年度以降もスケジュー
ルの工夫などを検討。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

当日のスケジュールおよびスタッフ配置などの内容の改善を加え、多くの来場者を迎えるようにする。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,916 2,916 3,456 2,916 2,916 3,456 2,916 2,916

25 25 295 25 25 295 25 25

50 50 50 50 50 50 50 50

2,841 2,841 2,841 2,841 2,841 2,841 2,841 2,841

270 270

2,916 2,916 3,456 2,916 2,916 3,456 2,916 2,916

2,115 0 0 0 0 0 0 0

25

0

2,090

0

2,115 0 0 0 0 0 0 0

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

5,839 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 民生委員児童委員活動推進

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 1

根拠法令・個別計画 民生委員法、同施行令

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　町民が安心して暮らしていくため、地域の相談相手としての役割を担っていただき、町民の福祉
増進を図ることを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

有料道路代

負担金・補助金

報酬 推薦委員報酬(3年ごと)

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

有料道路代

負担金・補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　民生委員は、厚生労働大臣の委嘱を受けて地域に暮らす方々に対する援護活動や相談・助言
活動など、社会奉仕の精神をもって地域社会の福祉向上に向けたさまざまな取り組みを行ってい
ます。町は民生委員法に基づき組織された民生委員児童委員協議会に対し各種調査等の依頼
をするとともに、協議会の活動に対し指導、助言、支援等を行っています。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 36 36 36 36 36 36 36 36

件 3,500 3500 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

回 12 12 12 12 12 12 12 12

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 36

件 3,012

回 6

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 90 90 90 90 90 90 90 90

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 67

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

民生委員・児童委員数

委員の延べ活動件数

協議会開催数

活動指標名 備考

民生委員・児童委員数

委員の延べ活動件数

協議会開催数

成果(KPI)指標名 備考

委員一人あたりの活動件数

成果(KPI)指標名 備考

委員一人あたりの活動件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

国、県からの各種調査依頼も多く、処遇困難ケースも増えているため、研修や委員間の情報交換などを
充実させ、対応していく必要があり維持継続する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

地域住民の福祉の向上に向け、各種研修等へ
の参加も行い、予算状況は適当である。

2
様々な処遇困難ケースへの継続的な対応や、
普段からの地域の福祉への貢献により、地道な
活動であるが、なくてはならない存在である。

ケース対応など、精神的・時間的にも負担が大
きく、任期更新される方が減っている。一斉改選
であり、委員の更新を推進したい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

委員の研修、情報交換、社会福祉協議会との連携などを充実させ、町の社会福祉の向上を図っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

300 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300 300 300

300 0 0 0 0 0 0 0

300

0

300 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

374 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 歳末たすけあい運動

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
1．貧困をなくそう　
　あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 1

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　新年を迎える時期に支援を必要とする人たちが、地域で安心して暮らすことができるよう町民の
理解を得て福祉活動を展開する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町と社会福祉協議会及び共同募金会の共催で歳末たすけあい運動実行委員会を組織し、ひと
り暮らし高齢者、要介護者、障害者世帯、施設入所者等、支援を必要とするかたがたに対し、義
援金や日用品を配分する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

世帯 320 320 320 320 325 325 325 325

件 320 320 320 320 325 325 325 325

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

世帯 294

件 303

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 97

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

配分世帯数

申請件数

活動指標名 備考

配分世帯数

申請件数

成果(KPI)指標名 備考

配分決定率

成果(KPI)指標名 備考

配分決定率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

生活困窮者が年末年始を安心して暮らすことができるよう、地域全体で支援するため維持継続していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

予算に対して、質の高い事業となった。

2
日用品の配分をはじめ、町民皆様の温かい好
意により成り立っている。地域で支えあう福祉と
しての意味は大きい。

対象者が増加していること、年齢が高くなってい
ることから、必要な方が、もれなく申請できること
が課題。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

対象となる方に役立つ日用品等の配分の充実及び配分方法の検討、また緊急対応準備金の使い道を
検討していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

231 231 231 231 231 231 231 231

54 54 54 54 54 54 54 54

177 177 177 177 177 177 177 177

161 161 161 161 161 161 161 161

70 70 70 70 70 70 70 70

124 0 0 0 0 0 0 0

36

88

0

62

62 0 0 0 0 0 0 0

819 0 0 0 0 0 0 0

0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

819 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

943 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 自殺対策強化事業

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 1

根拠法令・個別計画
自殺対策基本法

地域自殺対策強化事業実施要綱（厚生労働省）
いのちを支える板倉町自殺対策行動計画

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

自殺予防や命の大切さについて意識の向上と理解を深め、ゲートキーパーとしての役割を認識し
てもらう。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金 自殺対策強化事業費補助金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

地域住民と密接に関わりのある民生委員や行政区長をはじめ、多くの方々へ自殺の現状とゲート
キーパーとしての役割について理解を深めてもらうほか、住民自らが、自殺に傾いた人を支援す
る、未然に防ぐ意識を持つよう、啓発品を配布する。
また、こころの健康相談事業を自殺対策としても活用し、当事者や家族等のこころのケアを行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3 3 3 3 3 3 3 3

回 1 1 1 1 1 1 1 1

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

回 0

回 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1 1 1 1 1 1 1 1

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

相談回数

ネットワーク協議会開催数

啓発活動回数

活動指標名 備考

相談回数

ネットワーク協議会開催数

啓発活動回数

成果(KPI)指標名 備考

年間自殺者数

未遂者等ケース対応率

成果(KPI)指標名 備考

年間自殺者数

未遂者等ケース対応率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

多くのかたに自殺予防に関する知識を普及啓発することが自殺予防につながることから、維持継続す
る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

最低限の予算で普及できている。

2
普及啓発物品を毎戸配布することで、相談窓口
を周知することができた。新型コロナウイルスで
ゲートキーパー養成講習会を開催することがで
きなかった。

より多くのかたに自殺予防に関する知識の普及
が必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

講習会は継続し、身近なゲートキーパーを養成するとともに、多くのかたに自殺予防に関する知識を普
及啓発するための広報を展開する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

223



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

136 136 136 136 136 136 136 136

4 4 4 4 4 4 4 4

35 35 35 35 35 35 35 35

97 97 97 97 97 97 97 97

136 136 136 136 136 136 136 136

45 0 0 0 0 0 0 0

0

0

45

0

45 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

790 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 更生保護活動事業

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 1

根拠法令・個別計画 板倉町保護司会活動費補助金交付要綱、板倉町更生保護女性会活動費補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

犯罪や非行の予防及び犯罪や非行をした人の立ち直りの支援により、犯罪や非行のない明るい
社会を築く。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

犯罪に陥らないための啓発活動を行ったり、犯罪や非行をした人の立ち直りを支えることにより、
犯罪や非行のない明るい社会を築くために活動している保護司会、更生保護女性会に対して補
助金を交付するほか、その活動の支援を行い、犯罪や非行のない明るい社会を目指す。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

224



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 24 24 24 24 24 24 24 24

件 3 3 3 3 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 27

件 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 27 27 27 27 27 27 27 27

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 18

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

保護司・更生保護女性会員の人数

啓発活動件数

活動指標名 備考

保護司・更生保護女性会員の人数

啓発活動件数

成果(KPI)指標名 備考

保護司・更生保護女性会員の主な行事参加日数

成果(KPI)指標名 備考

保護司・更生保護女性会員の主な行事参加日数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　青少年の健全育成と犯罪を犯した人の更生のため、保護司、更生保護女性会の活動を支援していく
ため、維持継続としたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

活動に対する対価としては低く、ボランティアとし
ての活動となっている。

2
行事参加のみならず、個々のケースへの対応や
各種研修など、社会浄化のための活動範囲は
広く活躍いただいている。

保護司の定年への対応や更生保護女性会員の
なりて不足。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　青少年の健全育成と犯罪を犯した人の更生のため、保護司、更生保護女性会の活動を支援していく
ため、維持継続としたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

225



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

23,207 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300

23,207 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300

23,207 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300

22,426 0 0 0 0 0 0 0

22,426

22,426 0 0 0 0 0 0 0

223 0 0 0 0 0 0 0

0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

223 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

22,649 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 老人福祉センター管理運営

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画
老人福祉法

板倉町総合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例、同施行規則

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

高齢者の健康増進を図り、明るく生きがいのある生活を送れるよう、指定管理により施設の充実を
図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

高齢者が健康で明るく過ごせる場として、利用者のニーズに沿った施設づくりをし、住民に親しま
れる施設として適正な維持管理を行う。高齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、心の通う
社会づくりのため、クラブ活動などを支援する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

226



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 240 240 240 240 240 240 240 240

人 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500

人 5850 5850 5850 5850 5800 5800 5800 5800

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 191

人 6549

人 6549

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 70 70 70 70 70 70 70 70

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 34

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

年間開館日数

利用者数

高齢者（６０歳以上）数

活動指標名 備考

年間開館日数

利用者数

高齢者（６０歳以上）数

成果(KPI)指標名 備考

開館日1日あたりの利用者数

成果(KPI)指標名 備考

開館日1日あたりの利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

指定管理者への運営管理を引き続き行い、施設の老朽化に伴う必要な改修等を計画的に進めるため、
維持継続をしていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

利用者が増えつつあり、管理運営に対する予算
は適当である

2
新型コロナウイルスのため町内のかた限定で浴
室及びトレーニング室のみの利用ではあった
が、多くのかたに利用していただき、利用者の満
足度が伺える

施設の老朽化への対応

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

指定管理者への運営管理を引き続き行い、施設の老朽化に伴う必要な改修等を計画的に進めるため、
維持継続をしていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

227



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5,000 0 0 0 0 0 0 0

5,000

5,000 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

5,074 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 シルバー人材センター補助事業

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

款 項 目

3 1 2

根拠法令・個別計画 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、板倉町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

高齢者（シルバー人材センター会員）の生きがい対策及び社会参加の推進を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

高齢者が臨時的かつ短期的な就業を通じて、自己の労働能力を生かし、自らの生きがいの充実
や社会参加の希望をかなえ、高齢者自身の能力を活用した地域社会づくりを推進する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

228



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 175 180 180 180 180 180 180 180

件 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450

千円 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 173

件 2410

千円 117764

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 14 14 14 14 14 14 14 14

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 14

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

会員数

受注件数

受注額

活動指標名 備考

会員数

受注件数

受注額

成果(KPI)指標名 備考

1人あたりの受注件数

成果(KPI)指標名 備考

1人あたりの受注件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

高齢者の生きがい対策としての事業の運営補助として、維持継続をしていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

運営の補助として妥当である。

2
受注額および工賃も順調にのび、会員だけでな
く、仕事を依頼するかたの満足度も上がってい
る。

受注の増加に対して、会員数が不足することが
ある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

会員を増やすためのピーアールなどを指導支援し、健康な高齢者の増加を図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

18,366 18,366 18,366 18,366 18,366 18,366 18,366 18,366

6 6 6 6 6 6 6 6

18,360 18,360 18,360 18,360 18,360 18,360 18,360 18,360

9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180 9,180

4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 4,590

4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596

8,727 0 0 0 0 0 0 0

4

8,723

0

4,361

2,181

2,185 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

10,216 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 更生医療費給付

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 障害者総合支援法

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

１８歳以上の身体障害者手帳をお持ちのかたで、障がいの程度を軽くしたり、残された機能を回復
することを目的とした手術や継続した治療を受ける場合に、必要な医療費を助成し、受診者本人
の負担を軽減する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

保険診療の自己負担のうち、１割（月額上限あり）を受診者が支払い、残りの医療費を扶助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

230



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 10 10 10 10 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 13

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 10 10 10 10 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 13

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

申請件数

活動指標名 備考

申請件数

成果(KPI)指標名 備考

給付件数

成果(KPI)指標名 備考

給付件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

障害者総合支援法に基づく事業であり、助成することで受診者本人の自己負担が軽減できているので、
維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

治療に必要な医療費を助成することで、受診者
本人の自己負担が軽減できた。

2
受診者本人の負担軽減が図れていることから、
概ね達成できている。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も、制度の案内を継続し医療費の助成を行うことで、自己負担が軽減できるようにする。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

310 310 310 310 310 310 310 310

1 1 1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9 9 9

300 300 300 300 300 300 300 300

150 150 150 150 150 150 150 150

75 75 75 75 75 75 75 75

85 85 85 85 85 85 85 85

80 0 0 0 0 0 0 0

2

72

6

0

35

17

28 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

452 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 育成医療費給付

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

１８歳未満の児童で、手術などで確実な治療効果が期待できる場合に該当する。障害の程度を軽
くしたり、残された機能を回復することができるような医療を受けさせるための医療費を助成し、受
診者の負担を軽減する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

委託料

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

扶助費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

保険診療の自己負担のうち、１割（月額上限あり）を受診者が支払い、残りの医療費を扶助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 2

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

申請件数

活動指標名 備考

申請件数

成果(KPI)指標名 備考

給付件数

成果(KPI)指標名 備考

給付件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

障害者総合支援法に基づく事業であり、助成することで受診者本人の自己負担が軽減できているので、
維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

治療に必要な医療費を助成することで、受診者
本人の自己負担が軽減できた。

2
受診者本人の負担軽減が図れていることから、
概ね達成できている。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も、制度の案内を継続し医療費の助成を行うことで、自己負担が軽減できるようにする。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

2 2 2 2 2 2 2 2

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

650 650 650 650 650 650 650 650

325 325 325 325 325 325 325 325

327 327 327 327 327 327 327 327

994 0 0 0 0 0 0 0

1

993

0

496

248

250 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,366 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 療養介護医療費給付

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

常時介護を必要とする障害者に対して病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、
医学的管理のうち、医療に係るものに対して、医療費の一部を助成し、受診者の負担の軽減を図
る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

保険診療の自己負担のうち、１割（月額上限あり）及び食事療養費標準負担額を受診者が支払
い、残りの医療費を扶助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 1 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

申請件数

活動指標名 備考

申請件数

成果(KPI)指標名 備考

給付件数

成果(KPI)指標名 備考

給付件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

障害者総合支援法に基づく事業であり、助成することで受診者本人の自己負担が軽減できているので、
維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

治療に必要な医療費を助成することで、受診者
本人の自己負担が軽減できた。

2
受診者本人の負担軽減が図れていることから、
概ね達成できている。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も、制度の案内を継続し医療費の助成を行うことで、自己負担が軽減できるようにする。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061

245 245 245 245 245 245 245 245

27 27 27 27 27 27 27 27

210 210 210 210 210 210 210 210

1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579

2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061

1,896 0 0 0 0 0 0 0

147

27

210

1,512

0

1,896 0 0 0 0 0 0 0

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,013 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 障害支援区分認定等

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）の支給を決定するため、心身の状況を総合的にあら
わす「支援区分」を認定するための事業。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　ご本人の状況を直接調査する認定調査、主治医による医師意見書により、館林他５町により障
害支援区分認定審査会を共同設置し、公平公正な審査により、サービスを適正に支給するため
の支援区分を決定する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 32 32 32 32 32 32 32 32

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 27

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 0 0 0 0 0 0 0 0

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 0

％ 100

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

審査件数

活動指標名 備考

審査件数

成果(KPI)指標名 備考

不服申立て件数

認定件数／申請件数

成果(KPI)指標名 備考

不服申立て件数

認定件数／申請件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

福祉サービス利用に必要な事業であるため、維持継続が必要である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

必要な認定業務において、認定審査依頼件数
の増加による負担金の増加等あるが、他市町と
の共同実施の部分の負担割りは妥当である。

2
事前の準備から、滞りなく該当者の認定業務が
遂行できた。

認定時期の平準化。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

新規申請者について、認定時期が重ならないような進め方に改善していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

44,283 44,283 44,283 44,283 44,283 44,283 44,283 44,283

202 202 202 202 202 202 202 202

38,751 38,751 38,751 38,751 38,751 38,751 38,751 38,751

1,898 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898

3,432 3,432 3,432 3,432 3,432 3,432 3,432 3,432

9,010 9,010 9,010 9,010 9,010 9,010 9,010 9,010

4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629

30,644 30,644 30,644 30,644 30,644 30,644 30,644 30,644

38,410 0 0 0 0 0 0 0

1

35,400

38

2,971

0

5,588

32,822 0 0 0 0 0 0 0

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

40,644 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 地域生活支援

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）、

板倉町障害者生産活動センター運営要綱

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施することに
よって障害者の福祉の増進を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

委託料

負担金、補助及び交付金

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

委託料

負担金、補助及び交付金

扶助費

その他

地域生活支援事業補助金（国庫）

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　訪問入浴、意思疎通支援（手話通訳者派遣、要約筆記者派遣）、移動支援、相談支援、日中一
時支援（サービスステーション、施設利用、登録介護者）、手話奉仕員養成研修事業等を実施し、
必要なかたへサービスを提供する（事業者委託による）。
また、日常生活用具（ストマ、紙おむつ等）や成年後見制度利用にかかる費用を扶助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 8 8 8 8 8 8 8 8

件 56 56 56 56 56 56 56 56

件 105 105 105 105 105 105 105 105

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 4

件 62

件 31

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

千円 2268 2268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268

千円 378 378 378 378 378 378 378 378

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

千円 2727

千円 117

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

手話通訳者派遣申請件数

日常生活用具給付申請件数

日中一時支援利用件数

活動指標名 備考

手話通訳者派遣申請件数

日常生活用具給付申請件数

日中一時支援利用件数

成果(KPI)指標名 備考

派遣件数／申請件数

日常生活用具給付公費負担額

日中一時支援事業公費負担額

成果(KPI)指標名 備考

派遣件数／申請件数

日常生活用具給付公費負担額

日中一時支援事業公費負担額

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令に基づき、実施している事業であり、維持継続する必要があるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

サービスの利用決定を行ったかたへ、適切な利
用扶助を行うことができた。

2
事業の目的が達成できるよう、関係機関とも連携
し、支援を行うことができた。

対象増による公費負担増が予想される。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

サービスを必要とするかたの状況を見極め、適切な事業実施に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

383 383 383 383 383 383 383 383

383 383 383 383 383 383 383 383

383 383 383 383 383 383 383 383

331 0 0 0 0 0 0 0

331

0

331 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

703 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 在宅障害児（者）福祉補助事業

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 板倉町補助金等の交付に関する規則

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

障害福祉団体に負担金や補助金を交付することにより、団体の目的遂行に寄与し、障害児（者）
の福祉サービスの向上を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

板倉町の障害児(者)が利用する障害福祉サービスを実施している障害福祉団体(群馬県難病連
絡協議会、館林邑楽歯科医師会)に対し、負担金や補助金を交付する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 3 3 3 3 3 3 3 3

人 727 727 727 727 727 727 727 727

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 2

人

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 2

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

補助金申請件数

障害者手帳所持者数

活動指標名 備考

補助金申請件数

障害者手帳所持者数

0

成果(KPI)指標名 備考

補助金交付決定数

成果(KPI)指標名 備考

補助金交付決定数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

団体の目的遂行およびそれによる福祉の向上を図るため、継続していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

サービスの維持のために必要最低限の補助であ

2
必要なかたがサービスを受けることができた。

サービスの周知を強化する必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

団体の目的遂行およびそれによる福祉の向上を図るため、継続していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

241



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

200 200 200 200 200 200 200 200

200 200 200 200 200 200 200 200

200 200 200 200 200 200 200 200

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 障害児（者）緊急一時保護事業

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 障害者緊急一時保護事業実施要綱制定予定

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

障害をもつかたの介護者が何らかの理由により急に不在となった場合、ご本人の安心安全な生活
の確保のため、施設等を利用し一時的に保護する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

障害者支援施設又はそれ以外の施設等において緊急的に対応できる体制を整え、障害者等を
一時的に保護する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

該当件数

活動指標名 備考

該当件数

成果(KPI)指標名 備考

利用数／該当数

成果(KPI)指標名 備考

利用数／該当数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

緊急時に備え、維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

実績なし

2
実績なし

実績なし

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

対象となり得るかたや近隣の状況等を見極め、適切な事業実施に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

324 324 324 324 324 324 324 324

144 144 144 144 144 144 144 144

180 180 180 180 180 180 180 180

324 324 324 324 324 324 324 324

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 重症心身障害者等短期入所助成事業

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

医療的ケアが必要な重症心身障害者等の短期入所の場を確保する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

委託料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

医療事務組合の病院での短期入所事業を利用するにあたり、入院費や介護人確保における介護
報酬等の差額について助成することにより、事業運営を補助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

申請者数

活動指標名 備考

申請者数

成果(KPI)指標名 備考

交付決定数

成果(KPI)指標名 備考

交付決定数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

申請に備え、維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

実績なし

2
実績なし

実績なし

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

対象者や近隣の状況等を見極め、適切な事業実施に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

11,418 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

11,418 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

11,418 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

11,264 0 0 0 0 0 0 0

11,264

0

3,380

7,884 0 0 0 0 0 0 0

521 0 0 0 0 0 0 0

0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

521 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

11,785 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 障害者デイサービスセンター管理運営

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 板倉町障害者デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、同施行規則

実施運営方法 全部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　既存の通所等施設への通所が困難な重度心身障害児（者）等が在宅で安定した日常生活を送
れるよう、通所利用による訓練を支援するとともに、介護する家族等の負担を軽減する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金 知的障害者総合福祉推進事業補助金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　重度心身障害児（者）に対し、日常訓練や機能訓練、養護等の他、社会との交流の促進を図り、
安定した日常を送れるよう、障害者デイサービスセンターを設置運営（指定管理委託）する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 240 240 240 240 240 240 240 240

人 580 580 580 580 580 580 580 580

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 243

人 546

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2.2

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

年間開設日数

年間延べ利用者数

活動指標名 備考

年間開設日数

年間延べ利用者数

0

成果(KPI)指標名 備考

1日あたりの利用者数

成果(KPI)指標名 備考

1日あたりの利用者数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　重度心身障害児（者）等にたいする日常訓練や機能訓練の場、社会参加の機会とし、地域で安定した
日常を送れる施策として必要であり、維持継続とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

指定管理により、直営よりもコストダウンしている。

2
他に受け入れ先のない、あるいは、他の機関に
適さない対象者に、きめ細やかなサービスの提
供が図れた。

施設管理およびサービスの質の向上。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　指定管理者として適切な運営に努め、対象者に合わせた施設の改修や小規模でのサービスの質につ
いての検討を行っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

500 500 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500

30 30 30 30 30 30 30 30

470 470 470 470 470 470 470 470

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

149 0 0 0 0 0 0 0

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

149 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

149 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 障害者（児）住宅改造費補助

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画
板倉町重度身体障害者（児）住宅改造費補助要綱

群馬県補助金等に関する規則、重度身体障害者（児）住宅改造費補助要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

上肢、下肢、体幹又は視覚に重度の障害を有する在宅の障害者に対し、住宅改造費用を給付す
ることで、住環境の改善による自立の支援を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とす
る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

在宅での生活を支援するために、県のアドバイザーによる現地確認などの支援を行い、補助要綱
により50万円を限度に助成する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

相談件数

活動指標名 備考

相談件数

成果(KPI)指標名 備考

給付件数

成果(KPI)指標名 備考

給付件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

対象者の負担軽減に必要であるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

実績なし

2
実績なし

実績なし

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

継続して事業の周知を周知していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

249



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

852 852 852 852 852 852 852 852

468 468 468 468 468 468 468 468

384 384 384 384 384 384 384 384

426 426 426 426 426 426 426 426

426 426 426 426 426 426 426 426

503 0 0 0 0 0 0 0

503

0

243

260 0 0 0 0 0 0 0

223 0 0 0 0 0 0 0

0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

223 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

726 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 腎臓機能障害者等通院交通費補助

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画
板倉町腎臓機能障害者等通院交通費補助要綱

群馬県腎臓機能障害者等通院費補助要綱

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

腎臓又は小腸の機能に障害を有する者が、医療機関へ人工透析療法又は、中心静脈栄養療法
もしくは経腸栄養法による医療の給付を受けるために通院した場合、その医療機関への通院に要
した交通費の一部を補助することにより、腎機能等に障害のあるかたの経済的負担を軽減する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

2km-25km未満

25km-75km未満

その他

県支出金

一般財源

①事業費

補助金 2km-25km未満237

25km-75km未満265

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

該当する身体障害者手帳をお持ちのかたに対し、申請を案内し、通院に係る距離に応じた額を
交通費として助成する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

250



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 13 13 13 13 13 13 13 13

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 15

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 13 13 13 13 13 13 13 13

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 15

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

申請件数

活動指標名 備考

申請件数

成果(KPI)指標名 備考

支給件数

成果(KPI)指標名 備考

支給件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

腎機能等に障害のあるかたの経済的負担を軽減できるため、継続維持をしていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

対象者の負担軽減の一助になっている。

2
適正な支給ができた。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も、制度の案内を継続し、経済的負担を軽減できるようにする。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

251



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960

3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960

3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960

3,699 0 0 0 0 0 0 0

3,699

0

3,699 0 0 0 0 0 0 0

298 0 0 0 0 0 0 0

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

298 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,997 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 特定医療費（指定難病）受給者等見舞金支給事業

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 特定疾患患者等見舞金支給要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

特定疾患（治療法の確立していない難病）患者等に見舞金を支給し、患者と家族の福祉の向上を
図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

特定医療費受給者または小児慢性特定医療費受給者に対し、承認期間に応じて月額3,000円の
見舞金を支給する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

252



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 185 185 185 185 185 185 185 185

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 197

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 185 185 185 185 185 185 185 185

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 197

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

申請件数

活動指標名 備考

申請件数

成果(KPI)指標名 備考

支給件数

成果(KPI)指標名 備考

支給件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

対象者の負担軽減の軸とするため必要であるので、維持継続をしていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

対象者の負担軽減の一助になっている。

2
適正な支給ができた。

対象増による公費負担増が予想される。

評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

近隣市町の支給状況を見ながら、内容検討していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

253



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

120 120 120 120 120 120 120 120

120 120 120 120 120 120 120 120

60 60 60 60 60 60 60 60

60 60 60 60 60 60 60 60

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 要医療重症心身障害児（者）訪問介護支援事業

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 要医療重症心身障害児（者）訪問看護支援事業実施要綱（県）

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

長時間の訪問看護を実施することにより、介護する家族の精神的及び経済的負担の軽減を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

在宅で医療的ケア（経管栄養、吸引、吸入等）の必要な重症心身障害児（者）を介護する家庭に
対して、長時間の訪問看護を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

254



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

申請者数

活動指標名 備考

申請者数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

対象者の負担軽減に必要であるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

実績なし

2
実績なし

実績なし

評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

制度の案内等をさらに周知していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

255



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

244,815 244,815 244,815 244,815 244,815 244,815 244,815 244,815

200 200 200 200 200 200 200 200

244,505 244,505 244,505 244,505 244,505 244,505 244,505 244,505

110 110 110 110 110 110 110 110

122,152 122,152 122,152 122,152 122,152 122,152 122,152 122,152

61,226 61,226 61,226 61,226 61,226 61,226 61,226 61,226

61,437 61,437 61,437 61,437 61,437 61,437 61,437 61,437

232,747 0 0 0 0 0 0 0

192

110

232,445

0

122,153

61,076

2,216

47,302 0 0 0 0 0 0 0

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

235,353 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 障害介護給付費

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

介護給付は障害のあるかたが可能な限り、自立して地域で生活できるように支援する。
訓練等給付は障害のあるかたが、地域の中で生活できるよう、訓練を提供する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

扶助費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

扶助費

委託料

その他

国庫支出金 障害者自立支援給付費負担金

県支出金 障害者自立支援給付費負担金

雑入 指定障害福祉サービス給付費返還金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

【介護給付】居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、療養介護、生活介護、
施設入所支援　等
【訓練等給付】自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A型・
B型、共同生活援助（グループホーム）　等

利用者の状況により、適切なサービスが利用できるよう支援し、利用費の９割を公費で扶助する
（所得に応じ個人負担額の上限あり）。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

256



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 97 97 97 97 97 97 97 97

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 86

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 97 97 97 97 97 97 97 97

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 86

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

自立支援給付申請件数

活動指標名 備考

自立支援給付申請件数

成果(KPI)指標名 備考

自立支援給付決定件数

成果(KPI)指標名 備考

自立支援給付決定件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令に基づき、実施している事業であり、維持継続する必要があるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

サービスの利用決定を行ったかたへ、適切な利
用扶助を行うことができた。

2
事業の目的が達成できるよう、関係機関とも連携
し、支援を行うことができた。

対象増による公費負担増が予想される。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

サービスを必要とするかたの状況を見極め、適切な事業実施に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

31,074 31,074 31,074 31,074 31,074 31,074 31,074 31,074

49 49 49 49 49 49 49 49

0 0 0 0 0 0 0 0

31,025 31,025 31,025 31,025 31,025 31,025 31,025 31,025

15,512 15,512 15,512 15,512 15,512 15,512 15,512 15,512

7,756 7,756 7,756 7,756 7,756 7,756 7,756 7,756

7,806 7,806 7,806 7,806 7,806 7,806 7,806 7,806

25,947 0 0 0 0 0 0 0

42

25,905

0

15,513

7,724

2,710 0 0 0 0 0 0 0

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

27,064 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 障害児給付費

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

3 1 3

根拠法令・個別計画 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）、児童福祉法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

療育が必要な児童に対して、集団的・個別的訓練等を受ける機会を設け、自立支援することを目
的とする事業。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

委託料

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

委託料

扶助費

その他

国庫支出金 障害児入所給付費等国庫負担金

県支出金 障害児入所給付費等県費負担金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

【種類】
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育
所等訪問支援。

利用者（保護者）の状況により、適切なサービスが利用できるよう支援し、利用費の９割を公費で扶
助する（所得に応じ個人負担の上限あり）。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 17 17 17 17 17 17 17 17

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 20

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 17 17 17 17 17 17 17 17

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 20

0

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

申請数

活動指標名 備考

申請数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

支給決定数

成果(KPI)指標名 備考

支給決定数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令に基づき、実施している事業であり、維持継続する必要があるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

サービスの利用決定を行ったかたへ、適切な利
用扶助を行うことができた。

2
事業の目的が達成できるよう、関係機関とも連携
し、支援を行うことができた。

対象増による公費負担増が予想される。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

サービスを必要とするかたの状況を見極め、適切な事業実施に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

240 240 240 240 240 240 240 240

240 240 240 240 240 240 240 240

240 240 240 240 240 240 240 240

70 0 0 0 0 0 0 0

70

0

70 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

144 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 災害見舞金支給事業

担当部署 福祉課　社会福祉係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

3 4 1

根拠法令・個別計画 板倉町災害見舞金支給に関する規則

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

非常災害に際し、町民が受けた家屋の被害並びに被災した個人に対して町が見舞金を支給し、
もって再興に資することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
２【健康福祉】 生涯にわたっていきいきと生活できるまち　
２－④地域福祉の推進

総合戦略
４　地域づくり　
２．災害対策の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

居宅被害の場合
全焼、流失については５万円及び居住する被害者１人について１万円
全潰、半焼、半失については３万円及び居住する１人について５千円
半潰、床上浸水については１万円及び居住する被害者１人について２千円
付属家の場合
全潰、流失については２万円
半潰、半焼、半失については１万円の見舞金を支給する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

罹災状況報告件数

活動指標名 備考

罹災状況報告件数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

見舞金支給件数

成果(KPI)指標名 備考

見舞金支給件数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

被災したかたに対して町が見舞金を支給することで、再興に資することになるため維持継続する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

被災したかたの再興に資することができた。

2
対象者に対して、適正に見舞金を支給すること
ができた。

現在の実施方法が妥当である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

被災したかたの再興に資することになるため、今後も事業を維持継続していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.7 － － － －

満足度 26.7 29.7 － 32.7 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 0 0 0 0 0 0 0

2,000

0

2,000 0 0 0 0 0 0 0

372 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,372 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 町内主要排水路清掃事業

担当部署 産業振興課　農村整備係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

9．産業と技術革新の基盤をつくろう　
　強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術
革新の拡大を図る

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

農業用水路等の機能維持を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

邑楽土地改良区と連携し、主要水路を定期的に巡回し、地域での清掃などが困難な箇所について
機械等を利用し、浚渫作業等を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 4

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

清掃作業実施箇所数

活動指標名 備考

清掃作業実施箇所数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

年度ごとの排水機能回復率

成果(KPI)指標名 備考

年度ごとの排水機能回復率

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

邑楽土地改良区と協議し、清掃等が必要な場所を選択して実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

農業者の減少、高齢化などから地域での除草管
理ができなくなりつつある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

邑楽土地改良区と調整を図り、緊急性の高い箇所から実施する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

27,097 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547

275 275 275 275 275 275 275 275

50 50 50 50 50 50 50 50

222 222 222 222 222 222 222 222

24,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2,050 0 0 0 0 0 0 0

27,097 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547

11,850 0 0 0 0 0 0 0

180

6

185

10,584

895

11,850 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

12,595 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 町単独土地改良事業

担当部署 産業振興課　農村整備係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

9．産業と技術革新の基盤をつくろう　
　強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術
革新の拡大を図る

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画 土地改良事業積算基準

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

農業用道水路などに支障が発生した場合、迅速な措置を行う。農業経営の安定化と地域農業の安
定化を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

関係農家などから緊急的な要請があった場合、補修工事を行うなど柔軟かつ早急に対応する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

数 2 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

数 2

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

補修・改修箇所

活動指標名 備考

補修・改修箇所

0

0

成果(KPI)指標名 備考

補修・改修対応率

成果(KPI)指標名 備考

補修・改修対応率

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

緊急的な補修及び改修が必要とされる工事であるため、維持継続していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

緊急的に補修及び改修が必要とされる工事費用
であり、常時、老朽箇所や危険箇所の把握が必
要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

緊急的な工事等に対応するため、今後も必要性が高く、維持継続していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

22,825 28,300 39,527 5,805 16,750 0 0 0

22,500 27,800 39,052 5,474 0

325 500 475 331 16,750

18,000

4,825 28,300 39,527 5,805 16,750 0 0 0

17,669 0 0 0 0 0 0 0

17,344

325

0

14,400

3,269 0 0 0 0 0 0 0

8,193 0 0 0 0 0 0 0

0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6,330 0 0 0 0 0 0 0

0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,863 0 0 0 0 0 0 0

25,862 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 県営五箇谷地区ほ場整備事業

担当部署 産業振興課　農村整備係 事業期間 R2 R6

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

9．産業と技術革新の基盤をつくろう　
　強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術
革新の拡大を図る

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画 土地改良法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

県営土地改良事業を支援することを通じて、当該地域の農業振興を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

①事業費

負担金

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

県営土地改良事業負担金の負担、五箇谷土地改良区への補助金交付及び五箇谷土地改良区事
務局を担う。事務局を担うことで、五箇谷土地改良区と協力し、県営土地改良事業の円滑な推進を
支援する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 10 10 10 10 5 - - -

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 20

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 98 98 99 100 100 - - -

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 98

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

会議及び説明会開催数

活動指標名 備考

会議及び説明会開催数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

事業への参加同意率

成果(KPI)指標名 備考

事業への参加同意率

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

地域農業の維持発展のため、五箇谷土地改良区及び県と協力して、事業を推進する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

未同意者の解消、地元負担金の軽減、農地集積。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

未同意者の解消及び地元負担金軽減のための農地集積率の向上など、課題の解決を図っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

11,500

11,500

3,450

4,100

3,950

11,500

11,500

3,450

4,100

3,950

745

0.10 

745

12,245

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 県営頭沼地区水路整備事業

担当部署 産業振興課　農村整備係 事業期間 R2 R2

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

9．産業と技術革新の基盤をつくろう　
　強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術
革新の拡大を図る

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画

実施運営方法 全部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

住宅開発等による雨水の流出増加や、既設土水路の法面崩落等に伴う用排水機能の低下により、
農地等への湛水被害が発生しているため、用排水路整備を実施し、農地等への湛水被害を軽減
することにより、農業経営の安定化を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

邑楽土地改良区負担金

地方債

一般財源

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

邑楽土地改良区負担金

地方債

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

県営事業であるため、県が実施する整備に対し負担する。（国50%、県25%、地元25%地元負担のう
ち板倉町17.5%、邑楽土地改良区7.5%）

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｍ 90 － － － － － － －

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｍ 128

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｍ 90 － － － － － － －

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｍ 128

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

計画延長

活動指標名 備考

計画延長

成果(KPI)指標名 備考

実施延長

成果(KPI)指標名 備考

実施延長

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

終了

令和２年度にて事業が完了した。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

269



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

25,748 20,748 19,019

25,748 20,748 19,019

10,600

15,148 20,748 19,019

24,954

24,954

13,300

11,654

745

0.10 

745

25,699

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 県営城沼水路地区整備事業

担当部署 産業振興課　農村整備係 事業期間 R2 R4

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

9．産業と技術革新の基盤をつくろう　
　強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術
革新の拡大を図る

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画 土地改良法

実施運営方法 全部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

水路の損傷が著しく水管理や維持管理に対し、安全性に危険をきたしている状況であるため、当該
地域の水路を整備するとともに、用水管理の省力化を図ることを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

県営事業であるため、県が実施する整備に対し負担する。（国50%、県27.5%、地元22.5%地元負担
のうち市町17.5%（館林市1.2%、板倉町98.8%）、邑楽土地改良区5%）

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

270



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 76.9 76.4 76.4 － － － － －

人 296 295 295 － － － － －

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 76.4

人 295

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 98.6 98.9 98.9 － － － － －

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 98.9

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

受益面積

受益者数

活動指標名 備考

受益面積

受益者数

成果(KPI)指標名 備考

同意率

成果(KPI)指標名 備考

同意率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

水路整備及び用水施設の整備による用水管理の省力化を図る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

群馬県と協力し、事業推進を図る。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

群馬県と協力し、事業推進を図っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

24,973 12,101

2,761 1,274

227 227

21,985 10,600

13,750 6,600

11,223 5,501

24,035 0

2,475

21,560

0

13,750

10,285 0

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

27,014 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 農地耕作条件改善事業　城沼地区

担当部署 産業振興課　農村整備係 事業期間 R2 R3

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

9．産業と技術革新の基盤をつくろう　
　強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術
革新の拡大を図る

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画 農地耕作条件改善事業（城沼地区）

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

籾谷・内蔵新田地区の狭小な農地の畦畔等を除去し、ほ場の区画拡大を図り、耕作者にとって効
率的な作付けができるよう整備する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

測量設計委託料

樹木伐採委託料

工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

測量設計委託料

樹木伐採委託料

工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

地元農業委員の協力により、耕作者の選定及び耕作区画の同意を取得する。また、稲の収穫終了
後、次年度作付けまでの期間を利用して畦畔撤去、段差解消等の工事を実施し、区画拡大を行
う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 - - - - - -

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 26 8 - - - - - -

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 25

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

工事及び集積関係周知

活動指標名 備考

工事及び集積関係周知

成果(KPI)指標名 備考

工事面積

成果(KPI)指標名 備考

工事面積

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

３か年の事業採択の最終年度であり、引き続き農地の集積及び区画拡大を図る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

稲の収穫後、測量、工事発注を行い、年度内に工事完了できるよう進める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

273



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

33 33 33 33 33 33 33 33

33 33 33 33 33 33 33 33

33 33 33 33 33 33 33 33

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1,862 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 家族経営協定普及推進事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

款 項 目

6 1 1

根拠法令・個別計画 農業経営基盤強化法

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農
業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間
の十分な話し合いに基づき取り決めることを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

調印時記念品

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

調印時記念品

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　配偶者や後継者に対して合理的な労働や役割分担等の取り決め内容の説明や家族経営協定締
結のための支援を行う。また、協定締結後、新たに合意した項目や内容があれば追加で締結するよ
う指導を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

組 10 10 10 10 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

組 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

説明等周知回数

活動指標名 備考

説明等周知回数

成果(KPI)指標名 備考

協定締結者数

成果(KPI)指標名 備考

協定締結者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

単世帯内で複数の農業者が認定農業者を取得できるため協定制度となっており、今後も農業者等へ趣
旨をひろめいていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

農林水産省の通知もされており、単世帯で複数
の認定農業者を取得できるメリットがあるため、継
続して行うことが重要である。

2
今年度親子で認定を受けたいという農業者の家
族経営協定締結は該当者なしだった。

協定を結ぶことによりメリットがるため、農業者等
への周知を幅広く行い、推進していくことが重要
である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

各農業団体及び農業関係組織へ、制度についての周知を図っていくとともに、国及び県の対応策やメリッ
トの情報が示された場合には、いち早く情報提供をしていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

706 706 706 706 706 706 706 706

600 600 600 600 600 600 600 600

96 96 96 96 96 96 96 96

10 10 10 10 10 10 10 10

706 706 706 706 706 706 706 706

310 0 0 0 0 0 0 0

246

64

0

310 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,172 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 農業関係制度利子補給事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

款 項 目

6 1 2

根拠法令・個別計画
農業近代化資金利子補給条例、板倉町総合農政推進資金融通措置要綱・実施要領、　　　　

農業近代化資金審査委員会設置規則、特別融資制度推進会議設置要領

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　営農意欲のある農業を営む者等に対し、農業経営の展開を図るために必要な資金を農業近代化
資金等で借り入れた場合、町が利子補給を行う措置を講ずることによって、効率的かつ安定的な農
業経営を行うことを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

農業近代化資金他利子補給

審査委員報酬（６回分）

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

農業近代化資金他利子補給

審査委員報酬

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　認定農業者、認定新規就農者、農業法人等が農業経営を継続するうえで必要な農地、農業機
械・施設の資金を借り入れる際に審査会を行い利子補給適否の決定を行う。また、決定された利子
補給を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 27 30 34 38 35 39 42 48

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 25

0

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

説明等周知回数

活動指標名 備考

説明等周知回数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

利子補給件数

成果(KPI)指標名 備考

利子補給件数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

農業従事者の設備投資負担を軽減するための事業であり、安定経営に寄与することから今後も推進を図
る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

一定の要件を満たす農業者のための制度である
が、多いに効果が見込まれている。

2
農業従事者の設備投資時の融資を受ける場合
の利子負担を軽減するための事業であり、経営
安定に寄与するものとなっている。

制度を利用するためには、町の認定を受ける農
業者となる必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

制度資金の概要や借入等の方法について、わかりやすく情報提供を図っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,475 1,365 1,175 1,475 1,175 1,475 1,175 1,475

1,300 1,300 1,000 1,300 1,000 1,300 1,000 1,300

175 0 175 175 175 175 175 175

65

1,475 1,365 1,175 1,475 1,175 1,475 1,175 1,475

1,475 0 0 0 0 0 0 0

1,000

475

0

1,475 0 0 0 0 0 0 0

5,958 0 0 0 0 0 0 0

0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5,958 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

7,433 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 総合農業振興協議会事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

款 項 目

6 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町総合農業振興協議会規約

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　農業を担う機関・団体が相互に連携し、総合的に農業振興を推進することにより、農業の発展と農
業経営の合理化等に寄与し、食料自給率の向上に向けた水田の有効活用による品目の生産拡大
の推進、町の農業の担い手となるべき農業経営の育成確保等に資することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金（廃プラスチック収集処理事業）

総農振運営費補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金（廃プラスチック収集処理事業）

総農振運営費補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　先進地視察や経営改善等についての講演会を行い、最先端の農業技術を学ぶとともに、各部会
分野において、農業資材の処分や貸し農園事業、水田活用のための補助金の活用、中間管理事
業を通した貸借についての業務を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

回 0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

名 150 155 160 165 170 175 180 185

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

名 146

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

会議開催数

視察研修及び講演会

活動指標名 備考

会議開催数

視察研修及び講演会

0

成果(KPI)指標名 備考

認定農業者数

成果(KPI)指標名 備考

認定農業者数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

先進地視察や経営改善等についての講演会を行っており、今後の町の農業を推進するうえで不可欠で
ある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

継続して行うことが重要である。

2
農業を担う機関・団体が相互に連携し、総合的に
町の農業振興を図っていく。

町の農業担い手となるべき農業経営体制の確
保、地域における耕作放棄地の再生利用等に資
することが重要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

最先端の農業技術を学ぶとともに、各分野において農業資材の処理や水田活用のための補助金の活
用、中間管理事業を通した賃借について情報収集配信していくべきである。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

279



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

34 34 118 118 118 118 118 118

1 1 100 100 100 100 100 100

33 33 18 18 18 18 18 18

34 34 118 118 118 118 118 118

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

4,468 0 0 0 0 0 0 0

0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4,468 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

4,468 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 認定農業者応援事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

款 項 目

6 1 3

根拠法令・個別計画 板倉町認定農業者連絡協議会規約

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　効率的かつ安定的な農業経営を目指し、農業経営の改善に取り組む意欲と能力のある農業者を
認定し、その農業者を支援することを目的とする。　　　　

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町内認定農業者が参加する認定農業者協議会への助成や、先進地視察研修及び講演会などを
実施。次世代の担い手となる農協青年部を対象とした会議等に参加し、認定農業者についての説
明を行い育成確保を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 105 110 115 120 125 130 135 140

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 115

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

説明等周知回数

活動指標名 備考

説明等周知回数

成果(KPI)指標名 備考

認定農業者協議会会員数

成果(KPI)指標名 備考

認定農業者協議会会員数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

先進地における研修や事例収集は今後の板倉町を推進するうえで不可欠である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

継続して行うことが重要である。

2
先進地で学んだ栽培方法や施策等を活かした
委員活動を行っている。

先進地で学んだ事を地域に還元することが重要
である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

農業情勢については、日々めまぐるしく変化していくことから、定期的な研修及び情報収集は継続すべき
である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

281



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

5,855 3,755 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855

3,580 1,480 3,580 3,580 3,580 3,580 3,580 3,580

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

250 250 250 250 250 250 250 250

525 525 525 525 525 525 525 525

3,415 2,365 3,415 3,415 3,415 3,415 3,415 3,415

515 515 515 515 515 515 515 515

1,925 875 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925

2,428 0 0 0 0 0 0 0

1,970

409

0

49

0

1,393

1,035 0 0 0 0 0 0 0

5,213 0 0 0 0 0 0 0

0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5,213 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

7,641 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 農地中間管理事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

9．産業と技術革新の基盤をつくろう　
　強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術
革新の拡大を図る

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画 農地中間管理事業の推進に関する法律

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　農業経営の規模拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業を営もうとする者の参
入促進等による農用地の利用の効率化の促進を図り、農業の生産性の向上に資することを目的と
する。　　　　

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

認定農業者農用地利用集積奨励金

機構集積協力金

荒廃農地再生利用集積化促進事業交付金

その他

国庫支出金

県支出金

その他

一般財源

①事業費

認定農業者農用地利用集積奨励金

機構集積協力金

荒廃農地再生利用集積化促進事業交付金

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　中間管理事業を通した貸借についての借入申出書の受付及び農地利用配分計画案の作成を行
う。　
　中間管理機構を通じて5年以上の期間で認定農業者が借り入れた新規契約を対象に認定農業
者農用地利用集積奨励金の集計及び支払いを行い、10年以上の期間で全ての農地を貸し付けた
経営転換農業者やリタイヤする農業者を対象に機構集積協力金の集計及び支払いを行う。
　荒廃農地の発生防止や、遊休農地を再生する取り組みへの支援を行う。(5万円/10a)

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

282



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 60 60 60 60 60 60 60 60

ha 10 10 10 10 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 32.8

ha 0.3

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

説明等周知回数

活動指標名 備考

説明等周知回数

成果(KPI)指標名 備考

農用地利用集積奨励金

機構集積協力金

成果(KPI)指標名 備考

農用地利用集積奨励金

機構集積協力金

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

担い手への集積・集約化を進めるため、農地中間管理機構に対し農地を出した農業者等を対象に協力
金を交付するものとなっている。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

一定の要件を満たした所有者及び耕作者に対し
て支払われる協力金のため、効果は大きい。

2
農地の所有者、耕作者のマッチング作業及びそ
れに係る事務を行っており、成果は年々上がっ
ている。

制度の周知及び関係機関との関連が重要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

事業規模の拡大に伴い、関係機関との連携をより強化する必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

12,087 16,474 12,090 12,090 12,090 12,090 12,090 12,090

90 80 90 90 90 90 90 90

11,997 16,394 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

11,549 11,550 11,550 11,550 11,550 11,550 11,550 11,550

538 4,924 540 540 540 540 540 540

8,270 0 0 0 0 0 0 0

20

8,250

0

0

7,896

374 0 0 0 0 0 0 0

3,351 0 0 0 0 0 0 0

0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,351 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

11,621 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 担い手育成・就農支援事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

12．つくる責任 つかう責任　
　持続可能な消費と生産のパターンを確保する

款 項 目

6 1 3

根拠法令・個別計画
「野菜王国・ぐんま」強化総合対策実施要綱

はばたけぐんまの担い手支援事業補助金交付要綱
強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱他

実施運営方法 一部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

農業者の高齢化や担い手不足の解消及び産地維持を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

各種補助事業の活用や新規事業を創設することで、担い手の農業経営の安定化や、農業の担い
手の確保と育成をする。新規就農者を確保するために、農業に関心のあるかたや新たに農業を始
めるかたが集まるイベントに参加し、産地の紹介をするほか、就農支援制度を活用し、農業経営の
安定化を図る。併せて、産地維持を図るため、農業団体等の活動支援を積極的に行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 145 148 151 155 155 155 155 155

件 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 143

件 0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

認定農業者

認定新規就農者

活動指標名 備考

認定農業者

認定新規就農者

0

成果(KPI)指標名 備考

要望に対する交付率

成果(KPI)指標名 備考

要望に対する交付率

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

農業者を支援するために必要な事業であるため、維持継続する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

要望に対する県予算の確保が課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

農業者の高齢化や担い手不足の解消のため、新規就農者の確保に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

285



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

14,998 0 0 0 0 0 0 0

14,998

0

14,998 0 0 0 0 0 0 0

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

18,722 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 加工米対策事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

款 項 目

6 1 3

根拠法令・個別計画 経営所得安定対策

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

非主食用米への転換促進による、米価の価格安定及び水田の有効利用を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

助成金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

助成金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

米穀の需給調整のために加工用米を生産、出荷した農業者等に対して、出荷数量に応じた助成措
置を講じ、農業者等の経営を支援する。なお、当該制度はＪＡ邑楽館林管内（1市5町）で協調して
取り組んでいる。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

286



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 300 300 300 300 300 300 300 300

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 236

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

俵 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

俵 29,997

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

加工用米作付者

活動指標名 備考

加工用米作付者

成果(KPI)指標名 備考

加工用米出荷俵数

成果(KPI)指標名 備考

加工用米出荷俵数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

加工米などの戦略作物への転換を進め、需要調整を図るために維持継続する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
経営所得安定対策への加入促進が図れている。

経営所得安定対策への加入促進による農業所
得の向上を図るため、今後も継続して実施してい
く必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

邑楽館林６市町が同様の加工用米対策を実施しているが、今後も需要に応じて米生産の推進を図るた
め、助成内容の検討を進めていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

287



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

73 0 0 0 0 0 0 0

44

16

13

73 0 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0 0

18

16

13

0

47 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,536 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 新規農産物研究事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

款 項 目

6 1 3

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

地域特性に応じた品種改良や高付加価値農作物の創造を目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

借上料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

委託料

借上料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

東洋大学（食物機能研究センター）と連携し、学生のための実験ほ場の斡旋や研究活動を支援す
る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

288



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

数 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

数 3

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

研究事業数

活動指標名 備考

研究事業数

成果(KPI)指標名 備考

開発済み農産物（累積）

成果(KPI)指標名 備考

開発済み農産物（累積）

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

終了

東洋大学からの申し入れにより、平成２年度をもって研究事業を終了する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

東洋大学と連携することで、一定の効果は高い。

2
研究開発を継続することで、将来の付加価値の
高い農産物の創出が期待される。

東洋大学との連携を図り、幅広く伝達継承してい
くことが課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

289



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

4,079 4,515 4,079 4,079 4,079 4,079 4,079 4,079

3,780 4,216 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780

73 73 73 73 73 73 73 73

226 226 226 226 226 226 226 226

4,079 4,515 4,079 4,079 4,079 4,079 4,079 4,079

3,252 0 0 0 0 0 0 0

2,806

86

250

110

1,694

1,558 0 0 0 0 0 0 0

5,585 0 0 0 0 0 0 0

0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5,585 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

8,837 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 農産物直売所管理運営事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
12．つくる責任 つかう責任　
　持続可能な消費と生産のパターンを確保する

款 項 目

6 1 3

根拠法令・個別計画
板倉町農産物直売所設置及び管理に関する条例

板倉町農産物直売所健康の郷「季楽里」の管理運営に関する基本協定

実施運営方法 全部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

農産物直売所「季楽里」の維持管理を目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

使用料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

指定管理者及び特産品加工組合との連絡調整及び施設の維持管理を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

290



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

施設数 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

施設数 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600

人 10,100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 10,171

人 5,136

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

維持管理施設

活動指標名 備考

維持管理施設

成果(KPI)指標名 備考

利用者数（指定管理者） 8～7月

客数（特産品加工組合）

成果(KPI)指標名 備考

利用者数（指定管理者）

客数（特産品加工組合）

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

基本協定に基づき、適正かつ円滑な管理運営に努めてもらう。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

徐々に効果はあがりつつある。

2
施設の維持管理について概ねの成果である。

指定管理による施設及び敷地の維持管理のさら
なる徹底。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

農村レストランへの指定管理者の検討及びPICO指定管理者との協力体制の構築に資する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

291



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

595 588 595 595 595 595 595 595

595 588 595 595 595 595 595 595

595 588 595 595 595 595 595 595

462 0 0 0 0 0 0 0

462

0

462 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,324 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 畜産経営環境改善事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

款 項 目

6 1 4

根拠法令・個別計画 板倉町家畜自衛防疫協議会規程

実施運営方法 一部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

畜産農家が行う環境対策や防疫対策を支援し、畜産農家の経営安定と地域の環境改善を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

畜産農家（養豚）が行う、病害虫駆除や臭気対策などに用いる薬剤等の購入や予防接種事業に一
定の助成を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

292



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

戸 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

戸 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 0 0 0 0 0 0 0 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

対象畜産農家数及び団体数

活動指標名 備考

対象畜産農家数及び団体数

成果(KPI)指標名 備考

伝染病発生件数

成果(KPI)指標名 備考

伝染病発生件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

病害虫駆除や臭気対策などの環境改善や予防接種による伝染病予防等であり、畜産施設だけでなく周
辺環境の改善のため、今後も必要な事業であり、維持継続していかなければならない。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

臭気対策や病害虫駆除などの周辺に対する環
境改善が今後の課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

畜産農家や団体らが自ら改善対策を計画し、対策を実施していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

293



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

313 350 313 313 313 313 313 313

17 130 17 17 17 17 17 17

220 220 220 220 220 220 220 220

76 76 76 76 76 76 76

313 350 313 313 313 313 313 313

262

42

220

59

203

4,096

0.55 

4,096

4,358

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 有害鳥獣駆除事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
2．飢餓をゼロ　
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

15．陸の豊かさも守ろう　
　陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化へ
の対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

款 項 目

6 1 6

根拠法令・個別計画 板倉町鳥獣保護及び狩猟に関する許可事務実施要領

実施運営方法 全部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

有害鳥獣による農作物等への被害を防止することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

委託料

交付金

その他

国庫支出金

県支出金 有害鳥獣駆除補助金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

猟友会板倉支部協力のもと、有害鳥獣駆除を実施。また、町民からの要請により、箱わなの貸出し
を行うことで農村集落の環境保全に取り組む。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

駆除実施回数

活動指標名 備考

駆除実施回数

成果(KPI)指標名 備考

駆除実施率

成果(KPI)指標名 備考

駆除実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

カラスやハクビシンは農作物にとどまらず、日常生活においても被害が出ている状況である。また、捕獲の
依頼が増殖しているため、維持継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

外来種の多様な対応が急務。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

カラス、カモ等の鳥類だけでなく、近年ハクビシン等の獣類による被害も増加し必要性が高いことから継続
していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

20 420 20 20 20 20 20 20

20 420 20 20 20 20 20 20

20 420 20 20 20 20 20 20

20

20

20

745

0.10 

745

765

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 内水魚増殖事業

担当部署 産業振興課　農業振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

6 2 1

根拠法令・個別計画 板倉町内水面漁増殖事業補助金交付要綱

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

邑楽漁業協同組合が事業主体の水産資源及び漁場の有効利用に寄与する増殖事業への活動支
援をし、内水面漁業の振興を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－①農業の振興

総合戦略
１　雇用　
１．農業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

邑楽漁業協同組合への事務支援及びフナ（870ｋｇ）、ウナギ（8ｋｇ）、ナマズ（8ｋｇ）の放流を実施す
る。※放流数量は県からの指示

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｋｇ 903 903 903 903 903 903 903 903

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｋｇ 2,548

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

枚 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

枚 1,340

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

放流量

活動指標名 備考

放流量

成果(KPI)指標名 備考

日釣券販売枚数

成果(KPI)指標名 備考

日釣券販売枚数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

水産資源及び漁場の有効利用に寄与する増殖事業への活動支援のため、今後も必要な事業であり、維
持継続していかなければならない。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

邑楽漁業組合員の高齢化のため、次期役員候
補の人選が不可欠である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

水産資源の増殖及び漁場施設の維持管理の充実を図っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.4 － － － －

満足度 41.4 44.4 － 47.4 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

297



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

90,399 81,610 46,855 49,817 39,899 32,307 23,222 5,989

90,399 81,610 46,855 49,817 39,899 32,307 23,222 5,989

90,399 81,610 46,855 49,817 39,899 32,307 23,222 5,989

90,376 0 0 0 0 0 0 0

90,376

0

90,376 0 0 0 0 0 0 0

5,585 0 0 0 0 0 0 0

0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5,585 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

95,961 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 産業施設及び商業施設誘致促進奨励事業

担当部署 産業振興課　誘致推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

9．産業と技術革新の基盤をつくろう　
　強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術
革新の拡大を図る

款 項 目

7 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町産業施設及び商業施設誘致促進条例（同条例施行規則）

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　企業の進出を促進させ、税収の増加や雇用機会の拡充等を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

産業施設設立地促進奨励金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－②商工業の振興

総合戦略
１　雇用　
３．新たな産業の創出

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　進出企業に対し以下の奨励金を交付する。
1．産業施設立地促進奨励金（固定資産税相当額）
※H27.4.1以降の土地売買契約締結企業については、製造業は固定資産税額の15％、それ以外の業種は
固定資産税の10％。
2．商業施設立地促進奨励金（固定資産税相当額）
3．雇用促進奨励金（町内在住者雇用1人につき10万円（上限300万円））
4．緑地設置奨励金（商業施設に係る緑地設置費用の30％（上限300万円））
5．地球温暖化対策奨励金（地球温暖化対策設備費の30％（上限300万円））

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

奨励金の交付見
込額については、
令和３年2月1日時
点において進出の
決定している企業
に対する見込額を
計上

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

社 15 15 10 10 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

社 23

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 47.99 49.25 49.71 50.17 50.63 53.13 55.63 58.13 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 43.66

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

訪問企業数（産業・商業施設）

活動指標名 備考

訪問企業数（産業・商業施設）

0

0

成果(KPI)指標名 備考

分譲（誘致）面積（産業・商業施設） 全体面積58.13ha

成果(KPI)指標名 備考

分譲（誘致）面積（産業・商業施設）

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

産業施設及び商業施設の企業誘致活動において重要な施策であることから、維持継続としたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

平成27年4月から産業施設立地促進奨励金を、
製造業については固定資産税額の15％相当
額、製造業以外については固定資産税額の
10％相当額としていることから、財政支出を大幅
に抑えられた。

2
産業用地については、全24区画中22区画が分
譲済み、残る2区画が申込済みの状況である。ま
た、商業・業務用地については、全5区画中の残
り４区画への商業施設等の誘致に向けて交渉中
である。

商業・業務用地への商業施設等の誘致について
は、商圏人口や交通量の少なさ等の理由から、
最終的な誘致に至らない状況が続いている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

商業・業務用地への商業施設等の誘致については、商圏人口や交通量の少なさ等の理由から、最終的
な誘致に至らない状況が続いているため、群馬県企業局とさらに連携し、積極的に誘致活動を実施する
必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 60.6 － － － －

満足度 15.1 17.1 － 19.1 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

584 585 585 585 585 585 585 585

318 330 330 330 330 330 330 330

107 96 96 96 96 96 96 96

90 90 90 90 90 90 90 90

60 60 60 60 60 60 60 60

9 9 9 9 9 9 9 9

584 585 585 585 585 585 585 585

117 0 0 0 0 0 0 0

29

86

2

117 0 0 0 0 0 0 0

4,841 0 0 0 0 0 0 0

0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4,841 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

4,958 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 板倉ニュータウン商業・業務用地利用促進事業

担当部署 産業振興課 誘致推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

7 1 2

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　住民生活の利便性向上、地域の活性化、雇用機会の拡充等を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－②商工業の振興

総合戦略
１　雇用　
２．商工業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　群馬県企業局と連携し、板倉ニュータウン商業・業務用地への企業誘致実現に向けた企業訪問、
情報収集及び情報発信等を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

社 10 10 10 10 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

社 11

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 2.16 2.62 3.08 3.54 4.00 6.50 9.00 11.50 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 1.7

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

訪問企業数

活動指標名 備考

訪問企業数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

分譲（誘致）済面積 全体面積：11.5ha

成果(KPI)指標名 備考

分譲（誘致）済面積

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

住民生活の利便性向上、地域の活性化、雇用機会の拡充等を図る必要があることから、維持継続とした
い。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

商業・業務用地への商業施設等の誘致交渉を実
施しているが、最終的な誘致には至っていないこ
とから、達成状況からすると、費用対効果は低
い。

2
全5区画中の1区画については平成30年に商業
施設が出店しているが、残る4区画については商
圏人口や交通量の少なさ等の理由から、最終的
な誘致に至っていないため、事業の成果が上げ
られていない。

商業・業務用地の残り4区画については、商圏人
口や交通量の少なさ等の理由から最終的な誘致
に至っていないため、群馬県企業局とさらに連携
し、積極的に誘致活動を実施する必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

商業・業務用地については、商圏人口や交通量が少ない等の理由から、最終的な誘致に至らない状況が
続いている。賑わいを早期に創出できるよう、商業施設及びそれ以外の施設の誘致も視野に入れながら、
群馬県企業局と連携して積極的に誘致交渉を進める必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 60.6 － － － －

満足度 15.1 17.1 － 19.1 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

301



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,591 741 676 676 676 676 676 676

696 165 100 100 100 100 100 100

640 438 438 438 438 438 438 438

95 95 95 95 95 95 95 95

125 30 30 30 30 30 30 30

35 13 13 13 13 13 13 13

1,591 741 676 676 676 676 676 676

352

232

87

18

15

352

5,585

0.75 

5,585

5,937

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 企業立地促進事業

担当部署 産業振興課 誘致推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

款 項 目

7 1 2

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　地域経済の自律的発展に向けた基盤の強化や雇用機会の拡充等を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－②商工業の振興

総合戦略
１　雇用　
３．新たな産業の創出

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　群馬県企業局と連携し、板倉ニュータウン産業用地への企業誘致実現に向けた企業訪問、情報
収集及び情報発信等を実施する。また、産業用地内立地企業のフォローアップに努め、企業の町
外流出防止を図る。現在、用地を求める企業からの問合せ等が多数あることから、新たな産業用地
の整備に向けた検討・準備を進める。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

社 5 5 － － － － － －

社 18 19 19 19 19 19 19 19

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

社 12

社 17

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 45.83 46.63 － － － － － －

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ha 41.96

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

訪問企業数

立地企業に対するフォローアップ

活動指標名 備考

訪問企業数

立地企業に対するフォローアップ

成果(KPI)指標名 備考

分譲済面積 全体面積46.63ha

成果(KPI)指標名 備考

分譲済面積

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

地域経済の自律的発展に向けた基盤強化には、企業の誘致が必要であることから、維持継続としたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　新規産業用地の整備については、整備計画の検討をはじめ、市街化編入や農振除外に係る手続き等を計画的に進めるなど、早期整備に
努める。

産業用地については、全24区画中22区画が分
譲済みであることから、費用対効果は適正であ
る。

2
全24区画中22区画が分譲済み、残る2区画につ
いては申込済みの状況であり、ほぼ達成してい
る。

産業用地の残り2区画が申込済みであることか
ら、契約締結に向けた手続きを進め、早期完売
を目指す。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

産業用地の残り２区画については、早期完売に向けた手続きを進めると共に、産業用地内立地企業の
フォローアップに努め、企業の町外流出を防止する。また、新規産業団地の整備に向けた検討を進める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 60.6 － － － －

満足度 15.1 17.1 － 19.1 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

10,127 10,114 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127

10,004 9,991 10,004 10,004 10,004 10,004 10,004 10,004

30 30 30 30 30 30 30 30

72 72 72 72 72 72 72 72

20 20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 1 1 1 1 1

10,127 10,114 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127

8,036 0 0 0 0 0 0 0

8,011

25

0

0

0

8,036 0 0 0 0 0 0 0

4,096 3,403 0 0 0 0 0 0

0.55 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4,096 3,403 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

12,132 3,403 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 商工業振興事業

担当部署 産業振興課　商工観光係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

款 項 目

7 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町補助金等の交付に関する規則

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

商工業振興施策により、町内商工業の振興や活性化を目指す。また、中小企業者が事業経営に必
要とする資金調達を円滑にすることで、事業経営が健全に継続され、規模が拡大されることを目指
す。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助金及び交付金

需用費

報酬

旅費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金、補助金及び交付金

需用費

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－②商工業の振興

総合戦略
１　雇用　
２．商工業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　地域の商工業の振興や地域経済の活性化のために活動している町商工会の運営や事業に対
し、運営費補助金を助成する。また、町内の小規模事業者や中小企業を育成するための運転資金
や設備資金の融資を行う。
【主な事業内容】
１．町商工会運営費補助
２．小口資金保証料補助
３．ぐんまDX技術革新補助金（市町村・県連携タイプ）
４．中小企業設備近代化資金保証料補助・利子補給

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

ぐんま新技術・新製品開発推進補助金周知

活動指標名 備考

ぐんま新技術・新製品開発推進補助金周知

成果(KPI)指標名 備考

ぐんま新技術・新製品開発推進補助金に関する問合せ

成果(KPI)指標名 備考

ぐんま新技術・新製品開発推進補助金に関する問合せ

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

商工会会員の中で、特に、個人事業者等にとって、経営相談や帳簿作成補助を行うなど細やかな支援を
受けられる商工会の存在は必要不可欠であるため、維持継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町商工会運営事業について適正に実施されて
おり、商工会によるストップコロナ!対策認定店申
請あっせんによる認定店数は近隣市町の中でも
秀でている。成果は、安心安全な町内事業所と
なっており、費用対効果は得られている。

2
・補助金申請について広報いたくら及び板倉町
商工会を活用して周知を実施。
・商工会運営補助については巡回・窓口相談を
継続して実施し、コロナ関連の経営相談等増加
しており、町内商工業者は商工会を必要としてい
る。

・商工会から町内事業者へ向けて積極的な情報
提供及び経営支援や新たな商工振興策への取
組支援が必要である。
・商工会への新規加入者が少ないことから加入
について積極的な勧誘が課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

経営相談や帳簿作成補助等の商工業者への支援事業を実施してきたが、より一層の支援の充実及び活
用できる補助金等の情報提供を行いつつ、運営費補助金を有効に活用し、町内の商工業者全体へ広く
利益が及ぶような取組や、商工業者自らが主体となり活力ある取組を実施するため、商工会と町が連携を
図る必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 60.6 － － － －

満足度 15.1 17.1 － 19.1 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

305



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

0 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

0 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

0

0

0 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,489 1,512 0 0 0 0 0 0

0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 1,512 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,489 1,512 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 板倉まつり運営補助事業

担当部署 産業振興課　商工観光係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

款 項 目

7 1 2

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　町民の郷土意識の高揚と町民相互の交流・ふれあい・連帯を深め、豊かな「いたくら」の創造と地
域の振興に寄与することを目的として実施される板倉まつりの運営を補助する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－②商工業の振興

総合戦略
１　雇用　
２．商工業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　議会、農業委員会、商工会、ＪＡ邑楽館林、区長会、子育連、PTA連合会、消防団の各代表を委員と
し、さらに警察署、消防署関係者をアドバイザーとして構成している「板倉まつり運営委員会」が主催と
なり開催する「板倉まつり」の開催経費に対し補助金を交付する。
【まつりイベント構成】
１　パレード部会：会場内全体を使った御輿、山車、よさこい等
２　ステージ部会：特設ステージを使ったダンス、民謡民舞等
３　模擬店・体験イベント部会：物販等を中心とした模擬店等
４　企画イベント：打上花火、大抽選会、キャラクターショー等

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 200 200 200 200 200 200 200 200

枚 300 300 300 300 300 300 300 300

団体 50 50 50 50 50 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

枚 0

団体 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 20,500

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

運営に係わった人数

ポスターの作成部数

参加団体数

活動指標名 備考

運営に係わった人数

ポスターの作成部数

参加団体数

成果(KPI)指標名 備考

来場者数

成果(KPI)指標名 備考

来場者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

新型コロナウイルス感染症終息後のニューノーマルなイベントの内容や暑さ対策の検討などに取組みな
がら、町民の郷土意識の高揚と町民相互の交流・ふれあい・連帯を深め、豊かな「いたくら」の創造と地域
の振興のために維持継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
となった。

2
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
となった。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　町民の郷土意識の高揚と町民相互の交流・ふれあい・連帯を深め、豊かな「いたくら」の創造と地域の振
興のため、ニューノーマルな板倉まつりの検討が必要となる。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 60.6 － － － －

満足度 15.1 17.1 － 19.1 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

105 105 105 105 105 105 105 105

12 12 12 12 12 12 12 12

7 7 7 7 7 7 7 7

3 3 3 3 3 3 3 3

83 83 83 83 83 83 83 83

105 105 105 105 105 105 105 105

82 0 0 0 0 0 0 0

20

13

30

10

9

82 0 0 0 0 0 0 0

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,316 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 渡良瀬遊水地環境保全事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策
15．陸の豊かさも守ろう　
　陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化
への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

款 項 目

2 1 14

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　渡良瀬遊水地をとりまく地域が官民一体となり情報共有、調査研究を行い、ラムサール条約に登
録された自然豊かな湿地環境の保全とその有効活用を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品費

燃料費

食糧費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

ヨシ焼き負担金

渡良瀬遊水地利活用協議会負担金

コウノトリトキの舞う関東自治体フォーラム 負担金

ラムサール条約登録湿地関係市町村会議 負担金

その他消耗品

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－③観光の振興

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　4市2町（板倉町、栃木市、小山市、野木町、加須市、古河市）、遊水地で活動する各種団体、国
で構成する「渡良瀬遊水地保全・利活用協議会」により、賢明な利活用、湿地の保全再生、人々
の交流・学習、地域振興をテーマとして情報共有を図りながら調査研究活動を行う。
　また、ヨシ焼きを実施することで、貴重な湿地環境と希少植物の保全を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 7 7 7 7 7 7 7 7

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 6

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

会議回数

活動指標名 備考

会議回数

成果(KPI)指標名 備考

実施事業数

成果(KPI)指標名 備考

実施事業数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　官民一体による協議会での活動のため、情報共有・共通認識を持つだけでも一つの成果といえ、継続
が望ましい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

幹事会５回・利活
用協議会１回（書
面）

計
画

実
績

コロナ禍によりイベ
ントの実施が困難
だった。

　必要最低限の費用で事業実施でき、費用対効
果は高い。

2
　利活用協議会の2つの部会において、ヨシの
有効活用方法、イベント等の検討を行った。

　今後の協議会の事業内容により、相応の費用
が発生することも想定される。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　既存のイベント・活動を活用するなど、新たな費用負担が伴わない活動を検討したい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.5 － － － －

満足度 11.5 13.5 － 15.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055

790 790 790 790 790 790 790 790

165 165 165 165 165 165 165 165

55 55 55 55 55 55 55 55

27 27 27 27 27 27 27 27

18 18 18 18 18 18 18 18

1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055

654 0 0 0 0 0 0 0

539

115

0

0

0

654 0 0 0 0 0 0 0

1,117 1,891 0 0 0 0 0 0

0.15 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,117 1,891 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,771 1,891 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 観光振興事業

担当部署 産業振興課　商工観光係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

7 1 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　板倉町の観光資源や特産品を広く周知するために様々なイベントに積極的に参加し、板倉町の
知名度アップを図る。町外から板倉町へ足を運んでもらう観光客を増やすことで交流人口の増加を
図り、町の活性化につなげる。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

負担金、補助及び交付金

使用料

旅費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－③観光の振興

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　各種パンフレット等を作成し、様々なイベントに参加してPR活動を行うことにより、板倉町の観光資
源や特産品を広く周知し知名度アップを図る。
【主な参加イベント】
・世界キャラクターさみっとin羽生、県境エリア観光キャンペーン、加須市渡良瀬遊水地まつり
inKAZO、栃木市渡良瀬遊水地フェスティバル、野木町ひまわりフェスティバル、町イチ！村イチ！
（隔年開催）
・ボランティアガイド支援

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 5 6 5 6 5 6 5 6

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 230,000 231,000 232,000 233,000 234,000 235,000 236,000 237,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 157,823

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

イベント参加

活動指標名 備考

イベント参加

成果(KPI)指標名 備考

観光入込客数

成果(KPI)指標名 備考

観光入込客数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町全体の活性化を図るため、観光振興による交流人口の増加は大きな役割を担う。多くの観光客の呼び
込みのために積極的な町のPR活動を展開する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

板倉町各種パンフレットを道の駅かぞわたらせ・
アゼリアモール・ルートイン古河など集客が見込
める箇所への配置や公共施設への配置により、
年間7000部程度は配布していることから、費用対
効果は十分得られている。

2
コロナ禍でイベントが行えないため、各種パンフ
レットによるPR活動を行うことにより、板倉町の観
光資源や特産品を広く周知し知名度アップを図
る。

魅力があり、人の目を引く各種パンフレットを低コ
ストで作成する。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

板倉町の観光資源にイメージキャラクターを絡め、有効に活用しながらインターネットを利用したPR活動が
必要である。さらに近隣市町と広域連携を図り、周遊観光等の事業展開に努める。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.5 － － － －

満足度 11.5 13.5 － 15.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

259 477 477 477 477 477 477 477

255 353 353 353 353 353 353 353

0 120 120 120 120 120 120 120

4 4 4 4 4 4 4 4

259 477 477 477 477 477 477 477

3 0 0 0 0 0 0 0

3

0

0

0

3 0 0 0 0 0 0 0

1,489 1,134 0 0 0 0 0 0

0.20 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 1,134 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,492 1,134 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 揚舟運航事業

担当部署 産業振興課　商工観光係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

7 1 4

根拠法令・個別計画 板倉町揚舟運航条例

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　乗船に訪れた観光客に、板倉町の唯一の体験型観光事業として、町特有の水文化や自然を活か
しながら町の観光ＰＲを行い、町活性化の一助としていく。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－③観光の振興

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　揚舟を活用した体験型の観光事業として、来訪者に船頭が竹竿１本で操船し、谷田川を約１時間
かけて約2kmを周遊する揚舟の乗船を体験してもらう。
【運航期間】
・春の運航：５月から６月
・秋の運航：９月から１０月
※各期間とも土・日曜日、祝日のみ運航（GW期間中は毎日運航）
【料金】
・1,000円／人（小学生以下無料）

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

312



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 41 41 41 41 41 41 41 41

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,200 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

運航日数

活動指標名 備考

運航日数

成果(KPI)指標名 備考

乗船客数 R02年群馬DC

成果(KPI)指標名 備考

乗船客数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

維持継続が望ましいが、船頭の高齢化による人員不足、新たな船頭の確保が難しいことや観光客の安全
面の確保の観点から、運航内容の改善及び事業継続について検討の時期である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
となった。

2
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
となった。

船頭の高齢化が進んでおり、事業の維持継続を
するには船頭の育成、確保が必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

船頭の高齢化に伴う運航経路・運航期間・運航時間について改善が必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.5 － － － －

満足度 11.5 13.5 － 15.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

313



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

250 250 250 250 250 250 250 250

40 40 40 40 40 40 40 40

2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510

2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

2,690

142

16

2,532

2,690

1,489 1,134

0.20 0.15 

1,489 1,134

4,179 1,134

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 群馬の水郷管理事業

担当部署 産業振興課　商工観光係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

7 1 4

根拠法令・個別計画 板倉町公園条例（同条例施行規則）

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

観光資源の活用を推進することで観光客を呼び込み、地域の活性化を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－③観光の振興

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

町内外の多くのかたへ魚釣りを中心とした余暇のレジャースポットとしての場を提供し、快適に利用
していただけるよう水郷公園の清掃業務及び環境維持・整備を行う。
【環境整備内容】
・植栽管理、花壇整備
【漁協への業務委託内容】
・除草やゴミ拾い等の清掃、害虫駆除、簡易な補修

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

314



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 14,522

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

公園清掃等の実施回数

活動指標名 備考

公園清掃等の実施回数

成果(KPI)指標名 備考

群馬の水郷利用者数

成果(KPI)指標名 備考

群馬の水郷利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

花壇への植栽、除草作業やトイレ清掃等の維持管理をしていくことで、ヘラブナ釣りを中心としたフィッシン
グパーク及び地域住民の散策スポットとして快適に利用できるように事業を維持継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

年間を通して多くの釣り愛好者（約15，000人）が
利用するフィッシングパークであり、費用対効果
は高い。

2
・年間を通して多くの釣り客の利用が確保できて
いることから、事業は達成されている。
・桜の時期には散歩コースとなっており、町内外
から多くのかたが訪れている。

・公園のコンセプトに応じた維持管理に努める。
・公園内の桜のクビアカツヤカミキリ被害対策が
必要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

釣り客の安全確保や環境整備と併せて、地域住民の散策スポットとしても利用客が増えるよう、桜を活用し
た公園の魅力づくりを行っていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.5 － － － －

満足度 11.5 13.5 － 15.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

315



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

962 255 255 255 255 255 255 255

210 210 210 210 210 210 210 210

45 45 45 45 45 45 45 45

707

962 255 255 255 255 255 255 255

732

96

45

591

254

478

1,489 1,134

0.20 0.15 

1,489 1,134

2,221 1,134

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 レンタサイクル事業

担当部署 産業振興課　商工観光係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

7 1 4

根拠法令・個別計画 板倉町レンタサイクル条例

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　路線バスの運行状況や町内の観光資源が広域に点在している状況であること、また、渡良瀬遊水
地の資源の特性を踏まえ、板倉町の観光ＰＲを図る一助として実施する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

使用料 レンタサイクル使用料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－③観光の振興

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　主に観光目的で来町されたかたを対象に、渡良瀬遊水地などの町内の観光スポットの散策等に
利用してもらうための自転車を貸し出す。【利用料金】
・大人　　600円／日、400円／4時間以内
・子ども　300円／日、200円／4時間以内

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

316



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 243 243 243 243 243 243 243 243

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 198

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 700 700 700 700 700 700 700 700

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 620

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

営業日数 レンタサイクルセンター営業日数

活動指標名 備考

営業日数 コロナの影響により休館あり

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町の観光PR、特にラムサール条約登録湿地の渡良瀬遊水地の玄関口として、また、町内に点在する寺社
や重要文化的景観の周遊観光を促進するうえでレンタサイクルは必要不可欠なツールであることから、維
持継続したい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

レンタサイクルの維持管理経費については、使
用料で賄えている状況から、費用対効果は十分
得られている。

2
公共交通機能の弱さを補って多くの来訪者の足
となり、町の観光PRの一助となっていることから、
十分に機能している。　　

令和元～２年度に大人用自転車３０台を購入し
たが、安全性の確保のため計画的に自転車及び
ヘルメットの入れ替えが必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

観光振興事業や自然環境、歴史教育と連携させたレンタサイクルの活用を検討し稼働率を高め、より費用
対効果の高い事業としていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.5 － － － －

満足度 11.5 13.5 － 15.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

317



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

290 706 290 290 290 290 290 290

170 170 170 170 170 170 170 170

100 100 100 100 100 100 100 100

20 20 20 20 20 20 20 20

416

290 706 290 290 290 290 290 290

77

77

77

1,117 1,891

0.15 0.25 

1,117 1,891

1,194 1,891

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 イメージキャラクター地域活性化事業

担当部署 産業振興課　商工観光係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

7 1 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　イメージキャラクターを通じて板倉町の知名度やイメージアップを図り、地域経済や社会貢献活動
の活性化を図るとともに、町民の郷土愛を醸成する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

負担金、補助及び交付金

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－③観光の振興

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町内外のより幅広い層に板倉町の様々な魅力を、イメージキャラクターの持つ親しみやすさを利
用してアピールすることにより、本町のイメージアップや知名度の向上を図ることを目的として、キャ
ラクターの着ぐるみ貸出しや町内外の各種イベント等へ参加する。また、各種パンフレットや資料等
に積極的に活用していく。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

体 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

体 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 30 30 30 30 30 30 30 30

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

着ぐるみ数

活動指標名 備考

着ぐるみ数

成果(KPI)指標名 備考

参加イベント数（貸出含む）

成果(KPI)指標名 備考

参加イベント数（貸出含む）

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

イメージキャラクターの親しみやすさを利用したPR効果は非常に高いことから、引き続き着ぐるみを有効活
用するため、維持継続する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

新型コロナウイルス感染症拡大防止によるイベン
ト中止のため活動ができていない。

2
新型コロナウイルス感染症拡大防止によるイベン
ト中止のため活動ができていないが、更なるPR活
動を展開するためイメージキャラクターマスコット
の作成の検討を進めている。

本事業の目的をより高いレベルで達成するため
には、知名度をさらに高める必要があり、そのた
めに幅広いPR活動や、多くのイベントに参加でき
るような体制づくりを検討する必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

イメージキャラクターをより効果的に活用し、板倉町を広域的にPRしていくためにも、イメージキャラクター
マスコットを作成し、商工会との連携を図りながら効果的なPR展開の検討が必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.5 － － － －

満足度 11.5 13.5 － 15.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

300 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300 300 300

133

133

133

1,489 1,134

0.20 0.15 

1,489 1,134

1,622 1,134

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 三県境整備利活用事業

担当部署 産業振興課　商工観光係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

7 1 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　群馬県、栃木県、埼玉県の三県の県境は、歩いて行ける三県境として全国でも珍しく注目度も高
まっていることから、栃木市、加須市の２市と協働で、２市１町の新たな観光スポットとして整備・活用
し、三県境を集客拠点として２市１町へ来訪者を周遊させ、交流人口を増やし、それぞれの地域の
活性化を図っていく。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
３【産業振興】 活力ある産業で活気があふれるまち　
３－③観光の振興

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　群馬県、栃木県、埼玉県の三県の行政区域境界確認書の調印が、平成２８年３月に実施されたこ
とに伴い毎年同時期に周年記念イベントを開催し、三県境及び２市１町の地域の活性化を図る。
・パンフレット作成
・２市１町による三県境フェア開催

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 ０

回 ０

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000 15,500

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 6,050

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

イベント開催回数

担当者会議開催回数

活動指標名 備考

イベント開催回数

担当者会議開催回数

成果(KPI)指標名 備考

三県境来場者数

成果(KPI)指標名 備考

三県境来場者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

メディアでも頻繁に取り上げられている三県境を栃木市・加須市の２市と協働で観光スポットとして整備・活
用し、それぞれの地域の活性化を図るため維持継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

三県境パンフレットを道の駅かぞわたらせ・アゼリ
アモールなど集客が見込める箇所への配置し、２
カ月に一度の頻度でパンフレットを補充し年間１
５００部配布していることから、費用対効果は十分
得られている。

2
パンフレット配布によるPR活動及びメディアで取
り上げられていることにより、三県境は年間を通じ
て安定した来訪者数となっているが、三県境から
町内へ周遊させ、活性化させることまでは成果が
上がっていない。

三県境から町内へ周遊させる観光ルートの検討
が課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

コロナ収束後のニューノーマルなイベントの開催方法の検討及び現地の整備計画について、栃木市・加
須市・板倉町の２市１町で検討する必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.5 － － － －

満足度 11.5 13.5 － 15.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

321



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

140 30 30 30

20 20 20 20

10 10 10 10

110

140 30 30 30 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 東洋大学との連携事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画
地域連携サイエンスカフェ協定書・事務要領

地域と東洋大との連携に関する連絡協議会設置要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　地域住民のかたに、東洋大学の教育活動について、理解と関心を深めていただく。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

旅費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
４　地域づくり　
５．連携の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　専門家と参加者が、気軽に話題提供や意見交換ができる場所を提供する（サイエンスカフェ、
うぇるすぽ、オープン講座等）。また、それらの実施にあたり、広報紙や町公式ホームページで周
知を行い、参加者を募集する。東洋大学を身近に感じてもらい、相互発展に生かしていく。

備考

令和３年度以降は
実施困難な見通し

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

コロナ禍によりサイエ
ンスカフェをはじめと
するイベントの開催
ができなかったこと
から、負担金の支出
はなかった。

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 10 1 0 0 0 0 0 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 12 0 0 0 0 0 0 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 2

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

会議開催回数

活動指標名 備考

会議開催回数

成果(KPI)指標名 備考

取組実施事業数

成果(KPI)指標名 備考

取組実施事業数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

縮小

　２０２４年４月に東洋大学は板倉キャンパスからの撤退を表明していることから、これまで実施してきた東
洋大学との連携事業を継続することが困難な見通し。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画 令和３年度以降は

実施困難な見通し

実
績

計
画 令和３年度以降は

実施困難な見通し

実
績

　コロナ禍によりイベント開催ができなかった。

2
　コロナ禍によりイベント開催ができなかった。

　２０２４年４月に東洋大学は板倉キャンパスから
の撤退を表明している。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　東洋大学と連携事業に関係する機関を交え、これまで実施してきた連携事業の扱いについて協議を
行う必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

323



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1

1

0 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

373 0 0 0 0 0 0 0

1,863 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 奨学金貸与事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町奨学資金貸与に関する条例、板倉町奨学金貸与に関する条例施行規則

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

板倉町に居住し、進学意欲があるにも関わらず、経済的理由により大学などへ進学が困難な方
に、奨学金を貸与することにより修学の機会を提供し、優れた人材を育成することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

奨学基金利子繰出金

その他

国庫支出金

県支出金

奨学基金利子収入

一般財源

①事業費

奨学基金利子繰出金

その他

国庫支出金

県支出金

奨学基金利子収入

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

板倉町に居住し、進学の意欲があるにも関わらず、経済的理由により大学などへの進学が困難な
方に対し、予算の範囲内において奨学金を貸与する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 60

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

貸与件数

活動指標名 備考

貸与件数

成果(KPI)指標名 備考

貸与率

成果(KPI)指標名 備考

貸与率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

進学意欲を有するが、経済的理由により進学が困難な方のために、必要不可欠な事業であるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

大学等への進学希望者に対し、経済的な援助と
して貸与事業を遂行できている。

2
大学等への進学希望者に対し、経済的な援助と
して貸与事業を遂行できている。また、滞納者も
おらず健全な運用がなされている。

現在、返済方法を納付書納付のみとしており、
口座振替での返済希望者も若干名いることか
ら、検討する必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

返済の相談には随時応じ、綿密に連絡を取ることで、滞納率を0％にすることができている。今後も継続
することで滞納率0％を維持する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

902 878 897 2,772 897 897 897 2,772

80 80 80 80 80 80 80 80

730 725 725 2,600 725 725 725 2,600

30 30 30 30 30 30 30 30

52 33 52 52 52 52 52 52

10 10 10 10 10 10 10 10

902 878 897 2,772 897 897 897 2,772

653 0 0 0 0 0 0 0

608

45

653 0 0 0 0 0 0 0

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,632 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 教育研究所充実事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 1 3

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町教育研究所で研究された内容が、研究員以外の教職員へも浸透し、町全体の教育力の向上を
目指す。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費 令和5年度、9年度社会科副読本作成

備品購入費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

教育研究所は、教育研究部会と教育相談部会の２つの部会から成り立っており、部会ごとに世話
係校長、研究員をおいて活動している。研究部会は、月１回以上部会を開き、研究テーマに沿っ
た研究を行い、２年ごとに研究報告会を開催し、研究成果を発表している。教育相談部会は、中
央公民館や板倉中学校内にある教育相談室を拠点に、児童生徒や保護者からの相談を随時受
け付けている。また、教職員全体研修会を企画し、教職員の職能成長に寄与している。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 10 10 10 10 10 10 10 10

件 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

人 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 7

件 2,127

人 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

研修会開催数

教育相談室相談件数

研修報告会参加者数

活動指標名 備考

研修会開催数

教育相談室相談件数

研修報告会参加者数

成果(KPI)指標名 備考

研修報告会参加者率

成果(KPI)指標名 備考

研修報告会参加者率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

教育研究部は町の教育課題の解決に向けた取り組みを、教育相談部は児童生徒や保護者に寄り添っ
た相談業務を実施している。引き続き事業を継続する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

教育研究部、教育相談部ともに、教育課題に真
摯に向き合い、実績を上げている点では、概ね
妥当であると考える。

2
GIGAスクール構想に向けて、一人一台端末に
加え、電子黒板等の整備が進んだ。
ICTを活用した授業公開を１０回行った。

ICTの活用に向けて教職員の研修を充実させて
いくことが課題となる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も教職員の資質向上、児童生徒の不登校や問題行動等の減少に向けた取組を支援していく。令和
３年度は、「ICTを活用した授業づくり」について研究していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

327



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658

516 516 516 516 516 516 516 516

5,142 5,142 5,142 5,142 5,142 5,142 5,142 5,142

5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658

5,657 0 0 0 0 0 0 0

515

5,142

5,657 0 0 0 0 0 0 0

2,309 0 0 0 0 0 0 0

0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,309 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

7,966 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小中学校校務支援システム事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 1 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

教職員が児童生徒と触れ合う時間を増やすため、板倉町内に構築した学校専用のネットワークを
介する校務支援システムを使用することで、校務の効率化を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

学校に整備した教職員用パソコンに、校務支援システムをリース契約により導入。教職員へのフォ
ローとして、操作説明会等の研修を行う。
児童生徒・教職員情報等をシステムで管理することにより、今まで個々に作成していた各種帳票を
一括して管理・作成する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 71 71 71 71 71 71 71 71

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 71

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

システム用パソコン設置台数

活動指標名 備考

システム用パソコン設置台数

成果(KPI)指標名 備考

システム用パソコン利用率

成果(KPI)指標名 備考

システム用パソコン利用率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

校務支援システムにより教職員が児童生徒と触れ合う時間を増やすことができているため、継続して事
業を実施する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

教職員の校務を効率化できており、妥当である。

2
校務支援システムにより教職員が児童生徒と触
れ合う時間を増やすことができている。

各種帳票をより教職員が使いやすい形にし、よ
り校務の効率化ができるよう努めていく。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

各種帳票をより教職員が使いやすい形にし、より校務の効率化ができるよう努めていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

500 500 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500

258 0 0 0 0 0 0 0

258

258 0 0 0 0 0 0 0

1,486 0 0 0 0 0 0 0

0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

968 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

518 0 0 0 0 0 0 0

1,744 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 英検検定料助成事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 1 4

根拠法令・個別計画 板倉町英語検定料助成金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

英語検定の受験機会の拡大を目指し、英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に実施され
る英語検定の受験に係る負担を軽減するため、検定料の一部を助成するもの。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

英語検定検定料補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

英語検定検定料補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
２　子育て・福祉　
２．子育てしやすい環境づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

英語検定３級以上を受験した方に、検定料の２分の１を助成する。対象は、町内に住所を有し、英
語検定を受検した年度中に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある方とする。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

330



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 130 130 130 130 130 130 130 130

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 110

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

周知件数

活動指標名 備考

周知件数

成果(KPI)指標名 備考

申請件数

成果(KPI)指標名 備考

申請件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

申請件数も増えてきており、子育て世代の支援として今後も継続していく必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

必要最低限の経費で事業を推進できており、子
育て世代の家計の負担軽減の一助を担ってい
る。

2
申請件数は当初の計画に達しなかったが、平成
29年度の事業開始以来申請件数は最多となっ
ている。

英語検定の種類や試験の方式が年々変化して
いる。また検定料も値上がりしている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

これまで同様に、小中学校、板倉中学校の卒業生の進学先高校等への周知を継続して行う。
英語検定の種類や方式の変化に対応した補助制度としていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

121 121 121 121 121 121 121 121

54 54 54 54 54 54 54 54

47 47 47 47 47 47 47 47

20 20 20 20 20 20 20 20

121 121 121 121 121 121 121 121

61 0 0 0 0 0 0 0

45

16

61 0 0 0 0 0 0 0

2,830 0 0 0 0 0 0 0

0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,830 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,891 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 教育指導充実事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 1 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

人的面での教育環境の充実を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

研修会負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

教育に関する先進校等を視察し、板倉町の教育に還元する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

研修会出席回数

活動指標名 備考

研修会出席回数 新型コロナにより研修会中止

成果(KPI)指標名 備考

研修会出席者数

成果(KPI)指標名 備考

研修会出席者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

先進校の取り組み等を視察し、板倉町の教育ニーズに対応するため、引き続き事業を継続していく必要
がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

概ね妥当である。

2
新型コロナウイルス感染症の影響により研修会
が中止となったが、邑楽館林管内で情報共有を
行った。

適切な研究発表が近隣で行われていない。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

郡内の教育委員会と情報交換し、有益な研修視察を行う。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

17,829 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178

13,840 11,280 11,280 11,280 11,280 11,280 11,280 11,280

2,448 1,887 1,887 1,887 1,887 1,887 1,887 1,887

100 90 90 90 90 90 90 90

1,028 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268

413 653 653 653 653 653 653 653

17,829 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178

14,079 0 0 0 0 0 0 0

11,803

1,700

35

348

193

14,079 0 0 0 0 0 0 0

2,408 0 0 0 0 0 0 0

0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,787 0 0 0 0 0 0 0

0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

621 0 0 0 0 0 0 0

16,487 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 外国青年招致事業（JETプログラム）

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 1 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

管内の小中学校児童生徒に対し、ネイティブスピーカーによる英語指導の機会を設けることで、英
語を身近なものとし、児童生徒の学習意欲の向上、英語学習の更なる有効化を図る。また、地域
活動に参加し、異文化体験を提供することで、地域住民の国際理解等を増進させる。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

共済費

需用費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報酬

共済費

需用費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

JETプログラムの外国語指導助手（ALT）を管内小中学校へ配置し、児童生徒の英語学習におい
て活用する。また、地域住民を対象とした英会話教室や国際交流活動、国際理解教育においても
活用する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 4 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,006 996 950 887 828 766 706 659

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,011

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

外国語指導助手人数

活動指標名 備考

外国語指導助手人数

成果(KPI)指標名 備考

小中学校児童生徒数

成果(KPI)指標名 備考

小中学校児童生徒数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

JETプログラムのALTは、小中学校での英語学習において、児童生徒が英語に慣れ親しむことができる
よう活用されているため、維持継続が望ましい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

JETプログラムのALTとしての費用は妥当である。

2
小中学校･保育園･公民館などで英語の指導や
異文化体験の提供をし、英語学習や国際理解
の推進に貢献している。

JETプログラムのALTは指導経験が浅い者もい
る。また、ALTの生活のサポートをしなければな
らないため、担当者の負担が大きい。費用対効
果が得られるようであれば民間委託に切り替え
ることが望ましい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

民間でもＡＬＴを派遣するサービスを提供しており、指導力という点ではＪＥＴプログラムのＡＬＴより優れた
ＡＬＴの配置が期待できるが、費用がＪＥＴプログラムに対して割高であるため費用対効果が期待できな
い。今後、現在よりも費用対効果が得られる民間のＡＬＴがいれば検討する必要があると考える。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

335



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

27,677 20,481 23,929 23,929 23,929 23,929 23,929 23,929

1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017

18,683 15,234 18,683 18,683 18,683 18,683 18,683 18,683

1,173 1,235 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173

4,348 241 600 600 600 600 600 600

2,456 2,754 2,456 2,456 2,456 2,456 2,456 2,456

27,677 20,481 23,929 23,929 23,929 23,929 23,929 23,929

24,856 0 0 0 0 0 0 0

963

16,472

879

4,575

1,967

24,856 0 0 0 0 0 0 0

3,198 0 0 0 0 0 0 0

0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,681 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

518 0 0 0 0 0 0 0

28,054 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小学校運営

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 2 1

根拠法令・個別計画 学校教育法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

学校教育法第5条の規定に基づき、教職員が児童のために行う学校運営・教育活動に必要な経
費を学校設置者として負担します。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

需用費

使用料及び賃借料

備品購入費 令和2年度の給食備品購入が終了

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報酬

需用費

使用料及び賃借料

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

主な経費として、学校医報酬、消耗品費、燃料費、保険料、各種使用料、一般校具備品購入費な
どの経費で構成され、児童が学校生活を送る上で必要不可欠なものです。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

校 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

校 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

学校数

活動指標名 備考

学校数

成果(KPI)指標名 備考

実施率

成果(KPI)指標名 備考

実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令により実施することが義務付けられていることから継続して実施する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

教職員が児童のために行う学校運営・教育活動
に必要な経費を学校設置者として負担するもの
であり、妥当である。

2
学校設置者として学校運営・教育活動に必要な
経費を負担することで、児童が学校生活を滞り
なく送れていることから、一定の成果は認められ
る。

学習指導要領の改訂や児童数の変化などに素
早く対応できるよう学校との連携を深めることで
適正な予算確保に努めたい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

教職員が児童のために行う学校運営・教育活動に必要な経費を学校設置者として負担するものであり、
学習指導要領の改訂や児童数の変化などに素早く対応できるよう学校との連携を深めることで適正な予
算確保に努めたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

12,197 18,367 14,989 14,989 14,989 14,989 14,989 14,989

3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

142 142 142 142 142 142 142 142

6,173 6,725 6,725 6,725 6,725 6,725 6,725 6,725

1,740 5,378 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

1,142 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122

12,197 18,367 14,989 14,989 14,989 14,989 14,989 14,989

12,933 0 0 0 0 0 0 0

4,073

117

6,122

1,605

1,016

12,933 0 0 0 0 0 0 0

2,872 0 0 0 0 0 0 0

0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,458 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

414 0 0 0 0 0 0 0

15,805 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小学校施設維持管理

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 2 1

根拠法令・個別計画 学校教育法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

小学校施設の適正な維持管理を行うことで、児童の安全安心な学習環境を確保する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

建物設備等の修繕・点検・清掃や各種法定点検の実施。また、老朽化した建物設備の更新工事
を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 125

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

修繕・工事等対象箇所

活動指標名 備考

修繕・工事等対象箇所

成果(KPI)指標名 備考

実施率

成果(KPI)指標名 備考

実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

施設の維持管理のため、継続して事業を実施する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

学校施設の整備工事であり、妥当である。

2
各種工事を実施することにより、学習環境の維
持ができている。

学校施設全体の老朽化が問題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

安全安心な学習環境を維持していくために、学校施設全体の状況を把握し、計画的な修繕･改修を実
施していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

115 115 115 115 115 115 115 115

50 50 50 50 50 50 50 50

65 65 65 65 65 65 65 65

115 115 115 115 115 115 115 115

60 0 0 0 0 0 0 0

49

11

60 0 0 0 0 0 0 0

298 0 0 0 0 0 0 0

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

298 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

358 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 学校支援隊事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 2 1

根拠法令・個別計画 学校基本法、社会教育法

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

地域と連携した学校づくりのため、保護者や地域の方々に対して学校支援ボランティアを募集し、
児童にとって充実した学習とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品費

食糧費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品費

食糧費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

総合的な時間の支援として、農園の耕作や遊水地校外学習、遺跡巡りなどの対応。
学習支援として、英会話活動や書き初め、家庭科のミシンの指導、朝行事での読み聞かせ。
ボランティアの専門的な知識や技能を教育活動に取り入れることで教育的効果が増し、また、教
職員とボランティアが協力することで交流を深めることにも繋がる。
なお、事業費のうち、消耗品は通知などの用紙代、食糧費はボランティアへのお茶代です。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 40 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 17

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 6 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 3

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

学習支援ボランティア数

活動指標名 備考

学習支援ボランティア数

成果(KPI)指標名 備考

ボランティアが参加した行事数

成果(KPI)指標名 備考

ボランティアが参加した行事数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

地域のいろいろな大人が学校の教育活動に関わることで、多様な体験、経験の機会が増えたり、規範意
識やコミュニケーション能力の向上に繋がることも期待できるため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

必要最低限の経費で、学校、家庭及び地域住
民その他関係者が、教育におけるそれぞれの役
割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び
協力に努めることを具現化する事業であり、妥当
である。

2
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
様々な活動が制限され、自粛せざるを得ない状
況が続き、積極的な事業実施が叶わなかった。

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえながら、
地域と連携した学校づくりのため、保護者や地
域の方々に対してボランティアを募集していく。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

学校支援ボランティアには、地域住民が持っている専門的知識や技術が必要なものもありますが、誰に
でもできるボランティア活動もたくさん考えられます。
地域住民が学校の教育活動に関わることで、地域の絆づくりに繋がり、地域の教育力向上、地域の活性
化や学校を核とした地域づくりを目指していきます。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

341



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,456 0 0 0 0 0 0 0

226

1,230

1,456 0 0 0 0 0 0 0

1,381 0 0 0 0 0 0 0

197

1,184

1,381 0 0 0 0 0 0 0

1,713 0 0 0 0 0 0 0

0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,713 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,094 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小学校再編事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 2 1

根拠法令・個別計画 板倉町立小学校適正規模・適正配置基本計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

児童数の減少により小学校の小規模化が進行しており、教育環境への様々な課題が生じている。
小学校の再編を行うことで、「生きる力」を育むことができる教育環境の実現を目指す。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

令和２年４月に、４校ある小学校を２校へ再編（東小学校と南小学校を統合、西小学校と北小学校
を統合）。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 6

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

会議

活動指標名 備考

会議

成果(KPI)指標名 備考

アンケート

成果(KPI)指標名 備考

アンケート

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

終了

今まで４校あった小学校を２校に再編し、令和２年４月より新たなスタートを切ることができたため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

必要最低限の経費で事業を実施できており、費
用対効果は高い。

2
会議については、再編後に大きな問題も無かっ
たため、開催をする必要が無かった。
アンケートについては、教職員を対象に小学校
再編に関する振り返りを行い、成果と課題を整
理することができた。

小学校再編の成果と課題を活かし、基本計画に
おいて計画されている、将来的な小中一貫校の
設置についても検討をしていく必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

適正規模適正配置基本計画において、「将来的には一体型の小中一貫校を設置すべき」と記載されて
いることから、将来に向けて検討を進める必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900

31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900

13,477 15,023 15,023 15,023 15,023

18,423 16,877 16,877 16,877 16,877 31,900 31,900 31,900

31,900 0 0 0 0 0 0 0

31,900

14,512

17,388 0 0 0 0 0 0 0

2,383 0 0 0 0 0 0 0

0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,383 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

34,283 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小学校スクールバス運行事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 2 1

根拠法令・個別計画 板倉町スクールバス運行管理規則

実施運営方法 全部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

小学校再編により遠距離通学となる児童に対してスクールバスを運行し、通学支援を行う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

その他

国庫支出金
令和6年度でへき地児童生徒
援助費等補助金が終了

県支出金

一般財源

①事業費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

東小学校２コース、西小学校２コースを運行し、それぞれ登校１便、下校２便を基本とする。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

名 151

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

名 152

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

会議開催回数

活動指標名 備考

会議開催回数

成果(KPI)指標名 備考

利用児童数

成果(KPI)指標名 備考

利用児童数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

小学校再編による遠距離通学児童の通学手段として必要なため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

必要最低限の経費で事業を実施できており、費
用対効果は高い。

2
大きな混乱もなく運行初年度を終えることができ
た。

急な雷雨や地震等、想定外の事態にも対応でき
るよう、教育委員会、学校、業者とのより強固な
連携が必要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

運行委託業者とは、５年間の業務委託契約を締結している。今後は、児童数の減少も見据え、委託料や
車両の見直し等も含め検討が必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,200 3,324 2,182 2,125 2,067 2,045 2,006 1,977

939 82 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,261 3,242 1,182 1,125 1,067 1,045 1,006 977

363 40

1,837 3,284 2,182 2,125 2,067 2,045 2,006 1,977

2,098 0 0 0 0 0 0 0

838

1,260

302

1,796 0 0 0 0 0 0 0

1,043 0 0 0 0 0 0 0

0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,043 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,141 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小学校教育振興事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 2 2

根拠法令・個別計画 学校教育法

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

児童が学校で学習するための教材備品や図書が十分に配置され、教育の振興に資することを目
的としています。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

各教科共通教材備品購入費

図書購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

各教科共通教材備品購入費

図書購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

経費は各教科共通教材備品購入費と図書購入費で構成され、学校で使われる教材及び図書
は、児童の教育効果を高め、児童の基礎的・基本的な学習理解を助ける上で極めて重要であり、
その充実は不可欠です。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

校 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

校 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

学校数

活動指標名 備考

学校数

成果(KPI)指標名 備考

実施率

成果(KPI)指標名 備考

実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

図書を含めた教材備品は児童の教育効果を高め、児童の基礎的・基本的な学習理解を助ける上で極
めて重要であり、その充実は不可欠なため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

児童が学校で学習するための教材備品や図書
を購入するものであり妥当である。

2
当初の計画どおり備品を購入し、教育指導に役
立てることができた。

古い備品の更新について、限られた予算である
ことから優先順位をつけて実施する必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

限られた予算の中で備品を購入するためには、教育効果の見極めがとても重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

347



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

696 863 863 863 863 863 863 863

696 863 863 863 863 863 863 863

10 1 10 1 1 1 1 1

686 862 853 862 862 862 862 862

316 0 0 0 0 0 0 0

316

7

309 0 0 0 0 0 0 0

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,550 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小学校要保護及び準要保護児童援助費事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 2 2

根拠法令・個別計画 学校教育法、板倉町就学奨励費支給要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

経済的理由によって就学が困難な児童の保護者に対して、就学援助費を支給することにより、義
務教育の円滑な実施を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

保護者からの申請に基づき、該当児童の属する世帯の経済的状況や生活の状況、民生委員児
童委員及び児童の所属する学校長の意見等を総合的に考慮した上で審査・認定を行う。
認定された児童の保護者に対し、学用品費・通学用品費、校外活動費、修学旅行費等を支給す
る。
※給食費については、平成29年度から実施している給食費無料化に伴い、支給対象外。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 16 15 16 15 15 15 15 15

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 14

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 88

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

交付件数

活動指標名 備考

交付件数

成果(KPI)指標名 備考

交付率 交付件数／申請件数

成果(KPI)指標名 備考

交付率 交付件数／申請件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

就学に係る経費を援助することで、児童の保護者の経済的な負担を軽減し、児童が安心して就学するこ
とを目的としているため、今後も継続して実施する必要があると考えられる。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

経済的な理由により義務教育を受けることが困
難な児童の保護者に対し支給を行うものであり、
妥当である。

2
就学に係る経費を援助することで、児童の保護
者の経済的な負担を軽減する目的を達成して
いる。

保護者の収入・所得について、本人からの申告
及び役場内の関係部署等で確認できるもの以
外の収入・所得があった場合の確認またはその
方法。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

保護者の収入・所得について、本人からの申告及び役場内の関係部署等で確認できるもの以外の収
入・所得があった場合、どのように確認するのかを検討する必要がある。また、援助を必要としている児
童の保護者が申請していない場合等、制度の周知や民生委員児童委員との連携を更に図りたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

349



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

191 430 430 430 430 430 430 430

191 430 430 430 430 430 430 430

25 18 18 18 18 18 18 18

166 412 412 412 412 412 412 412

81 0 0 0 0 0 0 0

81

40

41 0 0 0 0 0 0 0

2,085 0 0 0 0 0 0 0

0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,085 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,166 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小学校特別支援教育就学奨励費事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 2 2

根拠法令・個別計画 板倉町特別支援教育就学奨励費支給要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

特別支援学級に就学する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援学級への就学
に必要な経費の一部を補助する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

特別支援学級に就学する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者から収入額・需要
額調書を提出してもらい、申請世帯の負担能力に応じて、特別支援学級への就学に必要な経費
の一部を補助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

350



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 10 17 17 17 17 17 17 17

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 7

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

交付件数

活動指標名 備考

交付件数

成果(KPI)指標名 備考

交付率 交付件数／申請件数

成果(KPI)指標名 備考

交付率 交付件数／申請件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

特別支援学級に就学する児童の保護者へ就学に要する経費を援助することで、経済的な負担を軽減
し、特別支援教育の振興に資することを目的としているため、今後も継続して実施する必要があると考え
る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

特別支援学級に就学する児童の保護者の経済
的な負担を軽減することを目的とするため妥当
である。

2
就学に必要な経費の一部を援助することで、特
別支援学級に就学する児童の保護者の経済的
な負担を軽減する目的を達成している。

年度間の支給回数について、学期毎に支給し
ている市町村もあるので、今後検討する必要が
ある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

申請から負担能力の認定、支給に至るまで公平な事務処理を確実に行っていく。
年度間の支給回数について、保護者からの要望も考慮した上で複数回の支給とするか検討していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

351



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

12,434 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936

595 591 591 591 591 591 591 591

8,263 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750

1,630 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644

53 33 33 33 33 33 33 33

1,893 1,918 1,918 1,918 1,918 1,918 1,918 1,918

12,434 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936

9,637 0 0 0 0 0 0 0

556

6,681

1,012

49

1,339

9,637 0 0 0 0 0 0 0

3,136 0 0 0 0 0 0 0

0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,681 0 0 0 0 0 0 0

0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

455 0 0 0 0 0 0 0

12,773 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 中学校運営

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 3 1

根拠法令・個別計画 学校教育法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

学校教育法第5条の規定に基づき、教職員が生徒のために行う学校運営・教育活動に必要な経
費を学校設置者として負担します。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

需用費

使用料及び賃借料

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報酬

需用費

使用料及び賃借料

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

主な経費として、学校医報酬、消耗品費、燃料費、各種使用料、一般校具備品購入費、負担金な
どの経費で構成され、生徒が学校生活を送る上で必要不可欠なものです。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

352



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

校 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

校 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

学校数

活動指標名 備考

学校数

成果(KPI)指標名 備考

実施率

成果(KPI)指標名 備考

実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令により実施することが義務付けられていることから継続して実施する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

教職員が生徒のために行う学校運営・教育活動
に必要な経費を学校設置者として負担するもの
であり、妥当である。

2
学校設置者として学校運営・教育活動に必要な
経費を負担することで、生徒が学校生活を滞り
なく送れていることから、一定の成果は認められ
る。

学習指導要領の改訂や生徒数の変化などに素
早く対応できるよう学校との連携を深めることで
適正な予算確保に努めたい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

教職員が生徒のために行う学校運営・教育活動に必要な経費を学校設置者として負担するものであり、
学習指導要領の改訂や児童数の変化などに素早く対応できるよう学校との連携を深めることで適正な予
算確保に努めたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

353



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

5,553 10,647 7,753 7,753 7,753 7,753 7,753 7,753

1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

85 85 85 85 85 85 85 85

3,768 3,973 3,973 3,973 3,973 3,973 3,973 3,973

0 4,394 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

200 195 195 195 195 195 195 195

5,553 10,647 7,753 7,753 7,753 7,753 7,753 7,753

8,069 0 0 0 0 0 0 0

1,486

84

3,736

2,695

68

8,069 0 0 0 0 0 0 0

2,607 0 0 0 0 0 0 0

0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

373 0 0 0 0 0 0 0

10,676 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 中学校施設維持管理事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 3 1

根拠法令・個別計画 学校教育法

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

中学校施設の適正な維持管理を行うことで、生徒の安全安心な学習環境を確保する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

建物設備等の修繕・点検・清掃や各種法定点検の実施。また、老朽化した建物設備の更新工事
を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

354



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 1 3 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

修繕・工事等対象箇所

活動指標名 備考

修繕・工事等対象箇所

成果(KPI)指標名 備考

実施率

成果(KPI)指標名 備考

実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

施設の維持管理のため、継続して事業を実施する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

学校施設の整備工事であり、妥当である。

2
各種工事を実施することにより、学習環境の維
持ができている。

学校施設全体の老朽化が問題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

安全安心な学習環境を維持していくために、学校施設全体の状況を把握し、計画的な修繕･改修を実
施していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

355



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

634 672 672 672 672 672 672 672

634 672 672 672 672 672 672 672

422 448 448 448 448 448 448 448

212 224 224 224 224 224 224 224

248 0 0 0 0 0 0 0

248

164

84 0 0 0 0 0 0 0

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,482 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 部活動指導員配置促進事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 3 1

根拠法令・個別計画 板倉町部活動指導員配置促進事業に係る部活動指導員取扱要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

部活動に在籍する生徒が専門的な指導を受けることにより、部活動の活性化を図る。また、部活
動担当教員の負担軽減を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報酬

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

専門的な知識や技能を有する部活動指導員を配置することにより、中学校部活動の指導体制の
充実を図るとともに教員の多忙化の解消を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

356



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

時間 396 396 396 396 396 396 396 396

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

時間 155

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

運動部活動指導員数

活動指標名 備考

運動部活動指導員数

成果(KPI)指標名 備考

運動部活動指導員の勤務時間数

成果(KPI)指標名 備考

運動部活動指導員の勤務時間数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

専門的な技術を有する指導員を配置することで、より効果的な部活動の実施が見込まれ、また、指導員
配置により部活動担当教員の超過勤務状況の改善が図れるため、継続する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

部活動の技術力向上にも寄与しており、概ね妥
当である。

2
部活動指導員に配置により、部活動担当教員の
多忙化解消が図れている。

部活動指導員が必要とされる部活動に対して、
適切な人材を探すことが課題となっている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

部活動指導員を配置することで、より効果的で安全な部活動の実施を図る。また、部活動指導員を継続
的に配置することで、教員の多忙化の解消を図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

357



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

6,153 849 1,868 1,862 1,861 1,821 1,800 1,782

5,300 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

853 849 868 862 861 821 800 782

6,153 849 1,868 1,862 1,861 1,821 1,800 1,782

4,922 0 0 0 0 0 0 0

4,070

852

4,922 0 0 0 0 0 0 0

1,340 0 0 0 0 0 0 0

0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,340 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

6,262 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 中学校教育振興事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 3 2

根拠法令・個別計画 学校教育法

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

生徒が学校で学習するための教材備品や図書が十分に配置され、教育の振興に資することを目
的としています。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

各教科共通教材備品購入費 令和2年度の体育備品購入が終了

図書購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

各教科共通教材備品購入費

図書購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

経費は各教科共通教材備品購入費と図書購入費で構成され、学校で使われる教材及び図書
は、生徒の教育効果を高め、生徒の基礎的・基本的な学習理解を助ける上で極めて重要であり、
その充実は不可欠です。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

358



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

校 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

校 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

学校数

活動指標名 備考

学校数

成果(KPI)指標名 備考

実施率

成果(KPI)指標名 備考

実施率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

図書を含めた教材備品は生徒の教育効果を高め、生徒の基礎的・基本的な学習理解を助ける上で極
めて重要であり、その充実は不可欠なため。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

生徒が学校で学習するための教材備品や図書
を購入するものであり妥当である。

2
当初の計画どおり備品を購入し、教育指導に役
立てることができた。

古い備品の更新について、限られた予算である
ことから優先順位をつけて実施する必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

限られた予算の中で備品を購入するためには、教育効果の見極めがとても重要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

359



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

894 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562

894 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562 1,562

1 1 1 30 1 30 1 1

893 1,561 1,561 1,532 1,561 1,532 1,561 1,561

472 0 0 0 0 0 0 0

472

472 0 0 0 0 0 0 0

2,011 0 0 0 0 0 0 0

0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,011 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,483 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 中学校要保護及び準要保護生徒援助費事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 3 2

根拠法令・個別計画 学校教育法、板倉町就学奨励費支給要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

経済的理由によって就学が困難な生徒の保護者に対して、就学援助費を支給することにより、義
務教育の円滑な実施を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

保護者からの申請に基づき、該当生徒の属する世帯の経済的状況や生活の状況、民生委員児
童委員及び生徒の所属する学校長の意見等を総合的に考慮した上で審査・認定を行う。
認定された生徒の保護者に対し、学用品費・通学用品費、校外活動費、修学旅行費等を支給す
る。
※給食費については、平成29年度から実施している給食費無料化に伴い、支給対象外。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

360



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 9 9 9 10 9 10 9 9

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 9

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

交付件数

活動指標名 備考

交付件数

成果(KPI)指標名 備考

交付率 交付件数／申請件数

成果(KPI)指標名 備考

交付率 交付件数／申請件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

就学に係る経費を援助することで、生徒の保護者の経済的な負担を軽減し、生徒が安心して就学するこ
とを目的としているため、今後も継続して実施する必要があると考えられる。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

経済的な理由により義務教育を受けることが困
難な生徒の保護者に対し支給を行うものであり、
妥当である。

2
就学に係る経費を援助することで、生徒の保護
者の経済的な負担を軽減する目的を達成して
いる。

保護者の収入・所得について、本人からの申告
及び役場内の関係部署等で確認できるもの以
外の収入・所得があった場合の確認またはその
方法。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

保護者の収入・所得について、本人からの申告及び役場内の関係部署等で確認できるもの以外の収
入・所得があった場合、どのように確認するのかを検討する必要がある。また、援助を必要としている生
徒の保護者が申請していない場合等、制度の周知や民生委員児童委員との連携を更に図りたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

361



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

89 213 213 213 213 213 213 213

89 213 213 213 213 213 213 213

1 44 44 44 44 44 44 44

88 169 169 169 169 169 169 169

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,936 0 0 0 0 0 0 0

0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,936 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,936 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 中学校特別支援教育就学奨励費事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 3 2

根拠法令・個別計画 板倉町特別支援教育就学奨励費支給要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

特別支援学級に就学する生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援学級への就学
に必要な経費の一部を補助する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

扶助費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

特別支援学級に就学する生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者から収入額・需要
額調書を提出してもらい、申請世帯の負担能力に応じて、特別支援学級への就学に必要な経費
の一部を補助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

362



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

交付件数

活動指標名 備考

交付件数 R2:申請者なし

成果(KPI)指標名 備考

交付率 交付件数／申請件数

成果(KPI)指標名 備考

交付率 交付件数／申請件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

特別支援学級に就学する生徒の保護者への就学に要する経費を援助することで、経済的な負担を軽減
し、特別支援教育の振興に資することを目的としているため、今後も継続して実施する必要があると考え
る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

特別支援学級に就学する生徒の保護者の経済
的な負担を軽減することを目的とするため妥当
である。

2
就学に必要な経費の一部を援助することで、特
別支援学級に就学する生徒の保護者の経済的
な負担を軽減する目的を達成している。

年度間の支給回数について、学期毎に支給し
ている市町村もあるので、今後検討する必要が
ある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

申請から負担能力の認定、支給に至るまで公平な事務処理を確実に行っていく。
年度間の支給回数について、保護者からの要望も考慮した上で複数回の支給とするか検討していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

363



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

0 5,296 6,296 6,296 6,296 6,296 6,296 6,296

0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

205 205 205 205 205 205 205

1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089

3,859 3,859 3,859 3,859 3,859 3,859 3,859

143 143 143 143 143 143 143

0 5,296 6,296 6,296 6,296 6,296 6,296 6,296

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 小中学校ICT環境整備事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R3 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 1 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

高速大容量通信ネットワークや児童生徒１人１台端末等のICT機器を整備運用することで、子ども
たち1人1人に個別最適化された学びの環境を提供する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

タブレット端末とネットワークの環境整備・保守管理を行う。また、タブレット端末には学習支援ソフ
トを導入する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

364



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

児童生徒用端末台数

活動指標名 備考

児童生徒用端末台数

成果(KPI)指標名 備考

児童生徒用端末配備率

成果(KPI)指標名 備考

児童生徒用端末配備率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

2

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

365



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

0 0 1,300 17,000 0 0 0 0

1,300 0

0 17,000

0 0 1,300 17,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 西小学校駐車場改修事業

担当部署 教育委員会事務局　総務学校係 事業期間 R4 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 2 1

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

スクールバス専用駐車場を新設し、保護者の駐車スペースを確保する。また、バスと一般車両を
区分けすることで、登下校時の混乱を解消し、児童及び保護者の安全を確保する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

工事請負費

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

測量設計業務
改修工事

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

366



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3

回 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回

回

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

％ 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％

％

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

測量設計打合せ

工事打合せ

活動指標名 備考

測量設計打合せ

工事打合せ

成果(KPI)指標名 備考

測量設計業務進捗率

工事進捗率

成果(KPI)指標名 備考

測量設計業務進捗率

工事進捗率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

2

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

367



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

104 65 65 65 65 65 65 65

0 25 25 25 25 25 25 25

104 40 40 40 40 40 40 40

104 65 65 65 65 65 65 65

68 0 0 0 0 0 0 0

68

68 0 0 0 0 0 0 0

890 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

518 0 0 0 0 0 0 0 

958 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 各種教室開催事業

担当部署 教育委員会事務局　わたらせ自然館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 9

根拠法令・個別計画 板倉町わたらせ自然館の設置及び管理に関する条例

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

小学生を対象に自然の観察やものづくりなどの教室を開催し、自然と文化に対する啓蒙及び情操
教育を推進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－①児童生徒の育成

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

講座・教室を開催し、豊かな自然や地域文化の学習を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 12 12 12 12 12 12 12 12

人 60 60 60 60 60 60 60 60

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開催回数

活動指標名 備考

開催回数

成果(KPI)指標名 備考

一回当たりの参加者数

参加者数

成果(KPI)指標名 備考

一回当たりの参加者数

参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

新型コロナウイルス感染症の影響が低くなったのち、子どもたちに地域の自然とその魅力や大切さを学ん
でもらう。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため開
催できなかった。

2
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため開
催できなかった。

新型コロナウイルス感染症の感染防止を図りなが
ら実施する。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

新型コロナウイルス感染症の影響が低くなったのち、自然学習の場を提供し、渡良瀬遊水地を始めとする
地域の自然について学習していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 67.4 － － － －

満足度 21.6 24.6 － 27.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

840 805 867 867 867 867 867 867

218 245 245 245 245 245 245 245

68 32 68 68 68 68 68 68

463 463 463 463 463 463 463 463

65 65 65 65 65 65 65 65

26 0 26 26 26 26 26 26

840 805 867 867 867 867 867 867

671 0 0 0 0 0 0 0

113

31

462

65

0

0

671 0 0 0 0 0 0 0

2,458 0 0 0 0 0 0 0

0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,458 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3,129 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 1

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 文化財資料館管理運営事業

担当部署 教育委員会事務局　生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 2

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

文化財資料館の管理及び来館者への対応等の普及事業を行い、文化財への理解を深めてもらう
ことで、板倉町をよく知ってもらい、さらなる郷土愛を育んでもらう。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料および賃借料

公課費

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料および賃借料

公課費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

文化財資料館来館者への説明対応、機織り教室などの体験教室を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 8 8 8 8 8 8 8 8

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 4

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

機織り教室実施回数

活動指標名 備考

機織り教室実施回数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

機織り教室申込人数

成果(KPI)指標名 備考

機織り教室申込人数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

機織り教室では、申込者４名においては全５回全てに参加が得られた。今後とも多くの町民を対象に事
業を実施していきたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

文化財について学び、身近に感じていただくこ
とで、文化振興や地域活性化につながる。また、
文化財を実際に見たり、体験することは、非常に
教育効果が高い。

2
機織り教室１回（全５回）を開催し、延べ20名の
参加が得られた。

参加者の要望に応えられるよう内容の充実が必
要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も文化財の普及啓発は必要であると思われる。文化財や板倉町の歴史をよく知ることで、さらなる郷
土愛を育んでもらえるよう、普及啓発に努めていきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,006 1,185 1,409 1,440 1,409 1,440 1,409 1,440

65 39 65 65 65 65 65 65

50 150 75 75 75 75 75 75

12 8 12 12 12 12 12 12

605 255 605 605 605 605 605 605

619 650 619 650 619 650 619 650

535 55 0 0 0 0 0 0

120 28 33 33 33 33 33 33

2,006 1,185 1,409 1,440 1,409 1,440 1,409 1,440

1,726 0 0 0 0 0 0 0

39

25

0

415

595

535

117

1,726 0 0 0 0 0 0 0

4,915 0 0 0 0 0 0 0

0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4,915 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

6,641 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 2

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 文化財保存活用事業

担当部署 教育委員会事務局　生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 2

根拠法令・個別計画 文化財保護法・群馬県文化財保護条例・板倉町文化財保護条例

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

文化財は町の歴史、文化等の正しい理解のため不可欠である。文化財を保存し、各種事業等を
通して文化財の普及活用を図ることで、町民の文化意識を高める。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

報償費

旅費

需用費

委託料

工事請負費

負担金、補助及び交付金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報酬

報償費

旅費

需用費

委託料

工事請負費

負担金、補助及び交付金

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

指定文化財に関して、適切な修繕や管理ができるよう補助を行う。また、文化財の保存活用が適
切に実施できるように、文化財調査委員会にて町文化財行政に対して意見をいただく。

備考

財
源
内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

内
訳

決
算

（
実
績

）

内
訳
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 2

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 115 115 115 115 115 115 115 115

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 113

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

文化財保存事業費補助金件数

活動指標名 備考

文化財保存事業費補助金件数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

文化財保存事業費補助金金額

成果(KPI)指標名 備考

文化財保存事業費補助金金額

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

文化財調査委員の意見を伺い、文化財の適切な保護に務めたい。

令和５年 令和９年
－ － － －

計
画

実
績

計
画

実
績

町内の文化財について審議し、文化財保存や
活用の方向性を決める。

2
新規に指定する文化財は無い。

文化財の保存活用に係る町民の文化意識の向
上が課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も継続して町内の文化財保護に取り組んでいく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

373



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

407 407 407 407 407 407 407 407

11 11 11 11 11 11 11 11

396 396 396 396 396 396 396 396

407 407 407 407 407 407 407 407

299 0 0 0 0 0 0 0

2

297

0

299 0 0 0 0 0 0 0

1,936 0 0 0 0 0 0 0

0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,936 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,235 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 3

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 町内遺跡確認調査事業

担当部署 教育委員会事務局　生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

10 4 2

根拠法令・個別計画 文化財保護法・県文化財保護条例・町文化財保護条例

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

文化財保護法に基づき、開発申請等により町内周知の包蔵地・遺跡の確認調査を実施する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

板倉町内の埋蔵文化財に係る周知の包蔵地区域の開発が行われる場合、試掘調査を実施して
本格的な発掘調査が必要かを判断する。なお、軽微開発行為は「工事立会による確認」「業者に
よる慎重工事」などにより対応。また、試掘調査実施等の判断については、群馬県文化財保護課
と協議し指示がある。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

374



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 30 30 30 30 30 30 30 30

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 33

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 25 25 25 25 25 25 25 25

件 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 25

件 3

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

届出・通知処理

活動指標名 備考

届出・通知処理

0

0

成果(KPI)指標名 備考

工事立会

試掘調査

成果(KPI)指標名 備考

工事立会

試掘調査

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

法令により実施することが義務付けられている。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

法令により実施することが義務付けられている。

2
県文化財保護課指導のもと、事業が遂行されて
いる。

専門員を非常勤の職員として配置しているが、
今後は常勤の職員の確保をしていく必要があ
る。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

専門員を非常勤の職員として配置しているが、今後は常勤の職員の確保をしていく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

375



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

304 306 306 306 306 306 306 306

0 75 75 75 75 75 75 75

60 25 25 25 25 25 25 25

9 9 9 9 9 9 9 9

146 108 108 108 108 108 108 108

24 24 24 24 24 24 24 24

50 50 50 50 50 50 50 50

15 15 15 15 15 15 15 15

304 306 306 306 306 306 306 306

140 0 0 0 0 0 0 0

25

0

75

1

24

15

0

140 0 0 0 0 0 0 0

2,830 0 0 0 0 0 0 0

0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,830 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,970 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 4

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 文化財景観保護推進事業

担当部署 教育委員会事務局　生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 2

根拠法令・個別計画 文化財保護法・板倉町文化財保護条例・「利根川・渡良瀬川合流域に形成された水場景観保存計画」

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

板倉町の文化的景観が国の選定を受け、町民等に対して文化的景観という文化財の重要性を認
識してもらうため、保存・普及啓発事業を実施する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

負担金、補助及び交付金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

文化的景観を守る団体（水場の風景を守る会、ガイドクラブ）と連携し協力しながら、町内外の方に
対して説明を実施したり、柳山などの構成要素の保存活動を行う。また、チラシやダイジェストを作
成し多くのかたに周知を行う。

備考

財
源
内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

内
訳

決
算

（
実
績

）

内
訳

376



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

本 50 50 50 50 50 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

本 60

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

柳山挿し木実施回数

活動指標名 備考

柳山挿し木実施回数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

1回あたりの挿し木本数

成果(KPI)指標名 備考

1回あたりの挿し木本数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

文化的景観を後世に残すため、保存に努める。

令和５年 令和９年
－ － － －

計
画

実
績

計
画

実
績

専門職員が不在となっているため、コストは低く
抑えられている。水場の風景を守る会や文化財
調査委員の協力のもと、効果が期待できる。

2
柳山を保存するための取り組み等、事業の方向
性が新たな場面を迎えつつある。

今後も文化的景観を保存していくためには、町
民の認識と理解が必要とされる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

文化的景観を守るためには行政の力だけでは限界があるので、町民に対して周知を図り文化的景観を
理解してもらう。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

377



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

267 297 297 297 297 297 297 297

0 20 20 20 20 20 20 20

0 10 10 10 10 10 10 10

267 267 267 267 267 267 267 267

267 297 297 297 297 297 297 297

267 0 0 0 0 0 0 0

0

0

267

0

267 0 0 0 0 0 0 0

319 0 0 0 0 0 0 0

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

298 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 0 0 0 0 0 0 0

586 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 5

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 無形民俗文化財継承・育成事業

担当部署 教育委員会事務局　生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 3

根拠法令・個別計画 文化財保護法・町文化財保護条例

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

無形民俗文化財の育成保護を目的に、伝承団体への支援及び小学校４・５年生を対象とした子ど
も伝統芸能教室を開催する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

謝金

需要費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

謝金

需要費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

町内の無形民俗文化財継承団体（板倉里神楽保存会・太々の会）を各学校へ派遣して教室を開
催し、演目の鑑賞や、実際に楽器の演奏を体験させる。また伝承団体へ支援を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

378



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 250 250 250 250 250 250 250 250

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開催回数

活動指標名 備考

開催回数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

参加児童数

成果(KPI)指標名 備考

参加児童数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

実際に伝統文化に触れることにより興味を持つ機会となるため、今後も町内の伝統文化継承のため継続
して行っていきたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

事業の内容については、例年では児童からは
概ね好評である。

2
令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止。

団体会員の高齢化が進んでいるため、若手の
確保が急務である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となったが、今後実施する際により多くの児
童に興味を持ってもらえるよう、企画運営していく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

379



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

20 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20 20 20

20 0 0 0 0 0 0 0

20

20 0 0 0 0 0 0 0

447 0 0 0 0 0 0 0

0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

447 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

467 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 6

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 自然環境調査事業

担当部署 教育委員会事務局　生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

15．陸の豊かさも守ろう　
　陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管
理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻
止を図る

款 項 目

10 4 3

根拠法令・個別計画 板倉町巨樹・巨木保存要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

整理された植物標本の保存活用を図る。また、町内の巨樹・巨木について、案内板等の修復を中
心とした保存管理を実施する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

防虫剤を定期的に入れ替え、保存するとともに、植物標本をわたらせ自然館にて展示することで
活用を図る。町内の巨樹・巨木について、定期的に巡回して異変等ないか確認、修復を中心とし
た保存管理を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

380



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

植物標本の確認

活動指標名 備考

植物標本の確認

0

0

成果(KPI)指標名 備考

防虫剤入替

成果(KPI)指標名 備考

防虫剤入替

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

希少な植物標本等の保存状態を維持し、活用を図るために必要である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

植物標本保存のため、防虫剤を定期的に入れ
替え、わたらせ自然館に展示することで活用が
図れた。また、巨樹・巨木について、定期的に巡
回して異変等ないか確認した。

2
定期的に確認・巡回することで良好な保存状態
を維持することができ、展示をして活用すること
ができた。

展示にあたり、より多くのかたに見てもらえる場を
設けることが必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

展示にあたり、より多くのかたに見てもらえる場を設けることが必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

381



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

155 724 724 724 724 724 724 724

80 60 60 60 60 60 60 60

75 164 164 164 164 164 164 164

0 500 500 500 500 500 500 500

150 150 150 150 150 150 150 150

5 574 574 574 574 574 574 574

71 0 0 0 0 0 0 0

18

53

0

0

71 0 0 0 0 0 0 0

2,160 0 0 0 0 0 0 0

0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,160 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,231 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 7

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 芸術文化振興事業

担当部署 教育委員会事務局　生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 3

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

著名人の講演を聴く場を提供して町民の教養を高める。また、文化の振興に寄与し、その功績が
顕著であると認められる個人及び団体表彰を行う。
【主な事業】
町民教養講座、文化功績者表彰

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

町民教養講座入場料

一般財源

①事業費

報償費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・町民教養講座
　町民のニーズに即した著名な講師を迎えわかりやすく親しみやすい講座を開催し、芸術文化の
振興を図る。
・文化功績者表彰
学校・文化協会加盟団体等への依頼、広報による周知により文化功績者の推薦を募り、選考委員
会へ諮る。選考委員会において表彰が決定した場合、町民文化祭において表彰する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

382



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

枚 300 300 300 300 300 300 300 300

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

枚 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 300 300 300 300 300 300 300 300

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

枚 40 40 40 40 40 40 40 40

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

％ 0

枚 9

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

選考委員会

チケットの販売枚数

活動指標名 備考

選考委員会

チケットの販売枚数

成果(KPI)指標名 備考

入場者数

アンケートに「よかった」と回答した割合

被表彰者

成果(KPI)指標名 備考

入場者数

アンケートに「よかった」と回答した割合

被表彰者

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町民教養講座は、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。令和元年度のア
ンケート結果では、教養講座の開催が必要という回答が圧倒的であったことから、講座の必要性は高く、
今後も開催していく必要があると言える。文化功績者表彰は、今後も町内の文化振興を図るため、継続
して実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町民教養講座は、教養を高めるための学習の
機会を提供することができる。
文化功績者表彰は、文化の分野で顕著な功績
のあった者を対象に表彰することで、町内にお
ける文化の振興に寄与している。

2
町民教養講座は、令和２年度は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止。
文化功績者表彰は、令和２年度に令和元年度
中を対象に、９名の表彰を行った。

町民教養講座は、多くの町民に来場いただくた
めにも少ない費用で町民ニーズに即した講師に
よる魅力的な講演を開催していく必要がある。
文化功績者表彰は、表彰者の表彰式への参加
を促す必要がある。

令
和 評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

町民教養講座は、来場者の約7割が60歳以上のため若い世代の興味関心が高い内容を検討したい。
文化功績者表彰は、今後も町内の文化振興を図るため、継続して実施していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

383



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

16 200 204 204 204 204 204 204

0 184 188 188 188 188 188 188

16 16 16 16 16 16 16 16

16 200 204 204 204 204 204 204

0

0

0

170

0.02 

149

0.01 

21

170

事業№ 8

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 芸術・文化事業

担当部署 教育委員会事務局　生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 5

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

絵画を制作することにより児童・生徒の感性を磨き、芸術文化に親しむことを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

町内小中学生を対象に日常生活や町内の風景などをテーマにした絵画コンクールを開催し、各
部門ごとに最優秀賞、金賞、銀賞、銅賞の表彰を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

384



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,006 987 950 887 828 766 706 659

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,016

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,006 987 950 887 828 766 706 659

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

％ 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

対象者数

活動指標名 備考

対象者数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

参加率

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

参加率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

文化振興の貢献、芸術活動への興味、子どもの感性を育む機会を提供していくためにも継続したい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が
実施できなかった。しかし、例年の状況に鑑みる
と、絵画コンクール作品を見るために来館される
かたも多いことから費用対効果は高いと判断す
る。

2
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が
実施できなかった。しかし、令和元年度の本事
業への参加率は99％と高いことから、令和３年
度についても、小中学生の文化芸術に関わる機
会の提供は充分に見込める。

子どもだけでなく保護者その他関係者など、広く
町民に作品を鑑賞していただき、芸術文化振興
に対する意識向上を図る。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

町民文化祭、ロビー展での作品展示で、より多くの町民に芸術作品を鑑賞していただき、芸術文化に対
する意識向上を図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

385



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,354 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353

307 311 311 311 311 311 311 311

143 143 143 143 143 143 143 143

636 636 636 636 636 636 636 636

268 263 263 263 263 263 263 263

1,354 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353

1,176 0 0 0 0 0 0 0

162

135

613

266

0

1

1,175 0 0 0 0 0 0 0

1,738 0 0 0 0 0 0 0

0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

621 0 0 0 0 0 0 0

2,914 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 自然館管理運営事業

担当部署 教育委員会事務局　わたらせ自然館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 9

根拠法令・個別計画 板倉町わたらせ自然館の設置及び管理に関する条例

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

渡良瀬遊水地へ訪れたかたに、遊水地の概況やそこに生息している動植物を紹介し、遊水地のこ
とを広く知ってもらう。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

使用料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

渡良瀬遊水地のインフォメーション機能を整備し、あわせてやすらぎを与える憩いの場を提供する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 252 252 252 252 252 252 252 252

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 198

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

人 33 33 33 33 33 33 33 33

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,905

人 15

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開館日数

活動指標名 備考

開館日数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

１日当たりの利用者数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

１日当たりの利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

安全快適にわたらせ自然館が利用できるよう必要な事業である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

利用者の安全を図るために必要な費用として効
果が高い。

2
利用者が安全かつ快適に利用できる環境を提供
することができた。

施設の老朽化に伴い計画的な修繕計画が必要
である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も老朽化する施設の管理をしながら､子どもたちの自然学習の場や地域の交流の場となるよう事業を
推進していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

387



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

2 0 0 0 0 0 0 0

2

0

2 0 0 0 0 0 0 0

890 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

518 0 0 0 0 0 0 0

892 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 企画展開催事業

担当部署 教育委員会事務局　わたらせ自然館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 9

根拠法令・個別計画 板倉町わたらせ自然館の設置及び管理に関する条例

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

地域住民のかたがたに、町内外の文化資料や芸術作品を紹介し、文化芸術への啓蒙を推進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

昆虫展を始め写真展や工芸作品展、絵画展を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

388



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 15 15 15 15 15 15 15 15

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 14

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

人 180 180 180 180 180 180 180 180

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,681

人 120

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開催回数

活動指標名 備考

開催回数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

一回当たりの参加者数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

一回当たりの参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

地域住民の発表・展示の場として利用されており、今後も継続実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

費用を最小限に抑え、目的の効果があった。

2
生涯学習活動をしている人の発表の場として利
用されている。

新たな企画や展示方法に工夫が必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

展示内容に新しい企画が必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

389



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

40 40 40 40 40 40 40 40

40 40 40 40 40 40 40 40

40 40 40 40 40 40 40 40

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

786 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

414 0 0 0 0 0 0 0

786 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 コンサート開催事業

担当部署 教育委員会事務局　わたらせ自然館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 9

根拠法令・個別計画 板倉町わたらせ自然館の設置及び管理に関する条例

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

地域住民の方々に、様々なジャンルの音楽を紹介し、音楽への関心を深めてもらう。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－②芸術と文化の振興

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

気軽に鑑賞できるよう低廉な料金で開催する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

390



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 80 80 80 80 80 80 80 80

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開催回数

活動指標名 備考

開催回数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

新型コロナウイルス感染症の影響が低くなったのち、地域のかたがたが楽しめる音楽会を実施する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため開
催できなかった。

2
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため開
催できなかった。

新型コロナウイルス感染症の影響が少なくなった
のち、開催を検討していく。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

新型コロナウイルス感染症の影響が低くなったのち、今後も魅力あるコンサートを企画し、実施していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 45.5 － － － －

満足度 14.5 16.5 － 18.5 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

391



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

120 120 120 120 120 120 120 120

115 115 115 115 115 115 115 115

5 5 5 5 5 5 5 5

120 120 120 120 120 120 120 120

20 0 0 0 0 0 0 0

20

0

20 0 0 0 0 0 0 0

2,317 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

828 0 0 0 0 0 0 0 

2,337 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 スポーツ教室事業

担当部署 教育委員会事務局　スポーツ振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

款 項 目

10 5 1

根拠法令・個別計画 教育行政方針

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

すべての町民が生涯を通して、ひとり一スポーツに親しむことができえるよう、各年齢層や経験に応
じたスポーツ教室を推進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償

消耗品費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

消耗品費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－③スポーツの振興

総合戦略
４　地域づくり　
３．地域コミュニティの活性化

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

年間を通じて、町の広報紙や町公式ホームページで募集を行い実施する。また講師は、体育協会
加盟団体等の協力を仰ぎ、一教室5～10回程度の教室を実施し、ひとり一スポーツの実践を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

392



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

教室 6 6 6 6 6 6 6 6

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

教室 2

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 100 300 500 500 500 500 500 500

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 72

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

実施教室の種類

活動指標名 備考

実施教室の種類

0

0

成果(KPI)指標名 備考

参加者のべ人数

成果(KPI)指標名 備考

参加者のべ人数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

新型コロナウイルス感染症防止策を考慮しながら、各教室の講師と協議しながら実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

概ね適正である。

2
新型コロナウィルス感染症により、目標にしてい
た数値よりも減少したため、成果が上げられてい
ない。

新型コロナウィルス感染症によって、新生活様式
（３密の回避やソーシャルディスタンス等）を考慮
しながら、実施していかなければならない。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

現在のコロナ禍での実施方法を再検討し、また各教室の講師との協議を行いながら、ひとり１スポーツを推
進していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.2 － － － －

満足度 19.2 20.2 － 21.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

393



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

190 190 190 190 190 190 190 190

145 145 145 145 145 145 145 145

45 45 45 45 45 45 45 45

190 190 190 190 190 190 190 190

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

4,221 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,242 0 0 0 0 0 0 0

4,221 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 スポーツイベントの開催事業

担当部署 教育委員会事務局　スポーツ振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 5 1

根拠法令・個別計画 教育行政方針

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

各スポーツ大会の自主的な運営を推進するため、スポーツ団体の組織の充実を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－③スポーツの振興

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

各スポーツ大会やイベントなど、自主的な運営を行うクラブへの協力及び支援

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

394



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 10 10 10 10 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

各種大会等の年間回数

活動指標名 備考

各種大会等の年間回数

成果(KPI)指標名 備考

各種大会等の延べ参加者数

成果(KPI)指標名 備考

各種大会等の延べ参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

新型コロナウイルス感染症防止策を考慮しながら、各大会の主管となる団体等と協議を行っていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

新型コロナウィルス感染症に伴い、大会が開催
できなかったため、費用対効果は薄い思う。

2
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大
会が中止となり実施できなかった。

新型コロナウィルス感染症によって、新生活様式
（３密の回避やソーシャルディスタンス等）を考慮
しながら、実施していかなければならない。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

現在のコロナ禍での実施方法等を再検討し、また各大会の主管となる団体等と慎重に協議を行いながら、
実施できるかどうか検討していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.2 － － － －

満足度 19.2 20.2 － 21.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

395



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,643 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552

1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071

168 77 77 77 77 77 77 77

240 240 240 240 240 240 240 240

85 85 85 85 85 85 85 85

79 79 79 79 79 79 79 79

1,643 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552

1,145 0 0 0 0 0 0 0

1,071

40

0

0

34

1,145 0 0 0 0 0 0 0

4,138 0 0 0 0 0 0 0

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

414 0 0 0 0 0 0 0

5,283 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 指導者の育成・確保事業

担当部署 教育委員会事務局　スポーツ振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 5 1

根拠法令・個別計画
教育行政方針・スポーツ基本法・板倉町スポーツ推進委員に関する規則・板倉町体育功績者表彰
要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

指導者の育成や人材の確保に努めることを目的に、スポーツ推進委員等の研修会や講習会などを
積極的に実施し、資質向上に努める。また、スポーツでの優秀な成績を収めた個人や団体を表彰
するなど、将来のスポーツ振興に協力や支援をいただけるよう、人材確保に努める。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

報償費

旅費

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報酬

報償費

旅費

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－③スポーツの振興

総合戦略
４　地域づくり　
４．健康づくりの推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

町や教育委員会で行う、スポーツ行事（事業等）の協力及び各スポーツ行事を通して、スポーツの
啓発普及に努める。また、体育功績者は、前年度に条件を満たしている個人または団体を表彰し、
その栄誉をたたえ、年一回表彰を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

396



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

名 17 17 17 17 17 17 17 17

名 70 70 70 70 70 70 70 70

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

名 17

名 19

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 28 28 28 28 28 28 28 28

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 10

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

スポーツ推進委員数

体育功績者表彰数

活動指標名 備考

スポーツ推進委員数

体育功績者表彰数

成果(KPI)指標名 備考

スポーツ推進委員活動回数

成果(KPI)指標名 備考

スポーツ推進委員活動回数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

スポーツ指導者の育成や確保は、スポーツ推進の振興に大きい関わりがあるため、今後も継続的に実施
していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

各種大会等が、延期や中止等になっているが、
その中でも参加している選手等への表彰やス
ポーツ推進委員の活動は概ね適正である。

2
新型コロナウイルス感染症が、終息が見えないた
め、大会自体の中止や活動が減少していること
から、成果が上げられていない。

新型コロナウイルス感染症が、終息が見えない中
で今後、どのようにするべきかを検討しなくてはな
らない。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

功績表彰者には、将来的に町のスポーツ推進に関わってもらえるように、またスポーツ推進委員には今後
も関係性を維持してもらえるよう、促していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.2 － － － －

満足度 19.2 20.2 － 21.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

397



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

1,150 0 0 0 0 0 0 0

1,150

0

1,150 0 0 0 0 0 0 0

4,138 0 0 0 0 0 0 0

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

414 0 0 0 0 0 0 0

5,288 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 スポーツ団体等の育成事業

担当部署 教育委員会事務局　スポーツ振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 5 1

根拠法令・個別計画 教育行政方針

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町体育協会主催事業及び町との共催事業の充実及び加盟団体の育成を目的に、スポーツを通じ
て健康増進や住民相互の親睦や世代間交流、またチーム内の親睦を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－③スポーツの振興

総合戦略
４　地域づくり　
３．地域コミュニティの活性化

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

町と共催で町民スポーツフェスティバルや町民体育祭等を実施し、住民相互の親睦や世代間交
流、また行政区間同士の交流を目的に、健康増進を図る。また、町内で行うスポーツ大会を主催す
る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

398



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 23 23 23 23 23 23 23 23

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3,000 3000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

主催大会回数

活動指標名 備考

主催大会回数

成果(KPI)指標名 備考

参加人数

成果(KPI)指標名 備考

参加人数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町との共催事業の大会や教室等の充実を図っていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

新型コロナウィルス感染症に伴い、町民体育祭
等や各種大会が開催できなかったが、次年度に
向けての準備として、備品等を購入したため、費
用対効果は適正である。

2
新型コロナウィルス感染症に伴い、町民体育祭
等や各種大会が開催できなかったため、達成状
況は低い。

新型コロナウイルス感染症が、終息が見えない中
で今後の各種大会等をどのように開催するべき
かを検討しなくてはならない。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

新型コロナウィルス感染症の終息が見えない中での、主催大会や町との共催大会の実施、また教室等で
の体育協会加盟団体と協議を行いながら、実施できるよう努めていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.2 － － － －

満足度 19.2 20.2 － 21.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

399



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

4,669 4,605 4,605 4,605 4,605 4,605 4,605 4,605

1,679 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688

215 295 295 295 295 295 295 295

2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057

164 163 163 163 163 163 163 163

554 402 402 402 402 402 402 402

4,669 4,605 4,605 4,605 4,605 4,605 4,605 4,605

3,133 0 0 0 0 0 0 0

1,252

138

1,100

162

481

3,133 0 0 0 0 0 0 0

4,221 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,242 0 0 0 0 0 0 0

7,354 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 社会体育施設管理事業

担当部署 教育委員会事務局　スポーツ振興係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 5 2

根拠法令・個別計画 教育行政方針、スポーツ・レクリエーション施設系施設長寿命化計画（個別計画）

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

スポーツ施設等を有効利用するための整備・補修を行い、利用者の利便性を図るとともに、施設の
充実と適正な管理を目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－③スポーツの振興

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

既存施設を有効活用するとともに、計画的に管理や改修に努め、利用者が快適に活動できるよう環
境整備に努めていく。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

400



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 45 45 45 45 45 45 45 45

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

年間グラウンド整備

活動指標名 備考

年間グラウンド整備

成果(KPI)指標名 備考

成果(KPI)指標名 備考

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

今後も継続的に整備を行い、毎年度計画を見直して、利用者に対し不便をきたさぬよう維持していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

利用者が快適に活動できるよう、計画的に管理や改修を行い、環境整備に努める。

利用者が快適に活動できるように、年間を通して
グラウンド等の整備を実施し、費用対効果は適正
である。

2
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各
種大会が中止になったが、計画していた実施回
数よりも、多くできたことで事業達成は満たしてい
る。

継続的に実施するため整備計画の見直し等を実
施しなければならない。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

これまでの整備状況や利用者からの声を参考に、今後の整備等を検討していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.2 － － － －

満足度 19.2 20.2 － 21.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

401



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,026 842 842 842 842 842 842 842

528 352 352 352 352 352 352 352

25 25 25 25 25 25 25 25

51 51 51 51 51 51 51 51

10 10 10 10 10 10 10 10

412 404 404 404 404 404 404 404

1,026 842 842 842 842 842 842 842

532 0 0 0 0 0 0 0

288

0

32

0

212

532 0 0 0 0 0 0 0

2,776 0 0 0 0 0 0 0

0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,755 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 0 0 0 0 0 0 0

3,308 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 9

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 社会教育総務事業

担当部署 教育委員会事務局　生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 1

根拠法令・個別計画
社会教育法、板倉町社会教育委員設置条例、板倉町社会教育委員設置条例施行規則、板倉町

社会教育関係団体補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

社会教育指導者の育成及び活動の促進、県・郡内社会教育関係機関との連携並びに女性社会
教育団体、その他社会教育団体の育成を支援する。　

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償

旅費

需用費

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

旅費

需用費

使用料及び賃借料

負担金、補助金及び交付金

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

町民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたってあ
らゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる
機会の提供を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

402



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3

0

0

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

社会教育に対する助言指導の場の確保

活動指標名 備考

社会教育に対する助言指導の場の確保

0

0

成果(KPI)指標名 備考

会議開催数

成果(KPI)指標名 備考

会議開催数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

定例会及び臨時会のほか、研修会等の機会を提供することにより、社会教育委員会議の資質の向上を
図る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

会議及び研修会・研究会等に数多く参加するこ
とにより、社会教育委員会議としてのスキルアッ
プにつながり、それらが板倉町の社会教育に反
映している。

2
社会教育行政に民意や地域の実情が反映され
るよう社会教育委員会議を開催し、様々な立場
からの知見を集約することができた。

社会教育委員会議は、町全体の社会教育に関
する審議機関として位置づけられており、自主
的な取り組みができるように活性化を図る必要
がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

社会教育事業計画の立案等において委員の意見を収集し、計画等に反映させると共に、社会教育委員
会議の活性化に繋げたい。また、県及び東毛地区等で開催される研修会に参加誘導したい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

403



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

210 210 210 210 200 200 200 200

100 100 100 100 100 100 100 100

20 20 20 20 10 10 10 10

90 90 90 90 90 90 90 90

210 210 210 210 200 200 200 200

137 0 0 0 0 0 0 0

30

17

90

0

137 0 0 0 0 0 0 0

2,925 0 0 0 0 0 0 0

0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,904 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 0 0 0 0 0 0 0

3,062 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 10

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 生涯学習推進事業

担当部署 教育委員会事務局 生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 1

根拠法令・個別計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

生涯学習の理念である「自ら学ぶ」を目的に、生涯学習機会の充実を図る。
【具体的事業】
家庭教育学級委託、家庭教育研修会

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

家庭教育研修会をPTA指導者研修会と合同開催し、家庭教育における課題などをテーマに研修
会を実施し、家庭教育支援を推進する。また、家庭教育の重要性を考えその充実を図るために、
管内小中学校に家庭教育学級の開設を委託している。家庭教育学級開設の委託費は１校３万円
とする。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

404



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 130 130 130 130 130 130 130 130

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 72

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

家庭教育研修会開催回数

活動指標名 備考

家庭教育研修会開催回数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

家庭教育研修会参加者数

成果(KPI)指標名 備考

家庭教育研修会参加者数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

家庭教育研修会のアンケートによると「大変よい」「よい」という回答が多く、満足度、必要性の高さがうか
がえた。
家庭教育学級は家庭教育及び子どもたちの健全育成の推進を図るため、今後も継続して実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

研修会を開催することで、家庭教育における意
識・理解を高め、ＰＴＡの資質向上を図ってい
る。また、家庭教育学級の開設を管内小中学校
に委託することで子どもたちの健全育成の推進
を図っている。

2
家庭教育研修会において、「不登校・ひきこもり
問題の理解のために」というテーマでPTA指導
者研修会と合同開催した。また、管内小中学校
において、コロナ禍でも開催可能な家庭教育学
級の事業を行った。

研修会を開催するにあたり、参加者増へつなが
る内容の検討や、広報紙での周知徹底が必要
である。
家庭教育学級においても、参加者増につながる
学級内容の検討が必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

家庭教育支援の重要性はさらに高まっており、今後もさらなる推進に努めたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

405



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

85 115 115 195 115 115 115 115

25 55 55 125 55 55 55 55

50 50 50 60 50 50 50 50

10 10 10 10 10 10 10 10

80

85 115 115 115 115 115 115 115

46 0 0 0 0 0 0 0

18

18

10

0

46 0 0 0 0 0 0 0

691 0 0 0 0 0 0 0

0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

670 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 0 0 0 0 0 0 0

737 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 11

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 人権教育推進事業

担当部署 教育委員会事務局 生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

5．ジェンダー平等を実現しよう　
　ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

款 項 目

10 4 1

根拠法令・個別計画 板倉町人権教育推進委員会規則

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

いじめや差別のない明るい町づくりを目的に、人権を尊重する意識を高める人権教育の推進を図
る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

人権教育推進委員会議の開催、人権教育作品の募集、人権教育指導者研修会・公開授業の開
催。人権教育指導者研修会の内容は、群馬県の人権教育１１の重要課題（１．女性、２．子どもた
ち、３．高齢者、４．障害のある人たち、５．同和問題、６．外国籍の人たち、７．ＨＩＶ感染者等の人
たち、８．ハンセン病元患者の人たち、９．犯罪被害者等、１０．インターネット等による人権侵害、１
１．その他の人権問題）から選択する。また、公開授業は、町内小中学校でローテーションにより実
施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

406



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 8 8 8 12 8 8 8 8

回 2 2 2 5 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,006 996 950 887 828 766 706 659

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 995

％ 99

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

人権関係会議、研修会、研究大会参加及び実施回数

研修会等開催回数

活動指標名 備考

人権関係会議、研修会、研究大会参加及び実施回数

研修会等開催回数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

小中学校児童、生徒の人権作品応募率

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

小中学校児童、生徒の人権作品応募率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

人権週間に合わせて町内小中学校から人権作品を募集することで、人権について多くの児童生徒に理
解を深めてもらうことができた。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

人権週間に合わせて町内小中学校から人権作
品を募集することで、優しさと思いやりのある町
づくりに大きな役割を果たしている。

2
人権週間に合わせて町内小中学校から人権作
品を募集し、入選作品をまとめた小冊子を町内
各施設に配付した。

関係者だけでなく、より多くの町民へ事業の周知
を図りたい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

より多くの方に人権について考える機会を提供していきたい。また、人権教育推進委員の意見を踏まえ、
事業の検討を行い、内容の充実を図りたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

407



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

620 1,957 1,969 2,020 1,978 1,978 2,020 1,978

250 241 241 250 250 250 250 250

72 30 30 72 30 30 72 30

298 1,686 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698

44 40 40 42 42 42 42 42

576 1,917 1,929 1,978 1,936 1,936 1,978 1,936

447 0 0 0 0 0 0 0

240

51

156

0

40

407 0 0 0 0 0 0 0

7,170 0 0 0 0 0 0 0

0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7,149 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 0 0 0 0 0 0 0

7,617 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 12

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 青少年教育総務事業

担当部署 教育委員会事務局 生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

青少年健全育成の推進に資するため、青少年関係団体等と連携強化を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

消耗品費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

消耗品費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　青少年育成推進員を中心とした地域防犯パトロールの実施など、学校、地域、ボランティアなど
が連携して子どもたちの安全・安心の確保に努める。また、警察や学校などの関係機関と連携し
て、健全な環境づくりと青少年の安全確保を図る。また、子ども会育成会連絡協議会活動である
「自然体験スクール」や「上毛かるた大会」など、青少年健全育成事業を支援する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

408



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 15 15 15 15 15 15 15 15

回 1 1 1 1 1 1 1 1

人 9 9 9 9 9 9 9 9

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3

回 0

人 9

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 700 700 700 700 700 700 700 700

人 35 35 35 35 35 35 35 35

回 7 7 7 7 7 7 7 7

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

人 0

回 2

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

事業・活動回数（町子育連）

デイキャンプ実施回数（青少推）

会員数（青少年ボランティア）

活動指標名 備考

事業・活動回数（町子育連）

デイキャンプ実施回数（青少推）

会員数（青少年ボランティア）

成果(KPI)指標名 備考

主要事業参加者数（町子育連）

デイキャンプ参加児童数（青少推）

事業・活動回数（青少年ボランティア）

成果(KPI)指標名 備考

主要事業参加者数（町子育連）

デイキャンプ参加児童数（青少推）

事業・活動回数（青少年ボランティア）

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

青少年の健全育成のため、継続して事業を続けていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

パトロールや各地域での健全育成啓発活動により、青少年の健全育成に寄与する。

パトロール活動等を通じて、青少年の健全育成
が図られている。

2
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの
事業が実施できなかった。しかし、そのような状
況の中でも地域防犯パトロールを実施し、子ども
たちの安全・安心の確保に努めた。

新型コロナウイルス感染症の影響等により、年間
計画に則った事業ができない場合でも、適切な
代替案等を検討してもらい、支援することが課題
である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

目で見て分かる非行というのは最近は少なく、潜在化する非行に対してどう対応していくかが重要であ
る。
また、新型コロナウイルス感染症による影響等により、年間計画に則った事業ができない場合でも、適切
な代替案等を検討してもらい、支援できるよう対応していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

409



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

75 234 234 234 234 234 234 234

0 53 53 53 53 53 53 53

0 90 90 90 90 90 90 90

0 3 3 3 3 3 3 3

75 88 88 88 88 88 88 88

0 0 0 0 0 0 0 0

75 234 234 234 234 234 234 234

40 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

40

0

0

40 0 0 0 0 0 0 0

468 0 0 0 0 0 0 0

0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

447 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 0 0 0 0 0 0 0

508 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 13

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 青少年健全育成事業

担当部署 教育委員会事務局 生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

10 4 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

青少年健全育成に資するための事業としてサバイバルキャンプを実施する。サバイバルキャンプ
では、子どもたちの自主性や考える力を伸ばし、強い心と優しさを持った人間としての成長をねら
う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

負担金、補助及び交付金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

役務費

委託料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

サバイバルキャンプは、小中学生を対象に一泊二日のキャンプを３月末に板倉町内で実施してい
る。電気・水道・炊事場・トイレなどの生活インフラの整っていない場所で行う。時間割に基づいた
プログラムや便利な道具類は一切使わない。教育委員会主催でボランティアスタッフの意見を取り
入れながら、企画立案から実施まで行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

回 0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

キャンプ開催回数

打合せ会議開催回数

活動指標名 備考

キャンプ開催回数

打合せ会議開催回数

0

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となったが、青少年の健全育成に貢献してい
る。今後も内容を重視し、改良をしながら開催していきたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

キャンプを通して、子どもたちの自主性や考える
力を伸ばし、強い心と優しさを持った人間として
成長させることができる。

2
令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止。

参加者が大人数の場合、スタッフ・ボランティア
の人員確保が難しい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

このキャンプの目的は、子どもたちの生きる力を自然の中で実体験していくことである。今後とも参加人
数にこだわらず内容を重視して、その成果を保護者が感じてもらえる活動にしていきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

411



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

544 544 544 544 544 544 544 544

400 400 400 400 400 400 400 400

144 144 144 144 144 144 144 144

544 544 544 544 544 544 544 544

362 0 0 0 0 0 0 0

247

115

0

362 0 0 0 0 0 0 0

5,085 0 0 0 0 0 0 0

0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5,064 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 0 0 0 0 0 0 0

5,447 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 14

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 成人式式典事業

担当部署 教育委員会事務局 生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

２０歳を迎えた男女青年の新しい門出を祝福し、社会人、国際人として広く活躍するこを期待する
とともに将来の幸福を祈念する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需要費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需要費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

該当の成人者へ成人式案内を送付し、記念式典等を行う。該当年度に20歳をむかえた板倉町に
住所登録がある者または板倉町の出身者（特に板倉町の中学校を卒業した者など）で、現在は他
の市町村に住民登録があるが、板倉町の成人式に出席を希望した者を対象とする。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

412



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 200 200 200 200 200 200 200 200

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 169

回 2

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 200 200 200 200 200 200 200 200

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 111

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

成人該当者

成人代表者会議

活動指標名 備考

成人該当者

成人代表者会議

0

成果(KPI)指標名 備考

式典参加者

成果(KPI)指標名 備考

式典参加者

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

令和２年度は新型コロナウイルス感染症により内容を変更し実施したが、成人者にとって人生の節目とな
る大切な式であるため、今年度も安全面を考慮した上で実施していきたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

「成人の日」に式典を開催することで、成人に達
した男女青年の新しい門出を祝福し将来の幸福
を祈念するものとなっている。

2
新成人対象者の約７割が参加している。

新成人の代表者が会議に参加しているが、成人
者側からの積極的な発言・企画が望まれる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

式を実施するにあたり、成人式実行委員を募集するが、応募がほとんどない。事務局が依頼して委員を
集めている状況なので、新成人の積極的な参加を望めるよう周知する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

413



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

9,738 10,768 10,768 10,768 10,768 10,768 10,768 10,768

11 11 11 11 11 11 11 11

1,549 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605

231 265 265 265 265 265 265 265

6,612 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981

284 274 274 274 274 274 274 274

0 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089

513 0 0 0 0 0 0 0

124 122 122 122 122 122 122 122

405 405 405 405 405 405 405 405

9 16 16 16 16 16 16 16

100 100 100 100 100 100 100 100

9,638 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668

8,581 0 0 0 0 0 0 0

0

811

210

6,536

272

475

15

253

9

21

55

8,505 0 0 0 0 0 0 0

7,075 0 0 0 0 0 0 0

0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7,075 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

15,656 0 0 0 0 0 0 0

事業№ 15

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 中央公民館管理運営事業

担当部署 教育委員会事務局 生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 5

根拠法令・個別計画 社会教育法、板倉町公民館条例、板倉町公民館条例施行規則

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

公民館利用者が安全快適に利用できる学習環境の維持を図る。
また、芸術文化に触れさせる機会を提供することで、文化協会活動を支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

備品購入費

負担金

文化協会補助金

その他

使用料

一般財源

①事業費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

負担金

文化協会補助金

その他

使用料

その他（書籍売上･ｺﾋﾟｰ代）

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

自主的な活動・各種教室を開催する学びの場、サークル活動や地域団体が集まり憩いの場として
活用される公民館の維持管理を行う。
芸術文化の発展・振興のための「町民文化祭」「芸術鑑賞会」を実施するための、開催内容の企画
立案及び運営全般を支援する。

備考

財
源
内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

内
訳

決
算

（
実
績

）

内
訳
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

0 1

0 0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

0 0 0 0 0 0 0 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

0 0

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

修繕箇所

工事箇所

活動指標名 備考

修繕箇所

工事箇所

0

成果(KPI)指標名 備考

事故及び怪我の件数

成果(KPI)指標名 備考

事故及び怪我の件数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

安全に公民館を活用できるよう、常に施設整備に配慮することが必然的である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

来館者が、安心して公民館を利用していただける。

公民館利用者が安全快適に利用できる学習環
境の提供と芸術文化に触れさせる機会を提供が
図れた。また、施設保守点検委託業務報告の中
から、改善の指摘を受けた緊急性の伴うものま
た、危険性の高い物から施設整備を行うことが
出来たため費用対効果は高いと判断する。

2
安全に公民館を活用することができ、常に施設
整備に配慮することが出来た。

先を見据えた計画的な修繕と緊急性のある修繕
に、安全管理面から今後も適切な継続対応が必
要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

先を見据えた計画的な修繕と緊急性のある修繕ともに、安全管理面から今後も適切な継続対応は不可
欠である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

415



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

218 418 418 418 418 418 418 418

158 358 358 358 358 358 358 358

57 57 57 57 57 57 57 57

3 3 3 3 3 3 3 3

218 418 418 418 418 418 418 418

204

155

49

204

2,632

0.27 

2,011

0.30 

621

2,836

事業№ 16

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 学級講座開設事業

担当部署 教育委員会事務局　生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 5

根拠法令・個別計画 社会教育法

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

地域のコミュニティー施設として自主的な学習活動・健康教室・体験学習などを開催し、子どもか
らお年寄りまでがいきいきと集える各種学級・講座を実施する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

役務費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

公民館を地域づくりの拠点として位置付け、青少年･成人･高齢者を対象に地域及び現代ニーズ
に応じた各種教室・講座を開催する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

416



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 20 20 20 20 20 20 20 20

回 63 63 63 63 63 63 63 63

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 11

回 35

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 80 80 80 80 80 80 80 80

人 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 92

人 377

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

学級講座数

延べ開催回数

活動指標名 備考

学級講座数

延べ開催回数

成果(KPI)指標名 備考

参加率 申込人数／参加人数

参加延べ人数

成果(KPI)指標名 備考

参加率 申込人数／参加人数

参加延べ人数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

参加者の高齢化に伴う新規参加者の獲得について課題は残るものの、教室・講座修了後に実施してい
るアンケートでも「満足した」との回答が多いことから、町民の生涯学習の場として継続して事業を進めて
いく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

材料費は参加者負担である。教室・講座修了後
に実施しているアンケートでも満足したとの回答
が多いことから、費用対効果は高いと言える。

2
アンケート結果によると、「満足した」との回答が
多いことから、概ね目的を達成している。

参加者が固定化されているため、新規参加者の
獲得が必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

新型コロナウイルス感染症の影響による巣ごもり等でのストレスが増える中で、住民のニーズに合った教
室・講座を展開する必要がある。また、参加者が固定化されており、若年層等の新規参加者を集める必
要があるため、今後の実施教室については内容や対象者の見直しが不可欠である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

417



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,216 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583

366 553 553 553 553 553 553 553

1,850 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030

2,216 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583

2,207

365

1,842

5

2,202

3,120

0.33 

2,458

0.32 

662

5,327

事業№ 17

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 図書の充実事業

担当部署 教育委員会事務局 生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 5

根拠法令・個別計画
板倉町公民館図書室等運営規則、板倉町公民館図書室等資料の除籍基準及び不用資料の処

分実施規定、板倉町群馬県移動図書館受入に関する規則

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

文化・教養及び暮らしに役立つ資料、職業上必要な知識の資料など、各種資料の充実と新刊図
書の迅速な確保に努め魅力ある図書室づくりを進める。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

その他（弁償金）

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

本町在住在勤者及び近隣住民を対象に多種多様の図書及び視聴覚資料を購入し貸出業務を行
う。乳幼児や児童及びその保護者を対象に、ボランティアによる絵本や紙芝居の読み聞かせを行
い、読書意欲向上を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

418



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

冊 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

日 290 290 290 290 290 290 290 290

回 10 10 10 10 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

冊 11,454

日 242

回 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

人 15 15 15 15 15 15 15 15

人 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3,122

人 13

人 6

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

貸出冊数

会館日数

読み聞かせ開催回数

活動指標名 備考

貸出冊数

会館日数

読み聞かせ開催回数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

1日あたりの利用者数

1回あたりの参加人数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

1日あたりの利用者数

1回あたりの参加人数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定理由

維持継続

図書館のない当町において重要な役割を果たしているため。

令和５年 令和９年
－ － － －

計
画

実
績

計
画

実
績

図書館のない当町において重要な役割を果た
しており、費用対効果は高いと言える。

2
貸出し冊数は１０，０００冊を超えている。

住民のニーズに応える情報収集が必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

情報収集を行い、図書、視聴覚資料の充実を図っていく。また、配架スペースが限られているため、古い
ものや需要のないものは除籍を進めていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

419



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

182 277 277 277 277 277 277 277

2 97 97 97 97 97 97 97

160 160 160 160 160 160 160 160

20 20 20 20 20 20 20 20

101 164 164 164 164 164 164 164

10 10 10 10 10 10 10 10

71 103 103 103 103 103 103 103

56

2

52

2

18

5

33

7,025

0.86 

6,404

0.30 

621

7,081

事業№ 18

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 教育支援体制等構築事業

担当部署 教育委員会事務局 生涯学習係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 5

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町内小中学校の休校日や長期休みを利用し、子ども達の学習及び体験の場として公民館を開放
し、学習支援隊や学生及び教員等の協力のもと学習及び体験活動を支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

謝金

消耗品費

食糧費

その他

国庫支出金

県支出金

参加者負担金

一般財源

①事業費

謝金

消耗品費

食糧費

その他

国庫支出金

県支出金

参加者負担金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

休校日や長期休みの有効活用の一環として、公民館を開放し、学習ボランティアと公民館が連携
し、子ども達に多くの体験学習の場を提供する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 11 11 11 11 11 11 11 11

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 154 154 154 154 154 154 154 154

人 14 14 14 14 14 14 14 14

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 54

人 11

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開催数

活動指標名 備考

開催数

成果(KPI)指標名 備考

参加延べ人数

開催1回あたりの参加者数

成果(KPI)指標名 備考

参加延べ人数

開催1回あたりの参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

子どもたちが町内の他地区の児童とふれあう良い機会であり、様々な体験教室の中で地域住民や講師
のかたがたとも交流が図れる。また、公民館や図書室を利用するきっかけにもなっている。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子ども達の学習の支援や体験教室を行うこと
で、児童の健全育成を図る。

2
教員及び地域のかたを学習支援員として迎え、
子ども達の長期休暇等の学習及び体験教室を
支援することができた。

子ども達にとって興味のある体験教室のメニュー
の創出だけでなく、板倉町の伝統や歴史にまつ
わる体験学習のような、地域に根ざした講座を
設け、板倉町に対する理解や関心を深めること
が今後求められる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

引き続き、自主学習における学習支援の充実を図ることで児童の自主学習の場を確保する。また体験教
室については、地域住民や講師のかたとの交流が図れる内容や地域のかたを講師として迎え、板倉町
の歴史や伝統等への興味や理解・関心を図る場となるような内容を検討する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

421



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,167 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047

884 892 892 892 892 892 892 892

214 217 217 217 217 217 217 217

790 790 790 790 790 790 790 790

82 81 81 81 81 81 81 81

197 67 67 67 67 67 67 67

2,167 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047

1,823

698

199

753

79

94

5

2

1,816

3,600

0.40 

2,979

0.30 

621

5,423

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 東部公民館管理運営事業

担当部署 教育委員会事務局　東部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 6

根拠法令・個別計画 社会教育法、板倉町公民館条例、板倉町公民館条例施行規則

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

東部公民館利用者が気軽に利用できる魅力的な施設になることを目指す。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

使用料

諸収入

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

安全・快適にできる学習環境の維持を図り、利用者の増加を推進する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

422



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 290 290 290 290 290 290 290 290

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 242

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 72 72 72 72 72 72 72 72

人 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 32

人 7,917

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開館日数

活動指標名 備考

開館日数

成果(KPI)指標名 備考

１日当たりの利用者数

延べ利用者数

成果(KPI)指標名 備考

１日当たりの利用者数

延べ利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

安全快適に公民館が利用できるよう必要な事業である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

公民館利用者の安全を図るために必要な費用と
して効果が高い。

2
公民館利用者が安全かつ快適に利用できる環
境を提供することができた。

施設の老朽化に伴い計画的な修繕計画が必要
である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も老朽化する施設の管理をしながら､公民館が地域の交流の場となるよう事業を推進していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

423



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

270 461 461 461 461 461 461 461

188 418 418 418 418 418 418 418

70 40 40 40 40 40 40 40

2 3 3 3 3 3 3 3

10 0 0 0 0 0 0 0

270 461 461 461 461 461 461 461

196 0 0 0 0 0 0 0

174

21

1

0

196 0 0 0 0 0 0 0

1,987 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,242 0 0 0 0 0 0 0

2,183 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 学級講座開設事業（東部公民館）

担当部署 教育委員会事務局　東部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 6

根拠法令・個別計画 社会教育法

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

様々な学習機会を提供することにより、生きがいと喜びのある生涯学習の推進を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

役務費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

町民の積極的な学習活動を促進するため、公民館において講座や教室を開催し、学習活動の機
会を提供する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

424



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 20 20 20 20 20 20 20 20

回 80 80 80 80 80 80 80 80

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 12

回 30

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

% 90 90 90 90 90 90 90 90

人 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

% 72

人 351

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

学級講座数

延べ開催回数

活動指標名 備考

学級講座数

延べ開催回数

成果(KPI)指標名 備考

参加率 申込人数／参加人数

参加延べ人数

成果(KPI)指標名 備考

参加率 申込人数／参加人数

参加延べ人数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

参加者のアンケートから満足度が高いため、町民の生涯学習の場として継続して事業を実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

主催教室については、概ね定員に達しており、
費用対効果は高い。

2
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
開催回数が少なくなったが、参加者のアンケート
から満足したとの回答が多く目的を達している。

町民の興味や関心の高い教室を企画し、新規参
加者を増やしていく。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

町民のニーズに合った教室や講座を開催していく。参加者が固定化されないよう新規参加者を集めるた
め、教室の内容を検討していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

425



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

200 277 277 277 277 277 277 277

17 97 97 97 97 97 97 97

183 180 180 180 180 180 180 180

200 277 277 277 277 277 277 277

151 0 0 0 0 0 0 0

15

136

0

87

3

61 0 0 0 0 0 0 0

1,883 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,139 0 0 0 0 0 0 0

2,034 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 教育支援体制等構築事業（東部公民館）

担当部署 教育委員会事務局　東部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 6

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

小中学校の休校日に、子どもたちに安全・安心な学習環境を提供する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

参加者負担金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

子どもたちの学習及び体験の場として、公民館を開放し、地域住民や教員等の協力のもと、自主学
習の支援や様々な体験学習を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

426



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 11 11 11 11 11 11 11 11

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 6

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 160 160 160 160 160 160 160 160

人 14 14 14 14 14 14 14 14

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 69

人 11

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開催回数

活動指標名 備考

開催回数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

参加人数

一回開催あたりの参加人数

成果(KPI)指標名 備考

参加人数

一回開催あたりの参加人数

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

学習習慣の定着を図るため、学習支援と体験教室を組み合わせ実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

学習支援と体験学習を組み合わせた公民館にあ
つまろう事業は、休み中の教室として子どもたち
に定着してきており、目的の効果がある。

2
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため回
数が少なくなったが、長期休暇期間や休日に学
習支援や体験学習を実施することができた。

子どもたちに興味のある教室や地域の特色を活
かした体験教室のメニューを企画する。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

地域の人材や特色を活かしながら、地域の人たちとの交流の場として計画していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

427



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,020 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155

90 90 90 90 90 90 90 90

930 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065

1,020 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155

1,000 0 0 0 0 0 0 0

70

930

0

1,000 0 0 0 0 0 0 0

1,883 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,139 0 0 0 0 0 0 0

2,883 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 図書の充実事業（東部公民館）

担当部署 教育委員会事務局　東部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 6

根拠法令・個別計画
板倉町公民館図書室等運営規則、板倉町公民館図書室等資料の除籍基準及び不用資料の処分
実施規定、板倉町群馬県移動図書館受入に関する規則

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

町民及び近隣住民が気軽に多種多様な図書資料を手にすることができ、図書への理解や関心を
深める。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

利用者のニーズに合った図書を充実させ、蔵書されていない書物は群馬県立図書館の相互貸借
を利用し、貸出を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

428



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

冊 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

日 290 290 290 290 290 290 290 290

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

冊 5,753

日 242

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

人 8 8 8 8 8 8 8 8

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 1,894

人 8

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

貸出冊数

開館日数

活動指標名 備考

貸出冊数

開館日数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

１日当たりの利用者数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

１日当たりの利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

利用者数、貸出数ともに増加している。各公民館で連携を図り、さらに利用者の増加を目指す。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

図書館のない当町において、住民サービスに必
要な事業であり、費用対効果は高い。

2
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため開
館日数が減少したが、前年度に比べ児童書の利
用者数が増えている。

町民のニーズに沿った書籍やＤＶＤを購入して
いき、図書利用者数と貸出冊数を増やしていくこ
と。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

図書ネットワーク利用の促進と一層の読書ニーズを把握し、蔵書の充実を図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

429



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3,053 4,357 4,357 4,357 4,357 4,357 4,357 4,357

1,448 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779

208 208 208 208 208 208 208 208

897 906 906 906 906 906 906 906

403 397 397 397 397 397 397 397

97 67 67 67 67 67 67 67

3,053 4,357 4,357 4,357 4,357 4,357 4,357 4,357

2,568

1,122

194

841

401

10

26

4

2,538

3,807

0.40 

2,979

0.40 

828 

6,375

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 北部公民館管理運営事業

担当部署 教育委員会事務局　北部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 8

根拠法令・個別計画 社会教育法、板倉町公民館条例、板倉町公民館条例施行規則

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

公民館利用者が安全快適に利用できる学習環境の充実を図る。
公民館利用団体と地域団体が連携をした地域づくりを支援する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

使用料

諸収入

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

公民館利用者の安全を図るための施設整備
生涯学習の成果が活かせる場づくり

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

430



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 290 290 290 290 290 290 290 290

　

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 242

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 69 69 69 69 69 69 69 69

人 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 33

人 7,849

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開館日数

活動指標名 備考

開館日数

成果(KPI)指標名 備考

1日当たりの利用者

延べ利用者数

成果(KPI)指標名 備考

1日当たりの利用者

延べ利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

公民館の運営に関する事務事業により、確実に遂行することが重要である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

コロナウイルス感染症拡大防止のために、イベントが中止になったが、ミニ展示会を行うことで文化活動の推進になった。

有効である。

2
コロナウィルス感染症拡大防止により、閉館及び
利用者制限の措置を行ったために開館日数及
び利用者数は減少しているが、新生活様式に対
応した利活用が定着している。

新生活様式に対応した、安心安全な事業実施が
必要となる。また、空調等の設備が老朽化して、
修繕等が必要になる。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も老朽化する施設の管理をしながら、利用者の要望に応じた教育及び交流の場の提供を行う。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

431



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

245 455 455 455 455 455 455 455

200 400 400 400 400 400 400 400

10 10 10 10 10 10 10 10

30 40 40 40 40 40 40 40

5 5 5 5 5 5 5 5

245 455 455 455 455 455 455 455

189 0 0 0 0 0 0 0

165

0

24

0

0

189 0 0 0 0 0 0 0

2,317 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

828 0 0 0 0 0 0 0

2,506 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 学級講座開設事業（北部公民館）

担当部署 教育委員会事務局　北部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 8

根拠法令・個別計画 社会教育法

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

新たな知識や技術を習得し、心豊かな生活を送るための子どもから大人までの幅広い世代に渡る
学習機会の充実

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

旅費

需用費

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

旅費

需用費

使用料及び賃借料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

地域や世代のニーズを把握し、町民の要望に応じた学級や講座の開催

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

432



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 20 20 20 20 20 20 20 20

回 80 80 80 80 80 80 80 80

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 9

回 33

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 80 80 80 80 80 80 80 80

人 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 95

人 345

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

学級講座数

延べ開催回数

活動指標名 備考

学級講座数

延べ開催回数

0

成果(KPI)指標名 備考

参加率 申込人数／参加人数

延べ参加人数

成果(KPI)指標名 備考

参加率 申込人数／参加人数

延べ参加人数

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

生涯学習の拠点として、誰もが気軽に学習できる教室と健康に関する教室を展開する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

教室で学んだ生徒が、自主グループを結成し活躍している。

有効である。

2
コロナウィルス感染症拡大防止のために、当初の
事業計画からの変更があった。事業回数は半分
になったが、参加率は95%で概ね達成している。

初級から上級まで段階的な教室を開催すると共
に、地域の伝承技術やニーズに沿った新しい題
材を取り入れながら、受講者増を図る。また、地
域文化の伝承を目的に身近な地域人材の活用
を図る。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

地域の課題や学習ニーズを把握し、地域の特色ある教室を開催したい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

433



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

191 277 277 277 277 277 277 277

11 97 97 97 97 97 97 97

180 180 180 180 180 180 180 180

148

43 277 277 277 277 277 277 277

174 0 0 0 0 0 0 0

11

163

0

99

2

73 0 0 0 0 0 0 0

2,731 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,242 0 0 0 0 0 0 0

2,905 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 教育支援体制等構築事業（北部公民館）

担当部署 教育委員会事務局　北部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 8

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

子どもたちの学校外での居場所づくりをはじめ、体験活動や自主的な学習をする場を提供する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

参加者負担金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

休校日や長期休みの有効活用の一環として、公民館を開放し、学習ボランティアと地域団体、公民
館が連携し子どもたちに多くの体験学習・自主学習の場を提供する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

434



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 11 11 11 11 11 11 11 11

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 6

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 200 200 200 200 200 200 200 200

人 18 18 18 18 18 18 18 18

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 61

人 11

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開催回数

活動指標名 備考

開催回数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

参加人数

一回開催あたりの参加人数

成果(KPI)指標名 備考

参加人数

一回開催あたりの参加人数

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

地域で子どもたちが学習及び体験する場として公民館を開放し、地域住民と連携し学習及び体験活動の
支援をする事は重要である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子どもたちの学習の支援や体験活動の機会を与
えることで、児童の健全育成に有効である。

2
コロナ感染症拡大防止のために、４回中止された
が概ね達成している。

子どもたちの興味があり、かつ地域の特色を活か
した体験教室のメニューの創出が課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

子どもたちが興味を示す体験教室を考えることが大切である。地域の人材・特色を活かした教室を開催し
たい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

435



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

288 288 288 288 288 288 288 288

40 40 40 40 40 40 40 40

248 248 248 248 248 248 248 248

288 288 288 288 288 288 288 288

276 0 0 0 0 0 0 0

38

238

0

276 0 0 0 0 0 0 0

2,731 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,242 0 0 0 0 0 0 0

3,007 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 図書の充実事業（北部公民館）

担当部署 教育委員会事務局　北部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 8

根拠法令・個別計画
板倉町公民館図書室等運営規則、板倉町公民館図書室等資料の除籍及び不用資料の処分実施

規定、板倉町群馬県移動図書館受入に関する規則

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

図書資料等を整備し、町民に対する生涯学習の充実を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

町民に図書への関心を深めてもらうために新刊図書等を購入し、利用者の増加を図る。
読み聞かせ等の事業を行い、町民の読書意欲の向上を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

436



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

冊 1,300 1300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

日 290 290 290 290 290 290 290 290

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

冊 1055

日 242

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 500 500 500 500 500 500 500 500

人 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 356

人 2

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

貸出冊数

開館日数

活動指標名 備考

貸出冊数

開館日数

0

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

1日あたりの利用者数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

1日あたりの利用者数

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

今後も利用者のニーズに応えられるように、書籍等の充実を図る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

有効である。

2
コロナウィルス感染症拡大防止対策により、閉館
があったため利用者数は減っているが、趣味の
本などを求め、月別では利用者の増加も見られ
る。

新規利用者へネットワークの利便性を周知すると
ともに、新刊本のPRをし、利用者増を図る必要が
ある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

ネットワーク化に伴う利便性を周知するとともに、蔵書の充実を図り利用率の向上を図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,342 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336

807 814 814 814 814 814 814 814

205 208 208 208 208 208 208 208

1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056

207 191 191 191 191 191 191 191

30 30 30 30 30 30 30 30

37 37 37 37 37 37 37 37

23 23 23 23 23 23 23 23

2,319 2,313 2,313 2,313 2,313 2,313 2,313 2,313

2,183

730

198

1,054

188

4

9

29

9

2,145

6,372

0.80 

5,958

0.20 

414 

8,555

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 南部公民館管理運営事業

担当部署 教育委員会事務局　南部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 7

根拠法令・個別計画 社会教育法、板倉町公民館条例、板倉町公民館条例施行規則

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　南部公民館は昭和５６年に建築され建築後４０年以上経過し、施設の老朽化が進んでいるため定
期的な施設点検、火災時等に備えての避難訓練を行います。また、公民館利用者が安全かつ快適
に利用できるよう計画的な修繕を行います。公民館利用団体連絡協議会の活動を支援します。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

利用団体補助金

その他

国庫支出金

県支出金

使用料

　

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

利用団体補助金

その他

国庫支出金

県支出金

使用料

諸収入

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　 定期的に施設点検及び修繕を行い、大規模な施設被害を未然に防止します。また、修繕履歴や
点検結果を記録した施設維持管理資料を作成します。少子高齢化及び人口減少による変化を適
切に把握するとともに公民館利用団体代表者との意見交換、研修会、コンサート事業、公民館祭り
等を開催し、公民館活動を充実します。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 290 290 290 290 290 290 290 290

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 242 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 48 48 48 48 48 48 48 48 

人 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 15

人 3,722

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開館日数  

 

活動指標名 備考

開館日数

成果(KPI)指標名 備考

１日当たりの利用者数

延べ利用者数

成果(KPI)指標名 備考

１日当たりの利用者数

延べ利用者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

コロナウイルス感染拡大防止対策として作成した「公民館利用ガイドライン」により、公民館利用者が安全
かつ快適に利用できるよう配慮しながら継続していく事業である。

令和５年 令和９年
－ － － －

計
画

実
績

計
画

実
績

公民館利用者の安全を図るために必要な施設
管理費として効果が高い事業である。

2
定期的な施設点検と誘導灯、非常照明器具交
換、エアコン修繕（調理室、1階会議室）、給水管
漏水修繕を行いました。公民館利用団体の主催
事業（コンサート、公民館祭り）をコロナ感染拡大
防止対策として中止しました。

定期的な施設点検と予算の範囲内で修繕を行
い、現在使用していない地下重油タンクの廃止
工事、老朽化となっている空調設備の維持、計
画的に館内の照明をLED照明に交換していくこ
とが必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も、コロナウイルス感染拡大防止対策として作成した「公民館利用ガイドライン」により、利用者の安全
を図りながらの事業を継続していく。また、老朽化した施設を維持管理するために、定期的に施設点検を
行い、計画的な地下重油タンクの廃止工事、LED照明交換、老朽化したエアコンの交換が必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

208 438 438 438 438 438 438 438

170 400 400 400 400 400 400 400

38 38 38 38 38 38 38 38

　 　 　 　 　 　 　 　

208 438 438 438 438 438 438 438

151 0 0 0 0 0 0 0

145

6

151 0 0 0 0 0 0 0

2,856 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,484 0 0 0 0 0 0 0

3,007 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 学級講座開設事業（南部公民館）

担当部署 教育委員会事務局　南部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 7

根拠法令・個別計画 社会教育法

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　町民が必要としていることを的確に把握し、誰もが参加しやすい教室を開催しながら参加者相互
の交流を図ります。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

　

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　 生涯学習の場及び地域の輪を広げる「みんなの公民館」として、気軽に参加しやすい料理、そば
打ち、パン作り、しめ縄作り教室等を開催します。各種教室の講師として公民館利用団体にしてい
ただくこともあり、個人の学習成果を発揮する場としています。また、各種教室のアンケート結果での
教室開催、公民館利用団体（自主サークル）の新会員募集周知、新たな自主グループの募集を周
知します。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 20 20 20 20 20 20 20 20

回 75 75 75 75 75 75 75 75

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 11

回 28

　

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100 

人 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 83

人

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

学級講座数

延べ開催回数

活動指標名 備考

学級講座数

延べ開催回数

　

成果(KPI)指標名 備考

参加率 申込人数／参加人数

参加延べ人数

成果(KPI)指標名 備考

参加率 申込人数／参加人数

参加延べ人数

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

教室終了後に参加者アンケートを行い、継続要望と参加者への啓発により自主サークルが結成されたこと
で、今後も継続して社会教育の充実を図る事業である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

健康に関する新しい教室（足育教室）を取り入れ、受講者から喜ばれた。

生涯学習と社会教育の推進のための事業として
有効である。また、教室終了後に実施しているア
ンケート結果でも満足したとの回答が多いことか
ら効果は高い事業である。

2
開催回数がコロナウイルス感染拡大防止のため
昨年度より少なくなりましたが、参加者アンケート
により参加率８３％、満足したとの回答が多いこと
から目的を達成している事業である。

コロナウイルス感染拡大防止対策と参加者アン
ケートを活用した教室開催、中高年の参加者を
増やすための教室選定、周知方法が必要であ
る。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

開催回数がコロナウイルス感染拡大防止のため昨年度より少なかったが、コロナウイルス感染拡大防止対
策として作成した「公民館利用ガイドライン」により、利用者の安全を図りながら事業を継続していく。また、
教室終了後のアンケート調査継続、自主サークルの結成に向けての活動サポート等を行い、公民館を「交
流の場」として中高年にも気軽に利用していただくよう利用方法を周知していくことが必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

441



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

194 277 277 277 277 277 277 277

11 97 97 97 97 97 97 97

163 160 160 160 160 160 160 160

20 20 20 20 20 20 20 20

148 148 148 148 148 148 148 148

10 10 10 10 10 10 10 10

36 119 119 119 119 119 119 119

171 0 0 0 0 0 0 0

11

155

5

 

87

4

80 0 0 0 0 0 0 0

786 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

414 0 0 0 0 0 0 0

957 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 教育支援体制等構築事業（南部公民館）

担当部署 教育委員会事務局　南部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 7

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　 町内の小中学生を対象に休校日や長期休みに公民館を開放して、子どもたちに安全安心な学
習環境を提供する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

謝金

消耗品

食糧費

その他

国庫支出金

県支出金

参加者負担金

一般財源

①事業費

謝金

消耗品

食糧費

その他

国庫支出金

県支出金

参加者負担金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　 休校日や長期休みの有効活用の一環として、公民館を開放し、学習ボランティアと公民館が連携
し、子どもたちに多くの体験学習の場を提供する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

442



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 11 11 11 11 11 11 11 11

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 228 228 228 228 228 228 228 228 

人 21 21 21 21 21 21 21 21

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 54

人 13

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

開催回数

活動指標名 備考

開催回数

0

成果(KPI)指標名 備考

参加延べ人数

１回あたりの参加人数 参加人数／開催回数

成果(KPI)指標名 備考

参加延べ人数

１回あたりの参加人数

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

子どもたちへの学習支援と体験教室を組み合わせることで、学習習慣と行動能力を高める事業として継続
が効果的である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

子どもたちへの学習支援と体験教室を組み合わ
せることで、子どもたちの学習習慣と行動能力を
高める事業として効果的である。また、地域住民
にも協力いただく交流事業としても効果的な事業
である。

2
コロナ感染拡大防止対策のため、開催回数は少
なかったが、参加率と子どもたちの笑顔で事業の
目的が達成できる事業である。

子どもたちの興味がある体験教室となるよう、内
容選定と学習支援の人数確保が課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

開催回数がコロナウイルス感染拡大防止のため昨年度より少なかったが、コロナウイルス感染拡大防止対
策として作成した「公民館利用ガイドライン」により、利用者の安全を図りながらの事業を継続していくことが
必要である。併せて、公民館利用団体の人材を活用した体験教室の開催、子どもたちへの学習支援者を
確保することも必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

443



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

215 215 215 215 215 215 215 215

23 25 25 25 25 25 25 25

192 190 190 190 190 190 190 190

215 215 215 215 215 215 215 215

212 0 0 0 0 0 0 0

22

190

 

212 0 0 0 0 0 0 0

1,573 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

828 0 0 0 0 0 0 0

1,785 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 図書の充実事業（南部公民館）

担当部署 教育委員会事務局　南部公民館 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
4．質の高い教育をみんなに　
　すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

款 項 目

10 4 7

根拠法令・個別計画
板倉町公民館図書室等運営規則、板倉町公民館図書室等資料の除籍基準及び不用資料の処分
実施規定、板倉町群馬県移動図書館受入に関する規則

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　 住民の多様な学習ニーズに対応できるよう蔵書の充実を図るとともに子どもたちの読書への関心
を高める。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品費

備品購入費

　

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品費

備品購入費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
４【教育文化】 充実した教育環境と歴史文化の薫るまち　
４－④生涯学習の推進

総合戦略
３　移住・交流　
３．教育環境の充実

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　 図書室利用者が継続して図書への関心を深めていただくために町民からのリクエスト図書、話題
図書の購入、地域資料の収集整理を行います。また、町内各公民館共通の図書カード新規登録の
啓発と利用しやすい図書スペースの整備、読み聞かせボランティア等に協力依頼し、親子での読
書意欲の向上と本好きな幼児、子どもの育成を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

444



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

冊 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350

日 290 290 290 290 290 290 290 290

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

冊 789

日 242

　

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 400 410 420 430 440 450 460 470 

人 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 267

人 1.1

　

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

貸出冊数

開館日数

活動指標名 備考

貸出冊数

開館日数

　

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

１日あたりの利用者数 利用者数／290日

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

１日あたりの利用者数

　

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

コロナウイルス感染拡大防止のため、前年度より年間利用者数が減少しましたが、１日あたりの利用者は
減少していない。今後も利用者の要望と図書の充実を図りながら継続していく事業である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

図書館のない当町において、大人と子どもたち
の読書への関心を高めるために必要な事業であ
る。

2
子ども向けの新刊図書を購入し、子どもたちの読
書への関心を高めることができたが、図書の開館
日数が減少したことで、計画した成果を達成する
ことができなかった。前年度1日あたりの利用者
数と比較すると増減がないため、今後は数値でも
成果を達成できる事業である。

図書システムの利便性、新刊図書の周知を充実
させることで図書利用者数と貸出冊数を増やして
いくことが必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

今後も蔵書の充実と利用率の向上を図る。改善策としては、図書ネットワークによる図書の予約方法、図
書リクエスト対応方法の周知充実と、新たな図書利用者を増やすために図書カード作成の啓発、図書利
用方法を定期的に周知することが必要である。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.1 － － － －

満足度 19.3 20.3 － 21.3 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

445



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

356 554 356 356 356 356 356 356

108 108 108 108 108 108 108 108

20 20 20 20 20 20 20 20

160 160 160 160 160 160 160 160

68 266 68 68 68 68 68 68

50 50 50 50 50 50 50 50

306 504 306 306 306 306 306 306

155 0 0 0 0 0 0 0

107

48

0

38

117 0 0 0 0 0 0 0

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3,134 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 都市計画推進事業

担当部署 都市建設課　計画管理係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 4 1

根拠法令・個別計画 都市計画法、板倉町都市計画審議会条例

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：町民、開発等事業者
　都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、住みよいまちづくりを目指す。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

旅費

需用費

負担金

国庫支出金

県支出金

その他

一般財源

①事業費

需用費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

雑入 都計図、白図販売代金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－①都市計画の推進

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目指し、館林都市計画区域内の市町及び群馬県
との連絡調整を実施する。また、必要に応じて板倉町都市計画審議会を開催し、審議を実施す
る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

446



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

各種調整会議

活動指標名 備考

各種調整会議

成果(KPI)指標名 備考

開発等審査

成果(KPI)指標名 備考

開発等審査

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

令和４年度から都市計画法が改定となることから、国の動向により県及び館林都市計画区域内の市町と
適宜、情報収集や調整を図る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

コスト削減につながるよう事務を遂行した。

2
ごくわずかであるが、前年度に対してコストを縮
減することができた。

都市計画図の修正や、町マスタープランの改
訂、立地適正化計画の検討が必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

館林都市計画区域内の担当者会議を定期的に開催し、館林都市計画区域内の市町と調整を図りつ
つ、町独自の考え方や都市計画の方向性を確立していく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.0 － － － －

満足度 13.2 15.2 － 17.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

447



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

159 159 159 159 159 159 159 159

63 63 63 63 63 63 63 63

20 20 20 20 20 20 20 20

76 76 76 76 76 76 76 76

159 159 159 159 159 159 159 159

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,234 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 風景づくり推進事業

担当部署 都市建設課　計画管理係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 4 1

根拠法令・個別計画 景観法、板倉町風景条例、板倉町風景計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：町民
　景観意識の向上と住みよいまちづくりを目指す。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

旅費

需用費

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報酬

旅費

需用費

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－①都市計画の推進

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

景観意識の向上と、板倉町風景条例及び板倉町風景計画の円滑な運用を図るため、普及啓発
活動を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

448



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 5 5 5 5 5 5 5 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 6

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

周知回数

活動指標名 備考

周知回数

成果(KPI)指標名 備考

風景計画届出件数

成果(KPI)指標名 備考

風景計画届出件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

引き続き、板倉町の良い特色の啓発が必要であり、住みよいまちづくりをしていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町民の風景づくりの取り組みの活発化、建築等の行為における基本的なルールの定着、板倉に暮らすことに誇りを持てる町民の増加、地
域間交流の活性化が図られる。

社会全体の景観意識が向上しており、効果は大
である。

2
建築・建設関係業者には、景観意識が浸透して
いると感じられる。

町民の景観意識は向上していない。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

景観意識の向上のため、啓発を続けていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.0 － － － －

満足度 13.2 15.2 － 17.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

449



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

25,197 25,090 25,270 25,270 25,270 25,270 25,270 25,270

2,440 2,443 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450

20,936 20,301 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

150 150 150 150 150 150 150 150

1,500 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

171 196 170 170 170 170 170 170

1 38 1 1 1 1 1 1

25,196 25,052 25,269 25,269 25,269 25,269 25,269 25,269

25,143 0 0 0 0 0 0 0

2,432

20,905

150

1,496

160

38

25,105 0 0 0 0 0 0 0

8,442 0 0 0 0 0 0 0

0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5,958 0 0 0 0 0 0 0

1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,484 0 0 0 0 0 0 0

33,585 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 公園維持管理事業

担当部署 都市建設課　計画管理係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 4 2

根拠法令・個別計画 都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：公園利用者
　公園施設及び緑地の適正な維持管理を実施する。また、近年の少子化により使用頻度が著しく
少ない農村公園などにおいては、地元と協議の上、集約を図り、維持管理の充実を実現する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

賃借料

工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

その他

一般財源

①事業費

需用費

委託料

賃借料

工事請負費

その他

国庫支出金

県支出金

その他 公園使用料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－①都市計画の推進

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

町による直営作業とシルバー人材センターや造園業者に委託する作業を組み合わせて充実した
維持管理を実施する。また、遊具等の日常点検を直営で実施することにより、危険性の除去と安
全性の確保を同時に実現する。なお、遊具においては修繕・交換費用が莫大なことから、使用実
態がない故障遊具については、地元行政区等と協議の上、積極的に撤去を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 33 33 33 33 33 33 33 33

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 33

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 90 90 90 90 90 90 90 90

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

公園箇所数

活動指標名 備考

公園箇所数

成果(KPI)指標名 備考

年度別苦情解決率

成果(KPI)指標名 備考

年度別苦情解決率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

引き続き、迅速な対応が必要であり、適切な管理をしていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

業者やシルバー人材センターへの委託と町作
業員による直営作業を併用することにより適正か
つ迅速な維持管理ができた。

2
現場の状況を常に把握しながら、適切な対応を
とることができた。また、使用頻度が極めて低く
老朽化している遊具について、撤去工事を実施
して合理化を図ることができた。

公園施設、遊具等の老朽化による修繕や撤去
の増加への対応が課題。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

各公園における状況の把握に努め、適切な時期に剪定、除草、防虫等の作業を実施する。また、遊具
の日常点検を定期的に実施し、故障している遊具の使用を禁止する、または修繕等、早急に措置する。
故障の遊具において使用頻度が極めて低いものは、地元行政区と相談し撤去等の対応をする。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 58.0 － － － －

満足度 13.2 15.2 － 17.2 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

451



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,600

2,600

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 都市計画基礎調査事業

担当部署 都市建設課　計画管理係 事業期間 R3 R3

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 4 1

根拠法令・個別計画 都市計画法

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

用途地域や線引きの見直し作業や都市計画マスタープランの作成作業の際に、各種指針などを
導き出し、町の将来像を想定するのに必要となる規制・誘導・整備を行い、町を適正に発展させ
る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－①都市計画の推進

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

都市政策の企画立案や都市計画の運用に資することを目的として、土地利用の状況、建築物の
現況、都市施設、市街地整備の状況などについて調査し、都市の現状と動向を把握するととも
に、今後の用途地域や線引きの見直し作業や都市計画マスタープランの作成作業の際の各種指
針などを導き出すための基礎となる資料を作成する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

452



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

都市計画基礎調査

活動指標名 備考

都市計画基礎調査

0

0

成果(KPI)指標名 備考

成果(KPI)指標名 備考

0

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

2

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 － － － －

満足度 － － － －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

453



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

55 55 55 55 55 55 55 55

25 25 25 25 25 25 25 25

20 20 20 20 20 20 20 20

10 10 10 10 10 10 10 10

55 55 55 55 55 55 55 55

26

6

20

26

1,117

0.15 

1,117

1,143

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 渡良瀬川及び利根川架橋整備事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　埼玉県加須市と群馬県板倉町を結ぶ利根川新橋の早期建設及びその架橋に係る幹線道路の
整備並びに渡良瀬川新橋の建設を見据えた幹線道路の実現。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

食糧費

負担金

有料駐車場利用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

食糧費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－②道路網の整備

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　加須・板倉利根川新橋建設促進協議会において、国・埼玉県・群馬県に対し、利根川への新た
な架橋を含む広域幹線道路の整備のため、要望活動を行う。
　また、栃木市と連携を図りながら、北地区から栃木市への新たな架橋について調査研究及び３
市町の協議会発足に向けての検討を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

454



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4 4 4 4 6 6 6 6

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

基 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

基

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

要望活動回数

活動指標名 備考

要望活動回数

成果(KPI)指標名 備考

架橋数

成果(KPI)指標名 備考

架橋数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　『加須・板倉利根川新橋建設促進協議会』として新橋実現に向け、粘り強く要望する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

群馬県・埼玉県の
担当部長と議長に
要望活動を実施

計
画

実
績

　担当者レベルでの会議と要望活動が主な事業
であり、費用対効果は妥当である。

2
　新橋建設の実現に向け、必要となる各種活動
に取り組んでいる。

　『加須・板倉利根川新橋建設促進協議会』とし
て、新橋建設の要望活動を実施するが、実現ま
では相当な時間を要する見通し。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　『加須・板倉利根川新橋建設促進協議会』の設立趣意書にあるとおり、渡良瀬川新橋も視野に入れ、
栃木市を含めた協議会設立を目指す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.2 － － － －

満足度 24.6 28.6 － 32.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

455



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

41,265 42,152 41,265 41,265 41,265 41,265 41,265 41,265

876 1,163 876 876 876 876 876 876

15,909 15,509 15,909 15,909 15,909 15,909 15,909 15,909

60 60 60 60 60 60 60 60

22,000 23,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420

41,265 42,152 41,265 41,265 41,265 41,265 41,265 41,265

40,927 0 0 0 0 0 0 0

866

15,591

60

21,999

2,411

40,927 0 0 0 0 0 0 0

7,447 0 0 0 0 0 0 0

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7,447 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

48,374 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 道路維持事業

担当部署 都市建設課　計画管理係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 2 2

根拠法令・個別計画 道路法

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：道路通行者
・舗装や道路構造物の損傷箇所について修繕工事等を実施し、安全かつ円滑な通行を実現す
る。
・簡易修繕が可能な舗装道や砂利道の直営による早期の修繕を実現する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

賃借料

工事請負費

原材料費

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

委託料

賃借料

工事請負費

原材料費

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－②道路網の整備

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

舗装道路における損傷や段差、道路側溝における側溝蓋等の破損など道路の老朽化が著しいこ
とから、損傷箇所を早期に発見し、修繕工事を速やかに実施するとともに、通行の妨げや視認性
の低下につながる雑草等については、道路通行者の安全の確保や視認性の向上のため適正な
除草管理を実施する。また、近年において高木の街路樹の苦情が多発していることから、高木か
ら低木への樹種の変更について検討します。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

456



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 50 50 50 50 50 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

箇所 52

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 90 90 90 90 90 90 90 90

％ 90 90 90 90 90 90 90 90

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

修繕等箇所数

活動指標名 備考

修繕等箇所数

成果(KPI)指標名 備考

修繕等実施率

苦情・要望解決率

成果(KPI)指標名 備考

修繕等実施率

苦情・要望解決率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

引き続き迅速な対応が必要であり、適切な管理をしていく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

年間発注により、書類作成等の事務手続きが省
略でき、コストも抑えられた。

2
地域からの苦情・要望や巡視等のパトロールに
より発見した箇所に対し、早急に現場対応がで
きた。

道路構造物等の老朽化により修繕箇所が増加
傾向にある。巡視等により早期発見し、町道に
おける安全性を確保する。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

危険箇所の早期発見に努め、苦情及び要望に迅速に対応していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.2 － － － －

満足度 24.6 28.6 － 32.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

457



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

12,000 25,000 25,000 20,000 23,000 25,000 25,000 25,000

2,000 3,000

10,000 25,000 25,000 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000

9,000 22,500 22,500 18,000 18,000 22,500 22,500 22,500

3,000 2,500 2,500 2,000 5,000 2,500 2,500 2,500

11,605 0 0 0 0 0 0 0

1,628

9,977

0

8,900

2,705 0 0 0 0 0 0 0

5,463 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,979 0 0 0 0 0 0 0

1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,484 0 0 0 0 0 0 0

17,068 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 道路長寿命化事業

担当部署 都市建設課　計画管理係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 2 2

根拠法令・個別計画 道路法

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：道路通行者
　幹線道路に位置づけられる町道の舗装維持修繕工事を実施し、道路の長寿命化を実現する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

舗装損傷調査委託料

道路長寿命化修繕工事費

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

①事業費

舗装損傷調査委託料

道路長寿命化修繕工事費

その他

国庫支出金

県支出金

地方債 公共施設等適正管理推進事業債

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－②道路網の整備

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

舗装損傷調査を実施し、老朽化と損傷が著しい幹線道路の修繕工事を起債を活用し実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

458



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｍ 250 500 500 500 500 500 500 500

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

ｍ 353

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 95 95 95 95 95 95 95 95

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

年度別舗装修繕延長

活動指標名 備考

年度別舗装修繕延長

成果(KPI)指標名 備考

年度別修繕率

成果(KPI)指標名 備考

年度別修繕率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

最適な施工方法を検討するとともに、引き続き計画的な修繕工事を実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

施工方法を検討することにより、施工延長を大
幅に伸ばすと同時にコストを抑制することができ
た。

2
舗装版撤去では２５０ｍ程度しか施工ができな
かったが、施工方法をオーバーレイ工法に見直
すことにより、３５３ｍの施工が可能となり、大幅
にコストを低減することができた。

町内全体において老朽化に対して修繕工事と
修繕予算が追い付かない状況にある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

損傷が激しい主要な幹線道路について、引き続き計画的な修繕工事を実施していく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.2 － － － －

満足度 24.6 28.6 － 32.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

459



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

89,910 95,720 95,720 95,720 95,720 95,720 95,720 95,720

18,480 18,590 18,590 18,590 18,590 18,590 18,590 18,590

54,300 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200

2,300 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

13,900 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

930 930 930 930 930 930 930 930

89,910 95,720 95,720 95,720 95,720 95,720 95,720 95,720

86,119 0 0 0 0 0 0 0

15,577

53,251

1,177

15,228

886

0

0

86,119 0 0 0 0 0 0 0

8,936 9,074 0 0 0 0 0 0

1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8,936 9,074 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

95,055 9,074 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 町単独道路整備事業

担当部署 都市建設課　建設係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
9．産業と技術革新の基盤をつくろう　
　強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革
新の拡大を図る

11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 2 3

根拠法令・個別計画 道路法

実施運営方法 全部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

通行に支障をきたす狭小な町道を拡幅整備することにより、安全かつ円滑に道路が通行でき、地
域住人の通行の安全確保と利便性向上を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

道路整備工事費

用地購入費

物件補償費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

委託料

道路整備工事費

用地購入費

物件補償費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－②道路網の整備

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

地域から陳情された生活圏道路を拡幅整備することにより、地域住民の通行の安全と利便性向上
を図る。
1年目　用地境界確認（官民境界確定）、計画道路線形を決定
2年目　道路詳細設計、用地買収、個人補償を実施
3年目　工事着手（構造物工事を実施（道路拡幅を先行する））
4年目　工事完成（舗装工事を実施）
生活圏道路整備事業は、概ね4年間での完成を目指し実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

路線 5 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

路線 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

路線 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

路線 3

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

拡幅整備新規着手路線数

活動指標名 備考

拡幅整備新規着手路線数

成果(KPI)指標名 備考

拡幅整備完了路線数

成果(KPI)指標名 備考

拡幅整備完了路線数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

狭小な生活圏道路の解消、地域住民の利便性の向上を目指すと共に、早期完成を目指し事業を継続
する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

事業のコスト削減に努めており、地域住民の利
便性が向上するため、十分な効果が得られてい
る。

2
事業実施期間を４年から５年としており、概ね計
画通りに達成できている。

官民境界、道路線形について疑義が生じる場
合があるため、丁寧に説明し理解を求める。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

未整備道路が多数存在するため、事業量を増やしていきたい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.2 － － － －

満足度 24.6 28.6 － 32.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

30,360 20,360 20,360 20,360 20,360 20,360 20,360 20,360

10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

360 360 360 360 360 360 360 360

20,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

19,360 9,360 9,360 9,360 9,360 9,360 9,360 9,360

27,625 0 0 0 0 0 0 0

5,236

356

22,033

0

14,866

8,700

4,059 0 0 0 0 0 0 0

5,213 5,293 0 0 0 0 0 0

0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5,213 5,293 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

32,838 5,293 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 橋梁長寿命化事業

担当部署 都市建設課　建設係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
9．産業と技術革新の基盤をつくろう　
　強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革
新の拡大を図る

11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 2 4

根拠法令・個別計画
道路法

橋梁長寿命化修繕計画

実施運営方法 全部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

板倉町管理橋梁の点検を実施することにより、損傷箇所等を把握し、管理橋梁の健全状態等を把
握すると共に、重要度合、緊急度合、危険度合に基づく橋梁長寿命化修繕計画を遂行し、橋梁
の長寿命化と安全の確保を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

システム使用料

修繕工事費

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

委託料

システム使用料

修繕工事費

その他

国庫支出金

県支出金

地方債 公共事業等債

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－②道路網の整備

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

板倉町管理橋梁全数について、5年毎に1回、近接目視等により点検を実施し、損傷箇所の進行
具合等を把握し、必要に応じて橋梁長寿命化修繕計画を改訂する。
橋梁長寿命化修繕計画に基づき修繕工事等を行い、橋梁の長寿命化と安全確保を図る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

橋 56 56 56 57 56 56 56 56 対象橋梁数 281

橋 2 2 2 1 0 0 0 0 対象橋梁数 7

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

橋 57

橋 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 40 60 80 100 20 40 60 80

％ 29 58 86 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 41 41 41 41 0 0 0 0

％ 43 43 43 100 100 100 100 100

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

点検実施橋梁数

修繕工事実施橋梁数

R1 56点検完了

活動指標名 備考

点検実施橋梁数 点検サイクル

修繕工事実施橋梁数 R1～R5

R6～R10

成果(KPI)指標名 備考

橋梁点検達成率

修繕工事達成率

成果(KPI)指標名 備考

橋梁点検達成率

修繕工事達成率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

平成26年7月より、５年毎に１度の点検が法的に義務付けられたため継続して実施する（点検期間R1～
R5）。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町管理橋の健全度等を把握し、維持修繕等のラ
イフサイクルコストの均一化を図ると共に、維持
管理費用の削減を図る。また、通行者の安全性
が向上するため、十分な効果が得られる。

2
５年間で２８１橋の点検実施の必要があるが、年
度予算額を平準化し、目的達成を目指す。ま
た、修繕工事ついては早急に施行するように努
めている。概ね計画とおりに進捗している。

全国的に実施されている事業であり、必要な事
業であるが、恒常的な財政負担が生じるため、
新技術等を精査し、さらなるコスト削減を見出す
必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

橋長が短く、単純な構造の箱渠については、職員にて点検を実施し、事業費圧縮を目指す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.2 － － － －

満足度 24.6 28.6 － 32.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

5,000 0 80,000 70,000 0 0 0 0

5,000

80,000 70,000

2,750 44,000 38,500

2,250 0 36,000 31,500 0 0 0 0

2,970 0 0 0 0 0 0 0

2,970

1,634

1,336 0 0 0 0 0 0 0

2,234 2,269 0 0 0 0 0 0

0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,234 2,269 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

5,204 2,269 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 八間樋橋解体撤去事業

担当部署 都市建設課　建設係 事業期間 R2 R5

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 2 4

根拠法令・個別計画
道路法、河川法

橋梁長寿命化修繕計画

実施運営方法 全部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

拡幅整備された新八間樋橋が完成したため撤去する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

業務委託料

工事費

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

業務委託料

工事費

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－②道路網の整備

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

橋長　L=97.6m　　幅員　W=3.5ｍ　　橋台　2基　　橋脚　6基

河川協議（再協議）の実施
交付金事業等を利用し、橋梁撤去工事を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1 0 0 0 － － － －

件 0 0 1 1 － － － －

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

件 0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 － － － －

％ 0 0 50 100 － － － －

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

％ 0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

設計委託契約数

工事請負契約数

活動指標名 備考

設計委託契約数

工事請負契約数

0

成果(KPI)指標名 備考

設計進捗率 予算ベース

撤去進捗率 予算ベース

成果(KPI)指標名 備考

設計進捗率

撤去進捗率

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

河川の阻害物となっており、河川管理者より早期の撤去が求められているため、撤去完了まで継続す
る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

設計委託事業は、入札の効果が最大限に発揮
され、低予算にて施行できた。

2
計画通りに進捗している。

仮設資材の搬入搬出に費用がかさむため、撤
去工事工種の組合せにより仮設資材の減を検
討する。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

国庫補助事業として採択されている。補助メニューが廃止になる前に完了を目指す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 73.2 － － － －

満足度 24.6 28.6 － 32.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050

50 50 50 50 50 50 50 50

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050

50 0 0 0 0 0 0 0

50

0

50 0 0 0 0 0 0 0

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,029 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 移住支援事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策
3．すべての人に健康と福祉を　
　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画 板倉町移住支援金支給要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　東京圏から板倉町への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、板倉町内への移住の
促進を図るとともに、地域活性化に資する人材を確保する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－③住宅対策の推進

総合戦略
３　移住・交流　
２．移住定住の促進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　移住に関する要件（移住先、移住元、世帯等）をすべて満たしたかたの申請に基づき、2名以上
の世帯においては100万円、単身の場合は60万円の移住支援金を支給する。
　住民環境課戸籍年金係の窓口にチラシを設置し、該当すると思われるかたには、説明のうえ、
申請を促す。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

466



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 6 6 6 6 6 6 6 6

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 19

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

移住イベント参加回数

活動指標名 備考

移住イベント参加回数

成果(KPI)指標名 備考

移住者数

成果(KPI)指標名 備考

移住者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

拡大

　人口減少を緩和するためには、移住施策の拡充は欠かせないため、令和３年度より支給要件を緩和
し、事業の拡大を図る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　移住支援金の内１／２が国負担、１／４が県負
担、１／４が町負担であり、費用対効果は適正。

2
　移住支援金の支給対象者がいなかった。

　移住支援金の支給対象者となるための要件が
厳しく、令和２年度の支給実績は群馬県全体で
６件だった。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　令和３年度より、移住支援金の支給対象者が増えるように要綱を改正し、もって移住者の増加を図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 56.3 － － － －

満足度 14.1 － 16.1 － 18.1

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,770 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

270 250 250 250 250 250 250 250

200 200 200 200 200 200 200 200

50 40 40 40 40 40 40 40

250 250 250 250 250 250 250 250

250 250 250 250 250 250 250 250

1,520 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490

333 0 0 0 0 0 0 0

100

38

2

193

50

283 0 0 0 0 0 0 0

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

4,057 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 分譲推進事業

担当部署 産業振興課　誘致推進係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 4 4

根拠法令・個別計画 板倉町板倉ニュータウン宅地分譲に関わる個人紹介制度実施要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　板倉ニュータウンにおける分譲宅地の販売を促進することで、賑わいのあるまちづくりを推進する
とともに、人口減少に歯止めをかける。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

国庫支出金

県支出金

個人紹介制度 企業局分担金

一般財源

①事業費

報償費

需用費

使用料及び賃借料

負担金、補助金及び交付金

国庫支出金

県支出金

個人紹介制度 企業局分担金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－③住宅対策の推進

総合戦略
３　移住・交流　
２．移住定住の促進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　賑わいのあるまちづくりを推進するため、群馬県企業局と連携し、分譲宅地に係る各種PR活動を
実施する。また、住まいを探しているかたを紹介していただき、板倉ニュータウンの宅地分譲が成約
された場合、紹介者へ謝礼金を交付する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 12 12 12 12 12 12 12 12

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 12

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 20 20 20 20 18 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 4

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考
PR活動（ハウスメーカー訪問、ポス
ティング、イベント等への参加）

活動指標名 備考
PR活動（ハウスメーカー訪問、ポス
ティング、イベント等への参加）

0

0

成果(KPI)指標名 備考

分譲宅地契約数

成果(KPI)指標名 備考

分譲宅地契約数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

民間活力を活用した新たな宅地分譲を継続的に行うことで、板倉ニュータウンの知名度の向上を図り、継
続してPRを行うことが必要であることから、維持継続としたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

宅地分譲に係るＰＲ活動を行っているが、達成状
況からすると、費用対効果は低い。

2
令和2年度から民間活力を活用した新たな宅地
分譲に取り組んでいるが、分譲区画数が計画区
画数を下回っており、成果が上げられていない。

民間活力を活用した新たな宅地分譲を次年度以
降も継続的に行い、板倉ニュータウンの知名度
の向上を図りながら、新たな販売戦略により分譲
を促進させる必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

民間活力を活用した新たな宅地分譲を継続的に実施すると共に、未造成区画の卸売分譲も視野に入れ
ながら、板倉ニュータウン宅地の早期分譲を目指す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 56.3 － － － －

満足度 14.1 － 16.1 － 18.1

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

469



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

4,420 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

4,420 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

4,420 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

4,417 0 0 0 0 0 0 0

4,417

0

4,417 0 0 0 0 0 0 0

1,862 2,647 0 0 0 0 0 0

0.25 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,862 2,647 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

6,279 2,647 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 住宅リフォーム支援事業

担当部署 産業振興課　商工観光係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
8．働きがいも経済成長も　
　すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

款 項 目

7 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　町内産業の活性化を図るため、町内業者により個人住宅等のリフォーム工事を行ったかたに対し
て、リフォーム工事代金の一部を町商工会商品券で助成し、町内産業の活性化を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－③住宅対策の推進

総合戦略
１　雇用　
２．商工業の振興

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町内業者においてリフォーム工事を行ったかたに対し、対象工事費の１０％（限度額10万円）を町
内の登録店舗で使える商工会商品券で補助する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

　

　

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 40 40 40 40 40 40 40 40

千円 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 68

千円 77,232

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

制度周知回数

活動指標名 備考

制度周知回数

　

　

備考

交付件数

業者施工金額

成果(KPI)指標名 備考

交付件数

業者施工金額

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町内工事業者の施工による住宅リフォーム工事に限定するとともに、町商工会商品券での支援を行うこと
で二重の産業の活性化につながることから、維持継続する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町内工事業者による住宅リフォーム工事と、町商
工会商品券で支援を行うことで二重に町内産業
の活性化が図られることから、十分な費用対効果
が得られている。

2
令和２年度については、対象件数が６８件と過去
最多になったことから、十分に事業の目的を達成
できている。

工事業者が「住宅リフォーム支援事業」を知ら
ず、事前申請をしないまま施行してしまい、支援
が受けられない状況があるため、工事業者への
周知方法の検討が必要である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

これまで維持継続をしてきたが、町全体の財政状況を踏まえ、申請者数や予算残額の動向を的確に判断
しながら、随時、制度内容の検討を行う必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 56.3 － － － －

満足度 14.1 － 16.1 － 18.1

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

471



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

6,000 0 0 0 0 0 0 0

6,000

6,000 0 0 0 0 0 0 0

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

8,606 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 移住者住宅取得支援事業

担当部署 都市建設課　計画管理係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 4 1

根拠法令・個別計画 板倉町住宅取得支援事業補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

板倉町の人口減少を抑制し、移住の促進と地域の活性化を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

移住者住宅取得補助金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

移住者住宅取得補助金

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－③住宅対策の推進

総合戦略
３　移住・交流　
２．移住定住の促進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

人口減少を抑制し、移住の促進と地域の活性化を図るため、板倉町に移住し住宅を取得する際
の一部費用を補助金として交付する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

472



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 20

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

年度別住宅取得件数

活動指標名 備考

年度別住宅取得件数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

年度別補助金交付率

成果(KPI)指標名 備考

年度別補助金交付率

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

人口減少の抑制、移住促進に一定の効果があることから、引き続き実施していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

人口減少の抑制と移住の促進に一定の効果が
ある。

2
令和２年度は２０件に対して交付を行った。対象
人数を増やした方が良いのではといった意見が
あるが、新型コロナウイルス感染症の影響で、日
本経済の先行きが不透明な状況にあるため、今
後よく検討する必要がある。

令和元年10月1日から消費税率が10％に引き上
げとなったことや、新型コロナウイルス感染症の
影響による世界経済の低迷などが要因となり、
住宅市場への大幅な影響が懸念される。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

年間申請者数及び補助金交付件数が２０件で安定している状況にあるが、長引く新型コロナウイルス感
染症の影響による世界経済の低迷など先行きが不透明な要素が多数あり、住宅着工件数の減少や住
宅市場への大幅な影響が懸念される。なお、申請件数が上限２０件に達してしまった場合には補正予算
等により、適切な対応をとる。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 56.3 － － － －

満足度 14.1 － 16.1 － 18.1

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

6,327 7,042 6,790 5,715 7,005 8,090 7,251 6,796

980 980 980 980 980 980 980 980

24 24 24 24 24 24 24 24

300 150 300 300 300 300 300 300

3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648 3,648

1,375 2,240 1,838 763 2,053 3,138 2,299 1,844

627 504 500 500 500 500 500 500

4,157 3,541

1,543 2,997 6,290 5,215 6,505 7,590 6,751 6,296

4,885 0 0 0 0 0 0 0

787

23

97

3,648

330

627

3,020

1,238 0 0 0 0 0 0 0

3,807 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,979 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

828 0 0 0 0 0 0 0

8,692 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 町営住宅管理事業

担当部署 都市建設課　計画管理係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 5 1

根拠法令・個別計画 公営住宅法、板倉町町営住宅管理条例

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：町営住宅入居者
　町営住宅の長寿命化を図るとともに、入居者のより良い居住環境を確保する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

借上賃借料

工事請負費

国庫支出金

県支出金

その他

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

借上賃借料

工事請負費

国庫支出金

県支出金

その他（住宅使用料）

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－③住宅対策の推進

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

計画的な施設の長寿命化を図るとともに、民間建物の活用も視野に入れ効率的な運営を実現す
る。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

戸 19 19 19 19 19 19 19 19

戸 15 15 15 15 15 15 15 15

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

戸 19

戸 15

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 79 79 79 79 79 79 79 79 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 79

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

管理戸数

入居戸数

活動指標名 備考

管理戸数

入居戸数

成果(KPI)指標名 備考

入居率

成果(KPI)指標名 備考

入居率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

老朽物件であることから、長寿命化計画に基づき計画的な修繕を進めるとともに、さらなる民間物件の借
り上げが可能か、令和３年度において情報の収集及び調査を実施する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

修繕などの適切な処置をすることにより、入居者
の居住環境の改善に対して効果がある。

2
令和２年度においては長寿命化工事として海老
瀬団地の布基礎コンクリート剥離箇所の修繕工
事を実施した。

公営住宅においては入居条件が民間アパートと
比較して厳しい面があることから、入居希望者が
必ず入居することができない。また、住宅困窮者
に対しても、必ずしも公営住宅を提供できず、空
き室となっている状況にある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

入居者にとって安全かつ安心な住まいを提供することを念頭に、町営住宅の維持管理を引き続き実施し
ていく。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅困窮者の増加などの大幅な社会情勢の変化が懸念
されることから、様々な課題に対して柔軟な対応をしていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 56.3 － － － －

満足度 14.1 － 16.1 － 18.1

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,371 2,456 2,371 2,371 2,371 2,371 2,371 2,371

15 15 15 15 15 15 15 15

756 441 756 756 756 756 756 756

1,600 2,000 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

1,178 1,220 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178

300 500 300 300 300 300 300 300

893 736 893 893 893 893 893 893

191 0 0 0 0 0 0 0

2

189

0

94

97 0 0 0 0 0 0 0

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,862 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,053 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 木造住宅耐震改修促進事業

担当部署 都市建設課　計画管理係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 5 1

根拠法令・個別計画 建築物の耐震改修の促進に関する法律、板倉町耐震改修促進計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：旧耐震基準木造住宅所有者
　耐震性の向上と減災を目的とする。　

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

耐震改修補助金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

委託料

耐震改修補助金

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－③住宅対策の推進

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

旧耐震基準の木造住宅に対して、耐震診断者を派遣し簡易診断を実施するほか、耐震改修工事
の費用の一部について補助金を交付する。また、耐震改修の啓発活動の一環として耐震相談会
を実施する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 20 10 10 10 10 10 10 10

件 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4

件 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

耐震相談会開催数

活動指標名 備考

耐震相談会開催数

成果(KPI)指標名 備考

耐震診断者派遣数

耐震改修件数

成果(KPI)指標名 備考

耐震診断者派遣数

耐震改修件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

引き続き、周知・啓発を行う。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

周知はしているが、改修実績がなく効果があると
は言えない。

2
周知・啓発を実施しているが参加実績は少ない。

震度７程度の大地震に対する備え（耐震関係）
を周知する必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

耐震改修工事には莫大な費用がかかることから、まずは簡易耐震診断を受けて自宅の耐震強度を知っ
ていただくことと、少しでも強度が高く比較的に安全である部屋を知っていただくことが第一歩であり重要
だと考える。自宅の安全性に少しでも関心を持ち、耐震相談会や簡易耐震診断を受けていただけるよ
う、重要性について引き続き周知をしていく。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 56.3 － － － －

満足度 14.1 － 16.1 － 18.1

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

477



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

131 150

131 150

131 150

58

58

58

2,234

0.30 

2,234

2,292

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 耐震改修促進計画策定事業

担当部署 都市建設課　計画管理係 事業期間 R2 R２

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

8 5 1

根拠法令・個別計画 群馬県耐震改修計画、板倉町耐震改修促進計画

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：町民
　町内において想定される被害や耐震化の状況等を踏まえて、実現可能な目標を定め耐震化を
促進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

印刷製本費

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

印刷製本費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
５【都市基盤】 住みよい都市の整備と良好な景観のまち　
５－③住宅対策の推進

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

国の基本方針や群馬県耐震改修計画の耐震化率の目標や町内の現状などを踏まえて、第３次
板倉町耐震改修促進計画を策定する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

478



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

計画策定回数

活動指標名 備考

計画策定回数

成果(KPI)指標名 備考

周知回数

成果(KPI)指標名 備考

周知回数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

終了

次回の第４次板倉町耐震改修促進計画の策定は令和７年度であることから事業を終了とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

策定作業においては職員が直営で行い、印刷
製本費のみを印刷業者に発注したことから、無
駄な経費は一切かかっていない。

2
町内で大地震が発生した際に想定される被害
や耐震化の状況を踏まえた目標を設定したこと
から、耐震化を促進させたい。

耐震化には莫大な費用がかかることから、補助
金等を活用しても個人負担が大きい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

国の基本方針や群馬県耐震改修計画の耐震化率の目標や町内の現状などを踏まえて、令和７年度に
第４次板倉町耐震改修促進計画を策定する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 56.3 － － － －

満足度 14.1 － 16.1 － 18.1

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

479



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

318 318 318 318 318 318 318 318

100 100 100 100 100 100 100 100

200 200 200 200 200 200 200 200

18 18 18 18 18 18 18 18

318 318 318 318 318 318 318 318

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

74 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 叙勲祝賀事業

担当部署 総務課　秘書人事係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 1

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：叙勲受章者
意図：叙勲受章を祝い、功績を讃える。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

役務費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－①町民参加によるまちづくりの促進

総合戦略
４　地域づくり　
５．連携の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法
　叙勲（地方自治功労者）に係る潜在候補者の調査及び叙勲候補者の上申を行う。
　町政に功労のあった町内在住者が叙勲を受章された際、叙勲受章祝賀会を開催する。なお、祝
賀会は会費制を原則とし、記念品代及びパンフレット作成費等については公費で負担する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

480



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2 2 2 2 2 2 2 2

回 1 0 1 0 0 1 0 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

回 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

受章者数

活動指標名 備考

受章者数

成果(KPI)指標名 備考

記念品贈呈

祝賀会開催

成果(KPI)指標名 備考

記念品贈呈

祝賀会開催

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続
　叙勲受章は名誉なことであるため、新型コロナ対策に配慮しつつ、引き続き、受賞者の意向を確認した
上で祝賀会を開催する、若しくは、行政に対する協力への謝意を表し、額の贈呈や広報紙への掲載等の
対応を行うこととする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

2

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　役職の短期サイクル化、役職者の高齢化が進んでおり、受章時年齢が７０歳という基準を考えると、存命
中に受章対象となるかたは減少傾向になると見込まれる。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.7 － － － －

満足度 15.6 17.6 － 19.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

481



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

259 259 259 259 259 259 259 259

30 30 30 30 30 30 30 30

50 50 50 50 50 50 50 50

95 95 95 95 95 95 95 95

84 84 84 84 84 84 84 84

259 259 259 259 259 259 259 259

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 賀詞交歓会事業

担当部署 総務課　秘書人事係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 1

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：行政及び町内の団体、官公署・法人、企業等
意図：町内の団体、官公署・法人、企業等の各界の代表に集まっていただき、年始において町政へ
　　　　の深い理解とまちづくりへの協力を得るとともに、幅広い情報交換の場として参加者同士の交
　　　　流を深めてもらい、町の各界の更なる発展を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

旅費

需用費

役務費

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－①町民参加によるまちづくりの促進

総合戦略
４　地域づくり　
５．連携の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法
　町内の団体、官公署・法人、企業等を対象に、新年のあいさつ交歓、情報交換の場として交歓会
（飲食有り、アルコールなし）を開催する。併せて、講師を招いた講演会を開催する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

482



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 200 200 200 200 200 200 200 200

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

実施回数

活動指標名 備考

実施回数 R02コロナ下のため開催中止

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数 R02コロナ下のため開催中止

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続
　新型コロナ感染拡大防止のために令和２年度の開催は中止したが、今後の感染状況やワクチン接種状
況等を踏まえて判断し、新型コロナ対策に十分配慮した上で継続して実施することとしたい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

2

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　開催場所の変更を始めとする実施方法の見直しを行い、内容を充実させることによって参加者の増加を
図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.7 － － － －

満足度 15.6 17.6 － 19.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

483



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

27,036 27,016 27,036 27,016 27,036 27,016 27,036 27,016

14,955 14,955 14,955 14,955 14,955 14,955 14,955 14,955

437 417 437 417 437 417 437 417

110 110 110 110 110 110 110 110

11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534

27,036 27,016 27,036 27,016 27,036 27,016 27,036 27,016

25,414 0 0 0 0 0 0 0

14,388

117

10,909

0

25,414 0 0 0 0 0 0 0

3,724 2,673 0 0 0 0 0 0

0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,724 1,891 0 0 0 0 0 0

0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 782 0 0 0 0 0 0 

29,138 2,673 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 行政区運営事業

担当部署 総務課　行政庶務係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 10

根拠法令・個別計画 板倉町行政区設置規則

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

地域コミュニティ活動の母体となる行政区運営を支援して地域の融和と活性化を図り、住民と行政
がお互いを補完しあう協働によるまちづくりを推進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

需用費

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役員報償

需用費

行政区運営補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－①町民参加によるまちづくりの促進

総合戦略
４　地域づくり　
３．地域コミュニティの活性化

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

総合調整機能を有する行政区長会議を開催し、住民と行政、行政区相互の連携強化を図ること
で住民ニーズに沿う適正な行政執行を推進するとともに、地域ごとの各種事業を包括的に実施す
る行政区運営を支援する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

484



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 13 12 13 12 13 12 13 12

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 13

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 77 77 76 76 75 75 75 75

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 73.4

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

行政区長会議数

活動指標名 備考

行政区長会議数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

行政区加入率

成果(KPI)指標名 備考

行政区加入率 加入世帯 4,251戸

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

住民と行政の連携を確保し、協働によるまちづくりの推進に必要な事業である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

行政区活動を支援するための運営費であり、費
用対効果は適正と考える。

2
地域コミュニティ活動の母体となる行政区運営を
支援して地域の融和と活性化を図り、住民と行
政がお互いを補完しあう協働によるまちづくりを
推進することが目的であり、おおむね達成され
ている。

地域コミュニティ活動の母体となるのは行政区活
動であり、行政区未加入世帯に対して、行政区
への加入を推進していくことが課題である。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

将来的な少子高齢化、人口減少に備え、平成２８年度に従来の３３行政区から１５行政区へ再編した。
今後、新たなコミュニティの構築と地域の活性化をより充実させるため、更に行政区との連携を強化する
必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.7 － － － －

満足度 15.6 17.6 － 19.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0

531 0 0 0 0 0 0 0

531

0

531

0 0 0 0 0 0 0 0

447 76 0 0 0 0 0 0

0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

447 76 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

978 76 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 コミュニティ助成事業

担当部署 総務課　行政庶務係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 10

根拠法令・個別計画 一般コミュニティ助成事業実施要綱／魅力あるコミュニティ助成事業実施要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

地域コミュニティ活動の充実を図り、住民相互のつながりを深め、住みよい地域づくりを推進する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

その他

一般財源

①事業費

魅力あるコミュニティ事業助成事業交付金

その他

国庫支出金

県支出金

その他

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－①町民参加によるまちづくりの促進

総合戦略
４　地域づくり　
３．地域コミュニティの活性化

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

宝くじの収益金を原資としたコミュニティ助成事業を活用し、コミュニティ組織（行政区）が行う集会
施設整備（新・改築、改修（トイレの水洗化等））、又はコミュニティ活動備品整備（エアコン、テーブ
ル等）、並びに地域防災組織の育成に資する事業などに対して助成を行うとともに宝くじの普及広
報活動を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

486



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1 2 2 2 2 2 2 2

件 1 2 2 2 2 2 2 2

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1

件 1

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

助成件数

要望件数（未助成）

活動指標名 備考

助成件数

要望件数（未助成）

0

成果(KPI)指標名 備考

助成件数割合

成果(KPI)指標名 備考

助成件数割合

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

地域コミュニティを創出する場である集会施設等の整備は、地域交流の活性化を図る上で必要な事業
である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

町費負担分がないため、費用対効果による評価
に適さないが、地域コミュニティ活動の活性化を
図る上では、十分な効果があると考える。

2
地域コミュニティ主体となる行政区を通じて、要
望を調査を行っており、地域の要望に沿って推
進しているため、おおむね達成されている。

事業主体となる行政区に対して、コミュニティ助
成事業のＰＲを行い、要望調査を行って進めて
いるが、さらにコミュニティ活動に伴う備品整備な
ど、地域の要望に応えられるよう周知徹底を図
り、事業を推進したい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

宝くじ収益金を活用する事業であり、地域コミュニティの活性化を図る事業であることから、今後も積極的
に推進していくとともに、宝くじの普及広報活動を併せて行っていく必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.7 － － － －

満足度 15.6 17.6 － 19.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328

18 18 18 18 18 18 18 18

20 20 20 20 20 20 20 20

3 3 3 3 3 3 3 3

87 87 87 87 87 87 87 87

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328

755 0 0 0 0 0 0 0

85

670

0

755 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

2,244 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 まちづくり推進事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画 板倉町まちづくり協働事業補助金交付要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　住民と行政の協働によるまちづくりを普及促進し、魅力ある地域社会の実現を図るため、住民が自主的か
つ主体的に企画し、及び実施する公共性のある事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金
を交付する。また、町民と町が協働し、地域の特性を伸ばしたり、課題を解決するなど、安全で快適な魅力あ
るまちづくりを進める。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

旅費

消耗品費

食糧費

負担金

補助金

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

補助金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－①町民参加によるまちづくりの促進

総合戦略
４　地域づくり　
３．地域コミュニティの活性化

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

・活動団体からの事前相談受付 →　・担当課局との意見交換(必要に応じ) →　・申請受付　→　・
審査会実施　→　・交付決定 →　・実績報告

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

488



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 3

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

事前協議（問合せ）件数

活動指標名 備考

事前協議（問合せ）件数

成果(KPI)指標名 備考

補助事業数

成果(KPI)指標名 備考

補助事業数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　昨年度実績に比べ補助事業数は増えたものの、協働によるまちづくりの実現には更なる活性化が必要
なことから、引き続き制度の普及に取り組む。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　団体の活動に対し、実際に用した費用につい
てのみの補助となっている。必要最小限の費用
で事業を実施しており、住民活動の活性化とい
う観点から費用対効果は高い。

2
　令和２年度の補助事業数は３件であり、年々
増加傾向にある。また、新規の問合せ件数も
徐々に増加している。

　当該事業の対象要件は、団体のみとなってい
ることから、個人でも参加可能なボランティア体
制の構築が必要。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　年間を通しての募集、内容の周知回数の増加等を行い、住民の活動を促す。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.7 － － － －

満足度 15.6 17.6 － 19.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

489



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

62,299 62,299 62,299 62,299 62,299 62,299 62,299 62,299

40 40 40 40 40 40 40 40

62,259 62,259 62,259 62,259 62,259 62,259 62,259 62,259

46,694 46,694 46,694 46,694 46,694 46,694 46,694 46,694

15,605 15,605 15,605 15,605 15,605 15,605 15,605 15,605

58,157

6

58,151

43,613

14,544

3,724

0.50 

3,724

61,881

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 多面的機能支払交付金事業

担当部署 産業振興課　農村整備係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

6 1 5

根拠法令・個別計画 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

農業農村の多面的機能を維持・発揮するため、地域共同活動（農業者・自治組織など）に対して、
国の制度を活用し、支援を行い農村環境の保全を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－①町民参加によるまちづくりの促進

総合戦略
４　地域づくり　
３．地域コミュニティの活性化

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

活動組織が実施する農地の保全や環境保全の活動に対して助成を行う。（国50%、県25%、町25%）

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

団体 9 9 9 9 9 9 9 9

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

団体 9

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 100

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

活動組織

活動指標名 備考

活動組織

成果(KPI)指標名 備考

事業実績前年比

成果(KPI)指標名 備考

事業実績前年比

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

活動組織（９組織）が中心となり、農用地・水路・農道等の地域資源の適切な保全管理を行うなど必要性は
高い。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

十分な効果がある。

2
達成できている。

変更めまぐるしい国・県の制度及び指針への対
応が困難。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

活動組織に対して、引き続き自主運営の支援を行う。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.7 － － － －

満足度 15.6 17.6 － 19.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

3,603 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051

359 359 359 359 359 359 359 359

814 240 240 240 240 240 240 240

2,427 2,449 2,449 2,449 2,449 2,449 2,449 2,449

3 3 3 3 3 3 3 3

3,603 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051

3,283

351

506

2,426

3

52

3,231

3,600

0.40 

2,979

0.30 

621 

6,883

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 文書管理事業

担当部署 総務課　情報広報係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町文書管理規程

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　公文書及び決裁行為を電子化し、業務改善や決裁時間短縮による意志決定の迅速化を図る。
　公文書の一元的且つ適正な管理を行うことで、住民や法人からの情報公開請求及び個人情報開
示請求時のスムーズな対応を実現する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

委託料

使用料

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

委託料

使用料

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

コピー代

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　職員が作成する公文書の標準的な処理方法を定め、統一した保存管理を行い、行政事務が常に
適正に行われるよう努める。また、公文書の受付、決裁の仕組みをシステム化（電子化）し、町で保
有する文書情報を一元的に掌握する。
　現用文書（当年度文書）をシステム管理し、非現用文書（２年度以前文書）の引継、保存、書庫管
理、文書廃棄を適正に行い、情報公開請求や個人情報開示請求時の適正かつ円滑な運用に資す
る。
　町が収集した個人情報が多く記載された公文書を適切に管理する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000

件 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

件 7 7 7 7 7 7 7 7

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 42,110

件 34,712

件 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

% 85.0 85.0 85.0 85.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

% 82.4 

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

文書管理システムにより処理された件数

システム起案のうち電子決裁をしたもの

情報公開請求・個人情報開示請求件数

活動指標名 備考

文書管理システムにより処理された件数

システム起案のうち電子決裁をしたもの

情報公開請求・個人情報開示請求件数

成果(KPI)指標名 備考

公文書電子化率

成果(KPI)指標名 備考

公文書電子化率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　電子化の推進と庁舎移転により、旧庁舎で抱えていた書庫スペースの課題も改善されている。また、シス
テムの定着により保存文書の管理も安定している。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　電子文書化による事務効率の向上、保存文書の適正管理、文書保管スペースの減少など

　行政の責任として、公文書の一元的管理は必
要不可欠。例年適正な管理・運用が遂行されて
おり、費用対効果は高いと考えられる。

2
　概ね横ばいで推移し安定しており、達成してい
ると考えられる。

　職員の文書管理に関する共通意識の徹底と精
度の向上が課題。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　引き続き職員の意識向上を図り、より電子化を推進していく。　

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

153 153 153 153 153 153 153 153

103 103 103 103 103 103 103 103

50 50 50 50 50 50 50 50

153 153 153 153 153 153 153 153

45 0 0 0 0 0 0 0

0

45

3

42 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,534 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 情報公開・個人情報保護事業

担当部署 総務課　情報広報係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 2

根拠法令・個別計画 板倉町情報公開条例、板倉町個人情報保護条例、板倉町情報公開・個人情報保護審査会条例、板倉町情報公開・個人情報保護運営審議会条例

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　情報公開請求者や自己に関する個人情報開示請求者に対し、情報公開では住民の知る権利、
公文書を請求する権利を保障し、個人情報保護では町が保有する個人情報の開示、訂正を求める
権利を保障し、公正で開かれた町政の推進を目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報酬

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報酬

需用費

その他

国庫支出金

県支出金

開示手数料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略
４　地域づくり　
５．連携の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　住民（町外在住者含む）や法人からの情報公開請求及び個人情報開示請求に対する受付窓口と
なり、請求事務を行う。また、実施機関の決定に対して不服申立等に係る事務を行う。また、実施機
関の個人情報の取り扱いに係る苦情の申し出の受付を行う。
　毎年４月に前年度の実施状況（開示請求件数等）の公表を行う。
　必要に応じて情報公開・個人情報保護調整委員会との連絡調整を行う。
　必要に応じて情報公開・個人情報保護審査会及び運営審議会を開催する。
　その他情報公開及び個人情報保護に係る一般的な案内、相談に応じる。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 42,110 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 7 7 7 7 7 7 7 7 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 10 

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

単年度登録公文書数

活動指標名 備考

単年度登録公文書数

成果(KPI)指標名 備考

公文書開示請求件数

成果(KPI)指標名 備考

公文書開示請求件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　法令に基づく義務的事務であることから、維持継続する。
　住民の権利と行政の義務を果たすため、今後も町が保有する情報を適正に管理し、公開する必要があ
る。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　義務的事務で必要不可欠。経費は最低限であ
り、費用対効果は高いと考えられる。

2
　コンスタントに開示請求があり、適切に対応して
いることから、概ね達成していると考えられる。

　開示請求者の請求内容を的確に把握し、法令
を照合したうえで、常に適切な対応を行うこと。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　開示請求件数の増加と多様化に対しても、迅速かつ適切に対応できるよう体制を整備する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

5,134 5,071 5,071 5,071 5,071 5,071 5,071 5,071

231 231 231 231 231 231 231 231

194 194 194 194 194 194 194 194

3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588

28 28 28 28 28 28 28 28

1,093 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030

5,134 5,071 5,071 5,071 5,071 5,071 5,071 5,071

3,687 0 0 0 0 0 0 0

221

0

2,722

28

717

26

220

3,441 0 0 0 0 0 0 0

5,420 0 0 0 0 0 0 0

0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5,213 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

207 0 0 0 0 0 0 0

9,107 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 広報紙作成事業

担当部署 総務課　情報広報係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 7

根拠法令・個別計画 板倉町広報発行規定

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　紙媒体を使用し、町行政その他必要事項を広く町民に周知する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

報償費

旅費

需用費

役務費

その他（使用料・備品購入費・負担金）

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

報償費

旅費

需用費

役務費

その他（使用料・備品購入費・負担金）

国庫支出金 自衛官募集事務委託金

町広報紙広告掲載料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　広報いたくら（広報紙）を月１回、5,400部 作成・発行する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 12 12 12 12 12 12 12 12

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 12

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

部 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

部 5,400

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

広報紙発行回数

活動指標名 備考

広報紙発行回数

成果(KPI)指標名 備考

広報紙発行部数

成果(KPI)指標名 備考

広報紙発行部数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　広報紙は情報伝達手段として依然需要が高い。町が提供する情報媒体の１つとして継続すべき。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

 広報紙編集用ソフトで原稿データを作成し、印
刷のみを業者委託しており、費用対効果は高い
と考えられる。

2
　町民の大部分がサービスを受けることができて
おり、情報媒体としての需要も高いことから、達成
していると考えられる。

　町民に伝えるべき情報や町民が欲している情
報と併せ、時代や社会の動向をも的確に捉え改
良を続ける必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　町民にとってより親しみやすく、読みやすい広報紙となるよう、広報編集委員等の意見を取り入れなが
ら、情報、テーマ、構成等を設定する。
　文字サイズ、レイアウト、写真等、視覚的にも理解しやすいデザインに向け改良を続ける。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

53 47 47 47 47 47 47 47

50 44 44 44 44 44 44 44

3 3 3 3 3 3 3 3

53 47 47 47 47 47 47 47

31 0 0 0 0 0 0 0

30

1

0

31 0 0 0 0 0 0 0

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,148 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 「板倉町のあゆみ」記録事業

担当部署 総務課　情報広報係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 7

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　町が主催するイベント等を中心に記録写真を撮影し、後世に残す資料とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　記録員３名（小野田填氏、飯塚英夫氏、山内正充氏）にイベントなどの記録写真の撮影及び撮影
データの提出を依頼している。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3 3 3 3 3 3 3 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 10 10 10 10 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

日 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

記録人員数

活動指標名 備考

記録人員数

成果(KPI)指標名 備考

記録日数

成果(KPI)指標名 備考

記録日数 新型コロナウイルスの影響でR02の依頼実績なし

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　イベント等の記録写真を蓄積していくことで町の情報資産とする。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　記録員は無報酬であり、費用対効果は高いと
考えられる。

2
　人材も確保されており、達成していると考えられ
る。

　記録員の高齢化が進んでいるため、後任を探
す必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　記録されたデータの適切な管理・活用を徹底する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

790

790

790

790

790

790

848 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

104 0 0 0 0 0 0 0

1,638 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 テレホンサービス事業

担当部署 総務課　情報広報係 事業期間 R2 R2

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 7

根拠法令・個別計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　住民等に対し、緊急情報や行政情報など各種情報をテレホンサービスを利用して伝達する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町がテレホンサービス（0180-99-2400）に緊急情報や行政情報などを録音し、住民等はテレホン
サービスに電話をかけ録音情報を取得する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 36

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 31

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 580

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 321

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

情報更新回数

活動指標名 備考

情報更新回数

成果(KPI)指標名 備考

アクセス回数

成果(KPI)指標名 備考

アクセス回数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

廃止

　インターネット普及率及びスマートフォン保有率の上昇によるアクセス数の減少は顕著であり、費用対効
果のバランスからも限界と考えられる。また、機器に不具合の兆候が見られ、緊急停止の不安があることか
ら、年度いっぱいでの計画的なサービス停止が望ましい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　災害情報、尋ね人、防犯啓発、学校や教育委員会からの保護者向け連絡、そして、各種イベントの順延・中止の連絡など、緊急時にこそ有
効な手段として活用されており、その成果・効果は指標のみでは表せない。

　最低限度の定額経費で運用されているが、アク
セス数が減少しており、費用対効果については、
やや疑問視される。

2
　必要な機能は備わっており、運用も安定してい
ることから、達成していると考えられる。

　インターネットインフラやスマートフォンの普及、
情報通信手段の多様化により、町民が求める情
報の形が変化しつつあり、情報を充実するなどの
努力だけでは限界がある。
　機器に不具合の兆候が見られ、緊急停止の不
安がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　広報いたくら、板倉町公式ホームページ、いたくらお知らせメール、防災ラジオなど、他の媒体の適切な
運用とで十分カバーできるものと考えている。また、今後新たなSNSの活用なども視野に入れ検討したい。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

501



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,257 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279

634 634 634 634 634 634 634 634

396 396 396 396 396 396 396 396

1,200 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222

27 27 27 27 27 27 27 27

2,257 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279

2,256 0 0 0 0 0 0 0

634

396

1,200

27

0

2,256 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

3,745 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 総合行政ネットワーク（LGWAN）事業

担当部署 総務課　情報広報係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 8

根拠法令・個別計画 e-Japan重点計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、高度情報流通を可能とする通信ネットワークとして整
備する。地方公共団体のコミュニケーションの円滑化、情報の共有による情報の高度利用等を図ることによ
り、各地方公共団体と国の各府省、住民等との間の情報交換手段の確保のための基盤とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

委託料

使用料

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

委託料

使用料

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　国と地方公共団体による組織内ネットワークを相互接続し、高度なセキュリティを維持した行政専
用のインターネットから切り離された閉域ネットワークを構築し運用する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台数 200 200 200 200 200 200 200 200

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台数 212

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 36,000 36,000 38,000 3,800 40,000 40,000 42,000 42,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 40,802

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

総合行政ネットワーク接続庁舎ＰＣ数

活動指標名 備考

総合行政ネットワーク接続庁舎ＰＣ数

成果(KPI)指標名 備考

送受信したＬＧＷＡＮメール

成果(KPI)指標名 備考

送受信したＬＧＷＡＮメール

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　国の施策に伴い継続する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　各種事務事業を実現するための公共インフラ（ネットワーク及び組織認証基盤）整備事業であり、他事業にも寄与する部分が多く、その成
果・効果を本事業のみで計り知ることは難しい。

　国の施策と連携しており、費用対効果は高いと
考えられる。

2
　整備は完了し、運用も安定しており、達成して
いると考えられる。

　年々より強固なセキュリティが求められている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　国の施策に伴い継続する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

10,622 10,175 10,175 10,175 10,175 10,175 10,175 10,175

2,508 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601

3,529 3,529 3,529 3,529 3,529 3,529 3,529 3,529

2,904 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893

1,681 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

10,622 10,175 10,175 10,175 10,175 10,175 10,175 10,175

9,558 0 0 0 0 0 0 0

2,257

3,464

2,902

934

9,558 0 0 0 0 0 0 0

2,813 0 0 0 0 0 0 0

0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,606 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

207 0 0 0 0 0 0 0

12,371 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 庁内情報化事業

担当部署 総務課　情報広報係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 8

根拠法令・個別計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　町役場、町関連施設、町立学校等におけるＩＣＴの活用・充実を目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

委託料

使用料

その他（旅費・需用費・負担金）

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

委託料

使用料

その他（旅費・需用費・負担金）

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　情報系システム（庁内イントラネット）を活用し、業務における事務の正確化・迅速化・効率化を目
指す。
　また、情報系コンピュータの導入及び適切な機器管理を行う。
　セキュリティの向上に向けた機器運用及び啓発等を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 200 200 200 200 200 200 200 200

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 212

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

% 100 100 100 100 100 100 100 100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

% 100

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

事務用・公開用ＰＣ

活動指標名 備考

事務用・公開用ＰＣ

0

0

成果(KPI)指標名 備考

職員PC配備率

成果(KPI)指標名 備考

職員PC配備率

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　外部機関との通信、事務の効率化及び正確性を維持するため不可欠である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　職員の情報リテラシー向上に寄与する。

　単に情報機器やシステム導入だけでなく職員
の情報リテラシー向上にも寄与するため、費用対
効果は高いと考えられる。

2
　必要とされる内部情報系システムは一式導入さ
れており、運用も安定していることから達成してい
ると考えられる。

　維持管理費の縮減に向けた努力が必要。ま
た、機器によるセキュリティ強化だけでなく、職員
教育による人的セキュリティ向上も課題。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　適切な機器の更新及び維持管理を行い、庁内各部署の事務処理が円滑に進められるよう継続する。
　経費面においても技術面においてもより合理的かつ先進的な機能を選択すべく、情報技術の進歩や社
会需要等にも注視する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

30 30 30 30 30 30 30 30

990 990 990 990 990 990 990 990

1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

990 0 0 0 0 0 0 0

0

990

128

862 0 0 0 0 0 0 0

2,752 0 0 0 0 0 0 0

0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,234 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

518 0 0 0 0 0 0 0

3,742 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 ホームページ運用管理事業

担当部署 総務課　情報広報係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 8

根拠法令・個別計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　町の情報（行政情報・イベント・広報紙・統計資料など）を公式ホームページ及びお知らせメール
で発信する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

使用料

その他

町ホームページ広告掲載料

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　平成２５年４月にCMS（コンテンツマネジメントシステム）を導入。以降、各課・係等担当者によるホームペー
ジ編集が可能となった。今後も迅速且つ正確な情報を広く提供できるよう運用を継続する。
　令和元年６月にCMSを自庁サーバ構成からクラウドサービスへ移行。
　平成３０年９月末に両毛システムズ提供のメール配信サービス（安全安心メール）が終了。同年１０月から館
林ケーブルテレビと協定を締結し、新たなメール配信サービス（いたくらお知らせメール）を開始。町のイベン
ト、防災・防犯情報など、今後も迅速且つ正確な情報を広く提供できるよう運用を継続する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 400 450 500 550 600 600 600 600

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 453

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000 310,000 320,000 320,000

件 40 40 40 40 50 50 50 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 315,620

件 40

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

ホームページ更新回数

活動指標名 備考

ホームページ更新回数

成果(KPI)指標名 備考

ホームページ閲覧件数

意見・要望・問合せ件数

成果(KPI)指標名 備考

ホームページ閲覧件数

意見・要望・問合せ件数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　ホームページのアクセス件数は増加傾向にあり、今後も広報媒体として需要が高まっていくことが予想さ
れる。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　安全安心に係る防災、防犯情報、各種イベントの順延・中止の連絡など、緊急時に有効な伝達手段として活用されており、その成果・効果
は指標のみでは表せない。

　運用の自由度が高く制約が少ない。情報量に
経費が比例するわけではないため、費用対効果
は非常に高いと考えられる。

2
　行政が掲載すべき基本情報は網羅されてお
り、達成していると考えられる。

　閲覧者にとってより親しみやすく、アクセシビリ
ティの高いホームページとなるよう改良を続ける。
また、閲覧者の需要に応えるべく社会情勢にも
注視する。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　閲覧者にとってより親しみやすく、アクセシビリティの高いホームページとなるよう改良を続ける。また、閲
覧者の需要に応えるべく社会情勢にも注視する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

7,971 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163

1,782 0 0 0 0 0 0 0

6,189 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163

3,267 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064

4,704 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099 3,099

7,971 0 0 0 0 0 0 0

1,782

6,189

3,267

4,704 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

8,716 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 社会保障・税番号制度システム事業

担当部署 総務課　情報広報係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 8

根拠法令・個別計画 　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　町民への個人番号付番及び個人番号カードの発行。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

委託料

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

委託料

負担金、補助金及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　複数の機関に存在する特定個人情報について、同一人の情報であることを確認し、社会保障・税
制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基
盤整備を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

枚 5,000 10,000 14,000 - - - - -

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

枚 3,951

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 2,000 2,000 2,000 - - - - -

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 1,068

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

✔ ・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

マイナンバーカード申請数

活動指標名 備考

マイナンバーカード申請数

成果(KPI)指標名 備考

マイキーID設定支援

成果(KPI)指標名 備考

マイキーID設定支援

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　法令で定められた事業であり、継続すべき。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　マイナンバーを活用した各種事務事業を実現するためのシステム基盤整備事業であり、他事業にも寄与する部分が多く、その成果・効果を
本事業のみで計り知ることは難しい。

　国の施策と連携し、補助金交付も受けているこ
とから、費用対効果は高いと考えられる。

2
　全国の市町村と同様に達成されている。

　特定個人情報等の管理のために、慎重に安全
管理措置を講じる必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　個人番号（カード）を利用した、サービスの充実を図る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

509



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

40,805 40,762 40,762 40,762 40,762 40,762 40,762 40,762

3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564

64 64 64 64 64 64 64

37,241 37,134 37,134 37,134 37,134 37,134 37,134 37,134

40,805 40,762 40,762 40,762 40,762 40,762 40,762 40,762

40,804 0 0 0 0 0 0 0

3,564

37,240

40,804 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

41,549 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 基幹系システム運用管理事業

担当部署 総務課　情報広報係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 8

根拠法令・個別計画

実施運営方法 一部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　税、福祉、医療等事務の正確化・迅速化・効率化を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

役務費

委託料

使用料

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

役務費

委託料

使用料

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－①町民参加によるまちづくりの促進

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　基幹系システム（G.Be_Uクラウド）を運用し、窓口サービス等を提供する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

510



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 14,500 14,300 14,100 13,900 13,800 13,700 13,500 13,300 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 13,103 

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

人口（４月１日現在）

活動指標名 備考

人口（４月１日現在）

成果(KPI)指標名 備考

G.Be_Uで発行した各種証明等

成果(KPI)指標名 備考

G.Be_Uで発行した各種証明等

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　事務の正確性・迅速性・効率性確保のために必須であり継続すべき。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　住民記録管理に付随する各種事務事業を円滑に遂行するためのシステム基盤整備（維持）事業であり、他事業にも寄与する部分が多く、
その成果・効果を本事業のみで計り知ることは難しい。

　統合化システムを採用しており、費用対効果は
高いと考えられる。

2
　業務に必要十分な機能は整備されており、達
成している。

　情報セキュリティ対策を講じて、情報漏えい防
止等に努める。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　国の番号制度と連携するシステムであるため、維持継続する。
　今後は国主導でシステム仕様の標準化、他自治体との共同クラウド化が推進される。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

511



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

156 156 156 156 156 156 156 156

20 20 20 20 20 20 20 20

101 101 101 101 101 101 101 101

30 30 30 30 30 30 30 30

5 5 5 5 5 5 5 5

156 156 156 156 156 156 156 156

13 0 0 0 0 0 0 0

13

0

13 0 0 0 0 0 0 0

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,130 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 板倉町PR大使事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画 板倉町PR大使設置要綱

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　板倉町PR大使が町の魅力と情報を広く町外に発信及び紹介することにより、町の知名度の向上
を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

旅費

消耗品費

食糧費

郵便運搬料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品費 染宮氏名刺印刷費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略
３　移住・交流　
１．交流・関係人口の拡大

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町は、大使として適任であると認めるかた（板倉町出身など町にゆかりのある者で、それぞれの
分野で活躍されている者）に大使を委嘱する。
大使の任務は、次に掲げる事項とする。
 　(1)　町の知名度向上及びイメージアップにつながる魅力と情報を、広く発信及び紹介すること。
   (2)　町のイメージアップ及び地域振興に資する提言をすること。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

512



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 19 22 22 22 25 25 25 25

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 19

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 9 9 9 9 10 10 10 10

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 9

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

大使への情報提供数

活動指標名 備考

大使への情報提供数

成果(KPI)指標名 備考

大使任命者総数

成果(KPI)指標名 備考

大使任命者総数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　短期間で効果が出る内容の事業ではないので、維持継続して事業を実施する必要がある。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

広報紙・議会だよ
り・移住関係資料
等

実
績

計
画

実
績

　大使にはボランティアで町のPRをお願いして
おり、最小限の経費で事業を実施している。

2
　事業内容のとおり、目に見える効果は確認で
きないが、継続することによりプラスの効果が得
られるものである。

　大使が活動中に気づいた町への意見等、今
後聴取する機会を設ける必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　大使からの意見等を聴取し、改善点があれば改善する。また、新規に大使を委嘱し合計10名とする。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

513



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

140 140 140 140 140 140 140 140

30 30 30 30 30 30 30 30

50 50 50 50 50 50 50 50

60 60 60 60 60 60 60 60

140 140 140 140 140 140 140 140

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,117 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,117 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 行政懇談会事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　行政懇談会を開催し、町民と行政の双方向型のコミュニケーションによるまちづくりの実現を目
指す。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品

食糧費

物品借上料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－①町民参加によるまちづくりの促進

総合戦略
４　地域づくり　
３．地域コミュニティの活性化

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町が町民に直接説明する機会、及び町民が町に直接意見等を伝える機会を設けるため、行政
懇談会を開催する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

514



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4 4 4 4 4 4 4 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 200 200 200 200 200 200 200 200

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

懇談会・町政報告会開催回数

活動指標名 備考

懇談会・町政報告会開催回数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　町が町民に直接説明する機会、及び町民が町に直接意見等を伝える機会を設けるため、引き続き実
施する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　毎戸配布する資料の印刷等についてもすべて
直営で行うなど、必要最低限の経費で事業を実
施していることから、費用対効果は高い。

2
　各行政区の集会所等を会場とした懇談会につ
いては、新型コロナウイルスの影響により開催を
中止したが、事前に各行政区より提出された懇
談会テーマ及び町からの統一テーマ（防災対
策・東洋大学学部移転）に対する町の考え方を
周知した（毎戸配布）。

　コロナ禍が今後も続くことを勘案すると、オンラ
イン配信等による行政懇談会の開催について検
討が必要かもしれない。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　コロナ禍が長引く場合における開催方法の検討。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 48.7 － － － －

満足度 15.6 17.6 － 19.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

8,857 8,857 8,857 0 0 0 0 0

78 78 78

29 29 29

29 29 29

8,721 8,721 8,721

8,720 8,720 8,720

137 137 137 0 0 0 0 0

6,328 0 0 0 0 0 0 0

62

28

6,234

4

6,219

109 0 0 0 0 0 0 0

4,552 0 0 0 0 0 0 0

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,724 0 0 0 0 0 0 0

0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

828 0 0 0 0 0 0 0 

10,880 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 個人番号カード交付事業

担当部署 住民環境課　戸籍年金係 事業期間 R2 R4

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 3 1

根拠法令・個別計画
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（公的個人認証法）

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　本人申請により取得できるマイナンバーカードを、これからの住民サービスに係る様々な利活用につ
いて策定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」の政府決
定により、令和３年3月からマイナンバーカードの健康保険証としての利用を開始し、令和４年度中に
は概ね全ての医療機関での利用環境の整備を目指すとされたことにより、令和4年度中までにはほと
んどの住民がマイナンバーカードを保有することを目的とする。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品費

役務費

委託料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品費

委託料

負担金、補助及び交付金

その他

国庫支出金 個人番号カード交付事業費補助金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－②情報の発信

総合戦略
４　地域づくり　
５．連携の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　マイナンバーカードは本人申請により申請書に写真を貼付し、地方公共団体情報システム機構（J-
LIS)へ申請する。申請方法はインターネット及び紙の申請の２種類がある。カードはJ-LISにより作成さ
れ、役場に送付される。役場にて本人確認を行い交付する。交付に際して、本人確認のための顔認証
を実施し、カードの暗証番号を設定し交付及び紛失などによる再交付を行う。さらに交付に併せてマイ
キーIDの設定支援を実施する。交付申請のお手伝いを必要とされる際には、窓口において申請書の
作成・写真を撮影し申請完了まで行う。
　また、マイナンバーカードの受け取りについて、これまでは郵送された交付通知書を持参し役場にて
本人確認を行い交付を行っていたが、令和2年度より申請時に来庁し本人確認を行い、交付について
は「本人特定郵便」にて郵送を行う方法も追加し、マイナンバーカードの取得率を上げる。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

枚 5,000 10,000 14,000 - - - - -

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

枚 3,951

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

枚 4,500 9,000 12,600 - - - - -

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

枚 2,934

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

✔ ・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

✔ ・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

✔ ・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

✔ ・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

✔ ・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

申請枚数

活動指標名 備考

申請枚数

成果(KPI)指標名 備考

交付枚数

成果(KPI)指標名 備考

交付枚数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　法に基づき国が進める「社会保障・税番号制度」関連事業のため、継続していく事務である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

 事業を実施するにあたり、適正な費用である。

2
 窓口での顔写真撮影及び申請補助により、申請
件数及び交付件数は増加傾向にある。

 マイナンバーカードはオンラインで確実な本人
確認を行うことができ、デジタル社会の基盤とな
るものであるため、普及拡大に向け更なる取組を
進めていく必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　マイナンバーカードの申請及び交付について、平日役場へ来庁し受け取ることが困難なかたが多いこと
から、休日の臨時窓口開設の回数を増やすことにより利便性の向上を図り取得増進につなげる。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 54.6 － － － －

満足度 23.0 24.0 － 25.0 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

614 488 564 564 564 564 564 564

20 62 20 20 20 20 20 20

2 0 2 2 2 2 2 2

350 80 300 300 300 300 300 300

242 346 242 242 242 242 242 242

614 488 564 564 564 564 564 564

39 0 0 0 0 0 0 0

39

39 0 0 0 0 0 0 0

894 0 0 0 0 0 0 0

0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

894 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

933 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 職員研修経費

担当部署 総務課　秘書人事係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 1

根拠法令・個別計画 地方公務員法第３９条

実施運営方法 一部委託 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：職員
意図：職員一人ひとりが、自ら地域の一員であることを自覚し、町民の負託を受けて業務を遂行して
　　　　いるという意識を強く持ち、自らが考え、課題を明確化し、その解決に取り組む精神を常に心
　　　　がけ、町民の多種多様なニーズに対応するため、必要な能力開発の向上を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

旅費

需用費

委託料

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－③財政運営の効率化

総合戦略
４　地域づくり　
５．連携の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　・職員研修基本計画の策定
　・職務能力向上研修の計画・実施
　・職場研修（ＯＪＴ）の計画・実施
　・他の自治体との合同研修の計画・実施
　・外部研修機関における各種研修への参加周知

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 30 30 30 30 30 30 30 30

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 15

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 150 150 150 150 150 150 150 150

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 156

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

研修回数

活動指標名 備考

研修回数

成果(KPI)指標名 備考

参加者数(延べ人数）

成果(KPI)指標名 備考

参加者数(延べ人数）

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続
　職員への研修機会の提供は、地方公務員法に定められた町の債務であり、また住民の安全・安心の確
保など他種多様なニーズに対応するための職務遂行能力の開発・向上を図る上で必要であることから、
今後も継続して実施する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　前橋地方気象台の職員に講師を依頼したこと
で委託料を削減でき、費用対効果は高まってい
る。

2
　研修内容に関する受講者の理解度や習熟度
が概ね高いと判断でき、職員の能力向上に寄与
していることから、事業目的はおおむね達成して
いる。

　職員全体研修については、職務遂行能力の向
上を図る研修内容となるよう検討したい。また、県
自治センター主催の研修等を活用することで、職
員の資質の向上を図りたい。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　職員全体研修については、職員に求められる知識や技術を習得するための実質的な研修内容とするこ
とで、より実効性のある研修とする。また、職場研修（ＯＪＴ）については、内部講師（管理職職員）による指
導研修として実施する。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 63.8 － － － －

満足度 14.6 16.6 － 18.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

6,808 7,145 7,145 8,900 7,145 8,900 7,145 8,900

2,412 2,412 2,412 2,412 2,412 2,412 2,412 2,412

2,278 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518 2,518

1,298 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330

540 540 540 540 540 540 540 540

280 345 345 2,100 345 2,100 345 2,100

6,808 7,145 7,145 8,900 7,145 8,900 7,145 8,900

3,530

1,028

1,093

1,041

145

223

3,530 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

4,275 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 公用車管理事業

担当部署 総務課　秘書人事係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 5

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：職員
意図：公用車の安全かつ効率的な公務への活用を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費（燃料費）

需用費（修繕費）

役務費

使用料

その他 備品購入費（車両購入)

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費（燃料費）

需用費（修繕費）

役務費

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－③財政運営の効率化

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法
　保有台数59台のうち、22台を集中管理する。
　公用車の効率的な利用を図るため、システムにより予約・貸出し等の運行管理を行うほか、法定点
検や計画的な整備・修繕による安全管理を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 23 23 22 22 22 22 22 22

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 22

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 0 2 0 1 0 1 0 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

台 1

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

集中管理台数

活動指標名 備考

集中管理台数

成果(KPI)指標名 備考

車両入れ替え台数

成果(KPI)指標名 備考

車両入れ替え台数 R02コロナ交付金事業

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続 　法定点検や計画的な修繕を実施し、職員が安全に安心して走行できるよう運用管理を継続する。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　法定点検やオイル交換など、適正な費用で実
施できている。

2
　突発的な故障などの発生はほとんどなく、整備
不良による事故も発生していないことから、事業
目的はおおむね達成している。

　今後の老朽化に伴う車両数減少（廃車）を見通
し、集中管理車両と部署専属車両の適正配分を
検討する必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　新型コロナ感染拡大防止のために会議等が中止やリモートでの開催となったことから、公用車の使用頻
度は減少したが、今後の会議等の開催方法を踏まえつつ、適正な台数管理と運用管理を行う。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 63.8 － － － －

満足度 14.6 16.6 － 18.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

2,708 2,708 2,708 25,408 458 458 458 458

2,450 2,450 2,450 150 250 250 250 250

31 31 31 31 31 31 31 31

142 142 142 142 142 142 142 142

85 85 85 85 85 85 85 85

25,000

2,708 2,708 2,708 25,408 458 458 458 458

2,005 0 0 0 0 0 0 0

1,788

20

115

82

2,005 0 0 0 0 0 0 0

414 0 0 0 0 0 0 0

0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

372 0 0 0 0 0 0 0

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

41 0 0 0 0 0 0 0

2,419 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 町有バス管理運行事業

担当部署 総務課　秘書人事係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 5

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

受益者：町の行政上必要な業務を実施する機関及び団体等
意図：町の行政上必要な業務の実施に要する経費の節減を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費　修繕料

需用費　その他

役務費

重量税

その他 R05 車両更新

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費（修繕料）

需用費（燃料費）

役務費

重量税

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－③財政運営の効率化

総合戦略
４　地域づくり　
５．連携の推進

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　町の行政上必要な業務（会議、各種大会、研修、視察、調査等の町の行政運営に資する業務）の
実施に要するバスの運行。
　なお、現有車両の老朽化を踏まえ、購入後２０年を越える令和５年度に車両更新を検討する見込
み。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

522



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 85 20 70 70 70 70 70 70

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 4

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 2,500 600 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

人 166

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

運行回数

活動指標名 備考

運行回数 R02コロナ下による減少

成果(KPI)指標名 備考

利用者数

成果(KPI)指標名 備考

利用者数 R02コロナ下による減少

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

縮小
　コロナ下においては、感染拡大防止対策を講じて使用制限を設けるほか、運転手（会計年度任用職員）
を削減した上で継続したい。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

　コロナ下による運行回数の大幅な減少に伴い、
費用対効果は下がっている。

2

　コロナ下による運行回数の大幅な減少に伴い、
ほとんど達成できていない。

　現有車両の老朽化に伴う更新を検討する必要
があり、町有バスを廃止する場合には行政サー
ビスの低下が懸念される。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　現有車両の老朽化と運転手（正職員）の高齢化に伴い、町有バスの廃止を含めた今後の対応を検討す
る必要があるものの、依然としてニーズが高いことから、廃止する場合には多方面への影響が懸念される。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 63.8 － － － －

満足度 14.6 16.6 － 18.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

523



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

56 0 56 56 56 56 56 56

56 0 56 56 56 56 56 56

56 0 56 56 56 56 56 56

46 0 0 0 0 0 0 0

46

0

46 0 0 0 0 0 0 0

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,489 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

1,535 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 広域行政事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画
両毛広域都市圏整備推進協議会規約、館林邑楽総合開発促進協議会規約、

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の促進に関する法律、
群馬県東毛地方拠点都市地域整備推進協議会規約、関東どまんなか会議規約

実施運営方法 直営 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　近隣の自治体と連携を図り、効率的な財政運営を行う。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

負担金

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－③財政運営の効率化

総合戦略
４　地域づくり　
３．地域コミュニティの活性化

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

○両毛広域都市圏総合整備推進協議会：公共施設の相互利用、ホームページ運営、両毛交流イベント（グ
ルメシールラリー）の開催等。
○館林邑楽総合開発促進協議会：構成市町の住民を対象とした講演会の開催、先進地の視察研修等。
○東毛地方拠点都市地域整備推進協議会：各拠点都市の総合的な整備の推進、進捗状況の確認を行う。
○関東どまんなかサミット：まちづくりの情報交換、災害時における相互協力、公共施設等の相互利用、共通
課題の検討、イベントやシンポジウムの共同開催等。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

524



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 20 20 20 20 20 20 20 20

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 8

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 7 7 7 7 7 7 7 7

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

事業 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

✔ ・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

✔ ・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

会議開催数

活動指標名 備考

会議開催数

成果(KPI)指標名 備考

実施事業

成果(KPI)指標名 備考

実施事業

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

　広域行政の推進を図る上で継続すべきである。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

○両毛広域書面総会１回web３回
○館林邑楽総合開発促進協議会：
書面総会１回○東毛地方拠点都
市地域整備推進協議会：書面総会
１回○関東どまんなかサミット幹事
会１回サミット１回

計
画

実
績

　必要最低限の負担金で運営されている。

2
　コロナ禍により事業が実施できなかった。

　令和２年度においては、新型コロナウイルスの
影響により各事業が実施できない状況であっ
た。今後はコロナ禍に対応した事業の開催方法
について検討する必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

　他市町と連携し、引き続き活動していくべき。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 63.8 － － － －

満足度 14.6 16.6 － 18.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

525



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

200 200 200 200 200 200 200 200

140 140 140 140 140 140 140 140

60 60 60 60 60 60 60 60

200 200 200 200 200 200 200 200

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

745 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

745 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 公共施設利活用検討事業

担当部署 企画財政課　企画調整係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本計画

施策
11．住み続けられるまちづくりを　
　都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

款 項 目

2 1 6

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　既存施設の統廃合や再配置も念頭に置き、旧南北小学校及び資源化センターの利活用を検討
する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

有料道路使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－③財政運営の効率化

総合戦略
４　地域づくり　
１．安心できる暮らしを支える環境の提供

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　空き施設の利活用の方法については、行政の方針だけでなく、地域住民のニーズもふまえ決定
する必要があるため地元住民への説明に耐えうる方法で方針を決定する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

526



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0 5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

回 0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 0 0 3

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

公共施設利活用検討会議開催数

活動指標名 備考

公共施設利活用検討会議開催数

成果(KPI)指標名 備考

公共施設利活用方法決定数

成果(KPI)指標名 備考

公共施設利活用方法決定数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

2

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 63.8 － － － －

満足度 14.6 16.6 － 18.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

527



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056

4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900

462 462 462 462 462 462 462 462

1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694

7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056

7,826 0 0 0 0 0 0 0

5,592

277

1,957

0

7,826 0 0 0 0 0 0 0

1,564 0 0 0 0 0 0 0

0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,564 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9,390 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 ふるさと納税事業

担当部署 企画財政課　財政係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 3

根拠法令・個別計画 板倉町ふるさと応援寄附取扱要項

実施運営方法 一部委託 事業の性質 選択的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　板倉町を応援しようとする個人から広く寄附金を募り、これを財源としてまちづくり事業に活用し、
豊かな活力あるふるさとづくりに資する。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

消耗品費

手数料

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

消耗品費

手数料

委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－③財政運営の効率化

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　板倉町にふるさと納税していただくよう、ふるさと納税ポータルサイト（ふるさとチョイス他）を利用し
て募集を行う。
　寄附金に応じて、地元特産品等の返礼品を送付する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

528



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

品目 50 55 55 55 55 55 55 55

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

品目 50

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 14,000 14000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

件 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

千円 16,796

件 6,300

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

返礼品目数

活動指標名 備考

返礼品目数

成果(KPI)指標名 備考

ふるさと納税金額

ふるさとチョイスページビュー数

成果(KPI)指標名 備考

ふるさと納税金額

ふるさとチョイスページビュー数

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

拡大

返礼品の拡充、納税額の増加を図る。歳出については、納税額の増加に比例するため増加するが、それ
以上の収入に繋がる。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

・地元企業の特産品のPR及び地域振興

総務省の返礼基準により返礼品の金額などを設
定している。業務委託についても、寄付額に応じ
て発生するため、過度になることはない。

2
ふるさと納税額は増加傾向にあり、返礼品も適宜
見直すことで地元企業のPRにも繋がっていると
考えられる。

返礼品の魅力が納税額に直結するため、今後も
返礼品の拡充を図る必要がある。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

返礼品の魅力が納税額に直結するため、今後も返礼品の拡充を図る必要がある。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 63.8 － － － －

満足度 14.6 16.6 － 18.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

529



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

120,710 0 0 0 0 0 0 0

710

120,000

108,000

12,710 0 0 0 0 0 0 0

40,057 0 0 0 0 0 0 0

903

122

39,032

0

28,000

12,057 0 0 0 0 0 0 0

1,266 0 0 0 0 0 0 0

0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,266 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 0 0 0 0

41,323 0 0 0 0 0 0 0

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 旧庁舎解体撤去事業

担当部署 企画財政課　財政係 事業期間 R2 R2

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 5

根拠法令・個別計画 板倉町公共施設等総合管理計画

実施運営方法 全部委託 事業の性質 自主事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

すでに使われなくなり必要がなくなった町有財産を除却整理し、財政運営の効率化を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

用地登記業務委託料

解体撤去工事費

その他

国庫支出金

県支出金

町債

一般財源

①事業費

立木伐採抜根業務委託料

用地登記業務委託料

解体撤去工事費

その他

国庫支出金

県支出金

町債

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－③財政運営の効率化

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

旧庁舎を解体撤去し、賃借地を原状回復のうえ地権者に返還する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

臨
時

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

530



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

棟 3 - - - - - - -

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

棟

0

0

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

棟 -3 - - - - - - -

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

棟

0

0

１．必要性の評価

・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

✔ ・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

✔ ・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

解体建物数

活動指標名 備考

解体建物数

0

0

成果(KPI)指標名 備考

町有建物数

成果(KPI)指標名 備考

町有建物数

0

0

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

終了

令和2年度解体撤去、賃借地を原状回復のうえ地権者への返還終了。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

・旧庁舎用地に係る土地賃借料予算の削減。

撤去については、基準により設計額を設定。
設定額を基に入札を実施し、最低価格業者と契
約し、実施した。

2
令和2年度末までに借地の返還も含め終了。

終了事業のため、なし。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

令和2年度にて終了。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 63.8 － － － －

満足度 14.6 16.6 － 18.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

531



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

14,357 13,875 13,875 13,875 13,875 13,875 13,875 13,875

197 259 259 259 259 259 259 259

799 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073

1,819 1,831 1,831 1,831 1,831 1,831 1,831 1,831

707 707 707 707 707 707 707 707

10,835 10,005 10,005 10,005 10,005 10,005 10,005 10,005

14,357 13,875 13,875 13,875 13,875 13,875 13,875 13,875

12,313

143

724

593

706

10,147

12,313

21,432

2.60 

19,362

1.00 

2,070

33,745

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 町税徴収管理業務

担当部署 税務課　収税係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 2 2

根拠法令・個別計画 国税徴収法、地方税法、市町村税の徴収に関する３ヶ年計画、町徴収対策基本方針

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　適正な収納管理の遂行及び納期内納付の推進により、町財源の確保を図る。
　また、滞納整理により収納率を向上させ、納税者全員の税負担の公平性を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

需用費

役務費

委託料

使用料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－③財政運営の効率化

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　口座振替の推進を主に、多様化する納付方法の検討も行い、納税者の利便性の向上を行う。
　悪質な滞納者に対しては、滞納処分の執行により滞納税の圧縮を行うとともに、一括納付困難者
に対しては分納により滞納解消を図る。また、担税力のない滞納者に対しては、徹底した財産調査
のうえ執行停止を行う。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）

532



単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 330 330 320 320 310 310 300 300

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 214

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 97.2 97.2 97.3 97.3 97.4 97.4 97.5 97.5

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

％ 97.3

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

✔ ・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

✔ ・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

滞納整理件数 収納率向上対策実施分

活動指標名 備考

滞納整理件数

成果(KPI)指標名 備考

収納率 一般税合計（国保除く）

成果(KPI)指標名 備考

収納率

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

町の貴重な自主財源である税収の確保は、重要な事項であるため、今後も安定した税収確保に努め事業
を継続していく。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

収納システム及び一元化リストの運用で事務効
率化を図り、事業費の圧縮を図る。

2
新型コロナウイルスの影響より、滞納者の臨戸訪
問が実施出来ず、催告書の郵送及び電話催告と
した。滞納者の分納についても新型コロナウイル
スの影響により収入が減少のため分納額の減少
が見受けられた。

収納率向上のため、多様化する換価手法が課題
となっている。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

収納率向上を目指し、多様化する換価手法に取り組むほか、限られた人員のなかで事務の効率化を図
る。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 63.8 － － － －

満足度 14.6 16.6 － 18.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度

533



～

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

1,871 2,000 1,849 1,912 1,849 1,912 1,938 1,912

10 10 10 10 10 10 10 10

63 214 63 126 63 126 152 126

1,732 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710

66 66 66 66 66 66 66 66

1,871 2,000 1,849 1,912 1,849 1,912 1,938 1,912

1,606

62

1,478

66

1,606

19,362 19,661 19,661 19,661 19,438 19,274 19,274 19,274

2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 

19,362 19,661 19,661 19,661 19,438 19,274 19,274 19,274

20,968 19,661 19,661 19,661 19,438 19,274 19,274 19,274

事業№

令和３年度　実施計画・事務事業評価シート

事務事業名 会計管理業務

担当部署 会計課　会計係 事業期間 R2 R9

まちづくりを支える６つの方針

基本計画21の施策

４つの基本目標

施策

款 項 目

2 1 4

根拠法令・個別計画

実施運営方法 直営 事業の性質 義務的事務

目　的
（受益者と意図を明確に）

　町民、納税者・納付者及び債権者等の収納・支払事務を、迅速で的確に実施することにより、業
務のスムーズな執行を図る。また、決算書作成については、町民に町会計事業の決算内容等を公
表することにより、執行事業の周知を図る。

事業費 前期計画 後期計画

(単位:千円）

①事業費

旅費

需用費

役務費

振込データ伝送委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

①事業費

旅費

需用費

役務費

振込データ伝送委託料

その他

国庫支出金

県支出金

一般財源

②人件費

事業に要する従事割合

人件費

事業に要する従事割合

人件費

③総事業費

総合計画
６【行財政】 社会変化に対応する効率的な行政運営をするまち　
６－③財政運営の効率化

総合戦略

SDGｓ 17の国際目標

会計区分・科目 一般会計

内容及び実施方法

　収納処理は、調定通知書により納付内容と納付額を確認し、予算に基づく会計科目に入力のうえ
日々の収入・集計処理を行う。支払処理は、各課より提出された支払伝票の支払内容と支払額等を
審査し、支払先・支払方法を確認後、期限内に確実に支払う。また、これらの収支内容を財務会計
システムに入力して集計処理すると共に関係する根拠書類・記録の整理保管を行う。
　また、歳入及び歳出に係る決算明細書を集計し、これらを担当課局に配布して決算内容の確認
依頼のうえ精査された資料をまとめ、会計システムでの決算処理を行い、合わせて附属資料や監査
資料を作成して監査承認を受けた後、印刷・製本を行い冊子として作成し公表する。

備考

内
訳

財
源
内
訳

内
訳

財
源
内
訳

正
職

任
用

事
業
の
概
要

予
算

（
実
施
計
画

）

決
算

（
実
績

）
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単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

回 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 29,398

回 1

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 110 110 110 110 110 110 110 110

冊 105 105 105 105 105 105 105 105

単位 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09

件 88

冊 105

１．必要性の評価

✔ ・ 法令により実施することが義務付けられている。

・ 法令に定められた町の責務を具体化して実施する事業である。

・ 税金で実施するにふさわしい事業で、町民への説明責任も果たせる。

・ 社会保障の機能を果たしている。

・ 法的な問題があり、行政がやるべき事業。（民間に類似サービスはない）

２．有効性の評価

・ 町民生活上の課題解決に貢献している。

・ 町民に具体的に説明できるような成果があがっている。

・ 町民の大部分がサービスを受けることができる。

・ 指標の実績値が前年度を上回っている。

✔ ・ 事業の目的が達成できるような事業内容になっている。

３．効率性の評価

・ 町民一人あたりのコストは適正である。

・ 事業の質を落とさずに、コスト削減が進んでいる。

・ 受益者負担や補助等の割合に問題はない。

・ 町で実施する方が民間委託より適している。

✔ ・ コスト削減の余地はない。

2

年
度

事業の指標 前期計画 後期計画

活動指標名 備考

伝票処理件数

決算書作成

活動指標名 備考

伝票処理件数

決算書作成

成果(KPI)指標名 備考

訂正依頼（組戻し）件数

決算書作成部数

成果(KPI)指標名 備考

訂正依頼（組戻し）件数

決算書作成部数

指標で表せない成果・効果

４．費用対効果

５．事業の達成状況

６．事業実施における課題等

方向性の判定 方向性の判定理由

維持継続

会計管理業務は、今後も正確に執行すべきであり、維持継続が望ましい。また、決算書については、公表
される資料として必要である。

令和５年 令和９年
目標 結果 目標 結果

計
画

実
績

計
画

実
績

最小限の費用で執行し、日々の業務が正確に処
理されている。

2
日々の収支業務は、現金現在簿と整合性を図る
ため、複数で確認作業を行うことにより、正確に
処理されている。

特になし。

令
和
評
価
結
果

今後の方向性・
改善案等

継続して、日々の業務において正確且つ効率的に執行することにより、決算書の作成期間の短縮を図
る。併せて、事務処理の更なる改善を随時検討を行う。

まちづくり
町民アンケート

（単位：％）
基準

（令和元年）

重要度 63.8 － － － －

満足度 14.6 16.6 － 18.6 －

活
動

成
果

（
K
P
I

）

令
和 事
務
事
業
の
評
価

年
度
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